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注1　　文脈上異なる意味が示される場合を除き、本書中、「バイエル社」または「バイエルAG」はバイエル・アクツィーエ

ンゲゼルシャフトを指し、「バイエルグループ」はバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトおよびその連結子会社

を指す。「当社」または「バイエル」は、文脈に応じ、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトまたはバイエルグ

ループを指す。

2　　別段の記載がある場合を除いて、本書中の「ユーロ」は、通貨単位であるユーロを指す。本書において便宜上記載さ

れているユーロの日本円への換算値は、1ユーロ＝131.28円の換算率（株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した2018年2

月28日現在の対顧客電信直物売買相場の仲値）によって算出されたものである。当該換算値は、当該換算率またはそ

の他の換算率を使用した日本円に相当し、または日本円へ換算されたかもしくは換算され得ることを表明すると解釈

されるべきではない。

3　　別段の記載がある場合を除いて、本書中の「ドイツ」は、ドイツ連邦共和国を指す。

4　　本書中の計数が四捨五入されている場合、合計欄に記載されている数値は計数の総和と必ずしも一致するものではな

い。

 

将来予想に関する情報(Forward-looking information)

　本書には、当社の現在の計画および予想を反映した将来予想に関する記述（forward-looking statements）が含ま

れている。これらの記述は現在の計画、見積りおよび予測に基づくものであるため、読者はこれらに過度の信頼を置

くべきではない。当社は通常、「見込む」、「意図する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「見積も

る」等の用語や類似の表現を用いて将来予想に関する記述であることを明確にしている。（当該将来予想に関する記

述には、「第3　事業の状況」の「4.　事業等のリスク」および「7.　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の分析」における将来予想に関する記述も含まれる。）

　読者におかれては、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因により、将来における当社の実際の成

績、業績、成果、展開または財政状態が、将来予想に関する記述をもって表現または示唆された成績、業績、成果、

展開または財政状態と著しく異なる結果となる可能性があることに十分留意されたい。

　将来予想に関する記述は、当該記述が行われた日現在のものであり、当社には、当該記述を新たな情報や将来の事

象に照らして公的に更新する義務はない。
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第一部 【企業情報】

第1 【本国における法制等の概要】

1 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

総　論

ドイツ連邦共和国法は、各種の企業形態について規定している。最も一般的なものは以下の通りである。

・合名会社（Offene Handelsgesellschaft－「OHG」）

商法第105-160条の適用を受け、社員全員が会社の負債につき無限責任を負う。

・合資会社（Kommanditgesellschaft－「KG」）

商法第161-177条aの適用を受け、最低１名の社員（無限責任社員）が無限責任を負うのに対し、他の（有

限責任）社員は、出資額を限度とする責任を負う。

・有限会社（Gesellschaft mit beschränkter Haftung－「GmbH」）

有限会社法の適用を受け、法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済さ

れ、出資した持分の払込をなした社員は、責任を負わない。各持分に分割された最低25,000ユーロの固定株

式資本を有する。ただし、持分は公正証書によってのみ譲渡可能である。固定株式資本が25,000ユーロ未満

の場合、当該会社は「GmbH」と称してはならず、事業主会社（有限責任）（Unternehmergesellschaft

(haftungsbeschränkt)または「UG(haftungsbeschränkt)」）と称する。

・GmbH & Co.KG（合資会社の特殊形態）

有限会社が合資会社における無限責任社員となる。この種の会社は、合資会社に適用される規定の適用を

受ける。ただし、会社内で個人の責任はない。

・株式会社（Aktiengesellschaft－「AG」）

株式法の適用を受け、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は、会社の資産のみを

もって弁済され、出資した株式の払込をなした株主は、責任を負わない。各株式に分割された最低50,000

ユーロの固定株式資本を有する。株式は、公証人の認証がなくても譲渡可能であるが、一般に、株式法上認

められている株式会社の機構は、有限会社法が認める機構に比べて柔軟性に乏しい。

・欧州会社（「SE」）

欧州会社規則およびEU内の各設立国の株式会社法の適用を受ける。実際には、ドイツ国内で設立されるSE

を規律する規則は、ドイツ株式会社（AG）を規律する規則と非常に似通っている。
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以下、ドイツ株式会社（AG）の特徴についてさらに詳しく説明する。

 

設　立

株式会社は、１名または複数の発起人により設立され、発起人は、一定の出資と引換えに株式を引き受け

る。株式資本は、ユーロで表示される額面金額を有するものとし、設立時の株式資本の額は、最低50,000ユー

ロである。全額が払い込まれた場合、株式は、無記名式（Inhaberaktien）または記名式（Namensaktien）の

いずれでも発行できる。バイエルAGは無記名式株式を発行していたが、2009年に、以前の無記名式株式は記名

式株式に転換された。

株式会社の定款は公正証書の様式で作成され、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所（Amtsgericht）が

保管する商業登記簿に登記されなければならない。定款の必須記載事項は、以下の通りである。

・会社の名称および本店所在地

・会社の目的

・株式資本の額

・株式の額面金額および各額面金額の株式数、無額面株式（Stückaktien）の場合には株式数

・株式の記名式・無記名式の別

・取締役の員数または員数決定の根拠となる規則

・会社の公告の方法

株式会社は、商業登記簿に登記されたときから、法人として存在する。

 

株式会社と株主との関係

株主は、等しい状況下では平等の取扱いを受ける権利がある。

株主は、配当可能な利益を受領する権利があるが、準備金に組み入れること等を理由として、法律、定款ま

たは株主決議により分配から除外される利益についてはこの限りでない。

株式会社は、株式法第71条に定める非常に限られた場合（例えば、株主総会決議で授権された場合で株式資

本の10％を限度に）にのみ自社株を取得することができる。

無記名式株式は、売主と買主が合意の上、株券を交付することにより譲渡される。記名式株式は、売主と買

主が合意の上、裏書または譲渡された株券を引き渡すことにより譲渡される。買主が会社により株主として認

知されるためには、買主は新株主として会社の株主名簿に登録されなければならない。
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ある株式会社の株式が、欧州連合またはヨーロッパ経済地域協定の署名国に所在する一つ以上の証券取引所

に上場されている場合、ある株主の株式所有が、売却、購入その他の手段により、かかる上場株式会社の株式

の３％、５％、10％、15％、20％、25％、30％、50％または75％に達したり、この枠を超えて上下したりする

場合は、当該株主は、その後４営業日以内に当該上場会社およびドイツ金融監督庁（Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht－ 「 BaFin 」 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な い （ 証 券 取 引 法

（Wertpapierhandelsgesetz）第33条）。当該株主は、証券取引法第33条で要求されている情報を提供するま

での期間中は、当該株式から生ずる株主の権利を行使することはできない。投資家が、もっと遅い時点でかか

る上場株式会社の株式を取得する結果をもたらす可能性がある金融商品の取得、または売却を行う場合は、同

様な届出規則が適用される(証券取引法第38条および39条)。

有価証券の購入および引受けに関する法律（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz）に基づき、ある株

主または数名の共同株主が公開会社の30％超の議決権を取得しようとする場合には、当該会社の他の株主すべ

てに対して義務的公開買付けを行わなければならない。

株主の株券発行請求権は、バイエルAGの定款により排除されている。全株式資本の書面による証拠は、ドイ

ツのフランクフルト・アム・マイン所在のクリアストリーム・バンキング社に預託される大券によって示され

る。当社の株主は、株主各人が保有している株式数に応じて、この共同預託株式の一部を所有している。

 

株式会社の機関

・取締役会（Vorstand）

取締役会は、自己の責任において会社の事業を行わなければならない。取締役会は、１名以上で構成するこ

とができる。自然人でかつ法的に完全な行為能力を有する者が取締役となることができる。

取締役会は、業務規定を制定することができる。ただし、定款が監査役会にかかる規定の制定権を与えてい

る場合、または既に監査役会が取締役会のためにかかる規定を制定している場合はこの限りではない。

取締役会は、裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が数人から成る場合は、全取締役によ

る共同代表権のみが認められている。ただし、定款に別段の規定がある場合（実際は、かかる規定を設けるの

が通常である。）はこの限りでない。定款は、取締役が単独でまたは支配人（Prokurist:バイエルAGを代理し

て署名する権限を商法の下に授権されており、かかる授権が地方裁判所の商業登記簿に登記されている従業

員）と共同で代表権限を有する旨定めることができる。共同代表権を有する取締役は、個々の取締役に対し特

定の取引行為または特定の種別の取引行為について権限を委任することができる。第三者に対して会社を代表

する場合は、かかる委任を受けた者は、一般の取締役と同じ権限を有する。

取締役会または代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。
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取締役は監査役会により任命され、任期は最長５年である。再任または任期の延長は、それぞれ５年を限度

として許される。1976年共同決定法（Mitbestimmungsgesetz）（以下「共同決定法」という。）に従って従業

員による共同決定に服するほど規模の大きな会社は、取締役のうち１名を、その責務に人事・社会的事項を含

む労務担当取締役（Arbeitsdirektor）を任命しなければならない。共同決定法は、従業員数が概ね2,000名を

超えるすべての会社に適用される。

取締役会は、重要な事象の他、営業方針、会社の収益性および業務の現況につき定期的に監査役会に報告し

なければならない。

取締役会は、会社の存続に悪影響を及ぼす恐れのある動きを早期に発見するために、リスク管理システムを

確立しなければならない。

 

・監査役会（Aufsichtsrat）

株式法第95条に従い、監査役会は３名以上21名以内（株式資本の額による。）の監査役で構成される。従業

員代表に関する共同決定の規定により要求される場合、その員数は３で割り切れる数でなければならない。

上記にかかわらず、共同決定法は、以上とは異なる構成方法について規定している（以下の記載は共同決定

法に服する会社について述べたものである。）。

共同決定法に従い、監査役会は、次のように構成されなければならない。

(1) 従業員数が概ね10,000以下の会社の場合は、監査役は12名（株主代表６名および従業員代表６名（その

うち４名は会社従業員、２名は労働組合の代表））とする。ただし、定款で員数を16名または20名と規

定することができる。

(2) 従業員数が概ね10,000名超20,000名以下の会社の場合は、監査役は16名（株主代表８名および従業員代

表８名（そのうち６名は会社従業員、２名は労働組合の代表））とする。ただし、定款で員数を20名と

規定することができる。

(3) 従業員数が20,000名を超える会社の場合は、監査役は20名（株主代表10名および従業員代表10名（その

うち７名は会社従業員、３名は労働組合の代表））とする。

監査役会の構成のうち株主代表に関しては、共同決定法の適用はないが、従業員代表に関しては、共同決定

法でさらに詳しく規定されている。株主代表は、株主総会で選任される。従業員代表の選任については共同決

定法第９条乃至第24条が適用され、共同決定法に基づき公布された３つの規則でさらに詳しく規定されてい

る。選任手続は複雑で、大会社の場合は最低31週を要する。規制された資本市場を利用しているバイエルAGの

ような株式会社（kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften）は、少なくとも１名の、財務報告また

は会計監査に精通した独立の監査役を置かなければならない。

各監査役の任期は、当該監査役の任期開始後４事業年度目に同監査役の責任解除（Entlastung）につき決議

する株主総会をもって終了する期間、すなわち約５年間を超えることはできない。

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

  6/490



監査役の代理人は任命することができないが、株主代表であると従業員代表であるとを問わず個々の監査役

について、かかる正規の監査役とともに、補欠監査役を選任することができる。かかる補欠監査役は、正規の

監査役が任期満了前に退任した場合に監査役となる。

 

・監査役会の職務および権利

監査役会は、業務の執行を監督しなければならない。監査役会は、会社の財産の他、会社の帳簿および記録

を閲覧・調査することができ、また会計監査人を任命する。また会社の利益のために必要な場合は、株主総会

を招集しなければならない。

業務執行の機能を監査役会に付与することはできないが、定款または監査役会は、監査役会の同意を得なけ

れば一定の取引行為を行ってはならない旨定めなければならない。

監査役の報酬は、定款または株主総会の決議により決定されなければならない。

 

・会長、決議、委員会

監査役会は、共同決定法の特別の規定を考慮に入れて、監査役の中から監査役会会長１名および１名以上の

副会長を選任しなければならない。

法律に別段の定めがない限り、決議のために必要な定足数は、全監査役の半数以上である。他の監査役を通

じて書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には過半数の賛成票

が必要である。可否同数の場合は、再投票を行うことができ、この場合も可否同数であれば監査役会会長が決

定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない。

監査役会は、監査役から成る一つ以上の委員会を設置することができ、かかる委員会に対し、監査役会に代

わって監査役会の協議および決議事項を作成し、またかかる決議の執行を監督することを委任することができ

る。特に、監査役会は、監査委員会を設置することができる。

 

・取締役の任命

会社が共同決定法に服する場合、監査役会が取締役を選任するには監査役の３分の２の多数投票による決議

を必要とする。かかる多数が得られない場合、監査役４名から成る専門委員会が、１ヵ月以内にかかる選任を

提案しなければならない。その場合、監査役会は、かかる提案の承認の可否を、過半数で採択することができ

る。かかる２回目の決議においても過半数に達しない場合は３回目の決議が行われるが、かかる３回目の決議

においては議長が決定権を有する。
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・株主総会

株主は、株式法または定款に定められた事項について決議を行う株主総会において、その権利を行使する。

その主な決議事項は以下の通りである。

(1) 監査役会の株主代表の任命

(2) 分配可能利益の処分

(3) 直近事業年度中の取締役および監査役の行為に関する責任の解除

(4) 会計監査人の任命

(5) 定款の変更

(6) 増資および減資、自己株式の買戻し計画

(7) 特別監査人の任命

(8) 会社の解散

株主総会は、取締役会から特にその旨請求された場合に限り、経営上の問題につき決議することができる。

定時株主総会（年次総会）は、事業年度の開始後８ヵ月以内に開催されなければならない。当該総会には、

取締役会によって提示され監査役会によって承認された年次財務書類が提出されるとともに、分配可能利益の

処分ならびに前事業年度中の取締役会および監査役会の行為に関する責任の解除について決議しなければなら

ない。また、当該総会は、会計監査人を任命しなければならない。以上に加えて、株主総会は、会社の利益の

ために必要な場合に招集されなければならない。取締役会、監査役会または裁判所が許可する場合は株式資本

の５％以上（定款でこれより低い株式資本比率で足りると定めている場合はこの限りではない。）を有する株

主が、株主総会を招集することができる。株主総会の招集通知は、連邦官報（Bundesanzeiger）の電子版に公

告されなければならない。招集公告には、中でも、株主総会の会日、場所ならびに出席の前提条件および議題

を記載しなければならない。当該招集は、株主が定時株主総会に出席して議決権を行使するためには株主登録

を行わねばならないとの定款の定めがある場合は、その定められた日の遅くとも30日前に公告されなければな

らない。株主は通常、定時株主総会の遅くとも６日前に株主登録を行わなければならない。取締役会および監

査役会は、それぞれ、決議を要するほとんどの議題につき提案をしなければならない。

株式資本の５％以上（または500,000ユーロ以上）を保有する株主は、株主総会の議題の修正を要求するこ

とができる。ただし、かかる要求は、当該株主総会の遅くとも30日前（証券取引所に上場されていない会社の

場合は24日前）に会社に受領され、かつ新たな議題の提出理由または決議案が添付されている場合にのみ、有

効となる。
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株主は、株主総会においてあらゆる議題につき反対動議を提出することができる。株主が株主総会開催日の

14日前までに株式会社に対し反対動議を（書式についての一定の要件を充たす）書面で提出した場合には、当

該株式会社は、かかる反対提案を（それに対する株式会社の意見があれば、それとともに）議題としなければ

ならない。

各株主は、株主総会において、取締役会から会社の事項に関する質問について回答を求めることができる。

ただし、請求に係る情報が議題に関する適切な意見を形成するために必要な場合に限られる。取締役会は、一

定の状況下でのみ、回答を拒否することができる。

株式に伴う議決権は、株主が自ら、または書面で授権した代理人を通じて行使することができる。ドイツ連

邦共和国では、通常、議決権の行使は、銀行に委託される（議決権の代理行使）。この場合の前提条件は、以

下の通りである。

・株主が代理権を付与すること。

・銀行が議決権の代理行使をする旨申し出、かつ議題、反対動議（もしあれば）および議決権行使について

の自己の提案を顧客に通知しかつ議決権行使についての指図を求めること。銀行は、会社の株式資本の

20％超を所有することについて一定の制限に服することを条件として、かつ顧客より指示がなければ、自

己の提案通りに議決権を行使するものとする。銀行は自己の提案に拘束されるが、事情が変わったために

自己の提案を逸脱することが必要となった場合はこの限りでない。ただし、その場合は、顧客に対し、従

前の提案に反して議決権を行使した旨を後に通知しなければならない。無記名式株式の場合、株主名が総

会の出席株主名簿に現れないよう、議決権を匿名で行使することができる。

株主総会の決議は、投じられた票の過半数で行うことができる。定款は、１個の議決権に相当する額面金額

を規定しており、無額面株式の場合は１株につき１個の議決権が付与される。一定の場合（例えば定款変更、

増資、減資、解散等の場合）には、法律上、総会において代表された株式資本の４分の３の多数による決議が

必要である。

株主総会の決議は、公証人により記録され、それには投票の結果が反映されなければならない。それらの決

議は総会に出席した株主および／または代理人の名簿とともに、商業登記簿に登記される。証券取引所に上場

している会社は、株主総会における投票の結果を、当該株主総会から７日以内に当該会社のウェブサイト上で

も公表しなければならない。
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計算、分配可能利益の処分

取締役会は、事業年度開始後３ヵ月以内に、前事業年度にかかる年次財務書類（Jahresabschluss）（貸借

対照表（Bilanz）、損益計算書（Gewinn-und Verlustrechnung）およびその注記（Anhang）から成る）および

営業報告書（Lagebericht）を作成し、これを会計監査人に提出しなければならない。さらに、国内所在の親

会社は、過半数の議決権を有する子会社がある場合には、連結財務書類およびグループとしての営業報告書を

作成する必要がある。連結財務書類には、キャッシュ・フロー計算書（Finanzierungsrechnung）も含まれて

いる。年次財務書類および連結財務書類は、適正な会計原則に従っていなければならず、明確でかつ十分な記

述がなされ、また会社の財政状態および経営成績を偽りなくかつ公正に表示するものでなければならない。会

社は、その資本勘定の一部として法定準備金を積み立てなくてはならない。かかる準備金は、法定準備金およ

び資本準備金の合計額が株式資本の10％または定款所定のそれ以上の比率に達するまで、純利益（もしあれば

前期からの繰越損失額を減じる。）から、その５％を限度として積み立てられる。

資本準備金にはとりわけ下記が含まれる。

(1) 新株発行の際の額面超過額

(2) 転換社債または新株引受権付社債の発行価額が償還額を上回った額

法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損を填補する場合に限られる。

法定準備金に加え、他の公表準備金を設定することができ、株式法および定款の規定の範囲内で、会社の純

利益の一部または全部をかかる公表準備金に組み入れることができる。

営業報告書には現在および将来の営業状況および会社の状態を記載するとともに金融商品の利用に関する会

社のリスクおよびリスク管理、予見しうる今後の展開、ならびに研究開発の分野についても報告することを要

する。

帳簿および営業報告書を含む年次財務書類は、監査役会の提案に基づき株主総会で任命された会計監査人の

監査を受けなければならない。当該会計監査人は監査の結果を書面で報告する。かかる監査の最終結果に基づ

き異議のない場合、当該会計監査人は、当該年次財務書類および営業報告書について、法律が規定する文言で

監査証明を付記することにより、その事実を確認する。

取締役会は、会計監査人の監査報告書を受領後不当に遅滞することなく、年次財務書類、営業報告書および

当該監査報告書を監査役会に提出しなければならない。監査役会は、年次財務書類、営業報告書および取締役

会による分配可能利益の処分案を調査し、該当する場合は、グループの年次財務書類および営業報告書も調査

しなければならない。財務書類の会計監査人は監査役会の関連する会議に参加し、当該会計監査人による監査

の結果を報告しなければならない。監査役会は、当該調査の結果を書面で株主総会に報告しなければならな

い。さらに、監査役会は、会計監査人による年次財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。

監査役会は上記報告書の末尾に、監査役会の最終調査結果に基づき異議を申立てるか否か、および取締役会の

作成した年次財務書類を承認するか否かを記載しなければならない。監査役会が年次財務書類を承認すれば、

当該年次財務書類は採択される。ただし、取締役会および監査役会がかかる採択を株主総会に委ねる旨決定し

た場合はこの限りでない。取締役会および監査役会は、かかる採択を株主総会に委ねないことが通例である。
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分配可能利益の処分

株主総会は、分配可能利益の処分について決議しなければならない。決議に当たっては、採択済みの年次財

務書類に拘束される。

 

財務書類の公表

年次財務書類、取締役会の営業報告書、監査役会の報告書および取締役会の分配可能利益処分案は、株主総

会招集日以降、会社の施設内で株主の閲覧に供し、またかかる書類の写しは要求があれば株主に提供しなけれ

ばならない。ただし、かかる書類が同期間中、当社のウェブサイトで閲覧に供される場合には、これらの義務

は適用されない。これらの書類は会社の年次報告書に含まれ、かかる報告書は株主その他の利害関係人の利用

に供されることが通例である。

取締役会は、定時株主総会後不当に遅滞することなく、会計監査人の監査証明が付された年次財務書類およ

び営業報告書を連邦官報に掲載しなければならない。また、取締役会および監査役会は、ドイツ・コーポレー

ト・ガバナンス規範の勧告の遵守を毎年宣誓しなければならない。かかる宣誓は、会社のウェブサイトに恒久

的に掲載され、連邦官報にも掲載されなければならない。

これらの規定は、連結財務書類にも同様に適用される。

 

増　資

増資には常に株主の決議を要する。株式法は、増資の四つの方法について規定している。

(1) 出資を伴う増資

株主総会で増資につき決議し、同時に新株発行の条件（発行価格、引受割合等）を決定する。出資は現

金および現物によって行うことができる。

(2) 授権資本

定款により、取締役会に対し、出資を伴う新株発行により一定の額面金額まで株式資本の増加を行う権

限を、最長５年間付与することができる。授権資本の総額は、当該授権日における株式資本の額面金額の

50％を超えないものとする。この場合、取締役会は監査役会の同意を得て、増資期日および新株発行の条

件を決定する。

上記いずれの場合も、株主は新株引受権を有する。ただし、出資を伴う増資の額が株式資本の10％を超

えず、かつ新株の発行価格が証券取引所におけるその時点での株価を著しく下回らない場合は、かかる新

株引受権を排除することができる。その他の場合における新株引受権の排除は、非常に限られた状況下で

のみ許される。増資は、次のような形で行われることが通例である。すなわち、銀行または銀行団が新株

を引き受けた後、かかる株式を法律で定められた申込期間（最低２週間）中に、株主総会または取締役会

および監査役会が定めた条件で会社の株主に対して募集する。増資は、商業登記簿に登記されたときに有

効となる。
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(3) 条件付増資

株主総会は、会社が（例えば転換社債または新株引受権付社債の所持人に）付与した転換権または新株

引受権が行使される限度で増資を行うことを決議することができる。この場合、増資は、新株が発行され

たときに有効となる。条件付資本の目的に応じ、条件付資本の額面金額は、増資決議が採択された日現在

の株式資本のそれぞれ10％または50％を超えないものとする。

(4) 準備金の組入れによる増資

株主総会は、一定の公表された準備金を資本に組み入れて増資を行うことを決議することができる。か

かる増資は、当該決議が商業登記簿に登記されたときに有効となる。

 

定款変更

定款変更にはその都度株主総会の決議を要する。当該決議は、採択に際して代表された株式資本の４分の３

の多数をもって採択されなければならない。この要件は定款をもって（過半数等に）変更することができる

が、会社の目的の変更については、要件の加重のみが認められる。

株主総会（または定款）は、単に字句を変更する場合には、監査役会に当該変更の権限を付与することがで

きる。定款変更は、会社の本店所在地の商業登記簿に登記されて初めて有効となる。

 

企業契約(Unternehmensverträge)

企 業 契 約 と は 、 例 え ば 株 式 会 社 が そ の 支 配 権 を 他 の 会 社 に 引 き 渡 す 契 約 （ 支 配 契 約 ：

Beherrschungsvertrag） 、 ま た は 他 の 会 社 に す べ て の 利 益 を 移 転 す る 契 約 （ 利 益 移 転 契 約 ：

Gewinnabführungsvertrag）をいう。株式会社の企業契約は、商業登記簿に登記されて初めて有効となる。企

業契約には株主総会の同意が必要であり、かかる同意は、当該決議の採択に際して代表された株式資本の４分

の３以上の多数をもってなされなければならない。かかる契約は、他の会社に支配権を引き渡し、または利益

を移転する会社の本店所在地の商業登記簿に登記されなければならない。被支配会社の債権者を保護するた

め、同契約の他方当事者は、契約期間中に生じた損失を補償し、または契約終了の場合は債権者の請求に応じ

て担保を供しなければならない。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は、バイエルAGの定款に記載された、制度に関する一定の規定の要約である。

株　式

バイエルAGの全株式は、当初、無記名式無額面株式であったが、2009年に記名式株式に転換された。全株式

資本の書面による証拠は、取締役２名が自署した大券により示されている。当該大券は、ドイツ、フランクフ

ルト・アム・マイン所在のクリアストリーム・バンキング社に預託されている。

 

株　主

・株主総会

株式会社の株主は、株主総会に出席する権利がある。株主総会の招集は、株主が株主総会への出席をバイ

エルAGに登録し得る最終日の遅くとも30日前に公告されなければならない。

バイエルAGの株主総会は、バイエルAGの登記事務所、または居住人口が100,000人超のドイツ国内の都市で

開催される。

バイエルAGの株主総会においては監査役会会長が議長となるが、会長が欠席の場合は、会長の指名によ

り、監査役会の他の株主代表が議長となる。会長も、会長により指名された監査役会の他の株主代表も総会

の議長とならない場合は、出席した株主代表がその投票の過半数をもって議長を選出する。

・出席および議決権

株主は株主総会開催日の遅くとも６日前に株主登録を行うことが必要である。当社の株主としての権利

は、当社の株主名簿への登録に伴って発生することとなる。この詳細については、2018年５月25日に開催さ

れるバイエルAGの定時株主総会の招集通知に記載される予定である。

株主総会における株主の議決権は、１株当たり１議決権の形で行使される。

・決議

定款または株式法に別段の定めがない限り、総会の決議は過半数の投票をもって採択され、さらに株式資

本の過半数が要求されている場合は、投票時の株式資本の過半数で採択される。

 

統治機関

・取締役会

バイエルAGの取締役会は、２名以上の取締役から成る。バイエルAGは、取締役２名、または支配人

（Prokurist:バイエルAGを代理して署名する権限を商法の下に授権されており、かかる授権が地方裁判所の

商業登記簿に登記されている従業員）と共同で行為をなす取締役１名により適法に代表される。

・監査役会

監査役会は20名の監査役から成り、そのうち10名は、会社法の規定に従い株主総会により選任され、残り

半分は共同決定法の規定に従い従業員により選任される。
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計　算

・事業年度

当社の事業年度は暦年である。

・定時株主総会

定時株主総会は、年次財務書類の提出または年次財務書類の採択および利益処分案の決議を行うため、

８ヵ月の法定期間中に開催される。定時株主総会においてはさらに、前事業年度中の取締役および監査役の

行為の責任解除、ならびに年次財務書類の会計監査人の選任を決議する。

・利益処分

配当可能利益は、株主総会でその他の使途を決議しない限り、株主に対して等しく分配される。

 

2 【外国為替管理制度】

ドイツでは外国為替は特に制限されておらず、外国投資家のドイツへの投資も原則として制限の対象となって

いない。

ただし、現行の外国貿易令（Aussenwirtschaftsverordnung：以下「貿易令」という。）は、ドイツ非居住者

による対内投資について一定の報告義務を課している。これに関し、貿易令第65条は、ドイツ国内に位置する企

業の資産について、報告を義務付けている。ただし、かかる企業の株式資本の10％以上が非居住者（個人または

事業体）または非居住者グループにより所有されている場合には、かかる報告義務はない。

ドイツ非居住者である株主への配当金の支払についても、制限はない。ただし、貿易令第70条に基づき、国内

の銀行は、ドイツ連邦銀行に対し定期的に、以下の事項について一定の情報を提供しなければならない。

- 銀行がドイツ非居住者を対象に行った有価証券の売買に関してなされた金銭の授受

- ドイツ非居住者のために国内の銀行が回収した有価証券の配当および利息の当該ドイツ非居住者

への支払

報告の所定様式によれば、報告を行う銀行は、当該取引に関し、定期的に合計額のみを報告すれば足り、外国

の受取人または支払人を明らかにする必要はない。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 14/490



3 【課税上の取扱い】

ドイツの課税上の取扱い

バイエルAGによって日本国居住者または日本法人である株主に支払われる配当金は、25％の源泉課税（資本収

益税）および資本収益税の5.5％に相当する「統一付加税」の対象となる。所得に対する租税およびある種の他

の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の協定（「二重課税の防止に関する協定」）に従

い、2016年12月31日までに支払われた配当の場合、ドイツ税務当局により10％分の源泉課税と付加税金額が還付

される。2017年１月１日に発効した日本国とドイツとの間の新たな二重課税の防止に関する協定は、源泉課税と

付加税金額を25％分まで還付する。還付額は、協定で該当する条文の一定の要件により決定される。還付のため

の申請書はボン／ボイエルの連邦税務中央局（Bundeszentralamt für Steuern）に提出されなければならない。

かかる還付申請は、配当金の支払われた年の終了後４年以内に行わなければならない。残りの源泉徴収分は、当

該配当金が日本国において総合課税の対象となる場合、外国税額控除の適用を受けられる。

日本国居住者または日本法人が得るバイエルAGの株式の売却益は、ドイツの所得税の対象とならない。

日本国居住者が所有するバイエルAGの株式に関するドイツの相続税（Erbschaftssteuer）は、当該日本国居住

者が所有する株式が直接的または間接的にドイツの事業用資産（Betriebsstätte）の一部であるか、または当該

日本国居住者の利害関係者が直接的または間接的に所有する株式と併せてバイエルAGの株式資本の10％以上を所

有する場合を除いて課税されない。

 

日本の課税上の取扱い

日本国の所得税法、法人税法、相続税法およびその他の現行の関連法令に従い、かつその限度で、日本国居住

者または日本法人は、適用ある租税条約に従い、上記で述べたところに従って個人または法人の各所得について

（または個人については遺産についても）支払ったドイツの税金の額につき、本人が日本において納付すべき租

税からの外国税額控除の適用を受けることができる。「第8　本邦における提出会社の株式事務等の概要、2. 実

質株主に対する株式事務、(8) 配当等に関する課税上の取扱い」を参照されたい。

 

4 【法律意見】

当社の法律顧問でありドイツで資格を認められている弁護士であるマルティン・アイゼンハウアー博士は次の

趣旨の法律意見書を提出している。

(1) 当社は、ドイツ連邦共和国法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人であり、また

(2) 同人が知りかつ信ずる限り、有価証券報告書の「本国における法制等の概要」の項に記述された、ドイツ連

邦共和国法に基づいて設立された企業に対して適用されるドイツ連邦共和国法上の事項に関する記述は、真

実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

 

 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

 
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円

連結純売上高 35,015 4,596,769 34,943 4,587,317 46,085 6,050,039 41,339 5,426,984 40,157 5,271,811

連結税引前利益 4,577 600,869 4,773 626,600 5,236 687,382 4,414 579,470 4,207 552,295

連結税引後利益のう
ち、バイエルAG株主帰
属分(当期純利益)(1)

7,336 963,070 4,531 594,830 4,110 539,561 3,426 449,765 3,189 418,652

包括利益合計(1) 6,630 870,386 4,751 623,711 5,619 737,662 1,152 151,235 3,829 502,671

バイエル社資本金 2,117 277,920 2,117 277,920 2,117 277,920 2,117 277,920 2,117 277,920

発行済普通株式総数
(千株)

826,948 826,948 826,948 826,948 826,948

連結自己資本 36,861 4,839,112 31,897 4,187,438 25,445 3,340,420 20,218 2,654,219 20,804 2,731,149

連結資産合計 75,087 9,857,421 82,238 10,796,205 73,917 9,703,824 70,234 9,220,320 51,317 6,736,896

1株当たり自己資本(連
結ベース)
(ユーロ／円)

44.57 5,852 38.57 5,064 30.77 4,039 24.45 3,210 25.16 3,303

基本的1株当たり利益
(連結ベース)
(ユーロ／円)(1)

8.41 1,104 5.44 714 4.97 652 4.14 543 3.86 507

希薄化後1株当たり利
益(連結ベース)
(ユーロ／円)(1)

8.41 1,104 5.44 714 4.97 652 4.14 543 3.86 507

自己資本のうちバイエ
ルAG株主帰属分が資産
合計に占める比率(％)
(1)

49.01 36.88 32.83 28.63 40.37

営業活動により獲得さ
れた(に使用した)正味
現金(1)

8,134 1,067,832 9,089 1,193,204 6,890 904,519 5,810 762,737 5,171 678,849

投資活動により獲得さ
れた(に使用した)正味
現金(1)

(432) (56,713) (8,729) (1,145,943) (2,762) (362,595) (15,539) (2,039,960) (2,581) (338,834)

財務活動により獲得さ
れた(に使用した)正味
現金(1)

(1,881) (246,938) (350) (45,948) (3,974) (521,707) 9,736 1,278,142 (2,535) (332,795)

現金および現金同等物
－期末残高

7,581 995,234 1,899 249,301 1,859 244,050 1,853 243,262 1,662 218,187

1株当たり配当金
(ユーロ／円)

2.80 368 2.70 354 2.50 328 2.25 295 2.10 276

配当性向（配当の純利
益に対する比率）(％)

33.29 49.63 50.3 54.35 54.40

従業員数(12月31日現
在)(名)(2)

99,820 99,592 116,600 117,400 112,400

2016年の数値は修正再表示されている。

注(1) これらの数値は継続事業および非継続事業を反映している。

(2) 従業員数は常勤相当数(FTE)で表示されている。2013年～2015年の数値は百の位に四捨五入されている。
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2 【沿革】

設立および登記事務所

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは、1951年12月19日、フランクフルト・アム・マインのイー・

ゲー・ファルベンインドウストリー・アクツィーエンゲゼルシャフトの承継会社の1つとして、「ファルベン

ファブリーケン・バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト」の商号で設立された。当社は、ドイツ連邦共和国

法に基づき、1952年1月15日に法人化され、オプラーデン地方裁判所（その後レバクーゼン地方裁判所、現在は

ケルン地方裁判所）の商業登記簿にHRB番号332（1961年11月17日以降はHRB番号1122、2003年3月19日以降はHRB

番号48248（ケルン））で登記された。1972年6月14日の株主総会決議によって、当社の商号は「バイエル・アク

ツィーエンゲゼルシャフト」（バイエルAG）に変更された。当社の登記上の事務所はドイツ、レバクーゼン

51373、カイザー・ヴィルヘルム・アレー1に置かれており、電話番号は+49 214 30 36008である。

 

1863年 ヴッパータール・バルメンにフリードリッヒ・バイエル・エ・コンプ設立。アニリン染料

の製造。

1881年 株式会社「ファルベンファブリーケン・フォルム・フリードリッヒ・バイエル＆Co.」に

組織変更。

1899年
後に世界で最も著名な医薬品となるアスピリン

TM
の販売開始。

バイエルの医薬品が本格的に日本へ輸入される。

1911年 フリードリヒ・バイエル合名会社を全額出資子会社として設立。これは日本初のドイツ系

化学会社である。

1912年 本社をレバクーゼンに移転。

1925年 他社と合併し、イー・ゲー・ファルベンインドウストリーを設立。

1937年 ポリウレタン付加重合反応を用いて、発泡体、エラストマー、接着剤、ブラシフィラメン

トおよび繊維等の新製品を開発。

1945年 連合国による工場の接収。

1951年 レバクーゼン、エルバーフェルト、ドルマーゲン、ユルディンゲンに工場を有する「ファ

ルベンファブリーケン・バイエルAG」としてバイエルを再建。

1952年 イー・ゲー・ファルベンインドウストリーの解散により、アグフアAGがバイエルグループ

の一部となる。

1954年 米国セントルイスのモンサント・ケミカル・カンパニーと協力し、米国ピッツバーグに

モーベイ・ケミカル・カンパニーを設立。

1957年 バイエルとハンブルグのBPベンジン・ウント・ペトロレウムAGとの合弁でエルトエールヘ

ミーGmbHをドルマーゲンに設立。米国と西ヨーロッパにおけるバイエルの外国会社持分の

管理を目的として、カナダのトロントにバイエル・フォーリン・インベストメンツ・リミ

テッド（バイフォーリン）を設立。

1962年 バイエルの全額出資子会社としてバイエル薬品株式会社を設立。

1967年 ピッツバーグのモーベイ・ケミカル・カンパニー（米国の代表的イソシアネートメー

カー）がモンサント社の50％持分を取得。
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1969年 ベルギーのアントワープにバイエル－シェルの折半出資による合弁会社バイエル・シェ

ル・イソシアネーツN.V.を設立。

1972年 「バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト」（バイエルAG）に商号変更。

1986年 米国における「バイエル」商標の使用権（生産材に限定）を、米国の製薬会社であるス

ターリング・ドラッグ・インクから再取得。米国の持株会社であるラインケム・コーポ

レーションをバイエルU.S.A.インクと改称。

1994年 スターリング・ウィンスロップの北米における一般用医薬品（OTC）事業を10億ドルで買

収することで合意に達し、同時に、バイエル・クロスのマークを含む商号および商標に対

する米国での権利を再取得。

1995年 米国法人マイルズ・インクがバイエル・コーポレーションに、またマイルズ・カナダ・イ

ンクがバイエル・インクに商号変更。

1996年 オランダ法人サラ・リー／DEがコンシューマーケア事業グループからスキンケア、ボディ

ケアおよび人工甘味料ブランドを取得。バイエル・コーポレーションおよびロシュ・ホー

ルディングス・インクが、米国における一般用医薬品の共同販売のための合弁会社を設立

することを発表。

1997年 総額約87億ドルの6ヶ年投資計画を米国で開始。

2000年 1999年11月の発表通り、ライオンデル社の世界的規模のポリオール事業を買収し、酸化プ

ロピレン（PO）の研究および生産を開始。取引価格は24.5億ドルで、2000年4月1日に完了

した。

 
バイエルの遺伝子組換え型血液凝固製剤コージネイト

TM
FSが米国で販売許可を取得。

 
ノバルティス社から殺菌剤フリント

TM
を買収。

2001年 副作用の増加の可能性があるという報告を受け、高コレステロール血症治療薬リポバイ／

バイコールを回収。

 バイエルAGの監査役会は、経営持株会社と法的な独立子会社から成る新たな会社組織の構

築を目的として取締役会が提案した計画を承認。

2002年 2002年1月24日、ニューヨーク証券取引所にバイエル株式を上場。

 アベンティス・クロップサイエンス社の買収計画に対する資金調達のため、50億ユーロの

社債を発行。

 アグフア－ゲバルトN.V.の残り30％の持分を投資銀行ゴールドマン・サックスに売却。

 いくつかの農薬製品を売却またはアウトライセンスすることを条件に、欧州連合（EU）の

反トラスト監督官庁が、バイエルによるアベンティス・クロップサイエンス社の買収を承

認。同事業を2002年6月3日付で約72.5億ユーロにて買収。新たな事業は法律上の別会社バ

イエル クロップサイエンス社に結合される。

 バイエルグループが、4つの独立した事業グループとサービス会社3社を経営持株会社の傘

下に収めた新体制で営業開始。

バイエル クロップサイエンス社が小麦用除草剤エベレスト
TM
を米国企業アーベスタ・

コーポレーションに売却することを発表。当該製品の売却は、アベンティス・クロップサ

イエンス社の買収に関連して反トラスト監督官庁から課せられた条件の1つであった。
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 バイエル クロップサイエンス社が最初の新事業会社として法的に独立。同社がBASF AGと

一定の殺虫・殺菌剤事業の売却について合意に達したことで、アベンティス・クロップサ

イエンス社の買収に関して監督官庁に課された追加条件が満たされた。その他いくつかの

バイエル農薬製品が、イスラエルのマクテシム―アガン・インダストリーズ・リミテッド

に売却される。

 
バイエルは、バイゴン

TM
、アオタン

TM
、バイクリン

TM
、バイフレッシュ

TM
等のブランドを

含む家庭用殺虫剤事業を米国企業SCジョンソンに売却することを発表。バイエルは引き続

き、これらの製品の有効成分を製造する計画である。

2003年 高コレステロール血症治療薬リポバイ／バイコールが関与する訴訟の第1回公判が米国テ

キサス州コーパスクリスティで行われ、陪審はバイエルに有利な決定を下した。

 バイエル クロップサイエンス社は、BASFに対する数種の殺虫・殺菌剤の一括売却の価値

を、総額1,185百万ユーロと決定。

2003年3月の発表後に行われたバイエルAGとデグサ社との折半出資による合弁事業、ポリ

マーラテックスGmbHの売却は、反トラスト監督官庁の認可を取得して完了。

 バイエルグループの組織再編の一環として、バイエル ヘルスケア社、バイエル ケミカル

ズ社およびバイエル テクノロジー サービス社がそれぞれ法律上独立の企業となった。

 組織再編の成功に続き、バイエルAGの取締役会および監査役会は、化学品事業（H.C.スタ

ルク社およびヴォルフ・ヴァルスローデ社を除く。）と高分子材料事業の一部を統合して

独立の新会社を発足させ、2005年初頭までに株式市場に新規上場することを決定。

2004年 アベンティス・クロップサイエンス社の買収価格の調整に関する合意に基づき、アベン

ティス社がバイエルに327百万ユーロを支払う。

 バイエル クロップサイエンス社は、クロンプトン・コーポレーションが保有していたグ

スタフソン社（米国の種子処理製品合弁事業）の50％株式を取得して唯一の株主となり、

同市場での地位をさらに強化する。

 バイエル マテリアルサイエンス社とライオンデル・ケミカル社が共同で、オランダの

ロッテルダム近郊に、酸化プロピレン／スチレンモノマー製造施設を立ち上げる。

 2004年7月、バイエルは、ロシュ社の世界的規模のコンシューマーヘルス事業（一般用医

薬品（OTC）事業）（日本を除く。）を総額約24億ユーロで買収することを発表。買収対

象はレニー
TM
やベパンテン

TM
等の消費者製品ブランド、ビタミンおよび栄養補助剤等であ

り、また米国のバイエル－ロシュ合弁事業のロシュ社持分（50％）も含まれている。ヨー

ロッパの反トラスト監督官庁の承認は、重要でない条件を満たすことが前提となってい

た。

 バイエルAG株主は、エッセンで開催された臨時株主総会において、出席した株式資本の

99.66％という大多数により、新設の化学会社ランクセスのスピンオフを承認した。

 2004年12月、血漿分画製剤事業を米国の投資家グループに売却することを発表。当該売却

は監督官庁の承認を条件としており、2005年上半期中に完了の予定。
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2005年 2003年11月に発表した通り、ポートフォリオ再編の一環として、元の化学品事業（バイエ

ルケミカルズ）セグメント（ヴォルフ・ヴァルスローデ社およびH.C.スタルク社を除

く。）を、元の高分子材料事業（バイエル ポリマーズ）の一部と合体し、ランクセス事

業グループを発足。この取引の経済的効果は2004年7月1日に発効した。ランクセスのスピ

ンオフは2005年1月28日にドイツのケルン地方裁判所においてバイエルAGの商業登記簿に

登記され、ランクセスAGは同日、法的に独立の会社となった。

 2005年1月1日付で、買収対象であるロシュ社のコンシューマーヘルス事業の大部分に対す

る支配権は、バイエルに移転した。

 2005年1月10日、バイエル ヘルスケア社とグラクソスミスクライン社は、グラクソスミス

クライン社がレビトラ
TM
の米国以外のほとんどの国々における共同販売権をバイエルに返

還することで合意に達したことを発表。

 2005年3月31日、バイエルは血漿分画製剤事業の売却を完了。同事業の全ての活動は、2名

の投資家が設立した新会社、タレクリス社に譲渡された。バイエルは、経過期間中は、米

国以外のほとんどの国々で、タレクリス社に代わって血漿分画製剤の供給を続ける。

 2005年10月、バイエル ヘルスケア社とオーソ・マクニール社（ジョンソン・エンド・

ジョンソン社の子会社）は、血栓症の予防および治療を目的とした経口直接作用型Xa因子

阻害剤（BAY59-7939）の共同開発・販売契約への合意を発表。

 2005年12月、米国食品医薬品局（FDA）が進行性腎細胞癌の治療薬として、バイエル ヘル

スケア社と米国法人オニキス・ファーマシューティカルズ社が共同開発した医薬品ソラ

フェニブ（商標はネクサバール
TM
）の販売を承認。

2006年 当社は2006年6月23日付でシエーリング社（本社：ドイツ、ベルリン）の過半数株式を取

得し、同社は同日以降、バイエルグループの財務諸表に完全に連結されている。当社が取

得した事業活動の主な分野は、婦人科および男性科、画像診断薬、特殊治療ならびにオン

コロジーである。EUと米国の反トラスト監督官庁は当該取引を無条件で承認している。

 2006年9月30日、シエーリング社の議決権株式資本に占める当社持分の比率が96.1％に達

し、ドイツ株式法により許容される少数株主の「スクイーズ・アウト」またはかかる株主

が保有するシエーリング社株式のバイエル・シエーリング社への強制的譲渡を実行するの

に必要な比率を超えた。シエーリング社は2006年12月29日付でバイエル・シエーリング・

ファーマAGに商号変更した。2007年12月31日現在、バイエル・シエーリングGmbHはバイエ

ル・シエーリング・ファーマAGの株式の96.3％を保有している。

 2006年11月、当社は、合弁事業GEバイエル・シリコンズ社の49.9％持分を、合弁パート

ナーであるゼネラル・エレクトリック社に売却した。

2006年6月末、バイエルは、シーメンス社との間で、診断薬事業の売却契約を締結した。

当該取引は2007年1月に完了した。

 2006年11月、バイエルは、金融投資会社2社（アドベント・インターナショナルおよび

ザ・カーライル・グループ）との間で、H.C.スタルク社の売却に関する契約を締結した。

当該取引は2007年2月初旬に完了した。
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 2006年12月、バイエルは、ザ・ダウ・ケミカル社との間で、ヴォルフ・ヴァルスローデ社

の売却契約を締結した。当該売却は反トラスト監督官庁の承認を受け、2007年6月末に完

了した。

2007年 2007年6月、バイエルは、モンサント社から、米国の綿実メーカー、ストーンビル・ペ

ディグリード・シード・カンパニーを買収した。同社の成績は2007年6月1日付でバイエル

グループの連結財務諸表に完全に組み入れられた。

2007年7月、バイエルは、アジア・太平洋地域最大の熱可塑性ポリウレタン樹脂（TPU）

メーカー、ウレテック・グループ（台湾）の買収を完了した。

 2007年9月、バイエルは、米国カリフォルニア州エメリービルにある生物製剤の製造施設

をノバルティス社から合意により買収する取引を完了した。

 
ネクサバール

TM
は、腎臓癌治療薬としての登録に加え、2007年秋にはヨーロッパと米国に

おいて初の肝臓癌治療薬として登録された。

 
カナダで実施された独立臨床試験の中間集計結果により、トラジロール

TM
の処方を受けた

患者の死亡リスクが高まる可能性が示唆されたことを受け、2007年11月に同剤の世界にお

ける販売を一時的に停止した。同剤の販売は、カナダにおける試験投与の最終結果の評価

が完了し、トラジロール
TM
のリスク便益分析結果が監督官庁とともに再評価されるまでの

間、停止される予定である。

 2007年、バイエル株式はニューヨーク証券取引所での上場を廃止し、米国証券取引委員会

（SEC）への登録も取り消された。その結果2007年にはバイエルが米国資本市場の規則ま

たはSEC規則に基づく正式な報告要件に従う義務はなくなり、また米国サーベンス・オク

スリー法（SOX）第404条が義務付ける、財務報告に関する内部統制システムを確立、実施

する必要もなくなった。それにかかわらず、バイエルは財務報告について高水準の透明性

を維持している。

2008年 2008月1月、欧州委員会は、フルダラビン併用化学療法が不適切なB細胞性慢性リンパ性白

血病（B-CLL）患者の治療薬として、マブキャンパス
TM
の販売を承認した。

 2008年3月、バイエル クロップサイエンス社製の革新的な殺菌活性成分フルオピコリド

が、日本および米国で規制当局の承認を受けた。

 2008年5月、バイエル クロップサイエンス社は、世界初の白葉枯病耐性ハイブリッド・イ

ネ品種Arize
TM

Dhaniをインドで発売した。

 
2008年7月、バイエル クロップサイエンス社製の新規殺虫剤モベント

TM
が、戦略上重要な

市場である米国およびカナダで、規制当局の承認を受けた。

 2008年8月、北京オリンピックの会場となった多数の建物に、バイエル マテリアルサイエ

ンス社製の原料が使用された。

 2008年9月、タバコ植物のタンパク質を工業規模で生産するための施設が、米国ケンタッ

キー州に設置された。

 
2008年9月以降、イグザレルト

TM
（錠剤型の直接作用型第Xa因子阻害剤）は、カナダ、

ヨーロッパおよびその他いくつかの国々において、待機的股関節または膝関節置換術後の

静脈血栓塞栓症（VTE）予防のための販売承認を受けている。

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 21/490



 

 2008年10月、バイエル マテリアルサイエンス社は、年間350,000トンのメチレンジフェニ

ルジイソシアネート（MDI）を生産する上海の新工場において操業を開始した。これはこ

の種類では世界最大のMDI製造施設である。

 売買高の低迷により株式会社東京証券取引所での上場が不必要となったため、バイエルAG

は2008年12月、同取引所から撤退した。バイエルの株式は1988年から日本で上場されてい

た。

 2008年、米国のオニキス・ファーマシューティカルズ社と共同開発した革新的な抗癌剤ネ

クサバール
TM
が、日本では1月に腎細胞癌の治療薬として、中国では7月に肝細胞癌の治療

薬としての販売承認を受けた。

 2008年、バイエルは、さらに買収およびインライセンスを進めることで事業を補強した。

2008年中のかかる取引には、米国の医療機器メーカーであるポシス・メディカル社の買収

や、サグメル社の東欧におけるOTC事業の購入、ケルンのディレボ・バイオテック社の買

収、ならびにマキシジェン社の血液関連開発ポートフォリオおよびニコメッド社の前臨床

オンコロジー・プログラムの買収等がある。

2009年 2009年11月、バイエル クロップサイエンス社は、米国ノースカロライナ州のリサーチ・

トライアングル・パークに本社を置くバイオテクノロジー会社、アセニックス・コーポ

レーションの買収を完了した。同社（非公開会社）は365百万米ドルで買収された。

2010年
イグザレルト

TM
の深部静脈血栓症の長期治療と二次予防に関する第Ⅲ相臨床試験において

は、同剤に基づく新しい簡単な単独療法としての治療法が現在の標準的な治療法と同等の

有効性を示し、従って主要評価項目を達成した。2011年1月、登録関連の第Ⅲ相二重盲検

試験であるROCKET-AF試験が示した良好な結果に基づき、当社は非弁膜症性心房細動にお

ける脳卒中予防および深部静脈血栓症の治療と二次予防の適応での販売承認を求めて、欧

州医薬品審査庁（EMA）に対してEUでのイグザレルト
TM
の販売承認申請を提出した。また

当社の提携パートナーであるジョンソン・エンド・ジョンソンは、非弁膜症性心房細動に

おける脳卒中予防の適応での販売承認を求めて、米国食品医薬品局（FDA）に新薬承認申

請を提出した。

2011年
米国においてイグザレルト

TM
が待機的股関節または膝関節置換術後の成人患者の深部静脈

血栓症(DVT)予防薬として2011年7月に販売承認を受けた。さらに、2011年11月4日、米国

において、イグザレルト
TM
が心房細動患者の脳卒中リスクの軽減薬としての販売承認を受

けた。2011年12月19日、EUにおいて、イグザレルト
TM
が心房細動の患者の脳卒中予防薬と

して、またDVTの治療およびDVTの再発予防、ならびに成人患者の急性DVT後の肺梗塞症の

予防薬としての販売承認を受けた。
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2012年 2012年9月、米国食品医薬品局(FDA) は、現在使用可能な治療（フッ化ピリミジン系薬

剤、オキサリプラチン、イリノテカンベースの化学療法、抗VEGF療法、KRAS野生型の場合

は抗EGFR治療を含む。）施行後の転移性大腸癌(mCRC)治療薬としてスチバーガ
TM
（レゴラ

フェニブ）錠の販売を承認した。

スチバーガの米国での販売承認は、この革新的な抗癌剤が、転移性大腸癌治療でのいまだ

満たされていない高い医療ニーズに応えるための初の承認であり、バイエルにとって重要

なマイルストーンである。

 2012年11月、欧州委員会は、滲出型加齢黄斑変性(wet AMD)の患者向け治療薬として、科

学文献ではVEGF Trap-Eyeとして知られているアイリーア
TM
（アフリベルセプト注射液）

の推奨投与量2ミリグラム(mg)での販売を承認した。アイリーアの用法は、最初は月1回ご

とに1回、連続3回投与し、その後は2ヶ月ごとに1回の投与をするものである。次回投与ま

での間の検査（モニタリング）は必要とされていない。アイリーアによる最初の12ヶ月の

治療の後は、視力および解剖学的所見に基づき治療の間隔を長くすることも可能である。

この場合、モニタリングのスケジュールは治療担当医が決定し、投与スケジュールよりも

頻繁に行うこともある。

2013年 リオシグアトは、可溶型グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬という新しいクラスの血管拡

張剤で、そのクラスで最初に開発された薬剤である。錠剤で投与されるリオシグアトは現

在、様々な肺高血圧症の治療に対する新たな手法として研究されている。第Ⅲ相臨床試験

CHEST-1およびPATENT-1に基づいて、当社は2013年2月に米国およびEUにおいて、手術不能

の慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）および肺動脈性肺高血圧症（PAH）の治療薬として

のリオシグアトの販売承認を申請した。当社は、2013年9月、カナダにおいてCTEPHの適応

で初の販売承認を受けた。2013年10月、優先審査の結果を受けて、FDAはリオシグアトを

米国においてAdempas
TM
の販売名でCTEPHおよびPAHに使用することを承認した。また2014

年1月には、日本でCTEPH治療薬としてアデムパス
TM
が販売を承認された。欧州の承認手続

では、欧州ヒト用医薬品委員会（CHMP）が、リオシグアトをCTEPHおよびPAH治療薬として

販売承認するよう勧告した。欧州委員会の最終決定は2014年上半期に予定されている。

 
スチバーガ

TM
（有効成分：レゴラフェニブ）は、新しいタイプの経口マルチキナーゼ阻害

剤であり、腫瘍の増殖に関わる様々なシグナル伝達経路を阻害する。スチバーガ
TM
は2012

年、米国で、転移性結腸直腸癌（mCRC）患者の治療薬として販売が承認された。日本の厚

生労働省は、2013年3月に同剤をこの適応で販売承認した。同剤は2013年8月にはEUで販売

承認を受けた。
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 2013年2月、FDAは、イマチニプおよびスニチニブによる治療にもかかわらず局所進行した

切除不能または転移性の消化管間質腫瘍(GIST)患者の治療薬として、スチバーガ
TM
の販売

を承認した。2013年8月、同剤は日本の厚生労働省からGIST治療薬としての販売承認を受

けた。2013年9月、同剤はEUにおいて、同適応での承認が申請された。レゴラフェニブは

バイエルが開発した化合物であり、バイエルが米国でアムジェン社の子会社であるオニキ

ス・ファーマシューティカルズ社と共同で販売促進を行っている。当社は、2011年にオニ

キス社と契約を締結し、それに基づいて、オニキス社は、オンコロジー領域におけるスチ

バーガ
TM
の将来の全世界売上高に応じたロイヤリティを受け取る。

 
ノルウェーのアルジェタ社(Algeta ASA)と共同で開発した抗癌剤のXofigo

TM
（有効成分：

塩化ラジウム223）は、2013年5月、症候性の骨転移を有し既知の内臓転移のない成人患者

の去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の治療薬として、FDAから販売承認を受けた。2013年11

月、同剤はこの適応で、EUにおける販売承認を受けた。米国では、Xofigo
TM
はアルジェ

タ・ユーエス社と共同で販売促進が行われている。

 
アイリーア

TM
（有効成分：アフリベルセプト）は、米国のリジェネロン・ファーマシュー

ティカルズ社（Regeneron Pharmaceuticals, Inc.）との共同開発プロジェクトである。

アフリベルセプトは、自然増殖因子VEGF(血管内皮増殖因子)を阻害して、血液の漏出を引

き起こしやすい病的血管新生を抑制する。同剤は眼に直接投与される。アイリーア
TM
は米

国において滲出型加齢黄斑変性症(AMD)および網膜中心静脈閉塞症（CRVO）に伴う黄斑浮

腫の治療薬として承認されており、同国ではリジェネロン・ファーマシューティカルズ社

が独占販売権を保持している。バイエルは米国外で同剤を販売している。アイリーア
TM

は、2012年以降、ヨーロッパ、日本、オーストラリアおよびその他の国々で、滲出型AMD

治療薬の承認を受けた。2013年8月、欧州委員会は、網膜中心静脈閉塞症（CRVO）に伴う

黄斑浮腫による視覚障害治療薬としてのアイリーア
TM
の販売を承認した。2013年11月、ア

イリーア
TM
は、日本の厚生労働省から、CRVO治療薬として販売承認を受けた。

2013年11月には、2つの追加適応症について初めて規制当局への申請を行った。1つはEMA

に対するアフリベルセプトの糖尿病性黄斑浮腫（DME）治療薬としての承認申請であり、

もう1つは日本の厚生労働省に対する病的近視により生じる脈絡膜血管新生（mCNV）治療

薬としての申請である。

2014年 バイエルは、今後ライフサイエンス事業（ヘルスケア事業グループと農業関連事業グルー

プ）に専念すること、および素材科学事業グループを別会社として上場することを決定し

た。これによってバイエルは、サイエンスとイノベーションにおける豊富な経験と、この

専門知識を用いて人間や動植物の健康を改善する能力を有する、ライフサイエンスのグ

ローバル・リーダーとなるであろう。

 
2014年3月、医療用医薬品部門は、バイエルがすでに抗悪性腫瘍剤Xofigo

TM
の開発と商品

化で提携していたノルウェーのアルジェタ社（Algeta ASA）の買収から利益を受けた。

 当社は、2014年10月に米国メルク社（Merck & Co., Inc.）のコンシューマーケア事業を

買収し、また2014年11月に中国の滇虹薬業集団を買収することによって、コンシューマー

ヘルス部門を大幅に強化した。
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2015年 バイエルは、ライフサイエンス企業への道のりの重要なマイルストーンを達成した。2015

年10月、当社は、当時約69％所有していた子会社のコベストロ（旧素材科学事業グルー

プ）を証券取引所に上場した。

 戦略的経営持株会社と事業グループで構成されていた以前の組織は、強力なバイエルブラ

ンドの傘下で統合された組織に置き換えられた。2016年1月1日で発効した新たな組織構造

および取締役会の再編成によって、当社のさらなる発展への道が整った。

 2015年6月8日、ダイアベティスケア事業を約10億ユーロでパナソニック ヘルスケア ホー

ルディングス株式会社（日本、東京）に売却する契約が締結された。この売却には、主要

な血糖測定器および試験紙のポートフォリオであるContour
TM

に加えて、Breeze
TM

2、

Elite
TM

やMicrolet
TM

穿刺器具といったその他の製品が含まれている。

2016年 2016年9月14日、バイエルは、米国ミズーリ州セントルイスに本社を置くモンサント社

と、1株当たり128米ドルの最終的な合併合意に署名した。これは約660億米ドルの取引価

額に相当する。モンサント社の株主は、2016年12月13日の特別総会において、バイエルAG

の完全所有子会社との合併を承認した。合意された買収は、ライフサイエンス企業として

の当社のリーダーシップ・ポジションを強化するものであり、当社のクロップサイエンス

事業にとっての大きな戦略的前進である。この取引は、関連する反トラストその他の規制

当局からの必要な承認の受理を含む一般的なクロージング条件に従う。

2017年 2017事業年度中、バイエルは、コベストロAGに対する持分を64.2％から24.6％まで減少さ

せた。2017年9月30日までに行った減少と、支配終了契約の締結により、バイエルは第3四

半期末でコベストロAGに対する実質的支配権を失った。その結果、コベストロは連結対象

から除外され、初めて関連会社として表示された。

 2017年10月、当社はさらに、BASF SEに対するクロップサイエンス部門の一部事業の売却

に関する契約を締結した。この取引は規制当局による承認の過程にあり、またバイエルに

よるモンサント買収のクロージングが成功することを条件としている。取引総額は59億

ユーロである。
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3 【事業の内容】

(1) 会社の概要

バイエルは、150年以上の歴史があり、ヘルスケアと農業の領域を中核事業とするライフサイエンス企業で

ある。当社は革新的な製品で、現代における大きな課題のいくつかに対するソリューションの発見に役立って

いる。平均余命の上昇が続く中、当社は、病気の予防、苦痛の軽減および治療に関する研究開発活動に重点を

置くことによって、増大する人口の生活の質を向上させている。当社は、品質の高い食品、飼料および植物

ベース原材料の信頼性ある供給にも大きく貢献している。

当社の到達目標は、当社の収益力を強化しつつ、当社の顧客、株主および従業員のために価値を創出するこ

とである。当社は、持続可能な事業運営を行い、社会的・倫理的責任を果たすために努力している。イノベー

ションへの情熱を持つ従業員は、バイエルにおいて素晴らしい発展の機会を享受している。上記の全てが、当

社の企業目的である「Bayer: Science for a better life」を作り上げている。

当社の企業価値は、日常業務の指針である。LIFEの頭文字（リーダーシップ、誠実さ、柔軟性および効率

性）で表されるこれらの価値は、バイエルの全ての者に適用され、また当社のグローバルな業績管理システム

にしっかりと組み込まれている。当社の価値文化は、国境、経営階層および文化の違いを越えて、企業全体に

共通するアイデンティティーを確保している。

 

(2) 組織構造および事業セグメント

2017年12月31日現在の企業構造

バイエルグループは3部門（医療用医薬品部門、コンシューマーヘルス部門およびクロップサイエンス部

門）および動物用薬品事業を擁するライフサイエンス企業として運営されており、これらは報告セグメントで

もある。コーポレート機能（ビジネスサービス社およびサービス会社であるカレンタ社）は、事業運営を支援

している。2017年、バイエルグループは、世界79ヶ国の連結会社237社で構成されていた。以下に詳述する通

り、コベストロAGに対するバイエルの持分は、報告期末現在、24.6％であった。コベストロは報告セグメント

ではなくなり、2017年第4四半期以降は持分法を用いて会計処理されている。
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医療用医薬品部門は、特に循環器領域とウィメンズヘルスケア領域の処方薬製品と、腫瘍、血液領域、およ

び眼科領域のスペシャルティ医薬品に注力している。この部門には、造影画像診断装置と共に必要な造影剤も

販売するラジオロジー事業部も含まれている。

コンシューマーヘルス部門は、皮膚疾患薬、栄養補助食品、鎮痛剤、消化薬、アレルギー薬、風邪薬、フッ

トケアおよび日焼け止めのカテゴリーの一般薬（OTC＝市販薬）、医薬品および化粧品を販売している。

クロップサイエンス部門は、農薬、種子および非農業害虫駆除の事業からなる、世界をリードする農業企業

である。農薬／種子事業は価値の高い種子と革新的な害虫管理ソリューションの広範なポートフォリオを販売

しており、それと同時に持続可能な農業のために広範な顧客サービスを提供している。エンバイロサイエンス

事業は、媒介生物・害虫駆除や林業といった農業以外の専門的な用途の製品とサービスを提供している。

動物用薬品事業は、動物用薬品分野の主導的な国際的イノベーターの中で上位を占めている。同事業は、コ

ンパニオンアニマルや家畜の病気予防・治療のための製品とソリューションを開発、販売している。

コーポレート部門とビジネスサービス社はグループ全体の中核として、ビジネスサポート関連のサービスを

総括している。カレンタ社はサービス会社としてレバクーゼン、ドルマーゲン、およびクレフェルトーユル

ディンゲンのケミパーク事業所を管理運営している。

 

バイエルAGの管理機能

バイエルグループの親会社として、バイエルAG（取締役会によって代表される。）は、会社全体の主要な管

理機能を果たす。この機能は主に、グループの戦略的提携、資源の配分および財務と管理職の管理、ならびに

グループ全体にわたる各セグメントの事業運営の管理から成る。バイエルAGを一方当事者とし、バイエル・

ファーマAGおよびバイエル・クロップサイエンスAG（各部門の以前の親会社）を他方当事者とする事業リース

契約が2017年から実施されており、これに従ってバイエルAGに対する両社の事業の譲渡が行われている。これ

は、バイエルAGが、今日まで果たしてきた持株会社としての機能とともに、医療用医薬品部門およびクロップ

サイエンス部門に関してこれに相当する親会社としての機能を果たしていることを意味する。

 

コベストロに関連する企業構造の変更

2017事業年度中、バイエルは、コベストロAGに対する持分を64.2％から24.6％まで減少させた。同年度中、

当社はコベストロ株式の35.6％を4回にわたって売却し、合計約47億ユーロを得た。さらに、追加で4％の株式

をバイエル年金基金（Bayer Pension Trust e.V.）に預託した。同基金は現在、8.9％の持分を保有してい

る。

当社はさらに、2018年1月、コベストロ株式の10.4％を追加で売却し、直接持分を14.2％まで減少させた。

この取引は全体で18億ユーロの収入を生み出した。
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2017年9月30日までに行った減少と、支配終了契約の締結により、バイエルは第3四半期末でコベストロAGに

対する実質的支配権を失った。その結果、コベストロは連結対象から除外され、初めて関連会社として表示さ

れた。コベストロは報告セグメントではなくなり、連結除外の日まで非継続事業として表示される。連結除外

までの期間の財務情報（前年との比較数値を含む。）は適宜修正再表示されている。

 

モンサントの買収計画に関連する企業構造の変更

2016年9月14日、当社はモンサント・カンパニーを買収するための拘束力ある契約を締結した。モンサント

の株主は、2016年12月13日、臨時株主総会において合併を承認した。2017年、バイエルは、規制当局への申請

のうち半分について承認を得ており、例えばコロンビア、エクアドル、イスラエル、パラグアイ、フィリピン

および南アフリカで認可を取得した。当社は規制当局と協力しており、2018年第2四半期中の取引のクロージ

ングに向けて作業を続けていく。

2017年10月、バイエルは、モンサントの買収計画を考慮して、クロップサイエンス部門の一部事業を59億

ユーロでBASFに売却する契約を締結した。売却される資産には、バイエルの世界規模のグルホシネートアンモ

ニウム事業および除草剤耐性に関連する「LibertyLink
TM
」技術、畑作物関連種子事業のかなりの部分、なら

びに関連する研究開発機能が含まれる。この取引は、規制当局の承認およびバイエルによるモンサント買収の

クロージングの成功を条件としている。バイエルは、売却のクロージングまで、これらの事業を引き続き所

有、運営、維持する。当該資産および負債は売却目的に分類されている。このほかに、当社の状況は、関連す

るクロップサイエンス部門の事業とともに、本書において表示されている。売却の潜在的影響の詳細について

はこれ以上概説しない。

モンサントの買収計画に関連して、また将来の事業統合に備えて、クロップサイエンス部門の体制は2018年

1月1日付で調整された。新体制では、除草剤、殺菌剤、殺虫剤およびシードグロース事業を含むすべての戦略

的事業体は、組織上、クロップサイエンス部門の直下に配置される。農薬／種子事業は消滅し、その下にある

中間の農薬事業も同様である。さらに、種子（形質を含む。）事業の事業体は、今後は共同でなく個別に扱わ

れる。これに合わせて野菜種子事業は個別に報告されることとなる。トウモロコシ種子・形質、ダイズ種子・

形質、綿実・形質、油糧種子・形質およびその他の種子・形質から成るその他の種子事業は、現在の規模を考

慮して、「その他（種子・形質）」としてグループ化される。エンバイロサイエンス事業はその他の戦略的事

業体と同じレベルで個別に表示される。新たな報告体制はモンサントの買収が完了した時点で再度見直され、

その時点で優勢な構成条件に従って修正される予定である。

2017事業年度の報告には、2017年12月31日まで有効な体制が適用される。
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(3) 地域

当社の海外代理店および国内組織（バイエルの子会社および特定の国の関連会社から成る。）は、次の4つ

の地域別に分類されている。

・ヨーロッパ・中東・アフリカ

・北米

・アジア・太平洋

・ラテンアメリカ

 

4 【関係会社の状況】

バイエルAGは、世界中で事業活動を行っているバイエルグループのドイツの親会社である。

2017年における連結範囲の変更は、以下の通りであった。

 

バイエルAGおよび連結会社 ドイツ その他の国々 合計

2016年12月31日現在 64 237 301

　連結範囲の変更 (9) (39) (48)

　除外 (5) (11) (16)

2017年12月31日現在 50 187 237

 

2017年に連結会社の総数が減少したのは、コベストロの連結除外が主な要因であった。それ以来コベストロは

連結財務諸表において関連会社として会計処理されている。

関連会社4社（2016年：5社）およびジョイント・ベンチャー8社（2016年：6社）は、連結財務諸表において持

分法で会計処理されていた。

バイエルグループの財政状態および経営成績に対して合計しても重要でない、合計で76社（2016年：72社）の

子会社（ストラクチャード・エンティティ1社（2016年：1社）および関連会社またはジョイント・ベンチャー12

社（2016年：12社）を含む。）は、連結も持分法による会計処理もされていないが、原価で認識されている。重

要ではない子会社が占める割合は、当グループの売上高の0.1％未満、株主持分の0.2％未満、資産合計の0.1％

未満である。

2017年12月31日現在、バイエルAGの連結財務諸表に含まれていた重要な子会社（継続事業の売上高合計の約

90％を占める。）は下記の通りであった。
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重要な連結子会社（継続事業）（2017年12月31日現在）

 

社名 所在地 事業の種類 事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

株式所有

割合

(％)

ドイツ

アドベリオ ファーマ GmbH シェーネフェ

ルト

サービス 医療用医薬品部門 0 100

アルカフロイ マネジメント

GmbH & Co. KG

シェーネフェ

ルト

サービス 医療用医薬品部門 724 99.9

バイエル アニマル ヘルス

GmbH

レバクーゼン 持株会社 動物用薬品事業 977 100

バイエル ビジネス サービス

GmbH

レバクーゼン サービス サービス 87 100

バイエル クロップサイエン

ス AG (注2)

モンハイム

アムライン

サービス クロップサイエンス部門 3,496 100

バイエル クロップサイエン

スドイチェラント GmbH

ランゲンフェ

ルト

販売 クロップサイエンス部門 17 100

バイエル インテレクチュア

ル・プロパティー GmbH (注

2)

モンハイム

アムライン

サービス 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

1 100

バイエル ファーマ AG ベルリン サービス 医療用医薬品部門 5,723 100

バイエル ヴァイタル GmbH レバクーゼン 販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

89 100

カレンタ GmbH & Co. OHG レバクーゼン サービス サービス 36 60

イ エ ナ フ ァ ル ム GmbH &

Co.KG

イエナ 販売 コンシューマーヘルス部

門、医療用医薬品部門

54 100

その他のヨーロッパ・中東・アフリカ

AO バイエル ロシア

モスクワ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

103 100

バイエル(プロプライエタ

リー)リミテッド

南アフリカ

イサンド

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

171 100

バイエル(シュヴァイツ) AG スイス

チューリヒ

販売 コンシューマーヘルス部

門、クロップサイエンス

部門、医療用医薬品部門

67 100

バイエル A/S デンマーク

コペンハーゲ

ン

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

17 100

バイエル オーストリア ゲゼ

ルシャフト m.b.H.

オーストリア

ウィーン

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

20 100
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社名 所在地 事業の種類 事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

株式所有

割合

(％)

バイエル B.V. オランダ

マイドレヒト

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

1,474 100

バイエル キャピタル コーポ

レーション B.V.

オランダ

マイドレヒト

持株会社 コーポレートおよびサー

ビス

14 100

バイエル コンシューマーケ

ア AG

スイス

バーゼル

販売 コンシューマーヘルス部

門、医療用医薬品部門

2,566 100

バイエル クロップサイエン

スリミテッド

英国

ケンブリッジ

製造 クロップサイエンス部門 45 100

バイエル クロップサイエン

ス NV

ベルギー

ディーゲム

販売 クロップサイエンス部門 344 100

バイエル クロップサイエン

ス S.r.l.

イタリア

ミラノ

製造 クロップサイエンス部門 82 100

バイエル クロップサイエン

ス S.L.

スペイン

パテルナ

製造 クロップサイエンス部門 78 100

バイエル ヘルスケア SAS フランス

ロス

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

61 100

バイエル ヘラス A.G. ギリシャ

アテネ

販売 コンシューマーヘルス部

門、クロップサイエンス

部門、医療用医薬品部門

28 100

バイエル イスパニア S.L.

(注2)

スペイン

サンホアン デ

スピ

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

2,170 100

バイエル ハンガリア Kft. ハンガリー

ブダペスト

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

28 100

バイエル リミテッド ウクライナ

キエフ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

56 100

バイエル ミドル イースト

FZE

アラブ首長国

連邦、ドバイ

販売 コンシューマーヘルス部

門、医療用医薬品部門

47 100

バイエル NV (注2) ベルギー

ディーゲム

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

11,774 100

バイエル Oy フィンランド

トゥルク

製造 クロップサイエンス部

門、コンシューマーヘル

ス部門、医療用医薬品部

門

637 100

バイエル ポルトガル Ltd. ポルトガル

カルナシデ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

32 100
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社名 所在地 事業の種類 事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

株式所有

割合

(％)

バイエル パブリック リミ

テッド カンパニー

英国

リーディング

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

65 100

バイエル S.A.S. フランス

リヨン

持株会社 クロップサイエンス部門 1,110 100

バイエル S.p.A. イタリア

ミラノ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

676 100

バイエル Sp.z o.o. ポーランド

ワルシャワ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門、

サービス

78 100

バイエル テュルク キムヤ

サナイ リミテッド シルケ

ティ

トルコ、イス

タンブール

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

112 100

SC バイエル SRL ルーマニア

ブカレスト

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

19 100

北米地域

バイエル コーポレーション

(注2)

米国

ピッツバーグ

サービス コーポレートおよびサー

ビス

8,288 100

バイエル クロップサイエン

ス インク

カナダ

カルガリー

販売 クロップサイエンス部門 -167 100

バイエル クロップサイエン

ス LP (注2)

米国

リサーチ・

トライアング

ル・パーク

製造 クロップサイエンス部門 (注1) 100

バイエル ヘルスケア LLC

(注2)

米国

ホイッパニー

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

(注1) 100

バイエル ヘルスケア ファー

マシューティカルズ インク

(注2)

米国

ホイッパニー

販売 コンシューマーヘルス部

門、医療用医薬品部門

(注1) 100

バイエル インク カナダ

ミシソガ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

667 100

バイエル U.S. LLC 米国

ホイッパニー

サービス サービス (注1) 100

バイエル US ファイナンス

LLC

米国

ピッツバーグ

サービス コーポレートおよびサー

ビス

-2 100
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社名 所在地 事業の種類 事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

株式所有

割合

(％)

アジア・太平洋地域

バイエル オーストラリア

リミテッド

オーストラリ

ア、ピンブル

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門、サー

ビス

110 100

バイエル クロップサイエン

ス(チャイナ)カンパニー リ

ミテッド

中国、杭州 製造 クロップサイエンス部門 60 100

バイエル クロップサイエン

ス株式会社

日本、東京 製造 クロップサイエンス部門 135 100

バイエル クロップサイエン

スリミテッド

インド

ターネー

製造 クロップサイエンス部

門、サービス

269 68.7

バイエル クロップサイエン

ス Pty リミテッド

オーストラリ

ア、イースト

ホーソン

製造 クロップサイエンス部門 115 100

バイエル ヘルスケア カンパ

ニー リミテッド

中国、北京 製造 コンシューマーヘルス部

門、医療用医薬品部門

423 100

バイエル ホールディング株

式会社

日本、東京 持株会社 コーポレートおよびサー

ビス

844 100

バイエル コリア リミテッド 韓国、ソウル 製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

84 100

バイエル タイワン カンパ

ニー リミテッド

台湾、台北 販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

25 100

バイエル タイ カンパニー

リミテッド

タイ

バンコク

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

21 100

バイエル薬品株式会社 日本、大阪 製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

医療用医薬品部門

346 100

PT バイエル インドネシア インドネシア

ジャカルタ

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

131 99.8
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社名 所在地 事業の種類 事業内容 自己資本額

(百万ユーロ)

株式所有

割合

(％)

ラテンアメリカ

バイエル デ メヒコ S.A. de

C.V.

メキシコ

メ キ シ コ シ

ティー

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

203 100

バイエル S.A. コロンビア

ボゴタ

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

125 100

バイエル S.A. アルゼンチン

ブエノスアイ

レス

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

114 100

バイエル S.A. ペルー、リマ 販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

95 96.5

バイエル S.A. チリ、サンチ

アゴ デ チリ

販売 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門

45 100

バイエル S.A. ブラジル

サンパウロ

製造 動物用薬品事業、コン

シューマーヘルス部門、

クロップサイエンス部

門、医療用医薬品部門、

サービス

618 100

(注1) バイエル コーポレーション（米国ピッツバーグ）への連結前

(注2) 特定子会社
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5 【従業員の状況】

2017年12月31日現在、バイエルは全世界で99,820名（2016年:99,592名）の従業員を雇用していた。ドイツ国

内の従業員数は31,620名（2016年：30,603名）で、グループの従業員総数の31.7％（2016年：30.7％）であっ

た。

2017年12月31日現在、バイエルAGは17,072名（2016年:2,322名）の従業員を雇用していた。この変動は、バイ

エル・ファーマAGとバイエル・クロップサイエンスAGがそのすべての事業をバイエルAGにリースし、さらに事業

経営をバイエルAGに譲渡することとした、事業リース契約の締結が主な要因である。これについては「第3　事

業の状況、5　経営上の重要な契約等」を参照されたい。

 

バイエルグループ：　地域別従業員数

 

 2016年 2017年 変動率(％) 全体に占める割合(％)

ヨーロッパ・中東・アフリカ 50,970 52,380 +2.8 52.5

北米 13,212 13,001 -1.6 13.0

アジア・太平洋 23,290 22,852 -1.9 22.9

ラテンアメリカ 12,120 11,587 -4.4 11.6

合計 99,592 99,820 -0.2 100

 

バイエルグループ：　セグメント別従業員数

 

 2016年 2017年 変動率(％) 全体に占める割合(％)

医療用医薬品部門 40,093 38,295 -4.5 38.4

コンシューマーヘルス部門 12,821 11,760 -8.3 11.8

クロップサイエンス部門 22,399 20,736 -7.4 20.8

動物用薬品事業 3,957 3,527 -10.9 3.5

調整 20,322 25,502 +25.5 25.5

合計 99,592 99,820 -0.2 100

 

バイエルグループ：　コーポレート機能別従業員数

 

 2016年 2017年 変動率(％) 全体に占める割合(％)

製造 40,288 39,669 -1.5 39.7

販売 36,783 36,622 -0.4 36.7

研究開発 14,213 14,041 -1.2 14.1

一般管理 8,308 9,488 +14.2 9.5

合計 99,592 99,820 -0.2 100
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ラテンアメリカ地域、アジア・太平洋地域および北米地域では従業員数が減少したが、ヨーロッパ・中東・ア

フリカ地域では増加した。事業セグメントの従業員数は減少したが、調整項目に含まれる数は増加した。この変

動は、主に、2016年に開始されたグループの再編成によるものであった。これまで事業セグメントの一部であっ

たサービス機能の従業員は、2017年に、コーポレート機能および国別プラットフォームの各事業単位に割り当て

られた。機能別内訳は、管理に携わる従業員が増加し、製造および研究開発に携わる従業員が若干減少したこと

を示している。従業員に占める女性の比率は0.5パーセント・ポイント増の40.2％となった。2017年には、前年

と比較して年齢構成に大きな変動はなかった。

継続事業の2017年の人件費は9,528百万ユーロ（2016年：9,459百万ユーロ）であった。この変動は、賞与支払

額が大幅に減少した一方で、報酬調整に関する費用を計上したことが主な要因であった。

バイエルAGの2017年の人件費は、非連結ベースで2,045百万ユーロ（2016年：410百万ユーロ）であった。この

変動は、バイエル・ファーマAGとバイエル・クロップサイエンスAGがそのすべての事業をバイエルAGにリース

し、さらに事業経営をバイエルAGに譲渡することとした、事業リース契約の締結が主な要因である。これについ

ては「第3　事業の状況、5　経営上の重要な契約等」を参照されたい。
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第3 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

本書中の財務情報は、国際財務報告基準（IFRS）第5号およびその他関連する基準に従い、非継続事業に特

に言及している箇所を除き、バイエルグループおよびその事業セグメントの継続事業のみの情報を対象として

いる。

 

(1) バイエルグループ

 

バイエルグループ　(単位：百万ユーロ) 2016年 2017年 増減率(％)

売上高 34,943 35,015 ＋0.2

特別項目計上前EBITDA 9,318 9,288 －0.3

EBIT 5,738 5,903 ＋2.9

税引前利益 4,773 4,577 －4.1

当期純利益(継続事業および非継続事業) 4,531 7,336 ＋61.9

営業活動により獲得された正味現金
(継続事業および非継続事業)

9,089 8,134 －10.5

2016年の数値は修正再表示されている。

 

2017年、バイエルグループの売上高は、1.5％増（為替・ポートフォリオ調整後）の35,015百万ユーロ（報

告値：＋0.2％、ドイツの3,392百万ユーロを含む。）となった。

医療用医薬品部門の売上高は4.3％増（為替・ポートフォリオ調整後）の16,847百万ユーロとなった。当社

の主要な成長製品は再び好調な売上増を計上した。コンシューマーヘルス部門の売上高は若干減少し、1.7％

減（為替・ポートフォリオ調整後）の5,862百万ユーロとなった。クロップサイエンス部門の売上高も若干減

少し、2.2％減（為替・ポートフォリオ調整後）の9,577百万ユーロとなった。一方で動物用薬品事業の売上高

は2.0％増（為替・ポートフォリオ調整後）の1,571百万ユーロとなった。

 

売上高の増減率(％) グループ

 2016年 2017年

販売量 ＋3.9 ＋2.3

販売価格 ＋0.8 －0.8

為替の変動の影響 －2.2 －1.4

事業ポートフォリオ 0.0 ＋0.1

合計 ＋2.5 ＋0.2

2016年の数値は修正再表示されている。
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売上原価は2017年に3.2％減少して11,382百万ユーロとなった。これによって売上高合計に占める売上原価

の比率は前年から低下して、32.5％（2016年：33.6％）となった。販売費は11,116百万ユーロ（－0.3％）と

なり、売上高の31.7％（2016年：31.9％）を占めた。研究開発費は2.2％増の4,504百万ユーロとなった。研究

開発費が売上高に占める比率は12.9％（2016年：12.6％）であった。一般管理費は前年比12.3％増の2,026百

万ユーロとなったが、これは特にモンサントの買収に関する追加支出によるものであった。これによって売上

高合計に対する一般管理費の比率は5.8％（2016年：5.2％）まで上昇した。その他の営業費用とその他の営業

収益の残高はマイナス84百万ユーロ（2016年：マイナス92百万ユーロ）で、前年と同水準であった。

バイエルグループの特別項目計上前EBITDAは、前年と同水準（－0.3％）の9,288百万ユーロ（2016年：

9,318百万ユーロ、為替の影響調整後：＋1.8％）であった。医療用医薬品部門の特別項目計上前EBITDAは

8.8％と好調に増加し、5,711百万ユーロ（2016年：5,251百万ユーロ）となった。この成長は、主に当社の主

要な成長製品の事業が好調に推移したことと、売上原価の減少によるものであった。コンシューマーヘルス部

門の特別項目計上前EBITDAは、12.8％と大幅に減少し、1,231百万ユーロとなった。これは特に販売量の減少

と売上原価の増加によるものであった。クロップサイエンス部門でも特別項目計上前EBITDAが著しく減少し、

15.6％減の2,043百万ユーロとなった。これは主に、ブラジルの販売チャネルにおける在庫調整の影響による

ものであった。動物用薬品事業の特別項目計上前EBITDAは9.2％と大幅に増加し、381百万ユーロとなった。

2017年の減価償却費、償却費および減損損失は、13.2％減の2,660百万ユーロ（2016年：3,063百万ユーロ）

であった。これは無形資産の償却費および減損1,679百万ユーロ（2016年：2,193百万ユーロ）と有形固定資産

の減価償却費および減損981百万ユーロ（2016年：870百万ユーロ）で構成されていた。減損損失474百万ユー

ロ（2016年：566百万ユーロ）および加速償却28百万ユーロ（2016年：5百万ユーロ）は特別項目に含まれてい

る。当報告年度のEBITDAは8,563百万ユーロであった。

EBITは、特別費用1,277百万ユーロ（2016年：1,088百万ユーロ）の計上後で、2017年に2.9％増加して5,903

百万ユーロとなった。特別費用は主に無形資産の減損損失450百万ユーロおよびモンサントの買収計画に関連

する費用304百万ユーロで構成されていた。これ以外の特別費用には、業務効率改善策のための227百万ユーロ

と、訴訟および法的リスクに対する引当金188百万ユーロが含まれる。特別項目計上前EBITは4.5％増の7,130

百万ユーロ（2016年：6,826百万ユーロ）となった。

非継続事業からの税引後利益は、4,846百万ユーロ（2016年：1,070百万ユーロ）まで増加した。この金額の

うち4,468百万ユーロ（2016年：802百万ユーロ）はコベストロに起因するものであった。この数値は、主に第

3四半期末における連結除外および残存持分の再測定からの利得、ならびに2017年1－9月期の営業収益で構成

されている。前年度の報告期間と比較すると、コベストロの2017年1－9月期の売上高は、19.9％増（為替・

ポートフォリオ調整後）の10,556百万ユーロ（2016年1－9月期：8,829百万ユーロ）となった。これは特に、

販売価格の大幅な上昇と販売量の増加によるものであった。コベストロの1－9月期の特別項目計上前EBITDA

は、56.2％増の2,517百万ユーロ（2016年1－9月期：1,611百万ユーロ）となった。販売価格の大幅な上昇が、

原材料価格の上昇を十分相殺した。
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財務損益マイナス1,326百万ユーロ（2016年：マイナス965百万ユーロ）計上後の税引前利益は4,577百万

ユーロ（2016年：4,773百万ユーロ）であった。財務損益は、とりわけ、純利息費用413百万ユーロ（2016年：

504百万ユーロ）、通貨ヘッジ・コスト326百万ユーロ（2016年：121百万ユーロ）および年金その他引当金の

利息費用189百万ユーロ（2016年：251百万ユーロ）、ならびにその他の金融費用428百万ユーロ（2016年：87

百万ユーロ）で構成されていた。財務損益には、主にモンサントの買収計画および2017年6月に発行された転

換社債に関連する特別費用611百万ユーロ（2016年：プラスの特別項目105百万ユーロ）が含まれていた。

法人所得税は1,329百万ユーロ（2016年：1,017百万ユーロ）であった。これには、専ら米国の税制改革なら

びに繰延税金項目の再評価および本国送金されなかった利益に係る追加課税の認識に関連する、一過性のマイ

ナスの影響額455百万ユーロが含まれている。法人所得税費用、非継続事業からの税引後利益および非支配持

分に帰属する利益を計上した後の2017年の当期純利益は、7,336百万ユーロ（2016年：4,531百万ユーロ）で

あった。

2017年の1株当たり利益（合計）は8.41ユーロ（2016年：5.44ユーロ）まで向上した。これは2017年第3四半

期におけるコベストロAG株式の再測定（非継続事業からの利益に反映されている。）を考慮したものである。

継続事業からの1株当たり中核利益は1.0％増の6.74ユーロ（2016年：6.67ユーロ）であった。これには、2016

年11月に強制転換社債を発行した結果、2017年に大幅に増加した株式数の差異の影響が含まれている。株式数

に変化がなかったと仮定すると、継続事業からの1株当たり中核利益は5.8％増の7.06ユーロまで向上していた

だろう。

 

(2) 事業セグメント別データ

次の表は、事業セグメント別の対外売上高および営業損益（EBIT）を表したものである。

 

事業セグメント 売上高 営業損益(EBIT)

(単位：百万ユーロ) 2016年 2017年 2016年 2017年

医療用医薬品部門 16,420 16,847 3,389 4,325

コンシューマーヘルス部門 6,037 5,862 695 518

クロップサイエンス部門 9,915 9,577 1,755 1,235

動物用薬品事業 1,523 1,571 313 307

調整 1,048 1,158 －414 －482

グループ 34,943 35,015 5,738 5,903

2016年の数値は修正再表示されている。
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医療用医薬品部門

医療用医薬品部門の売上高は、2017年に4.3％（為替・ポートフォリオ調整後）増加して、16,847百万ユー

ロとなった。当社の主要な成長製品である「イグザレルト®」、「アイリーア®」、「スチバーガ®」、「ゾー

フィゴ®」および「アデムパス®」は、再び力強い成長を記録し、合計売上高は16.3％増（為替の影響調整後）

の6,196百万ユーロ（2016年：5,413百万ユーロ）まで増加した。医療用医薬品部門の売上上位15位までの製品

の合計売上高は、6.9％（為替の影響調整後）増加した。「コージネイト®」の売上高は、特に同有効成分に関

する販売パートナーからの発注量が低下したため、大幅に減少した。この影響の調整後では、医療用医薬品部

門の売上高は5.6％（為替・ポートフォリオ調整後）増加した。

2017年、特別項目計上前EBITDAは8.8％と好調に増加して、5,711百万ユーロとなった。為替のマイナス効果

98百万ユーロの調整後では、利益は10.6％増加した。この成長は主に販売量の増加と売上原価の減少により牽

引された。研究開発費は前年と同水準であり、開発提携からの数千万ユーロの利得が含まれていた。さらに当

社は、「コージネイト®」に含有される有効成分の販売パートナーの一社が購入義務を果たさなかったことに

より計上される債権からの数千万ユーロの利益によるプラス効果を計上した。

医療用医薬品部門のEBITは、特別費用340百万ユーロ（2016年：558百万ユーロ）の計上後で、27.6％と大幅

に増加して、4,325百万ユーロとなった。特別費用は主に無形資産の減損損失207百万ユーロと訴訟引当金124

百万ユーロで構成されていた。

 

コンシューマーヘルス部門

コンシューマーヘルス部門の2017年の売上高は、1.7％減（為替・ポートフォリオ調整後）の5,862百万ユー

ロであった。これは、米国で業績の低調な推移が続いたためである。さらに、中国の当局が、当社の2つの薬

用スキンケア・ブランドの法的地位をOTCから処方薬に変更し、2017年第4四半期における約70百万ユーロの売

上減につながった。ラテンアメリカの売上高は前年と同水準（為替の影響調整後）となった。一方、ヨーロッ

パ・中東・アフリカ地域、特にドイツにおいて、事業は若干拡大した。

2017年、特別項目計上前EBITDAは、12.8％と大幅に減少して、1,231百万ユーロとなった。為替のマイナス

効果25百万ユーロによる調整後では、利益は11.0％減少した。この減少は、販売量の低下（中国での不利な変

更を一因とする。）およびこれに関連する約50百万ユーロの影響、ならびに売上原価の増加（在庫の減損を主

因とする。）が主な原因であった。販売費用の増加も利益を減少させた。主に非中核ブランドの売却に関連す

る約80百万ユーロの一時的利得は、利益に貢献した。

コンシューマーヘルス部門のEBITは、特別費用300百万ユーロ（2016年：292百万ユーロ）の計上後で25.5％

減の518百万ユーロとなった。特別費用は、無形資産の減損損失202百万ユーロおよび事業再構築策に関する98

百万ユーロで構成されていた。
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クロップサイエンス部門

クロップサイエンス部門の売上高は、2017年に2.2％減（為替・ポートフォリオ調整後）の9,577百万ユーロ

となった。この減少は主にブラジルの農薬事業によるものであった。当該市場における高い在庫水準によっ

て、状況の正常化に向けた対策が必要となり、売上高の減少につながった。ブラジル事業を除外すると、ク

ロップサイエンス部門の売上高は前年比で3.0％（為替・ポートフォリオ調整後）増加した。エンバイロサイ

エンス事業は、当社の一般消費者向け事業を買収した会社に対する製品の出荷が一因となり、好調な業績を計

上した。

クロップサイエンス部門の2017年の特別項目計上前EBITDAは、15.6％減の2,043百万ユーロとなった。為替

のマイナス効果63百万ユーロの調整後では、利益の減少は13.0％であった。この減少は主に前述したブラジル

の状況（販売価格と販売量の減少につながった）に起因するものである。ブラジルを除くと、販売価格の低下

は販売量の拡大によって相殺された。その他の営業収益は利益にプラスの影響を及ぼした。

EBITは、主にモンサントの買収計画および事業売却プロジェクトの実行に関連する特別費用408百万ユーロ

（2016年：143百万ユーロ）の計上後で、29.6％減の1,235百万ユーロとなった。

 

動物用薬品事業

2017年の動物用薬品事業の売上高は、2.0％増（為替・ポートフォリオ調整後）の1,571百万ユーロとなっ

た。需要の高まりと価格の上昇により、アジア・太平洋地域の事業は特に好調に推移した。北米地域でも、

2017年1月に米国ベーリンガー・インゲルハイム・ベトメディカ社（Boehringer Ingelheim Vetmedica,

Inc.）から買収した「Cydectin
TM
」製品ポートフォリオが売上増に貢献し、為替の影響調整後で売上高の増加

を記録した。ヨーロッパ・中東・アフリカ地域およびラテンアメリカ地域は前年と同水準であった。

2017年、特別項目計上前EBITDAは9.2％増の381百万ユーロとなった。為替のマイナス効果8百万ユーロの調

整後では、利益は11.5％増加した。価格の上昇と、当社が買収した「Cydectin
TM
」事業、および販売費用の減

少は、利益の成長に貢献した。一方、その他の営業費用純額および研究開発費の増加はマイナスの影響を及ぼ

した。

動物用薬品事業のEBITは、業務効率改善策に関する特別費用31百万ユーロ（2016年：7百万ユーロ）の計上

後で、1.9％減の307百万ユーロとなった。
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(3) バイエルグループの地域別売上高および営業損益

地域別の対外売上高および営業損益（EBIT）は、以下の通りである。

 

地　域 売上高(市場別)

(単位：百万ユーロ) 2016年 2017年

ヨーロッパ・中東・アフリカ 13,062 13,388

北米 10,066 10,143

アジア・太平洋 7,413 7,637

ラテンアメリカ 4,402 3,847

グループ(調整を含む。) 34,943 35,015

2016年の数値は修正再表示されている。

 

(4) 非継続事業

支配権の喪失後、コベストロは、連結除外までの全期間中（前年度を含む。）、非継続事業として表示され

る条件を満たした。

ダイアベティスケア事業を約10億ユーロでパナソニック ヘルスケア ホールディングス株式会社（日本、東

京）に売却する取引は、2016年1月4日に完了した。この売却には、主要な血糖測定器および試験紙のポート

フォリオである「Contour
TM

」に加えて、「Breeze
TM

2」、「Elite
TM

」や「Microlet
TM

」穿刺器具といった

その他の血糖測定システムが含まれていた。

ダイアベティスケア事業の売却には、売却日後、最長2年間にわたりバイエルが履行した更なる重要な責務

も含まれていた。売却収入は2017年末までに適宜認識され、非継続事業からの利益として報告された。繰延

収益は財政状態計算書に認識され、責務の履行をもって解消された。このうち、2017年に462百万ユーロが売

上高において認識された。

ダイアベティスケア事業の売却後最長2年間にわたり履行された責務は、損益計算書およびキャッシュフ

ロー計算書に非継続事業としても報告されている。これにより、2017年に39百万ユーロの売上高を計上し

た。

バイエルのエンバイロサイエンス事業の一般消費者向け事業をフランスのリヨンにあるSBMデベロップメン

ト社（SBM Développement SAS）に売却する取引は、2016年10月4日に完了した。これらの事業は、2016年下

半期から非継続事業として報告された。
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2 【生産、受注及び販売の状況】

以下のテーマに関するバイエルグループのリスクについては、「第3　事業の状況、4　事業等のリスク」を

併せて参照されたい。

 

購買

購買組織は、世界中の原材料、モノおよびサービスを当社に供給している。当社は、購買活動およびサプラ

イヤーとの関係を通じて、社会と環境に影響を及ぼしている。したがって経済原則だけでなく、倫理的・生

態学的・社会的原則が、世界中の全従業員に義務付けられた購買方針にしっかりと固定されている。

購買部門はコーポレート機能であり、購買部長は最高財務責任者に直属している。事業セグメントの性質が

それぞれ異なるため、バイエルには多様な購買ポートフォリオがある。購買部門はすべての事業セグメント

を代理して中心的に活動し、ノウハウの蓄積と購買支出によって、シナジーを活用している。

購買部門は、統一的に確立された購買・サプライヤー管理プロセスに従って運営される。購買においては、

戦略的に重要なモノとサービスに関する長期契約および積極的なサプライヤー管理は、重要な要素である。

そこで当社は、供給上の制約や大きな価格変動といった購買固有のリスクを最小化するだけでなく、グルー

プの競争力を保護し、円滑な生産プロセスを確保している。イノベーションの過程における厳選されたサプ

ライヤーとの緊密な協力と組織的統合は、バイエルに革新的なソリューションへのアクセスを与えている。

当報告期間中、当社は148ヶ国でモノとサービスを購入した。93,330のサプライヤーとの取引による購買支出

は、約149億ユーロに上った。

 

生産

バイエルは、34ヶ国の130を超える拠点で生産施設を運営している。

医療用医薬品部門とコンシューマーヘルス部門は世界中で独自の生産拠点を運営しており、当該拠点で有効

成分を製造し、製品ポートフォリオ向け製剤および包装の業務を行っている。

クロップサイエンス部門の農薬製品は主に同セグメント独自の生産拠点で生産されている。当社は、分散さ

れた多数の製剤・充填拠点により、現地市場のニーズに迅速に応えることを可能としている。これらの拠点

では、現地の要求や応用分野に応じて有効成分が加工、梱包される。種子の生産は、当社のヨーロッパ、ア

ジア、および南北アメリカの顧客に近い場所の自社農場または契約農場で行われている。

グローバルに販売される動物用薬品事業の製品は、主にドイツのキールおよび米国カンザス州ショーニーの

拠点で製造されている。

当社は、上述したような事業セグメント別に非常に多様な製品を製造している。当社が世界中の製造設備の

生産能力について意味のある情報を提供することは実際的ではなく、そのような情報はかえって誤解を招く

恐れがある。
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生産実績

当社は、数多くの市場向けに幅広い製品を製造しているため、製品別の生産実績の数量化は現実的ではな

い。当社は、事業で使用するすべての基本的な原材料およびその他の投入資材については複数の仕入先を

持っており、従前より、それらの物品を競争力のある価格で購入している。

 

受注および生産計画

当社は、原則として柔軟な生産予測と計画に基づいて市場需要に応じた生産を行っている。かなりのリード

タイムを必要とし、個別の注文に応じて生産する産業、例えば航空機その他の重工業とは異なり、当社は絶

えず注文を受け、これに応じている。

 

売上高および損益

当社の事業セグメント（部門）別／地域別対外売上高および営業損益については、「第3　事業の状況、1　

業績等の概要」を参照されたい。

 

販売チャネル

当社は、市場の状況に応じて、卸売業者、専門小売業者または直接販売組織を通じて、ヘルスケア部門、農

業、工業および民間部門の顧客に製品を供給している。バイエルは、それぞれの需要に応じて、市場および

顧客固有の販売チャネルを確立している。

医療用医薬品部門の処方薬は、主に卸売業者、薬局および病院を通じて販売される。

コンシューマーヘルス部門の一般用医薬品は、一般的に薬局、スーパーマーケット・チェーン、オンライン

専門店、および米国等の一定の市場で重要な役割を果たしているその他の大規模小売業者を通じて販売され

ている。

当社は120を超える国々で農薬製品を提供し、主に卸売業者を通じて、小売業者に対して直接的に、または

限られたケースであるが農業生産者に対して直接的に、農薬製品を販売している。当社の種子は栽培業者、

種苗会社、専門小売業者および処理業界に対して販売される。当社は最新の育種法を用いて植物形質を改善

した上で、他の種子会社にライセンスするか、独自の種子品種に組み込む。エンバイロサイエンス事業の広

範な害虫・雑草防除製品は、卸売業者および専門小売業者を通じて緑化産業、林業、産業用植生管理および

害虫防除の専門業者に販売される。当社は、例えばマラリアやデング熱の制圧に向けて主に政府機関やNGOに

よって行われる入札を通じて、公衆衛生の分野でも当社の製品を販売している。

動物用薬品事業の製品は、国の規制枠組みに応じて、獣医師およびその他薬局や小売店等の販売チャネルを

通じて販売している。
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3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

絶え間なく増加し、高齢化する世界人口は、ヘルスケアと栄養における基本的な課題を提示している。私た

ちは、気候変動の影響と戦いながら、2050年までに100億の人々にどうやって食糧を提供するのか。増え続け

る高齢者の生活の質をどうやって確保するのか。

これらが、当社が対処しようと試みている課題である。当社は、当社の企業目的である「Science for a

better life」に沿って、革新的なソリューションを通じて、よりよい医薬品の開発と高品質な食品の生産を

推し進めている。経済的成功の達成という当社の到達目標と同時に、当社は、当社の企業家能力の範囲内

で、国連の持続可能な開発目標である「すべての人に健康と福祉を」および「飢餓をゼロに」への責任ある

貢献を追求している。

当社は環境と社会に対する責任を果たすために、また当社の各事業が関連する業界や事業セグメントにおい

て主導的地位に立ち、当社の長期的成功を達成するような方法で当社の事業を継続的に進展させるために、

努力している。当社は価値を生み出す強固な事業からなる多様なポートフォリオに投資している。当社の努

力は、当社の従業員ならびに当社の中核的能力であるイノベーション、顧客重視、品質、プロセスの卓越性

およびポートフォリオ管理によって支えられている。

 

医療用医薬品部門

人口構造の変化は、慢性疾患の数の増加および複数疾患の発生の増加によって、医療制度に影響を与えてい

る。

当社は、主に心臓、腫瘍、ウィメンズヘルス、血液および眼科の治療領域において、大きな臨床的効果と価

値をもたらす革新的医薬品を研究、開発および販売することに重点を置くことで、医療の進歩に貢献するこ

とを目指している。

当社の中期的成長は、主に当社が発売に成功した「イグザレルト®」、「アイリーア®」、「スチバーガ

®」、「ゾーフィゴ®」および「アデムパス®」といった製品によって牽引されている。長期的成功を守るた

め、当社は研究開発への投資を続けている。ここにおいて当社の努力は、イノベーションの必要性が高いと

みなされ、かつ当社の研究者によって蓄積された専門知識を通じて大きな影響を及ぼし得る分野に集中して

いる。これは、心疾患、癌およびウィメンズヘルスにおける一定の用途について特に当てはまる。研究開発

活動を補完するため、当社は引き続き、的を絞ったアプローチを維持しつつ、買収、ライセンス契約および

外部との提携を通じてポートフォリオを拡張していく予定である。

発展途上国および新興国における当社製品へのアクセス（医薬品アクセス ― ATM）を改善するため、当社

は経済的に実現可能なコンセプトを実行し、さらに、慈善活動と並行して、顧みられない熱帯病の治療のた

めの化合物を開発している。
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コンシューマーヘルス部門

公的医療制度の費用の増大と消費者の個人的責任の高まりによって、セルフケアの利点にますますスポット

ライトが当たっている。加えて、ヘルスケア市場ではデジタル化が進み、デジタル製品やサービスにさらに

重点を置くことが必要となっている。

当社は、「クラリチン®」、「アスピリン®」、「Aleve
TM
」、「Bepanthen

TM
」、「Canesten

TM
」、「Alka-

Seltzer
TM
」、「Dr. Scholl’s

TM
」、「One A Day

TM
」、「Coppertone

TM
」、「エレビット®」および

「Berocca
TM
」といった当社の中核ブランドを強化するためのイノベーションに投資することによって、この

ような変化に立ち向かっている。当社はさらに、当社のデジタル領域および電子商取引活動も拡張してい

る。

当社はさらに、米国、ドイツ、ブラジル、ロシアおよび中国といった主要市場ならびにその他の国々におい

て、存在感を高めることに集中している。また、処方薬や有効成分の一般用医薬品への転換（Rx-to-OTCス

イッチ）も推進し、セルフケアでの使用を可能にしている。このことによって、当社は、消費者に医薬品へ

のより良いアクセスを保証し、自身の健康により責任をもって、生活の質を改善する機会を与えたいと願っ

ている。

 

クロップサイエンス部門

食糧、動物飼料および再生可能原材料へのニーズは世界的に高まっている。しかしながら、同時に、利用で

きる耕作地は限られており、気候変動の影響によってますます危険にさらされている。加えて、持続可能な

農業に対する需要が高まっている。これには、農業生産性の向上と食糧の安全保障のために利用できる革新

的なソリューションが必要である。

全体的ソリューションを開発するという戦略の一環として、当社は、種子技術と化学・生物農薬の統合にお

ける専門知識を基に前進することを目指している。当社はデジタル化も推進している。デジタル農業の分野

において、当社は、とりわけ農作物病害の大流行のリスク要因をシミュレートする具体的なデータ・モデル

を用いた独自のサービスを開発する計画である。当社の到達目標は、農業生産者に対して、当社製品につい

ての的を絞った、また正しい使用法に関する適切な推奨を提供して、生産量の向上を支援することである。

持続可能な農業への取組に合わせて、当社は、資源を効率的に使用し、環境を保護する、費用効率が高く、

社会的に実行可能な農業を推進している。必要に応じたソリューションを提供することによって、当社は、

発展途上国および新興国の小規模農家による農業生産の最適化と生活水準の改善を支援することを目指して

いる。さらに当社は「Bayer ForwardFarming」イニシアチブの一環として、農業生産者と協力して、持続可

能な農業のための革新的なソリューションを開発、推進している。この取組の一環として、当社は、

ForwardFarmsのネットワークを継続的に拡張している。
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すでに発表した通り、当社はモンサント・カンパニーの買収を模索している。当社は、同社と統合すること

で、当社が農業生産者の多くの課題や個別のニーズにより適切に応えるためにカスタマイズされた革新的製

品の、より広範なポートフォリオを提供できる好位置にいると見ている。中期から長期の間に、統合された

企業は、革新的なソリューションをより早く市場に届けることができ、また農業分析やそれを支えるデジタ

ル農業アプリケーションに基づいて、よりよいソリューションと最適な製品を顧客に提供することができる

だろう。

 

動物用薬品事業

動物用薬品市場の発展は、主として世界人口の増大と平均所得の増加によって推進されている。コンパニオ

ンアニマルのセグメントにおいては、このことはペット所有者の増加につながっている。畜産動物セグメン

トでは、さらに、西洋風の生活習慣への憧れが増大して、肉の消費の増加につながっている。したがって、

これら2つの領域において、効果的かつ安全な動物用薬品の需要はますます高まっている。

コンパニオンアニマル事業では、動物用薬品事業は世界の寄生虫駆除剤セグメントでトップの地位を維持し

ている。当社は革新的なカラー、「Seresto
TM
」の好調な業績の維持、新たな販売チャネルの開設、および

「アドバンテージ®」製品群のブランド資産価値の活用に重点を置いている。

畜産動物事業では、当社は、駆虫剤および感染症治療のための抗感染薬に重点的に取り組んでいる。社内開

発品に加え、当社は、買収を通じて当社事業を強化する機会も探っている。例えば、当社は、2017年1月には

「Cydectin
TM
」ポートフォリオの統合を成功させて、米国の駆虫剤事業を拡大した。

 

目標および主要業績評価指標

当社の戦略は、環境と社会に対する当社の責任との間でバランスのとれた経済的成長を達成することを目的

としている。戦略の着実な実行を進めるため、当社は、バリューチェーンに沿って、野心的なグループ目標

を設定した。これらの目標は、成長と収益性、イノベーション、持続可能性および従業員の分野で定められ

ている。
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これらの分野における当社の現在の進捗状況を、次の表に示した。
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バイエルグループの経営環境については、「第3　事業の状況、4　事業等のリスク」を併せて参照された

い。
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4 【事業等のリスク】

機会およびリスク状況

ドイツ会計基準第20号に基づく重要な報告可能リスクとして、評価マトリクス（下記「リスク評価マトリク

ス」を参照のこと。）において黒線で囲まれた範囲に含まれる、すべての高度および中程度の（または潜在

的影響という観点から少なくとも有意な）財務および非財務リスクは、以下に報告する通りである。一方、

昨年適用されたシステムに従い、合計500百万ユーロの潜在的影響額を有するリスクはすべて考慮された。さ

らに、仮に存在するとしても財政的観点から十分または有意義な定量化が不可能な関連リスクについても報

告する。本項におけるリスク報告は詳細なものであり、それらを軽減するために定めた対策を含んでいる

（正味リスク）。当社は、機会管理の過程で特定した主要な機会についても報告する。

 

 

社内の異なる部署において存在する類似のリスクは、場合によっては総計する。リスクの記載順は重要さの

順位を意味しない。リスク管理プロセスは、さらに前年度および上記の通り変更した評価手法と比較して作

成した。このため、リスクの前年度との比較は限られた範囲でのみ可能であり、したがってここでは表示し

ていない。関連する場合には、事業セグメント固有の機会とリスクの特異性についても記載した。

次の表は、個々のリスク分類とリスク区分、および影響を受ける事業セグメントの概要を示したものであ

る。モンサントの買収計画に伴う機会とリスクについては次項で詳述する。
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重要なリスク分野の概要

リスク分類 リスク区分

影響を受ける事業セグメント

またはグループ(注1)

戦略リスク   

外部ネットワークおよびパートナーシッ

プ

中程度 医療用医薬品部門、グループ

業績リスク   

知的財産権 中程度 医療用医薬品部門、クロップサイエンス部門

研究開発 高度 医療用医薬品部門、クロップサイエンス部門

(注2)

市場供給 中程度 クロップサイエンス部門

人材 中程度 グループ

情報技術 中程度 グループ

財務、会計および税務 中程度 グループ

安全、品質およびコンプライアンス

に関するリスク

  

製品安全性 中程度 医療用医薬品部門、クロップサイエンス部門

健康、安全および環境 中程度 グループ

品質および規制上の要件 高度 クロップサイエンス部門、医療用医薬品部門

(注2)

法令遵守 「法令遵守」を

参照のこと。

 

外的リスク   

業務市場 中程度 医療用医薬品部門、クロップサイエンス部

門、コンシューマーヘルス部門

政治、社会およびマクロ経済環境 中程度 クロップサイエンス部門

自然災害および危機 中程度 医療用医薬品部門、グループ

注(1) リストアップされているのは特定された重要なリスクが存在する事業セグメントである。その他の事業セグメン

トもこれより程度は低いが影響を受ける可能性がある。重要なリスクがコーポレート機能によって報告されてい

る場合は、「グループ」が表示されている。

(2) リスク区分：中程度

 

外部ネットワークおよびパートナーシップ

当社は、製品のバリューチェーン上でパートナーと提携している。提携相手が最善の実績を上げられなけれ

ば、当社の製品およびサービスの開発、製造または販売に影響を及ぼし、当社の事業に悪影響を及ぼす可能

性がある。

一部の国々では、一定の医療用医薬品の販売権を第三者が保持している。かかる販売パートナーが十分な実

績を上げられなければ、当社の売上高および費用の動向に悪影響が及ぶ可能性がある。そこで当社は提携管

理部を設置して最も重要な提携を監視し、運営部署に対して関連する支援を提供している。

さらに、特に医療用医薬品部門の一部の材料は、非常に限られた数のサプライヤーからのみ提供されてお

り、納入の遅延により生産が中断する可能性がある。価格調整が発生する場合もあり、そうなれば当社の利

益率に悪影響を与える可能性がある。当社は、代替サプライヤーの設定、長期契約の締結、在庫の拡大また

は原材料の自社生産によって、これらのリスクに対抗している。戦略的材料審査委員会(SMRCs)はサプライ

ヤー・リスクを定期的に検討し、評価する。
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グループ全体としての観点から見ると、当社の企業価値、倫理的要件、コンプライアンスおよび持続可能性

が、外部ネットワークおよびパートナーによって十分把握されないというリスクがある。当社は、評価プロ

セス、サプライヤーの行動規範およびサプライヤーの評価と監査を通じて、このリスクに対抗している。

 

知的財産権

バイエルグループのポートフォリオの大部分は現在も、過去と同様、特許権によって保護された製品で構成

されている。特許出願から製品の発売までには長い時間がかかるため、バイエルが自社の研究開発投資から

十分な利益を得られる期間は通常数年間に限られる。このことが、効果的かつ確実な特許権保護を一層重要

なものとしている。ジェネリック薬品製造業者は、特に、特許に対してその期限切れ前に異議を申し立て

る。当社は現在、当社製品に関する特許保護の実施を求める訴訟の当事者となっている。第三者がバイエル

による特許権または財産権の侵害を主張して訴訟を提起した場合、特定の製品の開発や製造が遅れ、もしく

は停止されることになったり、第三者への損害賠償金もしくはロイヤリティの支払いが必要となったりする

可能性がある。当社の特許部は、関連事業部と連携して定期的に特許の状況を見直しており、また必要であ

れば法的措置がとれるよう、特許権侵害の可能性を監視している。

 

研究開発

当社は、当社のイノベーション能力が、当社ブランドの持続的開発と、当社の全事業における研究パイプラ

インの拡大の両方に向けた機会を維持していると考えている。

医療用医薬品部門では、デジタル化およびそれに関連する、時間を節約し、開発効率を高める新たな研究開

発法から機会がもたらされる。

当社は、イノベーション能力を強化するため、社内および外部パートナーとのネットワークにも依拠してい

る。これは長期的に新製品の開発を促進するものである。

当社が最善を尽くしたとしても、十分な数の研究候補が特定されるとか、現在開発中または将来開発予定の

製品がすべて計画通り承認や登録を受けて維持したり、商品として成功を収めたりするとの保証はできな

い。このことはとりわけ、技術、生産能力および期間に関する要件を満たさず、または製品開発における試

験目的を満たす能力がないことから生じる可能性がある。当社の研究パートナーの業績も、この点で制限的

な影響を及ぼす可能性がある。製品登録または発売の間に遅延や費用超過が発生する場合がある。バイエル

グループは、成功の確率を見積り、開発プロジェクトに優先順位をつけるため、全体的なポートフォリオ管

理の方法でこのリスクに対処しようと努めている。
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市場供給

あらゆる予防策にもかかわらず、当社の各拠点における業務は、火災、停電、サイバー攻撃または供給停止

によって中断する可能性がある。これは外部パートナーにも当てはまる。当社が当社製品に対する需要を満

たすことができなければ、構造的な売上の減少が発生する可能性がある。当社は、一定の製品の生産を多数

の拠点に分散したり、安全在庫を備蓄したりして、このリスクに対抗している。さらに、HSEQ管理の必須要

素として、当社の全ての生産拠点において、それぞれのコーポレート・ポリシーに基づく緊急事態対応シス

テムが実施されている。

 

人材

熟練した熱心な従業員は、当社の成功にとって不可欠である。専門知識を有する従業員を採用、雇用、維持

し、さらに育成することが困難であれば、当社の将来の発展に重大な悪影響を与える可能性がある。さら

に、不十分で不透明な企業文化や戦略、ならびにその結果として従業員に課される目標および要求は、モチ

ベーションの低下や不十分な業績につながり、雇用主としてのバイエルの魅力に悪影響を与える可能性があ

る。

当社は、将来における必要性の分析に基づいて、従業員の適切な採用・育成策を立案している。加えて、当

社の企業文化を多様性や従業員のニーズに合わせていくやり方は、雇用市場の可能性の十分な活用を可能に

している。さらに、慎重で透明性のある変更管理を行うことは、人材管理の不可欠な要素であり、これに

よって当社は常に従業員に意欲を起こさせることが可能になっている。

 

情報技術

バイエルグループが、事業・生産工程および対内・対外通信の手段としてグローバルな情報技術（IT）シス

テムに依存する度合いは高まっている。これに関連して、社内外のデータの機密保持は、バイエルにとって

根本的に重要である。例えば（サイバー）攻撃によってデータの機密性、完全性または信頼性が失われれ

ば、データやノウハウの改ざんおよび／または無制限な流出につながる可能性がある。このリスクに対抗し

て講じられた対策には、配置される新技術の高負荷試験、および技術安全基準を最新の状態に保ち、新たな

脅威を積極的に研究するプロジェクト（例えばInformation Security@Bayer、Cyber Security Initiative、

User Awareness）の実施が含まれる。加えて、既存のITインフラは、コーポレート・サイバー防御センター

による安全対策を通じて、迷惑アクセスに対して保護されている。
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財務、会計、税務

流動性リスク：

流動性リスクは、バイエルグループが現在または将来の支払義務を履行できない可能性を表す。流動性リス

クは、当日および中期の流動性計画の一部として、財務機能により判断、管理されている。バイエルグルー

プは、満期時に予定されるすべての支払義務の充足を確保するため、十分な流動性を維持している。さら

に、予算計上されていない現金収入の不足または予期せぬ支払いについては準備金が維持されており、その

額は定期的に見直され、調整されている。銀行の与信枠も設けられており、これには特に、現在の満期2020

年の未使用のシンジケートリボルビング信用枠35億ユーロが含まれている。

 

信用リスク：

信用リスクは、取引の相手方が支払いその他の履行義務を果たせないために、バイエルグループの債権その

他の金融資産の価値が減損する可能性から生じる。債務不履行リスクの最大額は、既存の担保、特に当社の

グローバル信用保険プログラムによって軽減される。売上債権からの信用リスクを管理するため、請求する

会社はそれぞれ、顧客の信用度を定期的に分析する信用管理者を任命している。これらの売上債権には担保

を付されたものがある。当該担保は現地の条件に従って使用されており、信用保険および保証が含まれる。

当社は通常、当社の顧客と権原の留保について合意している。信用限度はすべての顧客について設定され

る。合計で10百万ユーロ以上のエクスポージャーを有する債務者に関する信用限度はすべて、現地で評価さ

れ、グループの財務機能に提出される。金融取引に伴う信用リスクは財務機能内で集中管理される。リスク

を最小限に抑えるため、金融取引は、予め定められたエクスポージャーの限度に従って、なるべく投資適格

の格付けを有する銀行その他の相手とのみ行われる。

 

市場価格の変動に伴う機会とリスク：

市場における為替と金利の変動に伴う機会およびリスクは、財務機能によって管理される。リスクはデリバ

ティブ金融商品の利用によって回避または軽減される。為替リスクと金利リスクの種類および程度について

は、リスク変数（金利曲線等）の仮定上の変化に基づいて市場価格の変動が株主資本や利益に与える潜在的

影響を判断する感応度分析を用いて説明する。当社が感応度分析で用いる仮定は、1年間に合理的に発生し得

る為替および金利の変化に関する当社の見解を反映している。これらの仮定は、定期的に見直される。

バイエルグループの為替機会および為替リスクは、為替レートの変動や、これに関連して発生する、機能通

貨建ての金融商品（債権および債務を含む。）および予定される支払金受取・支払額の価値の変動に伴って

生じる。営業活動に伴う流動性ある通貨建ての債権および債務ならびに金融項目は、通常、通貨金利スワッ

プを通じて完全にヘッジされている。将来予定される支払金の受取・支払からの予測エクスポージャーは、

管理ガイドラインに従い、先物為替予約および通貨オプションによってヘッジされる。
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感応度は、ユーロが前年末比で全ての他通貨に対して10％値上がりまたは値下がりするとの仮定シナリオに

基づいて決定された。このシナリオでは、2017年12月31日現在の利益および株主資本（その他の包括利益）

は、保有するデリバティブおよびデリバティブ以外の金融商品からのキャッシュ・フローの仮定上の増加ま

たは減少見積額によって、346百万ユーロ（2016年12月31日：380百万ユーロ）増加または減少していただろ

う。このうち155百万ユーロは米ドル、66百万ユーロは中国人民元、44百万ユーロは日本円、40百万ユーロは

カナダドルに関するものである。予測エクスポージャーに対する為替の影響は考慮されていない。ヘッジと

して指定された予測為替エクスポージャーをヘッジするために使用されたデリバティブは、その他の包括利

益を353百万ユーロ増加または減少させていただろう。

バイエルグループの金利機会および金利リスクは、固定利付金融商品の公正価値の変動および変動利付商品

の利払額の変動につながり得る資本市場金利の変動から生じる。金利機会および金利リスクの管理は、バイ

エルグループの債務管理者が定める目標デュレーション（定期的に見直される。）にわたって行われる。バ

イエルグループの債務の目標構造を達成するため、金利スワップが締結される。2017年末の変動利付債権・

債務の正味ポジションに基づいて、当社のすべての主要通貨建て債権・債務に関連する金利を考慮した感応

度分析が行われ、2017年1月1日現在のこれらの金利が1％分上昇すると仮定した場合（為替レートは変動しな

いと仮定）、2017年12月31日に終了した年度における当社の支払利息は、13百万ユーロ（2016年12月31日に

終了した年度：31百万ユーロ）増加することになるとの結果が出た。

 

年金債務に関連する財務リスク：

バイエルグループは、現従業員および元従業員に対し、年金およびその他の退職後給付債務に関連する債務

を負っている。これに関連する金利、死亡率、給与の増加率等の測定パラメーターの変化は、当社の年金債

務の現在価値を押し上げる可能性がある。これにより年金制度費用が増加したり、包括利益計算書でその他

の包括利益として認識される数理計算上の損失により株主資本が減少したりする可能性がある。当社の年金

およびその他の退職後給付債務のかなりの部分は、確定利付債、株式、不動産およびその他の投資を含む制

度資産でカバーされている。これらの投資からの収益率が下がったり、さらにマイナスとなったりすれば、

制度資産の将来の公正価値に悪影響が及ぶ可能性がある。これらの効果により、株主資本および／または利

益に悪影響が及んだり、かつ／または当社による追加支払が必要となったりする可能性がある。当社は、制

度資産の公正価値の市場関連の変動リスクについてはバランスの取れた戦略的投資を行うことで対処し、ま

た世界中の年金債務に関する投資リスクを常に監視している。
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税務リスク：

バイエルAGおよびその子会社は世界中で事業を行っており、したがって多数の異なる国内の租税法令に服し

ている。バイエルのグループ会社はさまざまな国の税務当局から定期的に監査を受ける。租税法令の変更、

法的判断、税務当局によるその解釈、およびこれらの国々における税務監査結果は、税金費用や納税額を増

加させ、結果として未収還付税金、税金負債および繰延税金資産・負債の水準に影響を及ぼす可能性があ

る。当社は、これに起因するリスクに対し、税制枠組みを継続的に特定、評価することによって対抗してい

る。

 

製品安全性

バイエルは、バリューチェーン全体にわたって、製品の潜在的な健康・環境リスクを評価する。承認または

登録の前に広範な調査を行っても、予期せぬ副作用その他の要因で、製品が部分的または完全に市場からの

撤退を余儀なくされる可能性がある。撤退は自主的に、または法的措置もしくは規制措置によって行われる

場合がある。当社は、医療用医薬品および農薬製品の安全性および試験の分野における組織上・業務上の構

造を通じて、これらのリスクに対抗している。加えて、クロップサイエンス部門では包括的なスチュワード

シップ・プログラムが実施されている。

 

健康、安全および環境

当社は、製品の安全性だけでなく、当社の従業員や環境の保護も非常に重要視している。不正行為およびこ

れらの要件の不遵守は、人身傷害、財産・評判・環境損害、生産減少、事業の中断および／または補償金の

支払責任という結果を招く可能性がある。当社は、当社の原則、基準および対策を用いて、当社の要求事項

が十分伝達、理解され、最適な方法で実行されるよう確保している。

 

品質および規制上の要件

事業を行っているほとんどすべての国々において、当社の事業活動は、広範な規制、基準、要件および調査

の対象となっている。国民や規制当局の期待が増しているため、例えば医療分野の臨床研究もしくは生産プ

ロセスに関して、またはクロップサイエンス部門では遺伝子組み換え生物の監視について、特に国家レベル

で、規制要件は大幅に厳しくなっていくものと当社は引き続き予測している。また、農作物および／または

食品中の、意図しない遺伝子組換え生物の痕跡の存在を、完全に排除することはできない。当社は現行のま

たは変化する規制要件に違反する可能性があり、そうなれば、多額の罰金、自由な営業の制限および／また

はその他不利な財政上の結果を含み、民事上または刑事上の罰則を科される結果となる可能性がある。これ

らはバイエルの評判を傷つけ、売上高および／または利益率の低下につながる可能性もある。要件が変更さ

れれば、製品開発のコストや時間が増大したり、製品ポートフォリオの調整が必要となる可能性もある。

当社は、拘束力ある原則および基準、ならびに管理機構の実施を通じて、これらのリスクに対抗している。

規制要件の変更は、それらを確実に実行するために監視されている。品質要件は、グローバルな品質管理シ

ステムにおいて規定、実施されている。
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法令遵守

バイエルグループは、当社が現在当事者になっているかまたは将来発生する可能性のある法的な争いや訴訟

手続きにより、特に製造物責任、競争および独占禁止法、腐敗防止法、特許法、税法、データ保護ならびに

環境保護の各分野において、リスクにさらされている。法律または規制違反の可能性、例えば独占禁止法や

特定のマーケティングおよび／または販売手法に関する潜在的違反に対して調査が行われると、かなりの額

の罰金を含む民事・刑事上の制裁および／またはその他の財政的に不利な結果をもたらしたり、バイエルの

評判を損ね、当社の商業的成功を損なったりする可能性がある。バイエルは、法律および規制の遵守を確保

するために、グローバルなコーポレート・コンプライアンス管理システムを立ち上げた。

 

業務市場

当社の成長および市場シェアが、医療制度への世界的なコスト圧力の高まりや価格規制によって妨げられる

リスクが存在する。医療制度への世界的なコスト圧力を一因とする政府の価格統制は、当社の医療用医薬品

の収益を圧縮し、時にはそれによって新製品の発売が不採算となる可能性がある。さらに、当社の成長と市

場シェアの推移は、ジェネリック医薬品メーカーを含む競争相手の革新的で積極的な（価格設定）方針に

よって悪影響を受ける可能性がある。当社は、規制当局の管理や価格引下げの圧力は、引き続き現在の程度

で続くかまたは厳しさを増していくものと予測している。当社は社内の研究開発能力の拡大によって、また

買収や提携を通じて、この動きに対応している。

現在、種子・農薬業界は世界的な統合の過程にあり、これも当社の将来の競争環境を大きく変えつつある。

当社はさらに、クロップサイエンス部門において、デジタル化が種子・農薬製品市場を根本的に変化させ、

価値創造および市場や顧客へのアクセスに影響を及ぼすリスクがあると見ている。当社が適切なイニシアチ

ブから利益を得たり、適切なイニシアチブを通じてこのような動向に対抗することができなければ、顧客、

市場シェアまたは事業価値の喪失につながり、これまで以上に多額の投資を要する可能性がある。当社は、

一部には農業データの分析・解析結果を活用する「デジタル農業イニシアチブ」を通じて、また厳選した追

加の買収や広範囲にわたる科学的・商業的パートナーシップを通じて、このリスクに対抗している。

コンシューマーヘルス部門にも、デジタル化や新たなデジタル製品によって既存のビジネスモデルに混乱が

生じるリスクが存在する。デジタル化は、競争上の優位を獲得するための主要な要因である。当社がこの動

きを当社の既存のビジネスモデルに十分統合することができなければ、顧客や市場シェアを失う可能性があ

る。イニシアチブとの関連で、当社は市場を非常に緊密に監視し、当社のビジネスモデルの推移を描くため

の戦略を開発している。
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政治、社会およびマクロ経済環境

経済成長、平均余命、人口規模および消費者行動といった政治・社会・マクロ経済要因の変化や、社会的風

潮、政治の危機および不安定性は、当社に機会をもたらすが、リスクも伴う。

最新の農法、一定の種類の農薬製品の適用、および遺伝子組み換え技術の使用は、繰り返し、激しい国民的

議論の対象となっている。このような政治的見解の形成は、当社製品の使用を著しく制限し、さらに自発的

または強制的な製品の撤退につながるような、法律上、規制上の決定を生じさせる可能性がある。加えて、

かかる決定は、世界の他の地域からの農産物の輸入、したがって当該地域での当社の事業にも影響を及ぼ

す。かかるリスクを軽減するため、当社は規制当局および立法府の意思決定プロセスを緊密に監視し、また

変更が予測されるとの観点をもって当社の製品ポートフォリオを開発している。当社は、科学的根拠があ

り、合理的かつ責任ある議論と意思決定プロセスを促進するため、利益団体や規制当局との持続的な対話に

も取り組んでいる。

当社の農業ビジネスに関する機会は、世界人口の増加と食料需要の高まりから生じる。これに加えて一部地

域では、動物由来の食品に対する需要を高める方向に消費者行動が移行している。したがって、気候変動が

提示する問題である一人当たり耕地面積の減少、および農薬耐性の上昇という観点から、農業生産力を増大

させる必要がある。当社は、耕地面積の制限にもかかわらず、需要の高まりに見合う十分な食料および動物

飼料を生産する必要があるとの観点から、高品質の種子および農薬製品への需要は高まると見ている。これ

に応えてクロップサイエンス部門は、例えば、より効果的に植物を気候および環境の影響から保護し、穀物

生産高を上げるプロセスを開発している。

生活の質および平均余命の向上は、高齢患者の医療ニーズに対する関心の高まりにつながっている。当社は

がんや慢性心血管疾患といった、一部加齢に伴う一定の疾患に集中して取り組んでおり、これが当社に機会

をもたらしている。加齢性疾患治療のための革新的な医薬品に対する需要の高まりに応えて、バイエルの医

療用医薬品部門の事業セグメントは、その研究開発活動を、腫瘍や循環器といった関連治療領域に集中させ

ている。

 

自然災害および危機

当社の事業活動は、自然災害、感染症の世界的流行や蔓延、テロ活動またはこれらに匹敵する危機的事象に

よって影響を受ける可能性がある。例えば、当社の生産拠点の一部は、洪水や地震といった自然災害の影響

を受ける可能性がある地域に置かれている。かかる事象は、生産プラントの停止その他の混乱を引き起こし

たり、人身傷害や当社の評判の低下につながったりするほか、売上高および／または利益率を低下させた

り、損傷したインフラの再建を要することとなる可能性がある。

当社は、現地の危機対策組織（特に対応計画を提供する。）を通じて、これらのリスクに対処している。当

社は早期警告システムを実施し、継続的報告を確保し、また定期的な危機シミュレーション訓練を実行して

いる。さらに、当社はグローバルな安全コミュニティを設置しており、グループ・リスク管理機能の事業継

続管理部がかかるリスクを評価し、責任ある専門家からなる部署とともに適切な対策を定めている。
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モンサントの買収計画に関連する機会とリスク

将来におけるモンサント事業の統合に備えて、バイエルは、規制当局の全ての承認が得られ、取引が完了し

た後に統合が達成できるように、全事業分野における統合プロセスを慎重に計画するプロジェクトを開始し

た。このプロジェクトでは、買収および統合によって発生し得るリスクを早期に特定し、可能な限り速やか

に適切な対策に着手するために、当社の既存のリスク管理手法が適用されている。統合プロセスは、取引の

クロージング後に開始される予定であり、現在、2018年第2四半期中のクロージングが予定されている。バイ

エルは、事業、地域および文化の各面で、買収企業の統合を成功をさせてきた豊かな経験があり、それに

よって、自社の力強いイノベーションの文化、持続可能性および社会的責任に引き続きコミットしている。

 

機会

モンサント事業の統合の成功後、当社は、補完的な革新的専門技術を結合する新たな機会を見出している。

増加する世界人口に対して環境保護の観点から持続可能な方法で食糧を供給することは、農業が直面する課

題の一つであり、また、種子、形質および（生物製剤を含む）農薬に関する専門知識をより体系的に統合し

た新たなアプローチを必要とする。この合併により、当社は、農業生産者の個別のニーズやその直面してい

る多くの課題に適合する、より広範な革新的製品のポートフォリオを提供できるだろう。当社の研究開発活

動の幅と深さは、さまざまな技術の最適化を可能とするものであり、それによって当社は、強化されたイノ

ベーションの製品化までの時間を早めることができる。当社は、当社のイノベーション能力と研究開発予算

を組み合わせることによって、開発サイクルの長期化やコスト増または規制要件の厳格化といった、農業に

おけるイノベーションの開発と導入に際して直面する困難に、より効果的に立ち向かうことができると信じ

ている。当社は、中期から長期の間に、統合された研究開発プラットフォームの能力を、先駆的技術をより

早く届けるため、また農業分析やそれを支えるデジタル農業アプリケーションに基づいて先進的でカスタマ

イズされた製品ソリューションを顧客に提供するために活用する計画である。これらの進展は、調達の改善

と利便性向上から、生産量の増加、より適切な環境保護および持続可能性に至る、重要かつ持続的な恩恵を

農業生産者にもたらすと予測される。当社は、統合された企業が、農業部門における相当な長期的成功の潜

在力を活用するのに非常に良い位置にいると信じている。

 

リスク

本買収の規模と重要性により、当社の現在または将来の事業、財政状態、株価または配当金支払に悪影響を

与える可能性がある以下の主要なリスクが発生する。バイエルとモンサントは現在依然として独立した会社

なので、これらのリスクは以前説明した企業リスク管理プロセスを通じた評価を受けていない。一部は統合

に向けて立ち上げられたプロジェクトの一環として、入手可能な情報に基づいて特定、評価された。した

がって、このリスクのリストは完全さを主張するものではなく、リスクの記載順は重要さの順位を意味しな

い。
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クロージングの要件：

現時点では、予定された買収が遅れるか、全く行われない可能性を排除することはできない。本取引は依然

として、関連する独占禁止およびその他の規制当局の承認を含む、通常のクロージング条件の充足を条件と

している。必要な承認が拒否されたり、バイエルおよび／またはモンサントの規制当局が要求する一定の事

業売却またはその他のコミットメントと結び付けられたりする可能性がある。そのような措置は当社の戦略

計画に悪影響を及ぼし、また当社の事業・財務構造に相当の調整を要することとなる可能性がある。その

上、バイエルは、タイムリーな方法で、または全く、または採算にあう条件で、コミットメントを実行する

ことができない可能性がある。

本合併契約は特に、必要な独占禁止法上の承認が付与されないために取引が2018年6月14日までに完了せ

ず、その結果バイエルまたはモンサントが合併契約を解除した場合に、バイエルが20億米ドルの違約金を支

払うことを規定している。

 

戦略的または業務上の目的が達成されない可能性がある：

モンサント事業の買収と統合に関する当社の戦略上および業務上の目的は、当社が行った仮定と見積りに基

づいている。これらはモンサントの収益力とコスト構造、両社のシナジーとイノベーション能力、および将

来の経済情勢と市場の変動を含み、不正確であると判明する可能性がある。

 

統合に関するリスク：

さらに、モンサント事業の買収と統合に関連して、当社の現在の事業に悪影響を与えたり、期待される買収

の利益の十分な実現を阻むような困難が生じる可能性がある。

したがって、事業、プロセスおよび人員を予定通り結合する一方で、多数の会社所在地を維持することは、

一部には会社文化の相違や、内部統制およびコンプライアンス・システムの違いといった観点から、予想を

上回って複雑である可能性がある。合併が、顧客、サプライヤー、パートナー、ライセンサーまたは他のス

テークホルダーとのコンタクトの喪失につながる可能性もある。

重要な地位にある従業員を失うことは、特に悪影響を及ぼす可能性がある。統合の成功と共同戦略の実行に

は、バイエル、モンサント両社の管理職および有能な従業員が必要である。例えば、仕事、会社所在地また

は企業文化に関する従業員の間の潜在的不確実性により、そのような従業員を維持することができなけれ

ば、両社それぞれの能力の効果的な統合と活用が妨げられる可能性がある。特に、当社はかかる管理職およ

び有能な従業員が有するノウハウを失う可能性がある。このことは当社のイノベーション能力に悪影響を与

え、事業の混乱を招く可能性がある。

取引の税務上・会計上の取扱いに関する期待の達成度については、将来、詳細なレビューが行われる予定で

ある。これを考慮すると、新たなリスクおよび／または費用とともに、取引および統合費用が予想外に高く

なる可能性がある。統合の過程で予期せぬ困難が生じたり、モンサントの事業が期待通りに進展しなかった

り、またはクロップサイエンス部門に影響を与えるようなその他の事業動向が予期せず発生したりすれば、

当社がモンサントの無形資産やクロップサイエンス部門ののれんの減損損失の計上を強いられる可能性もあ

る。
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リスク特性および規制・法的要件の変化：

当社は、モンサント事業の買収と統合の結果として、当社のリスク特性が変化すると予測している。当社

は、バイエルとモンサントの農業ビジネスの統合に関連して、場合によってはまだ特定されていないか、最

終的に評価することができない新たなリスクにさらされる可能性がある。当社は、リスクの増大または新た

なリスク、ならびにモンサントが種子、組換え植物形質およびリン酸塩鉱業を重視していることから生じる

ものを含む、いまだ不透明な追加的規制および法的要件に直面する可能性がある。これらの要件を遵守でき

なければ、輸出制限、製品リコールまたは訴訟につながる可能性がある。販売承認が拒絶または制限されれ

ば、影響を受ける製品の販売が制限されたり、中止となったりするだろう。さらに、モンサントのバイオテ

クノロジーその他の農業製品および進行中の取引の優位性に関する大衆の理解および受容（またはそう認識

されること）がなければ、バイエルの評判を損ない、その結果バイエルの事業または収益状況に悪影響を与

える可能性がある。モンサント事業の買収は、とりわけ、持続可能性格付けの引下げにつながる可能性があ

る。風評リスクの高まりはグループ全体に存在しており、例えば規制当局の決定に悪影響を与える可能性が

ある。

 

買収計画の資金調達に伴うリスク：

当社は、予定される買収の資金調達に伴う一定のリスクにもさらされている。これらは主に、当初の買収調

達資金の借換えの必要性や、負債の増加、および格付機関による信用格付けの引下げの可能性によるもので

ある。米ドル、ユーロ間の為替レートや金利水準の動向、および（追加の）株式発行によって予定される水

準の借換えを行うことが困難である可能性からもリスクが生じる。

 

取締役会による機会とリスクの全体的評価

取締役会の意見では、現在の評価に基づき、上記のリスクはいずれも、当社の存続を危うくするものではな

い。また、組み合わさることによって当社の存続を危うくするような相互依存のリスクも特定されていな

い。当社の既存の事業活動に基づき、当社は、昨年と比べて当社のリスク状況に変化はないと見ている。た

だし、モンサントの買収計画を考慮に入れた場合、全体的なリスク状況は高まっていると当社は見ている。

当社は、当社の起業家的活動から生じる機会を活用することができ、また上記のリスクから生じる難題にう

まく対処できると引き続き確信している。
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5 【経営上の重要な契約等】

2017年12月31日現在の状況：

支配権の変更を前提条件とする重要な契約として、バイエルAGとその米国子会社バイエル・コーポレーション

がアレンジした未使用の35億ユーロのシンジケートローン信用枠がある。この信用枠は2020年12月まで有効であ

る。参加銀行は、バイエルに支配権の変更があった場合に当該信用枠を終了し、またこの信用枠に基づいてその

時点までに認められた貸付金の返済を要求する権利がある。

2016年9月にバイエル US ファイナンス II 社に付与され、やはりバイエルAGが保証している、当初金額569億

米ドルのシンジケートローン信用枠に関する契約にも、同様の条項が含まれている。同信用枠はまだ引き出され

ておらず、予定されているモンサントの買収資金の調達に充当される。契約に基づき、この信用枠は、2016年11

月に、強制転換社債の正味発行手取金42億米ドルによって、527億米ドルまで減額された。強制転換社債はバイ

エル・キャピタル・コーポレーション社によって発行され、バイエルAGの保証を付されており、2019年11月に満

期となる。保有者は、支配権の変更の場合には、それ以外の場合より有利な条件で、満期日より前に本社債を株

式に転換することができる。2017年6月、現金、コベストロ株式またはこれらの組合せによって償還することが

できる2020年満期の社債の発行後、この信用枠はさらに12億米ドル減額され、515億米ドルとなった。これらの

社債の保有者は、支配権の変更があった場合、バイエルAGの信用格付けがかかる支配権変更の発効後120日以内

に引き下げられた場合には、バイエルAGに社債の償還を要求する権利がある。

既存の社債発行プログラムの下で2006年から2017年にかけてバイエルが発行した額面金額20億ユーロ（2017年

12月31日現在）の社債の条件にも、支配権の変更に関する条項が含まれている。これらの社債の所有者は、支配

権の変更があった場合、バイエルAGの信用格付けがかかる支配権変更の発効後120日以内に引き下げられた場合

には、バイエルAGに社債の償還を要求する権利がある。2014年10月に発行されたレギュレーションS、規則144A

の形式による70億米ドルの社債の条件にも、このような趣旨の条項が含まれている。本社債の残高総額は53億米

ドルである。2017年1月1日現在、バイエルAGは、バイエル・クロップサイエンスAGおよびバイエル・ファーマAG

の事業をリースしており、両社の従業員およびそれぞれの契約を引き継ぎ、両社の元の事業をバイエルAG自身の

名義および勘定で行っている。バイエル・クロップサイエンスAGおよびバイエル・ファーマAGはその対価として

バイエルAGからリース料を受け取っている。さらに、バイエルAGは、2017年1月1日付で、両社の棚卸資産を公正

市場価値で購入した。

2016年9月14日、バイエルは、米国ミズーリ州セントルイスに本社を置くモンサント・カンパニーとの間で、1

株当たり128米ドルを対価とする最終的な合併契約を締結した。これは取引総額約660億米ドルに相当する。2016

年12月13日の特別総会において、モンサント社株主は、バイエルAGの完全所有子会社との合併を承認した。
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2017年10月、バイエルは、モンサントの買収計画を考慮して、クロップサイエンス部門の一部事業を59億ユー

ロでBASFに売却する契約を締結した。売却される資産には、バイエルの世界規模のグルホシネートアンモニウム

事業および除草剤耐性に関連する「LibertyLink
TM
」技術、畑作物関連種子事業のかなりの部分、ならびに関連

する研究開発機能が含まれる。この取引は、規制当局の承認およびバイエルによるモンサント買収のクロージン

グの成功を条件としている。バイエルは、売却のクロージングまで、これらの事業を引き続き所有、運営、維持

する。当該資産および負債は売却目的に分類されている。
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6 【研究開発活動】

イノベーションは、当社のコア・コンピタンスの一つであり、したがって当社のグループ戦略の土台である。

イノベーションとは、当社の顧客と社会にとっての付加価値を生み出す新たなソリューションであると、当社は

定義している。当社の事業は、的を絞ったプロセス、サービスおよびビジネスモデルのイノベーションにより補

完される、強固な研究開発能力に基づく革新的な製品に重点を置いている。

当社は、イノベーションによって、医療と食料確保におけるグローバルな課題の解決に貢献している。全社の

従業員が有する力強いイノベーション能力に加えて、当社は、研究開発の卓越性、画期的新技術の利用、および

オープンイノベーションの広範なネットワークに重点を置いている。

組織全体のイノベーション技能をさらに開発するため、当社は2017年、従業員を新たな方法で訓練し、イノ

ベーションのテーマに関する中央のプラットフォームを創設し、また新たなアイデアやイノベーション・プロ

ジェクトの開発において従業員を支援する機敏な組織構造を確立するとの目標を設定した。当社はこれを成功裏

に実施し、約950名の従業員に、「デザイン思考（Design Thinking）」や「系統的発明思考（Systematic

Inventive Thinking）」といった新たな手法を紹介した。加えて、当社は、従業員が新たなトレンドや進行中の

プロジェクトに関する情報を見つけ、イノベーション関連のテーマについてグローバルに相互接続したり、互い

にやりとりすることができる、イノベーション・プラットフォームを開設した。イノベーション指導者との機敏

でグローバル、かつ部門横断的なネットワークは、新たなアイデアの開発やプロジェクトの推進において、当社

の従業員を支援している。当社の活動は、イノベーションに関する「ラーニング 100! 2017年優秀賞（Learning

100! Excellence Award 2017）」を受賞し、世界のトップ100企業中16位につけ、ライフサイエンス企業では1位

となった。

 

研究開発の卓越性

バイエルの成功は、常に研究開発の卓越性に基づいている。当社の研究者は、ヒト、動物および植物の健康を

改善するため、研究集約的分野において新たな分子や技術を開発している。当社が追求する研究開発活動は、当

社の事業セグメントのイノベーション戦略と結びついている。医療用医薬品部門、クロップサイエンス部門およ

び動物用薬品事業において、これらの活動は、新たな医薬品および農薬製品に対するニーズを満たす、安全かつ

持続可能な有効成分、ならびに新たな種子製品の研究開発に集中して行われている。一方、コンシューマーヘル

ス部門は、第一に、製剤、包装、技術的応用および医療機器の改善といった、新たな一般薬およびソリューショ

ンの開発に集中している。第二に、処方薬からOTCへの移行が、セルフケア製品に対する顧客の需要の高まりに

応えるための重要な手段となっている。

バイエルは、14,000名を超える研究者を雇用する研究開発拠点のグローバル・ネットワークを維持している。

2017年、当社は、研究開発投資を3.1％（為替の影響調整後）増加して、4,504百万ユーロとした。2018年には研

究開発に約41億ユーロを投資する計画である。
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2017年の研究開発に関する情報

 

 研究開発費

(百万ユーロ)

特別項目計上前

研究開発費

(百万ユーロ)

研究開発費に

占める比率(％)

売上高に占める特

別項目計上前研究

開発費

の比率(％)

研究開発

従業員常勤相当数

2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

医療用医薬品部門 2,787 2,888 2,736 2,724 63.3 64.1 16.7 16.2 7,934 8,138

コンシューマーヘルス

部門
259 240 234 228 5.9 5.3 3.9 3.9 331 368

クロップサイエンス部門 1,164 1,166 1,156 1,120 26.4 25.9 11.7 11.7 5,631 5,174

動物用薬品事業 140 155 140 145 3.2 3.4 9.2 9.2 308 333

調整 55 55 55 55 1.2 1.2 5.2 4.7 9 28

合計 4,405 4,504 4,321 4,272 100 100 12.4 12.2 14,213 14,041

2016年の数値は修正再表示されている。

 

グローバルなオープンイノベーション・ネットワーク

パートナーシップは当社のイノベーション戦略にとって不可欠である。当社は、大学、政府機関、新興企業、

サプライヤーおよび業界といったさまざまなパートナーと戦略的提携を締結している。これによって当社は、イ

ノベーションに関する当社の構成条件を拡大する相補的技術および専門知識にアクセスすることができる。

当社のオープンイノベーション・ネットワークは、当社のバリューチェーン全体で、当社全域に広がってい

る。当社のオープンイノベーション・ポータルは、異なる組織単位の間の学際的連携のためのプラットフォーム

を提供している。当社は、他のさまざまなプロジェクトの中でも特にライフサイエンス分野の新興企業に融資す

る、ベンチャーキャピタルファンドへの投資も行っている。当社が米国マサチューセッツ州ボストンで新たに設

置した、セグメント横断的な「ライフハブ（LifeHub）」は、ヘルスケアおよび栄養に関する新たなソリュー

ションの開発に向けて主導的なパートナーと協働する当社の機会を強化するものである。
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画期的な技術の利用

当社の戦略的目標達成のためのもう一つの重要な手段は、画期的な新技術の利用である。当社は、「バイエル

の跳躍（Leaps by Bayer）」（旧ライフサイエンス・センター）の活動および「ライフサイエンス共同研究

（Life Science Collaboration）」プログラムを通じてかかる技術を追求している。

「バイエルの跳躍」の戦略的目標は、イノベーションと共同研究の新たなモデルを通じて、最先端技術へのア

クセスを確立することである。当社は過去2年間に、CRISPR-Cas9技術（Casebia）の定義された応用研究および

人工多能性幹細胞（iPS細胞）に基づく非常に有効な治療法（「ブルーロック治療法（BlueRock

Therapeutics）」）の開発に投資しており、これを受けて2017年9月、農業部門で当社初の契約を締結した。バ

イエルは、米国を拠点とするギンクゴ・バイオワークス社と共同で、植物マイクロバイオームに重点を置く新会

社を設立した。この研究は、農業の環境影響の最小化を目指して、窒素固定のメカニズムに主な目的を置いてい

る。マイクロバイオーム研究への参入は、バイエルのイノベーション戦略の一部である。同社は米国のマサ

チューセッツ州ボストンおよびカリフォルニア州サクラメントに置かれる予定である。

以上に加えて、当社は、ライフサイエンス共同研究プログラムの支援を得て、例えば光遺伝学や人工知能と

いった分野における画期的な生物学的・技術的イノベーションについて、部門横断的評価を行っている。

 

特許権がバイエルの知的財産権を保護している。

世界中で知的財産権を確実に保護することは、バイエルのようなイノベーション企業にとっては特に重要な関

連性をもつ。そこで当社は、主要市場において、法的枠組みに応じて自社の製品および技術に対する特許権保護

を取得するよう努めている。当社が特許権によって保護された製品の販売に成功した場合、その利益を持続的研

究開発に再投資することが可能となる。製品承認申請の提出から製品の発売までには数年かかることがあり、し

たがってこの知的財産権への投資に対する利益が発生する期間は数年しか残されていない。2017年末現在、当社

は世界中で、4,700件を超える保護された発明に関して、約48,100件の有効な特許出願および特許権を所有して

いた。
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(1) 医療用医薬品部門

医療用医薬品部門は、循環器疾患、腫瘍、ウィメンズヘルスケア、血液および眼科の各領域における医療ニー

ズが高い適応症に注力している。研究開発活動は、主にドイツ、米国、日本、中国、フィンランドおよびノル

ウェーにある数ヶ所の拠点で行っている。

2017年、当社は、同年度の目標を達成し、10の新規化合物を研究パイプラインから前臨床開発に移した。当社

は新規化合物（NME）を、これまで開発されていない新たな化学物質または生物学的物質と定義している。これ

らの物質は前臨床試験において、臨床試験および関連する「ヒト初回投与」試験への適合性についてさらにさま

ざまなモデルで研究される。2017年、当社は、自社の研究開発パイプラインのいくつかの候補薬剤について、臨

床試験を実施した。また、すでに販売されている製品については、その用途をさらに改善し、かつ／または適応

範囲を拡大するために、追加の開発活動を通じてその強化に取り組んだ。

臨床試験は、疾病の診断や治療に使用可能となる前に新薬の有効性と安全性を判断するために必要不可欠な

ツールである。新薬の効能とリスクは、常に科学的に立証され、文書で十分に裏付けられなければならない。バ

イエルにおけるすべての臨床研究は、厳格な国際的ガイドラインおよび品質基準に加え、個別の適用ある国内法

および基準を満たしている。

医療用医薬品部門は、公的にアクセス可能な登録一覧表（www.ClinicalTrials.gov）および独自のデータベー

スである「Trial Finder」の両方で、臨床試験に関する情報を公表している。
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第Ⅱ相臨床試験プロジェクトの進展

次の表は、現在第Ⅱ相臨床試験に入っている最も重要な候補薬剤を示したものである。

 

研究開発プロジェクト(第Ⅱ相)
(注1)   

プロジェクト名  適応症

アネツマブ ラブタンシン (メソテリンADC)  悪性胸膜中皮腫

BAY 1128688 (AKR1C3 阻害薬)  子宮内膜症

BAY 1142524 (キマーゼ阻害薬)  心不全

BAY 1193397 (ARアルファ 2c Rec Ant.)  抹消動脈疾患(PAD)

BAY 1213790 (抗FXIa抗体)  血栓症予防

BAY 2306001 (IONIS-FXIRx)  血栓症予防 (注2)

コパンリシブ (PI3K 阻害薬)  再発性／治療抵抗性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

ラロトレクチニブ (LOXO-101、TRK 阻害薬)  固形癌 (注3)

ネラデノソン バイアラネート  慢性心不全

ネスバクマブ (以前のAng2 抗体)＋
アフリベルセプト

 
重篤な眼疾患 (注4)
 

塩化ラジウム-223  骨転移のある乳癌

塩化ラジウム-223  多発性骨髄腫

リオシグアト  全身性硬化症

ビラプリサン (S-PRM)  子宮内膜症

(注1) 2018年1月26日現在

(注2) イオニス・ファーマシューティカル社が出資

(注3) ロクソ・オンコロジー社が出資

(注4) リジェネロン・ファーマシューティカル社が出資

薬剤の発見および開発の性質上、すべての化合物がプロジェクトの目標を達成できるとの期待はできない。

科学上および／または商業上の理由で上記のプロジェクトの一部または全部が廃止され、または商品化され

ない結果となる可能性がある。また、これらの化合物に対し、米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁

（EMA）またはその他の規制当局の必要な承認が下りない可能性もある。さらに当社は、最も有望な医薬品プ

ロジェクトを優先するため、研究開発パイプラインの定期的な見直しを行っている。
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以下は、2017年に発生した、前年と比較して最も重要な変更である。

レゴラフェニブの医師主導第Ⅱ相臨床試験は最も重要な第Ⅱ相臨床試験プロジェクトの概観から除外された

が、同試験は継続している。

2017年2月、28週間にわたる第Ⅱ相臨床試験CAPELLAの結果に基づき、当社のパートナーである米国リジェネロ

ン ファーマシューティカル社は、滲出型加齢黄斑変性の治療薬として、PDGFR抗体であるリヌクマブとアフリベ

ルセプト（製品名：「アイリーア®」）の併用療法の開発を中止することを決定した。同臨床試験では、12週間

または28週間後における視力の統計的に有意な改善という臨床評価項目が達成されなかった。

2017年第2四半期、急性冠症候群（ACS）の二次予防を目的とする抗血小板薬単剤療法（SAPT）に関連するリバ

ロキサバン（製品名：「イグザレルト®」）の使用について、ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメン

ト社が実施したGEMINI臨床試験の結果に基づき、この適応症におけるリバロキサバンの開発を中止することが決

定された。

2017年7月、バイエルは、腫瘍分野の開発候補薬アネツマブ・ラブタンシン（BAY 949343）を、前治療のある

進行した悪性胸膜中皮腫（MPM）患者における単剤療法として評価する第Ⅱ相臨床試験が、無増悪生存期間の主

要評価項目を満たさなかったと報告した。アネツマブ・ラブタンシンの安全性と忍容性は、以前行われた臨床試

験の所見と一致するものであった。アネツマブ・ラブタンシンは現在、他の第Ⅰ相臨床試験において、単剤療法

として、また他の薬剤と併用して調査されている。これには、6つの異なる種類の進行した固形腫瘍に関する第

Ⅰb相複数適応症臨床試験および再発性白金抵抗性卵巣癌患者における第Ⅰb相併用臨床試験が含まれる。

バイエルは2014年、ΔF508遺伝子変異を有する嚢胞性線維症の成人患者におけるリオシグアトの安全性、忍容

性および有効性に関する第Ⅱ相臨床試験を開始した。試験序盤において選ばれたデータの予備的分析では、リオ

シグアトの有効性に関する肯定的な傾向の証拠は存在しなかった。その時点で、同試験の継続は有意義とみなさ

れなかった。2017年8月、バイエルは予定より早い同試験の終了を決定した。リオシグアトの安全性についての

懸念は生じなかった。

2017年11月、当社のパートナーである米国リジェネロン・ファーマシューティカル社は、アンジオポエチン2

（Ang2）抗体のネスバクマブとアフリベルセプト（商標名：アイリーア®）の併用療法をアフリベルセプトの単

剤療法に対して評価する2つの第Ⅱ相臨床試験のデータを公表した。一方の臨床試験は糖尿病黄斑浮腫患者につ

いて調査し、他方は滲出型加齢黄斑変性患者を中心とするものであった。リジェネロン社は、治療グループ間の

視力の改善の差異は、米国での販売承認取得を目標とする第Ⅲ相開発の正当な根拠を示さなかったと報告した。

同時に、アフリベルセプトの単剤療法の有効性は、両適応において確認された。両臨床試験の結果はさらに分析

され、将来医学学会で発表される予定である。
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第Ⅲ相臨床試験プロジェクトの進展

次の表は、現在の第Ⅲ相臨床試験プロジェクトにおける最も重要な候補薬剤を示したものである。

 

研究開発プロジェクト(第Ⅲ相)
(注1)   

プロジェクト名  適応症

コパンリシブ (PI3K 阻害薬)  様々な病態の非ホジキンリンパ腫(NHL)

ダロルタミド (以前のODM-201、AR 拮抗薬)  去勢抵抗性非転移性前立腺癌

ダロルタミド (以前のODM-201、AR 拮抗薬)  ホルモン感受性転移性前立腺癌

フィネレノン (MR 拮抗薬)  糖尿病を伴う慢性腎臓病

モリデュスタット (HIF-PH 阻害薬)  腎性貧血

塩化ラジウム-223  去勢抵抗性前立腺癌(他剤との併用療法)

レゴラフェニブ  結腸癌、補助療法

リバロキサバン  慢性心不全患者における抗凝血(注2)

リバロキサバン

 
 

退院後のハイリスク患者における静脈血栓塞栓症の再

発抑制(注2)

リバロキサバン  末梢動脈疾患(PAD)

リバロキサバン  小児のVTE治療

テディゾリド  肺炎

ベリシグアト(sGC刺激剤)  慢性心不全(注3)

ビラプリサン(S-PRM)  症候性子宮筋腫

(注1) 2018年1月26日現在

(注2) ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社が出資

(注3) メルク社が出資

薬剤の発見および開発の性質上、すべての化合物がプロジェクトの目標を達成できるとの期待はできない。

科学上および／または商業上の理由で上記のプロジェクトの一部または全部が廃止され、または商品化され

ない結果となる可能性がある。また、これらの化合物に対し、米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁

（EMA）またはその他の規制当局の必要な承認が下りない可能性もある。さらに当社は、最も有望な医薬品プ

ロジェクトを優先するため、研究開発パイプラインの定期的な見直しを行っている。
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以下は、2017年に発生した、前年と比較して最も重要な変更である。

2017年7月、バイエルは、症候性子宮筋腫の女性を対象に開発候補薬剤ビラプリサンを検討するASTEROID第Ⅲ

相臨床試験プログラムを開始した。ビラプリサンは、バイエルが開発した新しい経口選択的プロゲステロン受容

体モジュレーターで、子宮筋腫の長期治療を可能とするものである。

2017年10月、バイエルと開発パートナーのヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社は、第Ⅲ相臨

床試験 NAVIGATE ESUS を早期終了したと発表した。同臨床試験では、塞栓源を特定できない塞栓性脳卒中の発

症後間もない患者を対象とする脳卒中と全身性塞栓症の再発抑制について、リバロキサバン（商標名：イグザレ

ルト®）の有効性と安全性を評価していた。独立データモニタリング委員会（DMC）は、あらかじめ計画されてい

たDMCによる中間解析後に、臨床の早期中止を勧告した。これは、アセチルサリチル酸（ASA）と比較したリバロ

キサバンの有効性が治療グループ間で同程度であり、試験を継続しても患者に対する臨床上のベネフィットを示

せる可能性がほとんどないことが示唆されたためである。

2017年11月、標準療法に加えて、気管内挿管が行われ人工呼吸器が装着されたグラム陰性菌性肺炎患者を対象

としてアミカシン・インヘールを検討する、世界的な第Ⅲ相臨床試験プログラム、INHALEの結果が発表された。

アミカシンは、吸入用プラセボと併用した標準療法に対して、臨床的優位性を示さず、主要評価項目および副次

的評価項目のいずれも達成されなかった。アミカシン・インヘールは、特別に処方されたアミカシン吸入剤およ

び振動するメッシュ式ネブライザーによる特許同期吸入システムからなる薬剤と医療機器併用療法の開発名であ

る。バイエルはアミカシン・インヘールの研究およびこれに関連するネクター・セラピューティクス社との提携

を終了した。

バイエルは、独立データモニタリング委員会の勧告を受けて、2017年11月、去勢抵抗性前立腺癌患者において

塩化ラジウム-223のアビラテロン酢酸エステルおよびプレドニゾン／プレドニゾロンとの併用投与を評価する第

Ⅲ相臨床試験を、早期に盲検解除した。この勧告がなされたのは、ラジウム-223をアビラテロン酢酸エステルお

よびプレドニゾン／プレドニゾロンと併用投与した治療群で、骨折および死亡の観点から不均衡が観察されたた

めである。

2017年12月、バイエルは、第Ⅱ相臨床試験の肯定的なデータに基づき、腎性貧血患者において開発候補薬モリ

デュスタットを評価する第Ⅲ相臨床試験プログラムを日本で開始した。モリデュスタットは、エリスロポエチン

の生成と赤血球の形成を促すエンザイム低酸素誘導因子プロリル水酸化酵素（HIF-PH）阻害薬である。

現在、小児における静脈血栓塞栓症治療の治療および二次予防に対するリバロキサバンの有効性と安全性につ

いて調査する研究プログラムがある。このプログラムを適時かつ成功裏に完了できれば、ヨーロッパと米国にお

ける「イグザレルト®」の特許保護期間はさらに6ヶ月間延長されるだろう。
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申請および承認

最も有望な医薬品プロジェクトを優先するため、当社は研究開発パイプラインの定期的な評価を行っている。

当社は、これら多数の候補薬剤について必要な研究を完了した後、一箇所以上の規制当局に承認または承認拡大

を申請した。現在承認申請中の候補薬剤で最も重要なものは、以下の通りである。

 

承認申請中の主な製品(注1)   

プロジェクト名  適応症

ダモクトコグアルファペゴル

(長時間作用型rFⅧ)

 

 

ヨーロッパ、米国、日本：血友病A

 

 

リバロキサバン

 

 

 

ヨーロッパ、米国：主要心臓有害事象(MACE)の予防、

COMPASS研究

 

リバロキサバン(注2)

 

 

 

米国：急性冠症候群(ACS)の二次予防、リバロキサバ

ンと抗血小板薬2剤併用療法(DAPT)の組合せ、ATLAS臨

床試験

(注1) 2018年1月26日現在

(注2) ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社が提出

 

PIONEER第Ⅲ相臨床試験のデータに基づき、2017年8月、バイエルは、経口第Xa因子阻害薬「イグザレルト®」

（有効成分：リバロキサバン）に関して、欧州委員会から処方情報修正の承認を受けた。この情報には、ステン

ト留置した経皮的冠動脈インターベンションを受け、経口抗凝固薬を要する非弁膜症性心房細動患者に対する推

奨投与量が含まれる。

やはり2017年8月に、欧州委員会は、経口マルチキナーゼ阻害薬「スチバーガ®」（有効成分：レゴラフェニ

ブ）の適応追加を承認した。この承認は、「ネクサバール®」（有効成分：ソラフェニブ）投与歴のある成人肝

細胞癌（HCC）患者の治療に関連するものである。「スチバーガ®」は、それ以前には他の治療選択肢がなかった

HCC患者の二次治療において、全生存期間の有意な延長が示された初めての治療薬である。同剤は2017年4月に米

国、2017年6月に日本で、HCCに対する二次治療として承認されていた。

2017年9月初旬、バイエルは、血友病A患者の治療薬として、半減期延長型の部位特異的PEG化遺伝子組換え型

ヒト血液凝固第Ⅷ因子製剤（ダモクトコグアルファペゴル）の販売承認を、欧州医薬品庁（EMA）に申請した。

この規制当局への申請は、PROTECT Ⅷ試験のデータに基づいている。当該試験では、7日毎、5日毎、および週2

回の予防的投与で、出血抑制効果が示された。バイエルはすでに、2017年8月、ダモクトコグアルファペゴルの

生物学的製剤製造承認申請（生物学的製剤承認申請：BLA）を米国食品医薬品局（FDA）に提出していた。2017年

10月、バイエルは、日本でもダモクトコグ・アルファ・ペゴルの承認申請を提出した。
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2017年9月、米国食品医薬品局（FDA）は、同様に、以前治療を受けた再発濾胞性B細胞性非ホジキンリンパ腫

患者の治療薬として、将来「Aliqopa
TM
」の商標名で販売が予定されるコパンリシブについて、バイエルに承認

を与えた。二次治療後に再発した無痛性非ホジキンリンパ腫（iNHL）の患者142名（このうち104名は濾胞性B細

胞性非ホジキンリンパ腫患者）を含む、第Ⅱ相臨床試験CHRONOS-1試験の結果に基づき、迅速承認が認められ

た。承認は全奏効割合に基づいて発行され、依然として追加試験において確認されなければならない。コパンリ

シブは静脈内投与の汎クラスⅠホスファチジルイノシトール-3-キナーゼ（PI3K）阻害薬で、主としてPI3K-αお

よびPI3K-δのアイソフォームに対して阻害活性を有する。

第Ⅲ相臨床試験EINSTEIN CHOICEのデータに基づき、2017年10月、バイエルとその開発パートナーであるヤン

セン・リサーチ・アンド・ディベロップメント社は、再発性静脈血栓塞栓症の長期予防を目的とする経口第Xa因

子阻害薬「イグザレルト®」（有効成分：リバロキサバン）の1日1回10mg投与について、米国食品医薬品局

（FDA）から、米国における追加販売承認を受けた。この承認は、すでに少なくとも6ヶ月にわたって標準抗凝固

療法を受けていた、深部静脈血栓症および／または肺塞栓症の継続的リスクを有する患者に関するものである。

欧州委員会は2017年10月に「イグザレルト®」に対してこれと同等の承認を付与した。

2017年11月、バイエルは、慢性冠動脈疾患（CAD）または抹消動疾患（PAD）を対象としたアセチルサリチル酸

（ASA）との併用によるリバロキサバンの血管投与について、欧州医薬品庁（EMA）に「イグザレルト®」の追加

申請を提出した。この申請は、第Ⅲ相臨床試験COMPASSの結果に基づくものである。同試験では、リバロキサバ

ン2.5mg 1日2回とASA 100mg 1日1回の併用投与は、ASA 100mg 1日1回の投与と比べて、CADまたはPAD患者におけ

る脳卒中、心血管死、心筋梗塞の複合リスクを前例のない24％低減（相対リスク減少）した。米国では、2017年

12月にFDAに対して販売承認申請を行った。

2017年12月、当社の提携パートナーである米国ロクソ・オンコロジー社は、米国において、ラロトレクチニブ

に関する段階的申請方式による新薬承認申請（NDA）の提出を開始した。このNDAは、NTRK融合タンパク質を有す

る切除不能または転移性の固形癌患者（成人および小児）で全身治療を要し、かつ前治療後に進行または、他の

代替治療が受けられない場合の治療に関するものである。バイエルとロクソ・オンコロジー社はラロトレクチニ

ブを共同開発している。この有効成分については、トロポミオシン受容体キナーゼ（TRK）遺伝子がその他の無

関係の遺伝子と結びついている（遺伝子融合）癌に対する臨床開発が行われている。段階的申請方式によるNDA

申請は、2018年初期に完了する見込みである。

やはり2017年12月に、バイエルは、中国において、以前「ネクサバール®」（有効成分：ソラフェニブ）によ

る治療を受けた成人の肝細胞癌（HCC）患者の治療を目的として、「スチバーガ®」（有効成分：レゴラフェニ

ブ）の販売承認を取得した。第Ⅲ相臨床試験RESORCE（REgorafenib after SORafenib in patients with

hepatoCEllular carcinoma）では、レゴラフェニブは、HCC患者の二次治療において、プラセボと比較して有意

かつ臨床的に意義のある全生存期間の延長を示した。レゴラフェニブはHCCの二次治療薬として中国で初めて承

認される製品である。
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2017年12月、バイエルは、成人における嚢胞性線維症以外の気管支拡張症（NCFB）治療を目的とする被験薬シ

プロフロキサシン DPI（ドライパウダー吸入剤）の承認申請を、現在の形式で承認することはできないとの審査

完了報告通知（Complete Response Letter）を、米国食品医薬品局から受け取った。バイエルは、当面NCFBを適

応症とするシプロDPIの開発を中止することを決定し、同剤について可能な追加の選択肢を評価する予定であ

る。

 

提携

当社は、業界や学会の外部研究パートナーとの共同研究や戦略的提携を通じて、自社の研究能力を高めてい

る。当社はこのようにして、補完的技術や外部のイノベーション能力へのアクセスを得ている。

2017年8月、バイエルと米国テネシー州ナッシュビルのヴァンダービルト大学医療センターは、腎臓病との闘

いを目的とする5年間の戦略的研究提携を締結した。両パートナーは、腎臓病治療のための潜在的な新規化合物

を共同で特定、開発する予定である。その到達目標は、革新的アプローチを実験室から前臨床開発へ迅速に移行

することである。

2017年11月、バイエルと、日本のバイオ医薬品上場企業であるペプチドリーム株式会社は、創薬提携契約を締

結した。この提携は、腫瘍や循環器領域といった様々な治療領域と標的薬効群を対象としている。両社は、ペプ

チドリーム社のペプチド創薬開発プラットフォームシステム（Peptide Discovery Platform System）技術を用

いて、対処が困難な標的構造を対象とした新たな創薬候補の同定に共同で取り組んでいくことになる。

やはり2017年11月に、バイエルは、ラロトレクチニブ（LOXO-101）およびLOXO-195の開発・製品化に向けて、

バイオ医薬品企業である米国コネチカット州スタンフォードのロクソ・オンコロジー社とグローバルな排他的協

力契約を締結した。両化合物は、トロポミオシン受容体キナーゼ（TRK）融合遺伝子を有する癌患者の治療法と

して、世界的に実施されている臨床試験で検証されている。TRK融合遺伝子とは、さまざまな腫瘍に見られる遺

伝子の変化で、TRKのシグナル伝達が制御できなくなり腫瘍増殖をもたらす。
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次の表は、主な提携の例を示したものである。

 

主な提携（2017年）

パートナー名  提携目的

ブロード研究所

 

 

 

 

 

循環器領域のゲノムおよび医薬品研究分野（人類遺伝

学の知見を新たな心血管治療の開発に用いることを目

指す。）ならびに腫瘍領域（腫瘍特有の遺伝子変異を

標的とする有効成分を発見・開発するため）における

戦略的パートナーシップ

ドイツがん研究センター（DKFZ）

 
 

腫瘍領域における新たな治療法、特に免疫療法の調

査、開発を目的とする戦略的パートナーシップ

エボテック AG
 

子宮内膜症および腎疾患治療の開発候補薬を特定する

ための共同研究

イムノジェン・インク

 
 

新たな腫瘍治療を目的とする抗体・薬物複合体

（ADC）の開発

ヤンセン・リサーチ・アンド・ディベロプメント

LLC（ジョンソン・エンド・ジョンソン有限責任会

社）

 

「イグザレルト®」（リバロキサバン）の開発

 

 

ロクソ・オンコロジー・インク

 

 

 

TRK遺伝子変異を有する癌患者の治療に向けたラロト

レクチニブ（LOXO-101）およびLOXO-195の開発および

製品化

メルク・アンド・カンパニー・インク

 
 

可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）モジュレーター

領域における開発・販売協力

モルフォシス AG

 
 

モルフォシス社のHuCAL技術を用いた抗体・薬物複合

体の開発

オリオン・コーポレーション

 
 

前立腺癌患者の治療を目的とするダロルタミド（旧

ODM-201）の開発

ペプチドリーム株式会社

 

 

 

ペプチドリーム社のペプチド創薬開発プラットフォー

ムシステム技術を用いた、さまざまな治療領域と標的

薬効群を対象とする有効成分研究

リジェネロン・ファーマシューティカルズ・イン

ク

 

 

 

 

さまざまな眼疾患治療を目的とする「アイリーア®」

（アフリベルセプト）の開発

重篤な眼疾患治療を目的とするアンジオポイエチン2

抗体（Ang2）であるネスバクマブとアフリベルセプト

の併用療法の開発

ヴァンダービルト大学医療センター

 
 

腎臓病治療を目的とする潜在的新規有効成分の特定お

よび開発に向けた戦略的研究提携

 

2017年4月、バイエルは、米国オンコメッド・ファーマシューティカルズ社との提携の一環として行っていた

バイオ医薬品 Wnt（ウィント）経路阻害薬vantictumab（OMP-18R5）およびipafricept（OMP-54F28）のさらなる

開発および販売に向けたオプションを行使しないことを決定した。両社の提携に基づく小分子プログラムは変更

なく継続される。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 75/490



(2) コンシューマーヘルス部門

コンシューマーヘルス部門において、当社は、鎮痛、皮膚疾患薬、栄養補助食品、胃腸の健康、アレルギー薬

および風邪薬のほか、フットケアおよび日焼け止めの分野において消費者の健康と福祉を改善する、新たな一般

用医薬品（OTC）およびソリューションの開発に注力している。消費者の希望やニーズに結び付けられた製品開

発に焦点が置かれている。当社のイノベーションは、新たな製剤やパッケージから、技術的応用や医療機器ま

で、多岐にわたっている。2017年、当社は、新たに約50件の消費者検証済のコンセプトを開発し、当年度の計画

を大きく上回った。コンシューマーヘルス部門は、米国、フランス、ドイツおよび中国の各拠点にある研究開発

施設のグローバル・ネットワークを維持している。当社の戦略のもう一つの重要な一部は、セルフケアに適して

いる現在の処方薬から、OTC薬（一般用医薬品）への移行（Rx-to-OTCスイッチ）である。

 

(3) クロップサイエンス部門

農薬事業では、殺虫剤、殺菌剤、除草剤および葉面や土壌に用いて生産量効率を高める製品として、また種子

処理剤として使用する、革新的で安全かつ持続可能な有効成分の特定と開発という目標を追求している。これら

の物質については、蚊によって伝播する疾患の制圧に向けた害虫駆除および媒介生物駆除といった、農業以外の

（エンバイロサイエンス事業）専門家向け用途に向けて、さらなる開発が進んでおり、雑草防除およびスポーツ

施設や公園の維持管理にも使用されている。一方、種子事業では、植物形質の最適化に向けた研究開発を行って

おり、また綿、菜種／キャノーラ、ダイズ、イネ、コムギおよび野菜の新品種を開発している。当社の科学者

は、作物生産量を高め、その品質を強化し、新たな作用機序に基づく新たな除草剤耐性および虫害抵抗性形質を

開発し、また病気や極端な天候条件に対する耐性を改善することに取り組んでいる。

クロップサイエンス部門は研究開発施設のグローバル・ネットワークを維持している。研究活動は多数の専用

の拠点に集約されているが、農薬製品の開発と植物の品種改良および形質開発は、これらの拠点と、全ての地域

の多数の実地試験・育種場の両方で行われている。種子形質、種子技術、育種、農芸化学、生物製剤の各分野に

取り組む当社の研究者は、当社の統合された研究手法の一環として、密接に協力し合っている。このことによっ

て、化学および生物学における当社の相互に補完的な専門知識が最適な形で一つにまとめられている。

農業生産者に対して持続可能な農学的推奨を提供するために、当社は、中でも、農地の状態を評価するための

特定のデータモデルの利用を通じて農業生産者を支援するデジタル製品やサービスを開発している。当社の長期

的到達目標は、農業生産者に対して必要に応じた推奨を提供することによって、生産量の向上を助けることであ

る。
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研究開発パイプライン

当社の製品パイプラインには、多数の新たな農薬製品、種子品種や改良品（ライフサイクル管理）がある。当

社は、2015年から2020年にかけて発売が見込まれる製品の合計の最高売上高見込みは50億ユーロを超えるものと

見積もっている。2017年中、当社は、2つの新たな有効成分について確認のための技術的な概念実証の現地調査

を開始した。2018年には、3つから4つの化学的／生物学的有効成分または植物形質（注：当社は、新規植物形質

を、これまで問題の作物に関してバイエルでは利用されていなかった、固有の性質と定義している。）につい

て、確認のための技術的な概念実証の現地調査を開始するとの目標を設定している。下記の表は、2020年までの

発売が予定されている特定の新製品を示したものである。

 

製品イノベーション・パイプライン
(注1)

発売  製品グループ  適応／作物  製品／植物形質

2018年
 

 
化学的・
生物学的農薬

 
殺虫剤／
シードグロース

 
Poncho/VOTiVO 2.0
 

2019年  種子  イネ  塩害・冠水耐性(先天性形質)

2019年  化学農薬  殺虫剤  テトラニリプロール

2019年  化学農薬  殺菌剤  Tiviant
TM

2019年  種子  菜種／キャノーラ  除草剤耐性

2019年  種子  菜種／キャノーラ  新規オイル特性(先天性形質)

2019年  種子  イネ  二重耐病性(先天性形質)

2019年  種子  ダイズ  三重除草剤耐性

2020年  種子  菜種／キャノーラ  二重除草剤耐性(1)

2020年  種子  菜種／キャノーラ  二重除草剤耐性(2)

(注1) 特定の新製品の発売計画

2017年9月11日現在
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新製品および登録

2017年、クロップサイエンス部門は、多くの国々で、新たな混合物や製剤の販売承認および既存製品の適応拡

大の承認を受けた。

2017年1月、中国農務部は、新たな除草剤耐性形質を有するダイズ「Balance
TM

GT」の輸入を承認した。ク

ロップサイエンス部門と「Balance
TM

GT」権利所有者であるMSテクノロジーズ社は、提携契約の一環として同製

品を共同開発している。完全な「Balance
TM

GT／Balance
TM

Bean」システムおよびこれに対応する除草剤は、

2018年に予定されている米国環境保護庁（EPA）による「Balance
TM

Bean」の商業表示登録を待って、2018年

に、世界第一位のダイズ生産国である米国で発売される計画である。

さらに、2017年には、新たな綿技術「TwinLink
TM

Plus」が米国市場で発売された。二重除草剤耐性に加えて

害虫に対する3つの作用機序を有する「TwinLink
TM

Plus」は、1シーズン続く保護を提供し、さらに耐性管理を

改善する。

2017年4月、バイエルは、ギリシャにおいて、生物学的殺線虫剤「BioAct
TM

Prime DC」に対する規制当局の承

認を受領した。この新たな物質は、さまざまな果実および野菜における使用を意図しており、線虫の卵と幼虫を

直接標的とする。さらにその他のヨーロッパ諸国でも承認が計画されている。

2017年5月、当社は、病虫害抵抗性と耐病性を提供する新たなイネ種子をインドで発売した。フィリピンでの

発売は2018年に計画されている。2017年6月、当社は、冠水耐性を提供するイネ種子をバングラデシュで発売し

た。

野菜および作付面積の広い多くの作物では、従来型の育種および分子育種法を用いて、大きな成功を収めるこ

とができる。野菜は特に生で販売され、食べられることが予定されるため、販売業者と消費者はその味や見た

目、栄養素、保存可能期間に特に厳しい要求と期待を持つ。当社は、米国の小売業者ウォルマート社と共同で開

発したカンタロープメロンの品種 Sweet Spark といった、これらの品質形質を持つ新たな野菜種子品種を継続

的に発売している。さらに、当社は作付面積の広い多数の作物品種を毎年新たに発売している。

エンバイロサイエンス事業も、2017年に新製品を発売した。当該新製品には、ゴルフコースの維持管理用殺菌

剤「Exteris
TM
」および観葉植物の害虫防除剤「Altus

TM
」が含まれる。当社はまた、害虫防除用殺虫剤を加えて

「Maxforce
TM
」製品群を拡大した。バイエルの新たなデジタルサービス・プラットフォームであるBEYONDは、害

虫駆除業者の作業を自動化し、予測解析によって、げっ歯類の監視を強化するものである。
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提携

クロップサイエンス部門は、農産業界および学術研究の多様なセグメントのパートナーからなるグローバル・

ネットワークの一部である。2017年、当社は、新たな研究パートナーシップを締結し、また既存の提携を延長し

た。その一部について以下に詳述する。

2017年6月、バイエルは、東京に本社を置く住友化学株式会社との間で、ブラジルにおいてダイズ病害防除に

用いる混合殺菌剤に関する契約を締結した。両社は、住友化学の新規殺菌剤とバイエルの定評ある殺菌剤を組み

合わせて、ダイズさび病といった広範囲にわたる植物病原菌を防除する有効なソリューションを開発することを

到達目標としている。製品登録申請は予定通り2017年に行われた。

当社はさらに、2017年6月、中国科学院の上海生命科学研究院（SIBS）との間で、2年間の研究契約を締結し

た。この契約の目的は、より効率的な光合成のための新たな数学モデルおよびコンピューター・シミュレーショ

ンを用いて、コムギの収量を上げることである。

2017年6月、バイエルとドイツのKWS Saat社は、両社間の研究協力の一環として、ベルギーのSESヴァンデルハ

ヴェ社に対して、甜菜の新たな栽培システムである「CONVISO
TM

SMART」の長期ライセンスを付与した。この技

術は、従来の方式で栽培され、一定の除草剤に対して耐性をもつ甜菜品種を基礎としており、雑草管理を容易に

する。

2017年7月、バイエルと、テルアビブを本拠地とするイスラエルのネタフィム社は、農薬製品の用途拡大に重

点を置く提携を結んだ。DripByDripと呼ばれる新たな手法は、農業生産者がネタフィム社の点滴灌漑技術を用い

て、より的を絞った方法で耕地に水を撒き、農薬製品を散布することを可能にする。当社は、2018年半ばにメキ

シコでこのソリューションを発売する予定である。

2017年8月、バイエルと、米国フロリダ州の柑橘類生産者を支援する非営利組織である柑橘類研究開発財団

（CRDF）は、現在世界の柑橘類生産・果汁業界を脅かしているカンキツグリーニング病に対するソリューション

を発見するために、研究提携契約を締結した。

さらに、バイエルと英国ハーペンデンのロザムステッド研究所は、2017年8月、害虫、病原体および雑草の検

出と持続的管理を目的とするデジタル・ソリューションを開発するため、戦略的提携を結んだ。

バイエルと、スウェーデン、バクスホルムの非営利組織であるクウォンティファイド・プラネットは、2017年

8月、ライセンスおよび協力契約を締結した。この契約に基づき、バイエルは、一定の植物種ならびにそれらの

所在地、有病率および分布に関して、70ヶ国以上からのクラウドソーシングによる独自データを提供している。

クウォンティファイド・プラネットは、生物多様性分野の科学研究における利用のために、これらのデータを世

界中で利用可能にしている。

バイエルと、ドイツのロバート・ボッシュ社は、農薬製品の散布をより効果的にし、またより的を絞った除草

剤の利用を進めるためのスマート・スプレー技術の開発を目的として、2017年9月、3年間の協力契約を締結し

た。
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バイエルと、ヘラス研究・技術財団の一部であるギリシャ分子生物学・生命工学協会（IMBB-FORTH）は、2017

年9月、5年間の共同研究を行うと発表した。この共同研究では、新規殺虫剤の開発を目的として、昆虫消化管の

生理機能の研究を行う予定である。

戦略的に重要な現在進行中の長期提携の概要を次の表に示した。

 

クロップサイエンス部門：重要な提携

パートナー名  提携目的

柑橘類研究開発財団

 
 

現在世界の柑橘類生産・果汁業界を脅かしているカン

キツグリーニング病に対するソリューションの研究

豪州科学・工業研究機構(CSIRO)

 
 

先天性植物形質を用いたコムギ収量の増加 － 発見、

評価、統合

エレメンタル・エンザイムス社

 
 

土壌の健全性を改善して作物生産性を上げるための、

微生物の利用

エンブラパ

 

 

 

ブラジル農業に関連するさまざまな分野のいくつかの

研究開発目標（例えば、アジアのダイズさび病）に関

する提携

ユーリッヒ研究センター

 
 

植物育種の表現型解析を中心とする共同研究、植物形

質の研究および生物製剤の開発

グレインズ・リサーチ・アンド・ディベロプメン

ト社(GRDC)
 

革新的な雑草管理ソリューションを発見、開発するた

めの除草剤イノベーション・パートナーシップ

イノベーティブ・ベクター・コントロール・コン

ソーシアム(IVCC)
 

マラリアやデング熱といった疾病を伝染する蚊の駆除

を目指した新規成分の共同開発

クウォンティファイド・プラネット社

 

 

 

 

ライセンスおよび協力契約に基づき、バイエルは、一

定の植物種ならびにそれらの所在地、有病率および分

布に関する70ヶ国以上からのクラウドソーシングによ

る独自のデータを自由に利用可能としている。

ロバート・ボッシュ社

 

 

 

農薬製品の散布をより的を絞った、より効果的なもの

とするためのスマート・スプレー技術の開発に重点を

置く共同研究

ロザムステッド研究所

 

 

 

害虫、病原体および雑草といった生物的脅威の検出と

持続的管理を目的とするデジタル革命を支援するため

の戦略的枠組契約

ターゲノミクス社

 

 

 

植物の代謝プロセスに関するより適切な理解を達成

し、また新たな除草剤および解毒剤の開発を促進す

る、システム生物学的手法の開発と応用
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(4) 動物用薬品事業

動物用薬品事業では、抗寄生虫薬、抗生剤、非感染性疾患治療薬および非抗生剤感染症薬を中心に研究開発活

動を進めている。当社は、イノベーションを通じて、コンパニオンアニマルおよび畜産動物の健康と福祉を改善

している。動物用薬品事業は「ワン・ヘルス」コンセプトを追求している。すなわち、ネコ・イヌ用の内部寄生

虫駆除薬や、特にノミ・ダニに対する外部寄生虫駆除薬といった、病原体のヒトへの感染リスクを低減する動物

用薬品を提供している。当社は、犬の節足動物媒介性疾患（CVBDTM）を焦点とするイニシアチブを通じて、また

このイニシアチブに参加している優れた世界的科学者とともに、基礎研究および媒介性疾患との闘いにおいて、

流れを作っている。当社は、その中心的研究活動において、医療用医薬品部門およびクロップサイエンス部門の

研究部門と緊密に連携している。

 

新製品および登録

2017年1月、ヨーロッパの規制当局は、バロアダニからミツバチを保護する新製品「PolyVar
TM

Yellow」を承

認した。同年度中、この決定は、20ヶ国以上の国内法において施行された。

 

提携

動物用薬品事業は、新たな提携および既存の提携を通じて、さらなる開発候補薬剤を継続的に特定することに

よっても、事業を強化している。当社は、革新的技術の開発、応用イノベーションおよびリード構造の最適化と

いった分野において、パートナーと緊密に連携している。
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7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1) グループの財務管理

バイエルグループの財務管理は、バイエルAGが行っている。資金はグローバルな財源から、原則として一括調

達されてグループ内に配分されている。当社の財務管理の第一目的は、企業価値の持続的な増大を助け、グルー

プの流動性と信用度を確保することである。これには資本構成の最適化や効果的なリスク管理が含まれている。

当社は、通貨、金利、商品価格および債務不履行のリスク管理を通じて利益の変動性を軽減している。

バイエルが契約している格付機関による当社の評価は以下の通りである。

 

格付

 

 長期格付 短期格付

S&P グローバル・レーティング A- A-2

ムーディーズ A3 P-2

 

これらの信用格付けは、当社の高い支払能力を反映しており、また資金調達目的での幅広い投資家基盤へのア

クセスを確保するものである。モンサントの買収計画を受けて、S&P グローバル・レーティングとムーディーズ

はともに、格下げの可能性を検討している。バイエルは、モンサント買収のクロージングの成功後も引き続き投

資適格の格付けを目標とし、また長期的にはシングル「A」区分の格付けを目標としている。

当社は原則として、バランスのとれた資金調達方法を利用しつつ、柔軟性を確保するための慎重な債務管理戦

略をとっている。これは基本的にはさまざまな通貨建ての債券、シンジケートローン信用枠、二者間貸付契約お

よびグローバル・コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づくものである。

当社は、事業活動または金融取引から生じるリスクをヘッジするため、デリバティブ金融商品を用いている

が、原取引がない場合は契約を行っていない。当社は信用度の高い取引相手を選ぶことで債務不履行リスクを減

少させることを方針としている。当社はすべての取引の実行について、グループの方針に則って行われているか

否かを緊密に監視している。
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(2) キャッシュ・フロー計算書

営業活動により獲得された正味現金

継続事業における営業活動により獲得された正味現金は、EBITの増加および運転資本として滞留することとな

るキャッシュの減少により、前年比2.7％増の6,611百万ユーロとなった。この数値には、特許紛争の一環として

ダウ・ケミカル社から受け取った支払金の営業活動に該当する部分が含まれていた。一方、営業活動により獲得

された正味現金（合計）は10.5％減の8,134百万ユーロとなった。これは、前年の数値にダイアベティスケア事

業の売却に伴う流入が含まれていたためである。

 

投資活動に使用した正味現金

2017年の投資活動に伴う正味現金流出額は、432百万ユーロであった。有形固定資産および無形資産に対する

現金流出額は、前年比8.2％減の2,366百万ユーロ（2016年：2,578百万ユーロ）であり、医療用医薬品部門の915

百万ユーロ（2016年：835百万ユーロ）、コンシューマーヘルス部門の178百万ユーロ（2016年：215百万ユー

ロ）、クロップサイエンス部門の553百万ユーロ（2016年：757百万ユーロ）、動物用薬品事業の38百万ユーロ

（2016年：37百万ユーロ）およびコベストロの283百万ユーロ（2016年：415百万ユーロ）が含まれていた。投資

の売却は正味流入額453百万ユーロをもたらした。これには、2017年9月29日のコベストロ株式の売却（支配権終

了契約と併せて、実質的支配権の喪失につながった。）による収入999百万ユーロが含まれ、その結果としてコ

ベストロの現金および現金同等物637百万ユーロが控除されている。買収に関する現金流出額158百万ユーロは、

動物用薬品事業における米国の「Cydectin
TM
」製品ポートフォリオの買収に関連するものであった。長期・短期

金融資産からの正味現金流入額は、合計で1,230百万ユーロ（2016年：正味流出額合計6,335百万ユーロ）であっ

た。

 

財務活動に使用した正味現金

2017年の財務活動に伴う正味現金流出額は1,881百万ユーロであった。これには正味借入金返済額2,479百万

ユーロ（2016年：730百万ユーロ）が含まれている。正味支払利息は前年比7.8％減の732百万ユーロ（2016年：

794百万ユーロ）であった。配当金のための現金流出額は2,364百万ユーロ（2016年：2,126百万ユーロ）であっ

た。

実質的支配権喪失前のコベストロ株式の売却により、3,717百万ユーロの正味流入額が生じた。前年度中、強

制転換社債の発行による正味現金流入額は3,952百万ユーロに上り、3,300百万ユーロの資本拠出および652百万

ユーロの借入金として計上された。
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(3) 資金調達方針および財務方針

バイエルは、グローバル企業として、通常の業務過程において、金利リスクや為替リスク等、バイエルの純資

産、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼし得るさまざまな市場リスクにさらされている。当社ではリス

クヘッジとして主に店頭取引されている金融デリバティブ商品、特に先物為替予約、通貨オプション契約、金利

スワップ、クロスカレンシー金利スワップを使用している。

金利リスクは、主に、満期までの期間が1年を超える債権・債務により発生する。固定利付債等の固定利付金

融商品の場合は、公正価値が金利に応じて変動するため、資本市場金利の変動リスクが公正価値リスクとなる。

当社の固定利付債には、主に強制転換社債、3つの劣後ハイブリッド債、債券発行プログラムに基づいて発行さ

れる社債および米国で発行されるレギュレーションS、規則144Aの形式による社債が含まれる。これについては

「第6　経理の状況、1　財務書類、バイエルグループ連結財務諸表に対する注記 27」を参照されたい。変動利

付商品の場合は、将来支払利息が増加する可能性があるため、キャッシュ・フロー・リスクが存在する。

バイエルグループの金利リスクは集中的に分析され、中央の財務部門によって管理される。これは取締役会が

定める目標デュレーションに沿って行われる。実際のデュレーションおよび目標デュレーションは定期的に見直

される。

ポートフォリオの目標構造の維持には、デリバティブ（主に金利スワップおよび金利オプション）が使われ

る。2017年12月31日現在、デリバティブを含む金融負債の残高は、14,174百万ユーロ（2016年12月31日現在：

19,268百万ユーロ）であった。

バイエルグループの資産、負債、売上高および利益のうちかなりの部分はユーロ以外の通貨建てとなっている

ため、当社はこれらの通貨の対ユーロ為替レートの変動に伴う為替リスクを負っている。この変動の効果は当社

のキャッシュ・フローには影響を及ぼさないので、当社はこれらのリスクについてはヘッジを行っていない。

当社はまた、当社の機能通貨以外の通貨建ての債権、債務、現金および現金等価物について存在する取引リス

クにも直面している。為替リスクは、財務部門により、集中的かつ体系的に特定、分析、管理されている。当社

は、ファンダメンタル分析およびテクニカル分析に基づいて市況の見通しを立て、それに基づいて金融商品を構

成することを方針としている。当社取締役会は、この手法により生じるキャシュ・フロー・リスクを制限、監視

するための明確なガイドラインを規定している。計上されている外貨建エクスポージャーの財務項目と事業項目

（すなわち債権、債務）は、通常、完全にヘッジされている。12ヶ月以内の予定取引において発生が予想される

為替リスクは、グループ取締役会と中央の財務部門との間の合意を基にヘッジされる。当社はヘッジ契約の満期

日を、バイエルグループの予測キャッシュ・フローに従って設定している。契約上の為替リスクと予測可能な為

替リスクの大部分は、主に為替予約および通貨オプションによってヘッジされる。
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(4) 2017年の売上高および経営成績の原動力

当社の売上高と経営成績の最も重要な原動力は、「第3　事業の状況、1　業績等の概要」において明らかにさ

れている。それに加えて、2017事業年度中、当社の売上高と経営成績は、世界市場の一般経済情勢および為替

レートの変動から影響を受けた。

 

世界経済

2017年、世界経済は前年を上回るペースで成長した。米国では、特に投資活動から力強いモメンタムが生じ

た。ヨーロッパでも、英国のEU脱退の形態に関する不確実性にもかかわらず、経済成長のペースが上がった。新

興市場の成長率も大幅に好転した。中国経済は前年と同様、高成長率を維持した。

 

為替レートの変動

バイエルグループは事業の相当部分をユーロ圏以外で営んでいるため、為替レートの変動は売上高と利益に重

大な影響を及ぼす可能性がある。

2017年、為替のマイナス効果は、バイエルグループの売上高を490百万ユーロ（－1.4％）、特別項目計上前

EBITDAを195百万ユーロ（－2.1％）減少させた。この為替効果は、当社事業の利益率に0.2パーセント・ポイン

トの悪影響を与えた。

 

バイエルグループにおける為替の動向

 
 
 

(単位：百万ユーロ)

 
 

2016年

 
 

2017年

 
売上高に対する
為替の効果

特別項目計上前
EBITDAに対する
為替の効果

 
うち、ヘッジ取引に
伴う為替の効果

カナダドル 1.47 1.46 26 (3) (21)

中国元 7.36 7.61 (84) (42) (13)

英ポンド 0.82 0.88 (74) (53) (15)

日本円 120.06 126.39 (119) 5 67

ロシアルーブル 73.79 65.71 103 47 (29)

米ドル 1.11 1.13 (125) 26 41

全通貨   (490) (195) (11)

情報源：ブルームバーグ、年間平均決算日レート
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第4 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社は、2017年には無形資産および有形固定資産の取得に合計24億ユーロを支出した。

2016年および2017年の無形資産および有形固定資産に対する資本支出の内訳は次の通りである。

 

（単位：百万ユーロ）

 2016年 2017年 増減率(％)

医療用医薬品部門 851 1,126 +32.3

コンシューマーヘルス部門 220 181 -17.7

クロップサイエンス部門 773 670 -13.3

動物用薬品事業 39 41 +5.1

調整 325 400 +23.1

グループ 2,627 2,418 -8.0

2016年のグループの合計はコベストロを含む。

 

2 【主要な設備の状況】

当社は世界中の多くの事務所、研究開発施設および生産拠点を通じて事業を行っている。バイエルAGの本店は

ドイツ、レバクーゼンに置かれている。当社は、生産施設の他に、事務所ビル、実験室および配送センター等の

その他の施設を世界中で保有している。

当社は、生産施設については可能な限り100％の所有権を取得することを方針としている。当社は生産施設お

よびその他の施設のほとんどを所有している。現地の適用法がこれを許さないかまたは100％所有権の取得が他

の何らかの理由で実現できないときは、実質上所有権として利用可能な権利を付与する占有権（例えばドイツ法

上の地上権（Erbbaurechte）およびアジア諸国で付与される土地使用権等）を取得している。

当社は当社の生産プラントや生産施設が現在と将来予測されるニーズを満たす十分な能力を有していると信じ

ている。
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(1) バイエルの主要施設

次の表は、2017年12月31日現在のバイエルが世界中で運営する主要拠点の概要である。これらの拠点はその重

要性、戦略との関連性およびバリューチェーンにおける影響の大きさという観点から、バイエルにとって「重要

な」拠点である。次の表は、主要な管理拠点（一部門だけでなく複数の部門に管理機能を提供している。）およ

び部門毎の重要拠点を示している。また、拠点毎に主な使途および総敷地面積を示した。

 

国別 名称 主な使途 総敷地面積（㎢）

管理（本社および国別プラットフォーム）

ブラジル サンパウロ - ソコロ 管理、研究開発 118

中国 北京 - バイエル・センター 管理、研究開発 該当なし(注1)

ドイツ レバクーゼン
バイエルグループ
本社、管理、生産

6,422

インド ターネー – ニュー・バイエル・ハウス 管理 4

メキシコ
メキシコシティ – セルバンテス・
サアベドラ

管理 13

米国 ピッツバーグ - ロビンソン・キャンパス 管理 1,052

米国 ホイッパニー 管理、研究開発 785

医療用医薬品部門

中国 北京 - バイエル・センター 管理、研究開発 上記を参照のこと

中国 北京 - サプライ・センター 生産 52

フィンランド トゥルク 研究開発、生産 165

ドイツ ベルクカーメン 生産 1,113

ドイツ ベルリン – ヴェディング
事業部門本社、管理、
研究開発、生産

200

ドイツ ケルン 研究開発 該当なし(注1)

ドイツ レバクーゼン 管理、生産 上記を参照のこと

ドイツ ヴァイマル 生産 114

ドイツ ブッパータール – アプラート 研究開発 645

ドイツ ブッパータール - エルバーフェルト 生産 288

イタリア ガルバニャーテ・ミラネーゼ 生産 97

日本 甲賀市 – 滋賀工場 生産 116

日本 大阪市 – ブリーゼ・タワー 管理、研究開発 該当なし(注1)

日本 東京都 - 丸の内ビルディング 管理、研究開発 該当なし(注1)

ノルウェー オスロ 研究開発 該当なし(注1)

スイス バーゼル 管理、研究開発 該当なし(注1)

米国 バークレー 研究開発、生産 174

米国 サンフランシスコ – ミッション・ベイ 研究開発 該当なし(注1)

米国 サクソンバーグ 生産 81

米国 ホイッパニー 管理、研究開発 上記を参照のこと
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国別 名称 主な使途 総敷地面積（㎢）

コンシューマーヘルス部門

中国 成都(注2) -滇虹研究開発 研究開発 7

フランス ガイヤール 研究開発 14

ドイツ ビッターフェルト＝ヴォルフェン 生産 530

ドイツ ダルムシュタット – ハーバーシュトラーセ 研究開発 17

ドイツ グレンツァッハ＝ヴィレン 生産 15

インドネシア チマンギス – デポック 生産 101

メキシコ レルマ 生産 151

スイス バーゼル 事業部門本社、管理 該当なし(注1)

米国 クリーブランド 生産 243

米国 モーリスタウン 研究開発 61

米国 マイヤーズタウン 生産 251

米国 ホイッパニー 研究開発 上記を参照のこと

クロップサイエンス部門

ブラジル ベルフォード・ロッショ 生産 1,875

ブラジル サンパウロ - ソコロ 管理、研究開発 上記を参照のこと

ベルギー ヘント – ズウェイナールデ 研究開発 19

フランス リヨン – ラ・ダルゴワール 研究開発 37

フランス ソフィア・アンティポリス 研究開発 71

フランス ヴィルフランシュ 生産 280

ドイツ ドルマーゲン 生産 5,497

ドイツ フランクフルト - ヘキスト工業団地 研究開発、生産 121

ドイツ ヒュルト – クナザック 生産 67

ドイツ モンハイム
事業部門本社、
管理、研究開発

6,233

インド バピ 生産 348

オランダ ヌンヘム – 本社 管理、研究開発、生産 920

スイス ムッテンツ 生産 25

米国 カンザスシティ 生産 955

米国 モーリスビル 研究開発 該当なし(注1)

米国 マスキーゴン 生産 1,619

米国
ローリー – リサーチ・トライアングル・
パーク

管理、研究開発 283

動物用薬品事業

ブラジル サンパウロ - ソコロ 管理、研究開発 上記を参照のこと

ドイツ キール 生産 96

ドイツ モンハイム
事業部本社、管理、
研究開発

上記を参照のこと

ニュージーラ
ンド

オークランド – ヒルクレスト 研究開発 8

米国 ショーニー・ミッション 研究開発、生産 210

(注1) 賃貸のオフィス、研究室等のみであり、敷地面積は該当しない。

(注2) 2018年に昆明へ移転
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(2) ドイツ国内のバイエル主要施設の従業員

次の表は、2017年12月31日現在のドイツ国内の主要施設の従業員数を示したものである。

 

拠点の名称 従業員数(注)

レバクーゼン 12,911

ベルリン 5,366

ヴッパータール 3,736

ドルマーゲン 2,859

モンハイム 2,082

ベルクカーメン 1,594

(注)　常用または臨時雇用契約の従業員数は常勤相当数で表示されており、パートタイム従業員はその契約上の勤務時間

に応じた比率で算入されている。当該従業員数には、研修生も含まれている。

 

(3) ケミカルパーク・モデル

バイエルグループは、ドイツのレバクーゼン、ドルマーゲンおよびクレフェルトの各拠点で、「ケミカルパー

ク」モデルを展開している。これは、外部の企業に対し、バイエルの土地に工場を建設または賃借する機会を提

供するものである。当該企業はその土地にすでに存在する完全なインフラを利用することや多くの原料を入手す

ることが可能であり、かつその他の製品およびサービスの提供も受けることができる。

ケミカルパークの参加企業には、バイエル・バイタル、バイギャスト等のバイエルの子会社に加え、サルティ

ゴ社およびクロノス・チタン社等のバイエルグループではない企業が含まれている。

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

設備投資計画

当社の2018年の継続事業別投資計画は以下の通りである。

 

  投資額（百万ユーロ）

医療用医薬品部門  607

コンシューマーヘルス部門  208

クロップサイエンス部門  426

動物用薬品事業  48
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第5 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】（2017年12月31日現在）

① 【株式の総数】

 

授権株数(株)
(注1) 発行済株式総数(株) 未発行株式(数)

(注2)

826,947,808 826,947,808 ―

 

(注1) 資本株式の総額は2,116,986,388.48 ユーロであり、826,947,808 株の記名式株式（無額面株式）に分割される。

取締役会は、監査役会の承認を得て、2019年4月28日までの間に、1回または複数回にわたって記名式無額面株式を発行

することにより、総額530,000,000.00ユーロを上限として資本株式を増加する権限を有する。記名式無額面株式の新株

は、現金出資または現物出資と引換えに発行することができる。現物出資による増資は総額423,397,120.00ユーロを上

限としてのみ行うことができる（授権資本Ⅰ）。

取締役会は、監査役会の承認を得て、2019年4月28日までの間に、1回または複数回にわたって現金出資と引換えに記名

式無額面株式を発行することにより、総額211,698,560.00ユーロを上限として資本株式を増加する権限を有する（授権

資本Ⅱ）。

資本株式は、条件付で、211,698,560.00ユーロ（82,694,750株を上限とする無額面株式で構成される。）を上限とする

追加額によって増額される（2014年度の条件付資本）。

詳細については、バイエルAGの定款第4条「資本株式」第(1)項から第(4)項を参照されたい。

(注2)バイエルAGの子会社であるバイエル・キャピタル・コーポレーションB.V.（「本子会社」）は、2016年11月22日にバイ

エルAGの普通株式を取得する権利（「本新株予約権」）を付された額面金額総額4,000,000,000ユーロの転換権付社債

（「本転換社債」）を発行した。本転換社債は、当該社債の保有者の選択により、または満期もしくは一定のその他の

状況においては代わりに強制転換されることによりバイエルAGの普通株式に転換される。転換によりバイエルAGが新た

に発行し又はこれに代えてバイエルAGが保有するバイエルAG普通株式を移転するバイエルAG普通株式の数は、転換され

る本転換社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とする。転換価額は、転換事由により最大転換価額108.00ユーロ

又は最小転換価額90ユーロの範囲内で本転換社債の要項の定めに従って決定され、適用される。本転換社債の保有者が

本新株予約権を行使し、かつ、支配の変更事由が生じていない場合、最大転換価額108.00ユーロが適用される。なお、

転換価額（最大転換価額及び最小転換価額を含む。）は、一般的な希薄化防止条項により調整される。

授権資本及び条件付資本については、(注1)を参照されたい。

 

② 【発行済株式】

 
記名・無記名の別

及び額面・無額面の別
種類 発行数(株)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

記名式
無額面株式

普通株式 826,947,808
フランクフルト

(注)
バルセロナ、マドリッド

計 ― 826,947,808 ― ―

(注)　当社定款は普通株式のみを定めており、その他の種類株式の定めはない。なお、当社株主は、株主総会において、普

通株式1株につき1議決権を有する。
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(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当なし。

 

(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

2017年12月31日現在、バイエルの発行済株式数は826,947,808株であり、資本株式は2,116,986,388.48ユーロ

（277,917,973,080円）であった。

 

年月日
発行済株式総数

増減数
(株)

発行済株式総数
残高
(株)

資本金増減額
ユーロ
(円)

資本金残高
ユーロ
(円)

2013年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(277,917,973,080)

2014年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(277,917,973,080)

2015年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(277,917,973,080)

2016年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(277,917,973,080)

2017年1月1日～12月31日 0 826,947,808 0
2,116,986,388.48
(277,917,973,080)

(注)　本子会社の本転換社債に付された本新株予約権の2017年12月31日現在の詳細は以下の通りである。

 

残高 発行価格 資本組入額

40,000 新株予約権* ** 2.56ユーロ/株***

*   本転換社債の保有者は、本新株予約権を本転換社債を額面金額100,000 ユーロ又はその整数倍の金額で転換できる権利と

いう形式で有している。満期およびその他一定の状況の場合、本転換社債はすべて強制的に普通株式に転換される。本転

換社債の額面金額総額の2017年12月31日現在の残高は、4,000,000,000ユーロである。

**  転換により発行される株式の発行価格は本転換社債の転換価額である。転換価額については、上記「(1)株式の総数等

（2017年12月31日現在）、①株式の総数」の(注2)を参照されたい。

*** 本転換社債の転換に際して新株が発行される場合には、資本組入額は一株当たり2.56ユーロである。
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(4) 【所有者別状況】

（2017年12月31日現在
(注)

)

区分 所有者数(名) 所有株式数(株)
全発行済社外株式数中
に占める割合(％)

各種機関 1,456 68,107,730 8.24

企業 5,404 8,554,464 1.03

名義人 402 664,693,436 80.38

ブローカー 335,647 85,592,178 10.35

合計 342,909 826,947,808 100.00

(注)　情報源：バイエル社株主名簿

 

(5) 【大株主の状況】

ドイツ法によれば、株主は、その保有する議決権の割合が一定の基準に達するか、一定の基準を上回ったまた

は下回った場合にのみ、会社に対し通知する必要がある。「一定の基準」とは、一定の保有する議決権の割合を

意味し、3％、5％、10％、15％、20％、25％、30％、50％および75％のいずれかである。以下の情報は、バイエ

ルAGが2017年12月31日までに受領した通知に基づくものであるため、数値は2017年12月31日時点の保有株式数を

必ずしも正確に反映するものではない。

当社は、当事業年度期首から決算日までの間に、ドイツ証券取引法第21条第1項に基づき、バイエルAG株式の

保有に関する以下の通知を受領した。保有株式が数回にわたって同法に定める基準に達し、またはこれを超えも

しくは下回った場合は、最新の通知についてのみ記載した。

ブラックロック・インク（米国ウィルミントン）は、同社の議決権割合が、2017年11月9日に7.09％になった

と当社に通知した。これらの議決権のうち7.07％（58,492,306議決権）はドイツ証券取引法第22条に基づいて同

社に帰属していた。0.01％（69,836議決権）はドイツ証券取引法第25条第1項第1号（貸付証券）の意味における

金融商品として同社に帰属していた。0.01％（45,132議決権）はドイツ証券取引法第25条第1項第2号（差金決済

取引）の意味における金融商品として同社に帰属していた。

サン・ライフ・ファイナンシャル・インク（カナダ、トロント）は、同社の議決権割合が、2017年3月24日に

3％の基準を下回り、同日現在0.001％（11,589議決権）になったと当社に通知した。これらの議決権はすべて、

ドイツ証券取引法第22条に基づいて同社に帰属していた。
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2 【配当政策】

下記の表は、2014事業年度から2016事業年度までの配当額および2017事業年度について提案されている配当額

を示したものである。

 

 2014年 2015年 2016年 2017年
(注)

配当支払総額（百万ユーロ） 1,861 2,067 2,233 2,315

1株当たり配当額（ユーロ） 2.25 2.50 2.70 2.80

(注)　2017事業年度について提案されている1株当たり配当額である。

 

配当決定は、毎事業年度終了後8ヶ月以内に開催しなければならない定時株主総会において行うことができ

る。

ドイツ法に基づき、バイエルAGは、取締役会および監査役会により可決承認された内容に従って、（バイエル

グループの連結財務諸表ではなく、）非連結財務諸表に計上されている貸借対照表利益からのみ配当を支払うこ

とができる。配当として分配可能な貸借対照表利益を決定するに当たっては、取締役会は、ドイツ法および定款

の規定に基づき、バイエルAGの当該事業年度の純利益のうち、法定準備金（gesetzliche Rücklagen）および繰

越欠損金に配分されるべき金額を控除した後の残額を、その他の利益剰余金（andere Gewinnrücklagen）に配分

することができる。純利益は50％超をその他の利益剰余金に配分することができるが、かかる利益剰余金が当社

資本株式の50％を超えない場合に限られる。取締役会はまた、財務諸表の作成に当たって、利益剰余金から引き

出した資金をもって、貸借対照表利益を増やすことができる。

当社株主は、貸借対照表利益の処分案の決議に当たって、貸借対照表利益の一部または全部を繰り越し、利益

剰余金へ増額配分することができる。繰越利益は自動的に翌事業年度の貸借対照表利益に組み込まれ、全額を翌

事業年度の配当支払に使用することができる。剰余金に配分された金額は、取締役会が財務諸表の作成に当たっ

てかかる配分を解除し、その結果貸借対照表利益が増えた範囲でのみ配当に充てることができる。

定時株主総会で承認された配当金は、当該総会または定款において別段の決定または定めが行われた場合（バ

イエルの定款にはかかる規定はない。）を除き、かかる決議が総会で可決されてから3営業日以内に支払われ

る。バイエルAGの全株式は、ドイツ、フランクフルト・アム・マインのクリアストリーム・バンキング社に預託

された1枚の大券によって表章される振替決済証券であるため、株主はクリアストリーム・バンキング社を通

じ、預金口座の貸方記入により配当を受領する。加えて、定時株主総会では、貸借対照表利益の一部または全部

を、現物配当の方法で株主に分配することを決定できる。

ある特定の事業年度の配当支払について、または当社が毎年支払う特定の金額についてはいかなる保証もでき

ないが、当社は今後も配当支払を継続する見込みである。
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破産処理手続の結果としての会社清算を除き、バイエルAGの清算は、4分の3の資本株式がかかる投票が行われ

る株主総会に出席または代理出席し、過半数の承認が得られる場合にのみ、行うことができる。ドイツ会社法に

従い、バイエルAGの清算時には、バイエルAGの全債務を弁済した後の清算残余利益は、各株主が保有する株式数

が全株式数に占める割合に応じて分配される。

取締役会および監査役会は、配当可能利益を使用して、2017年度の配当を受領する権利を有する株主資本につ

いて1株当たり2.80ユーロの配当を行い、残りの部分は繰り越すことを、2018年5月25日の定時株主総会において

提案する予定である。

 

3 【株価の推移】

フランクフルト証券取引所

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

最高
ユーロ

(注) 103.05 120.95 146.20 111.25 123.30

円 13,528 15,878 19,193 14,605 16,187

最低
ユーロ

(注) 69.01 91.51 108.00 84.42 100.00

円 9,060 12,013 14,178 11,083 13,128

(注)　情報源：ブルームバーグ、Xetraのデータ

 

(2)【当該事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】

 

 2017年7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高
ユーロ

(注) 113.40 109.00 115.30 119.60 116.85 107.80

円 14,887 14,310 15,137 15,701 15,340 14,152

最低
ユーロ

(注) 107.15 104.65 107.40 111.70 107.15 104.00

円 14,067 13,738 14,099 14,664 14,067 13,653

(注)　情報源：ブルームバーグ、Xetraのデータ
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4 【役員の状況】

(1) 取締役および監査役の氏名、略歴等

本書の提出日現在、取締役会および監査役会は男性21名、女性7名で構成されており、女性の比率は25％であ

る。

 

取締役

 

氏名および生年月日

主要略歴　(a)入社日

(b)取締役就任日

(c)任期

役職等 所有株式数

ヴェルナー・バウマン

(Werner Baumann)

1962年10月6日

(a)1988年9月1日

(b)2010年1月1日

(c)2021年任期満了

社長
摘要参照

のこと

リアム・コンドン

(Liam Condon)

1968年2月27日

(a)1990年10月1日

(b)2016年1月1日

(c)2018年任期満了

クロップサイエンス部門担当 同上

ヨハネス・ディーチ

(Johannes Dietsch)

1962年1月2日

(a)1981年9月1日

(b)2014年9月1日

(c)2018年任期満了

財務担当 同上

ハートムート・クルージック

(Dr. Hartmut Klusik)

1956年7月30日

(a)1984年4月1日

(b)2016年1月1日

(c)2018年任期満了

労務担当、人事、技術および

持続可能性担当
同上

ケマル・マリク

(Kemal Malik)

1962年9月29日

(a)1995年7月31日

(b)2014年2月1日

(c)2022年任期満了

イノベーション担当 同上

エリカ・マン

(Erica Mann)

1958年10月11日

(a)2011年3月14日

(b)2016年1月1日

(c)2018年任期満了

コンシューマーヘルス部門

担当
同上

ハイコ・シッパー

(Heiko Schipper)

1969年8月21日

(a)2018年3月1日

(b)2018年3月1日

(c)2021年任期満了

コンシューマーヘルス部門

担当
同上

ディーター・ヴァイナント

(Dieter Weinand)

1960年8月16日

(a)2014年8月1日

(b)2016年1月1日

(c)2018年任期満了

医療用医薬品部門担当 同上
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監査役

 

氏名および生年月日

監査役に選任された年

(a)初選 (b)再選

(c)任期

役職等 所有株式数

ヴェルナー・ヴェニング

(Werner Wenning)

1946年10月21日

(a)2012年10月1日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

バイエルAG 監査役会会長
摘要参照

のこと

オリバー・チュールケ
(注2)

(Oliver Zühlke)

1968年12月11日

(a)2007年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

監査役会副会長、

バイエル中央労使協議会会長
同上

パウル・アクライトナー

(Dr. Paul Achleitner)

1956年9月28日

(a)2002年4月26日

(b)2007年4月27日

(b)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

ドイツ銀行監査役会会長 同上

ジモーネ・バジェル-トラー

(Dr. rer. nat. Simone Bagel-

Trah)

1969年1月10日生

(a)2014年4月29日

(c)2019年
(注4)

ヘンケルAG & Co. KGaAおよび

ヘンケル・マネジメントAG 監

査役会会長、ヘンケルAG & Co.

KGaA株主委員会委員長

同上

ノルベルト・W・

ビショフベルガー

(Dr. Norbert W.

Bischofberger)

1956年1月10日

(a)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

ギリアド・サイエンシズ社 研

究開発担当執行副社長、

最高科学責任者

同上

アンドレ・ヴァン・ブロイッヒ

(André van Broich)

1970年6月19日

(a)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

バイエルグループ労使協議会

会長、労使協議会会長

(ドルマーゲン)

同上

トーマス・エベリング

(Thomas Ebeling)

1959年2月9日

(a)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

独立コンサルタント 同上

トーマス・エルスナー

(Dr. Thomas Elsner)

1958年4月24日

(a)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

バイエルAG 管理職従業員委員

会委員長(レバクーゼン)、バイ

エルグループ 管理職従業員委

員会委員長

同上

ヨハンナ・W・(ハンネケ)・

ファーバー

(Johanna W. (Hanneke) Faber)

1969年4月19日

(a)2016年4月29日

(c)2021年
(注6)

ユニリーバ社

ヨーロッパ社長
同上

コリーン・A・ゴギンズ

(Colleen A. Goggins)

1954年9月9日

(a)2017年4月28日

(c)2022年
(注1) 独立コンサルタント 同上

ハイケ・ハウスフェルト

(Heike Hausfeld)

1965年9月19日

(a)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

労使協議会会長

(レバクーゼン)
同上

ライナー・ホフマン

(Reiner Hoffmann)

1955年5月30日

(a)2006年10月11日

(b)2007年4月27日

(b)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

ドイツ労働総同盟会長 同上
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氏名および生年月日

監査役に選任された年

(a)初選 (b)再選

(c)任期

役職等 所有株式数

フランク・ロールゲン

(Frank Löllgen)

1961年6月14日

(a)2015年11月3日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

ドイツ鉱業化学エネルギー産業

労働組合ノルトライン地区書記
同上

ヴォルフガング・プリシュケ

(Prof. Dr. Wolfgang Plischke)

1951年9月15日

(a)2016年4月29日

(c)2021年
(注6) 独立コンサルタント 同上

ぺトラ・ラインボールド-

クナーペ

(Petra Reinbold-Knape)

1959年4月16日

(a)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

ドイツ鉱業化学エネルギー産業

労働組合執行委員会委員
同上

デトレフ・レニングズ

(Detlef Rennings)

1965年4月29日

(a)2017年6月4日

(c)2022年
(注1)

カレンタ社中央労使協議会会

長、カレンタ社労使協議会会長

(ユルディンゲン)

同上

ザビーネ・シャープ

Sabine Schaab

1966年6月25日

(a)2017年10月1日

(c)2022年
(注1)

労使協議会副会長

(エルバーフェルト)
同上

ミヒャエル・シュミット-

キースリング

(Michael Schmidt-Kießling)

1959年3月24日

(a)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2022年
(注1)

労使協議会会長

(エルバーフェルト)
同上

クラウス・シュテュラニー
(注3)

(Dr. Klaus Sturany)

1946年10月23日

(a)2007年4月27日

(b)2012年4月27日

(b)2017年4月28日

(c)2018年
(注7)

さまざまな会社の監査役 同上

オトマー・D・ヴィーストラー

(Prof. Dr. Dr. h.c. Otmar

D. Wiestler)

1956年11月6日

(a)2014年10月7日

(b)2015年5月27日

(c)2020年
(注5)

ドイツ研究センターヘルムホル

ツ協会会長
同上

(注1) 2021事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注2) 2015年7月1日より監査役会副会長

(注3) ドイツ株式会社法第100条第5項に基づく専門家

(注4) 2018事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注5) 2019事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注6) 2020事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

(注7) 2017事業年度中の行為について追認を受ける定時株主総会の終了時まで任期が続く。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 97/490



(摘要)　取締役および監査役ならびにこれらの近親者は、バイエルの株式について1暦年中に総額5,000ユーロ以上の売買を

行った場合は、かかる取引をすべて開示することを法律により義務付けられている。バイエルはかかる取引の詳細を

直ちにウェブサイト上で公開し、またドイツ金融監督庁に適宜通知する。この情報は企業登記簿に対して提供され、

保管される。

2017年中、および本書の提出日までの間に、バイエルに対して、以下の取引の報告があった。

取締役および監査役から当社に提出された情報によれば、財務諸表作成のための決算日現在、同人らが保有するバイ

エルAG株式および関連する金融商品が、発行済株式に占める比率は、合計で1％未満であった。

 

日付／取引所 氏名／開示理由 証券 ISIN番号
取引の

種類

価格／通貨

(ユーロ)
取引量

総額

(ユーロ)

2017年2月23日

Xetra

ヴェルナー・ヴェニング

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 838 89,999.89

2017年2月23日

Xetra

パウル・アクライトナー

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 419 45,000.48

2017年2月23日

Xetra

ジモーネ・バジェル-トラー

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 279 29,999.96

2017年2月23日

Xetra

クレメンス・ボルジッヒ

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 279 29,999.96

2017年2月23日

Xetra

トーマス・エベリング

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 279 29,999.96

2017年2月23日

Xetra

ヨハンナ・W・(ハンネケ)・

ファーバー　監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 528 56,719.30

2017年2月23日

Xetra

ヴォルフガング・プリシュケ

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 377 40,492.17

2017年2月23日

Xetra

クラウス・シュテュラニー

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 559 59,999.93

2017年2月23日

Xetra

トーマス・フィッシャー

監査役
株式

DE000

BAY0017
購入 107.32 419 45,000.48

2017年2月23日

Xetra

マイケル・シュミット

-キースリング

監査役

株式
DE000

BAY0017
購入 107.32 279 29,999.96

2017年2月23日

店頭取引市場

(OTC)

スー・H・ラタイ

監査役

バイエル

AG米国

預託証券

(ADR)

US0727303028 購入
111.16

米ドル
280

31,124.80

米ドル

 

(2) 取締役および監査役の報酬

以下の報酬報告は、バイエルAGの取締役および監査役の報酬パッケージの基本的要素を記載し、また2017事業

年度について個々のメンバーに付与または受領された報酬について説明したものである。この報告は、公開会社

に適用される財務報告基準（ドイツ商法（HGB）、ドイツ会計基準（DRS）および国際財務報告基準（IFRS））の

要件ならびに現行のドイツ・コーポレート・ガバナンス規範に含まれる勧告に準拠している。
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取締役の報酬

 

目的

バイエルAGの取締役報酬制度は、2016年4月29日の定時株主総会において大多数の承認を得た改定版を用いて

いる。

バイエルグループの報酬制度は企業戦略に合致しており、また業績主導の持続可能なコーポレート・ガバナン

スおよび適切な報酬構造・水準に適合している。取締役の報酬構造の性質と妥当性は、監査役会人事委員会の提

案について監査役会全会によって決定され、定期的に見直され、必要に応じて調整される。ドイツ・コーポレー

ト・ガバナンス規範第4.2.2条において勧告される評価基準は、すべて考慮されている。独立報酬コンサルタン

トは、報酬が適切でありかつ通常の水準であることを確認している。バイエルグループにおいて、取締役向けの

報酬構造は、原則として、その他すべての管理職従業員と同じである。

 

透明性のある報酬構造

バイエルAGの取締役に支払われる報酬は、業績に連動しない報酬要素（約30％）と、業績に連動する変動報酬

要素（約70％）で構成されている。制度に基づく報酬要素は、取締役が目標を100％達成したと仮定して、以下

の通りである。

 

 

業績と連動しない報酬要素は、固定年間報酬と付加給付で構成されている。業績に連動する変動報酬要素は、

目標の達成に基づいて翌年に現金で支払われる変動年間現金支払い（STI＝短期インセンティブ報酬）および長

期の変動現金支払い（LTI＝長期インセンティブ報酬）で構成されている。LTIプログラムの制度は株主利益率に

基づいている。個々の業績連動報酬には、支払時に上限が設けられる。現金報酬総額にも上限がある。この金額

は各自の目標報酬の1.8倍であり、毎年、固定報酬の設定時に決定される。

このほか、取締役は、取締役自身とその遺族に対する年金受給権を獲得する。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

 99/490



業績非連動型報酬

固定年間報酬

業績に連動しない固定年間報酬の水準は、取締役に課された職務と責任のほか、市場条件を考慮して決定され

る。監査役会は、消費者物価指数を考慮に入れて定期的に取締役の固定年間報酬を見直し、必要に応じて調整を

行う。固定報酬は12ヶ月の分割払いで支給する。

 

付加給付

付加給付の主な要素は、運転手つき社用車または会社駐車場の使用等の特典、防犯設備費用の支払い、および

年1回の健康診断費用の払戻しである。付加給付は実費または獲得された金銭利益の額で報告されている。

 

業績連動型報酬

短期変動現金報酬

短期変動現金報酬（STI）は、各年の当社事業の成功によって決まる。STIの水準は、3つの下位報酬要素、す

なわちグループ報酬要素、部門報酬要素および個人業績報酬要素（これらの報酬要素は業績評価においてそれぞ

れ3分の1ずつ加重される。）に関する目標達成率によって決定される。業績評価においては、プラスとマイナス

両方の変化が考慮される。

・ グループ報酬要素はグループの1株当たり中核利益に基づいて決定され、200％を上限とする。

・ 部門報酬要素は3部門の加重平均業績に基づいてインセンティブの性質を与えられ、300％を上限とする。

職能的責任を有する取締役については、この報酬要素は当該部門の平均業績に基づいて決定され、医療用

医薬品部門については50％、コンシューマーヘルス部門については20％、クロップサイエンス部門（動物

用薬品事業を含む。）については30％の加重が行われる。ただし、部門責任者である取締役に関しては、

STIのうちこの3分の1の部分は、全額が各部門の利益に基づいてインセンティブの性質を与えられる。部門

業績の評価は、特別項目計上前EBITDAマージンおよび部門の増収率に関連する財務目標の達成率に連動す

る報酬要素（70％）と、革新的な前進、安全性、コンプライアンスおよび持続可能性といった分野におけ

る質的目標の達成率に基づく報酬要素（30％）で構成されている。

・ 個人業績報酬要素の目標達成率の基準は、取締役各人の職務およびそれによって生じる個人目標、ならび

にグループ目標の達成に対する各人の寄与度に基づいている。取締役の個人目標は毎年監査役会が決定

し、達成率の評価も行う。

STIは全額、翌年第2四半期に現金で支払われ、200％を上限とする。
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株式に基づく長期現金報酬（LTI）

取締役は、特定のガイドラインに従って各個人について定められた一定数のバイエル株式を個人的投資として

購入し、バイエルグループでの勤務を継続している限りそれらを保有することを条件に、株式に基づく長期報酬

プログラムである「アスパイア」の毎年のトランシェに参加する資格がある。

2016年以降発行されたアスパイア2.0のトランシェの目標額は、原則として、契約上合意された、固定年間報

酬に占める目標比率（％）に基づいている。開始価格も、各トランシェの発行前年における取締役個人へのSTI

支払い要素に基づいて、一部決定されている。現金支払額は、4年経過後に、事業年度の最終30取引日について

計算された平均株価、ユーロストック50と比較したバイエル株式の実績、およびそれまでの間に支払われた配当

額に基づいて決定される（総株主利益率アプローチ）。その他の管理職については、アスパイア2.0の上限は

250％である。ただし、取締役については、上述したユーロストック50との比較という形式で、LTIプログラムに

追加の業績測定基準が導入された。これは、業績を上回りまたは下回る比率に応じて支払額をそれぞれ増加また

は減少させるものである。

2015年までに発行されたアスパイア・プログラムのトランシェに基づく支払額は、当該トランシェの満了ま

で、引き続き、固定年間報酬に対する百分率として契約上合意された「アスパイア目標額」に基づいて決定され

る。バイエル株式のパフォーマンス（絶対値およびベンチマーク指数であるEURO STOXX 50に対する相対値の両

方で表される。）に応じて、プログラム参加者には、各自のアスパイア目標額の0％から最高300％までのアワー

ドが、各業績期間末に付与される。

双方の合意または会社の決定により役務提供契約の延長を行わなかったために、取締役が年度中に退職または

取締役を引退する場合、当該年度に付与されたアスパイアのトランシェは、当該トランシェの初年度における当

該取締役の実際の在任期間に比例して、減額される。この場合、過年度に付与されたトランシェは一切変更され

ず、引き続き有効である。

 

株式所有ガイドライン

LTIプログラムに基づく支払額を受領する条件として、取締役は、バイエル株式への個人的投資に関する一定

の要件を満たさなければならない。2016年以降、取締役は、各自の固定年間報酬の75％に相当する価額のバイエ

ル株式のポジションを4年以内に構築し、かつ取締役会における役務の終了までかかる株式を保有することを義

務付けられている。取締役は、まず4年間のポジション構築期間末に、またその後は毎年、この義務の遵守状況

を示す証拠書類を提供しなければならない。固定年間報酬が著しく変動した場合は、保有すべき株式の価額も適

宜調整される。
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年金受給権（退職年金および遺族年金）

取締役の毎年の年金受給権は、拠出額に基づいて決定される。バイエルは毎年、各人の各年の固定年間報酬の

42％に相当する仮想拠出を行う。このパーセンテージの内訳は、基本的拠出が6％、マッチング拠出が36％であ

り、当該取締役の9％の個人拠出の4倍である。年間拠出総額は、ライニッシェ・ペンシオンスカッセ

（Rheinische Pensionskasse VVaG）年金基金の適用あるタリフの年金表に従って、年金モジュールに転換され

る。退職時の年間年金受給権は、投資賞与を含む累積年金モジュールの総額である。投資賞与は、ライニッ

シェ・ペンシオンスカッセの資産に係る純収益から拠出額の最低収益（タリフに基づいて保証され、ドイツ金融

監督庁（BaFin）によって承認される。）を差し引いた額に基づいて、毎年決定される。将来の年金支払額は毎

年見直され、消費者物価の動向を考慮して調整される。

以上に加えて、以下の取締役については、特別な個人的取決めが存在している。

・ ヴェルナー・バウマンは、60歳の誕生日から200千ユーロの年金を受給する確定済の権利を付与されてい

る。この金額は、同氏の任期が一定の条件下で60歳の誕生日より前に終了した場合は、比例して減額され

る。

・ マライン・デッカーズには、終身月払い年金または一括金を受給する選択肢があった。バイエルグループ

を退職後、同氏は月払い年金の受給を選択した。

・ ケマル・マリクは、65歳の誕生日から80千ユーロの年金を受給する確定済の権利を付与されている。この

金額は、同氏の任期が一定の条件下で65歳の誕生日より前に終了した場合は、比例して減額される。

・ エリカ・マンは、分割役務提供契約を考慮した比例配分で、ドイツ（30％）およびスイス（70％）の年金

制度に加入している。2つの年金制度からの年金給付に関して、マン氏には、年金給付の時期が到来したと

きに、終身月払い年金または一括金を受給する選択肢がある。

一定の資産は契約信託制度（CTA）に基づいてバイエル年金基金により管理されており、ドイツにおける直接

約定から生じる年金受給権をカバーしている。これは、ドイツ国内の取締役各人の年金受給権に対して、年金保

険協会からの給付を超える多額の追加保証を提供している。

 

取締役としての勤務の終了時点における給付

契約終了後競業禁止の合意

取締役とは、2年間の合意期間中、当社が補償金を支払うことを規定する契約終了後競業禁止の合意を行って

いる。補償金額は、退任前12ヶ月間の平均固定報酬の100％である。

 

支配権の変更

取締役との間には、会社の支配権変更の場合に、一定の状況下における退職補償金について定めた合意があ

る。取締役が支配権の変更により早期退任した場合に支払われる可能性がある退職補償金の額は、ドイツ・コー

ポレート・ガバナンス規範第4.2.3条の勧告に基づき、報酬の最大3年分に制限されている。かかる金額は、役務

提供契約の残存期間に支払われる報酬の額を超えない。
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就業不能

取締役は、一時的に就業不能に陥った場合、契約上合意した報酬額を引き続き受領する。取締役が少なくとも

18ヶ月間連続して就業不能に陥り、自己の職務を完全に遂行することが永続的に不可能である可能性が高い場合

（永続的就業不能）、バイエル社は役務提供契約を早期解除することができる。永続的就業不能のために60歳前

に契約が解除された場合には、就業不能年金が支払われる。取締役については、役務提供契約に基づく就業不能

年金の額は、契約終了日において、契約終了日から当該取締役の55歳の誕生日（該当する場合）までの仮想上の

勤務期間を考慮して確定した受給権に相当する。

 

2017年の取締役報酬

2017年の取締役の報酬総額は24,324千ユーロ（2016年：28,445千ユーロ）であった。そのうち6,414千ユーロ

（2016年：7,049千ユーロ）は業績に連動しない報酬要素、17,910千ユーロ（2016年：21,396千ユーロ）は業績

に連動する報酬要素であった。年金勤務費用は2,546千ユーロ（2016年：2,887千ユーロ）であった。

2017年12月31日現在、バイエルAGの取締役会は7名で構成されていた。2017年中、取締役会のメンバー構成に

変更はなかった。

監査役会は、2018年4月26日付で、ウォルフガング・ニクル（Wolfgang Nickl）をバイエルAGの取締役に任命

した。同氏は2018年6月1日付でバイエルAGの最高財務責任者としてヨハネス・ディーチの後を引き継ぐ。

監査役会は、ハイコ・シッパーを、2018年3月1日付でバイエルAGの取締役に、またエリカ・マンの後任として

2018年4月1日付でコンシューマーヘルス部門長に任命した。
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2016年および／または2017年に在任した取締役各人の報酬総額（ドイツ商法準拠）は、次表の通りである。

 

取締役報酬（ドイツ商法準拠）

 
 
 
 

 
年間

固定報酬

 
 

付加給付

 
短期変動
現金報酬

株式に基づく
長期現金報酬

(アスパイア)
(注1)

 
 

報酬総額

 
年金勤務

費用
(注2)

千ユーロ 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

2017年12月31日
時点の在任取締役

            

ヴェルナー・バウマン
(社長)

1,285 1,487 47 49 2,329 1,335 1,983 3,530 5,644 6,401 764 809

リアム・コンドン 800 806 44 43 1,106 519 1,624 1,677 3,574 3,045 330 320

ヨハネス・ディーチ 750 756 83 42 978 679 1,522 1,483 3,333 2,960 318 305

ハートムート・
クルージック

750 756 140 40 1,053 565 1,522 1,597 3,465 2,958 316 305

ケマル・マリク 775 781 35 36 1,050 604 1,573 1,591 3,433 3,012 318 310

エリカ・マン
(注3) 750 756 182 24 798 378 1,522 1,210 3,252 2,368 219 257

ディーター・
ヴァイナント

800 806 34 32 1,274 810 1,623 1,932 3,731 3,580 240 240

元取締役             

マライン・

デッカーズ
(注4) 475 - 99 - 475 - 964 - 2,013 - 382 -

合計 6,385 6,148 664 266 9,063 4,890 12,333 13,020 28,445 24,324 2,887 2,546

(注1) 付与日の公正価値。マライン・デッカーズについては、アスパイア2.0による付与額の12分の4が2016年の欄に表示さ

れている。

(注2) バイエル・ペンシオンスカッセ（Bayer-Pensionskasse VVaG）、ライニッシェ・ペンシオンスカッセ（Rheinische

Pensionskasse VVaG）およびドイツ国外の年金基金への当社拠出金を含む。

(注3) エリカ・マンは、2018年3月31日付での退任を考慮して、退職金1,978千ユーロを受領することで合意した。これによ

り、同氏が2018年12月31日まで在任した後に退任したと仮定した場合と報酬は同一となる。

(注4) マライン・デッカーズはさらに退職金4,341千ユーロを受領した。これにより、同氏が通常通り2016年12月31日まで在

任した後に退任したと仮定した場合と報酬は同一となる。

 

固定年間報酬

取締役の固定年間報酬は2017年に調整された。全取締役の固定年間報酬総額は6,148千ユーロ（2016年：6,385

千ユーロ）であった。

 

短期変動現金報酬

2017年に取締役全員に対して支払われた短期変動現金報酬の総額は、連帯拠出金控除後で、4,890千ユーロ

（2016年：9,063千ユーロ）であった。4,890千ユーロ（2016年：8,588千ユーロ）の引当金が、2017年12月31日

現在在任中の取締役に対するこの報酬要素の支払いのために設定された。労働者代表とのそれぞれの合意の適用

を受ける当社の従業員は全員、ドイツ国内の拠点における雇用確保のため、連帯拠出金を支払う。2017年の当該

拠出金は、各人のSTIアワードの0.25％（2016年：0.27％）に上った。
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バイエル仮想株式に基づく長期変動現金報酬

この報酬要素は、2016年1月1日付の取締役報酬制度の調整を受けて、現在は存在していない。STIの50％のバ

イエル仮想株式への転換は、2015年を最後として、平均株価119.17ユーロに基づいて行われた。IFRSに準拠する

2017年の報酬総額には、既存の受給権の価値変動額538千ユーロ（2016年：マイナス1,275千ユーロ）が含まれて

いる。過年度に付与されたバイエル仮想株式に基づいて当年度中の在任取締役に支払われる将来の現金支払額に

関して、2017年12月31日現在、6,841千ユーロ（2016年：7,777千ユーロ）の引当金が設定されていた。この額に

は過去の各年に起因する配当金受給権も含まれている。

 

株式に基づく長期現金報酬（アスパイア）

アスパイア・プログラムに基づく株式に基づく長期現金報酬は、ドイツ商法に従い、各付与日現在の公正価値

13,020千ユーロ（2016年：12,333千ユーロ）で報酬総額に含まれている。

IFRSに準拠する報酬総額には、各年度に獲得した部分的受給権の公正価値が含まれる。したがって、業績期間

4年で付与された株式に基づく報酬は、付与年度から4年間にわたり、各報酬の公正価値で費用計上される。IFRS

に準拠した株式に基づく報酬には、過年度に付与された現在進行中のアスパイアのトランシェに基づく既存の受

給権の価値変動額も含まれる。

 

取締役報酬 － アスパイア・プログラム（IFRS準拠）

 2017年12月31日時点の在任取締役 元取締役  

 
 
 

（単位：千ユーロ）

ヴェル
ナー・
バウマン
(社長)

 
 

リアム・
コンドン

 
 

ヨハネス・
ディーチ

 
ハートムー
ト・クルー
ジック

 
 

ケマル・
マリク

 
 

エリカ・
マン

 
ディー

ター・ヴァ
イナント

 
 

マライン・
デッカーズ

 
 
 

合計

各年に獲得し
た株式に基づ
く報酬の受給

権
(注1)

2017年 1,528 871 2,038 819 830 2,049 947 - 9,082

2016年 715 506 413 414 431 848 369 1,521 5,217

既存受給権の

価値変動額
(注

2)

2017年 (120) (77) (51) (42) (58) (240) (53) - (641)

2016年 (120) (83) (57) (47) (98) (165) (69) (284) (923)

合計
2017年 1,408 794 1,987 777 772 1,809 894 - 8,441

2016年 595 423 356 367 333 683 300 1,237 4,294

 

(注1) 新規に獲得した受給権は、アスパイア・プログラムの2014年～2017年（2016年：2013年～2016年）のトランシェに由

来するものである（この報酬は、4年間にわたって獲得された（またはされている）ため）。2016年および2017年につ

いては、それぞれ案分比例の公正価値で記載されている。ヨハネス・ディーチおよびエリカ・マンは、退職日（それ

ぞれ2018年5月31日および2018年3月31日）まで、受給権を加速受給している。したがって、2017年の獲得割合は前年

より高くなっている。リアム・コンドン、ヨハネス・ディーチ、ハートムート・クルージック、ケマル・マリク、エ

リカ・マンおよびディーター・ヴァイナントの2016年および2017年に獲得されたアスパイアの受給権および価値の変

動額は、取締役となる前に付与されたが、まだ完全に獲得されていないアスパイアのトランシェに一部関係するもの

である。

(注2) 本欄は、2014年、2015年および2016年（2016年：2013年、2014年および2015年）にすでに獲得された受給権の価値変

動を示している。
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2017年12月31日現在在任中の取締役のアスパイア受給権に対して、11,747千ユーロ（2016年：7,288千ユー

ロ）の引当金が設定された。このうち6,048千ユーロは2016年までに発行されたトランシェに、また5,699千ユー

ロは2017年のトランシェに関係している。

 

年金受給権

ドイツ商法に従って2017年に認識された取締役の年金勤務費用は2,546千ユーロ（2016年：2,887千ユーロ）、

IFRSに従って認識された年金受給権の当期勤務費用は3,907千ユーロ（2016年：3,902千ユーロ）であった。下記

の表は、取締役各人に帰属する勤務費用および年金債務の決済価額または現在価値を示している。

 

年給受給権（ドイツ商法およびIFRS準拠）

 

ドイツ商法準拠 IFRS準拠

 

 

年金勤務費用
(注1)

 

12月31日現在の年金

債務の決済価額
(注2)

 

年金受給権の

現在勤務費用

12月31日現在の

確定給付年金債務の

現在価値

(単位：千ユーロ) 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

2017年12月31日時点の在任取締役

ヴェルナー・

バウマン(社長)
764 809 7,452 9,044 1,054 1,290 12,429 13,544

リアム・コンドン 330 320 2,151 2,345 487 563 3,860 4,038

ヨハネス・ディーチ 318 305 2,854 3,951 431 483 4,882 5,919

ハートムート・

クルージック
316 305 4,533 5,302 399 435 6,782 7,285

ケマル・マリク 318 310 1,990 2,186 438 493 2,507 2,697

エリカ・マン 219 257 7,199 7,492 288 275 7,232 7,532

ディーター・

ヴァイナント
240 240 468 700 322 368 735 988

元取締役

マライン・

デッカーズ
(注3) 382 - - - 483 - - -

合計 2,887 2,546 26,647 31,020 3,902 3,907 38,427 42,003

(注1) バイエル・ペンシオンスカッセ（Bayer-Pensionskasse VVaG）、ライニッシェ・ペンシオンスカッセ（Rheinische

Pensionskasse VVaG）およびドイツ国外の年金基金への当社拠出金を含む。

(注2) 外国子会社およびバイエル年金基金の年金債務は、IFRSに準拠して、現在価値で算入されている。

(注3) マライン・デッカーズは2016年4月30日午前零時をもって取締役会を引退した。

 

ドイツ商法に基づく年金勤務費用とIFRSに基づく年金受給権の勤務費用との差異は、ドイツ商法に基づく決済

価額とIFRSに基づく確定給付年金債務の現在価値の計算に使用される評価原則の差異に由来するものである。
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取締役退任時の給付

エリカ・マンについては、当初2018年12月31日を期限としていた同氏の役務提供契約が双方の合意により2018

年3月31日付で早期終了となったことを考慮して、1,978千ユーロ相当の退職金を付与することで同氏との間に合

意が成立した。この退職金は主として、それぞれ2018年4月1日から2018年12月31日の期間に関する固定報酬に関

する退職金、短期変動報酬要素、アスパイアおよび年金受給権に関する支払額で構成されている。当社の年金制

度およびアスパイア・プログラムに基づくエリカ・マンの受給権は、同氏が2018年12月31日まで加入資格を有し

ていた場合に達成していたであろう水準に設定された。固定報酬に関する退職金および短期変動報酬要素（合計

で1,172千ユーロ）は2018年4月に支払われる。アスパイア・トランシェからの支払いは、各アスパイア・プログ

ラムのパラメーターに基づいて、各トランシェの満了時に行われる。なお、2018年12月31日までの競業禁止がエ

リカ・マンとの間で合意されている。

当初2016年12月31日を期限としていたマライン・デッカーズの役務提供契約は、相互の合意により2016年4月

30日付で早期終了となり、これを考慮して、ドイツ商法に準拠する4,341千ユーロおよびIFRSに準拠する4,542千

ユーロの給付を付与することで同氏との間に合意が成立した。当該給付は、それぞれ2016年5月1日から2016年12

月31日の期間に関する固定報酬、短期変動報酬要素、アスパイアおよび年金勤務費用で構成されていた。当社の

年金制度およびアスパイア・プログラムに基づくデッカーズの受給権は、同氏が2016年12月31日まで加入資格を

有していた場合に達成していたであろう水準に設定された。固定報酬および短期変動報酬要素（合計で1,900千

ユーロ）は2016年5月に支払われた。アスパイア・トランシェからの支払いは、各アスパイア・プログラムのパ

ラメーターに基づいて、各トランシェの満了時に行われる。

IFRSに準拠した取締役会の報酬総額は、次表の通りである。

 

IFRSに準拠した取締役報酬

 

(単位：千ユーロ) 2016年 2017年

固定年間報酬 6,385 6,148

付加給付 664 266

短期の業績非連動型報酬の合計 7,049 6,414

短期の業績連動型現金報酬 9,063 4,890

短期報酬合計 16,112 11,304

株式に基づく報酬(バイエル仮想株式)に対する既存受給権の価値の変動 (1,275) 538

各年に獲得した株式に基づく報酬(アスパイア) 5,217 9,082

株式に基づく報酬(アスパイア)に対する既存受給権の価値の変動 (923) (641)

株式に基づく報酬(長期インセンティブ報酬)合計 3,019 8,979

各年に獲得した年金受給権の勤務費用 3,902 3,907

長期報酬合計 6,921 12,886

役務提供契約の終了に関連する退職補償金 4,542 1,978

報酬総額(IFRS準拠) 27,575 26,168
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ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に基づく開示

以下の表は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に従い、2017年に関して付与された報酬（付加給

付を含む。）の変動報酬要素目標値および達成可能な最高・最低額、ならびに報酬の配分について示したもので

ある。

 

2017年に関して付与された報酬および給付

 

2017年12月31日時点の在任取締役

ヴェルナー・バウマン
(社長)

リアム・コンドン
(クロップサイエンス部門)

ヨハネス・ディーチ
(財務)

2010年1月1日就任 2016年1月1日就任 2014年9月1日就任

 
 

（単位：千ユーロ）

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

固定年間報酬 1,285 1,487 1,487 1,487 800 806 806 806 750 756 756 756

付加給付 47 49 49 49 44 43 43 43 83 42 42 42

固定年間報酬総額 1,332 1,536 1,536 1,536 844 849 849 849 833 798 798 798

短期変動現金報酬 1,475 1,487 0 2,974 800 806 0 1,613 750 756 0 1,512

株式に基づく長期報酬
(アスパイア)

            

2016年(2016年1月1日～
2019年12月31日)

1,983    1,624    1,522    

2017年(2017年1月1日～
2020年12月31日)

 3,530 0 8,826  1,677 0 4,191  1,483 0 3,708

合計 4,790 6,553 1,536 13,336 3,268 3,332 849 6,653 3,105 3,037 798 6,018

勤務費用／給付費用 764 809 809 809 330 320 320 320 318 305 305 305

報酬総額 5,554 7,362 2,345 14,145 3,598 3,652 1,169 6,973 3,423 3,342 1,103 6,323

 

 

2017年12月31日時点の在任取締役

ハートムート・クルージック
(人事・技術・持続可能性)

ケマル・マリク
(イノベーション)

エリカ・マン(注2)

(コンシューマーヘルス部門)

2016年1月1日就任 2014年2月1日就任 2016年1月1日就任

 
 

（単位：千ユーロ）

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

固定年間報酬 750 756 756 756 775 781 781 781 750 756 756 756

付加給付 140 40 40 40 35 36 36 36 182 24 24 24

固定年間報酬総額 890 796 796 796 810 817 817 817 932 780 780 780

短期変動現金報酬 750 756 0 1,512 775 781 0 1,562 750 756 0 1,512

株式に基づく長期報酬
(アスパイア)

            

2016年(2016年1月1日～
2019年12月31日)

1,522    1,573    1,522    

2017年(2017年1月1日～
2020年12月31日)

 1,597 0 3,992  1,591 0 3,978  1,210 0 3,025

合計 3,162 3,149 796 6,300 3,158 3,189 817 6,357 3,204 2,746 780 5,317

勤務費用／給付費用 316 305 305 305 318 310 310 310 219 257 257 257

報酬総額 3,478 3,454 1,101 6,605 3,476 3,499 1,127 6,667 3,423 3,003 1,037 5,574
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2017年12月31日時点の
在任取締役

元取締役

ディーター・ヴァイナント
(医療用医薬品部門)

マライン・デッカーズ

2016年1月1日就任 2016年4月30日退任

 
 

（単位：千ユーロ）

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

 
2016年
目標値

 
2017年
目標値

 
2017年
最低額

2017年
最高額
(注1)

固定年間報酬 800 806 806 806 475 - - -

付加給付 34 32 32 32 99 - - -

固定年間報酬総額 834 838 838 838 574 - - -

短期変動現金報酬 800 806 0 1,613 475 - - -

株式に基づく長期報酬
(アスパイア)

        

2016年(2016年1月1日～
2019年12月31日)

1,623    964 - - -

2017年(2017年1月1日～
2020年12月31日)

 1,932 0 4,829  - - -

合計 3,257 3,576 838 7,280 2,013 - - -

勤務費用／給付費用 240 240 240 240 382 - - -

報酬総額 3,497 3,816 1,078 7,520 2,395 - - -

(注1) ここに示した達成可能な変動報酬最高額は、適用される上限額を考慮していない。1年間の支払額は、目標報酬の1.8

倍までに制限されている（「透明性のある報酬構造」を参照されたい。）。

(注2) 2017年12月、エリカ・マンは追加で退職金1,978千ユーロを付与された。

 

2016年および2017年における報酬の配分

 

 

2017年12月31日時点の在任取締役

 
 

ヴェルナー・バウマン
(社長)

 
リアム・コンドン

(クロップ
サイエンス部門）

 
 

ヨハネス・ディーチ
(財務)

ハートムート・
クルージック
(人事・技術・
持続可能性)

2010年1月1日就任 2016年1月1日就任 2014年9月1日就任 2016年1月1日就任

(単位：千ユーロ) 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

固定年間報酬 1,285 1,487 800 806 750 756 750 756

付加給付 47 49 44 43 83 42 140 40

合計 1,332 1,536 844 849 833 798 890 796

短期変動現金報酬         

2016年 2,329  1,106  978  1,053  

2017年  1,335  519  679  565

長期現金報酬
(バイエル仮想株式)

        

2012年(2013年1月1日
～2015年12月31日)

1,747        

2013年(2014年1月1日
～2016年12月31日)

 911  564     

株式に基づく長期現金報酬

(アスパイア)
(注1)         

2012年(2012年1月1日
～2015年12月31日)

789    301    

2013年(2013年1月1日
～2016年12月31日)

 959  513  279  312

合計 6,197 4,741 1,950 2,445 2,112 1,756 1,943 1,673

勤務費用／給付費用
(注2) 764 809 330 320 318 305 316 305

報酬総額 6,961 5,550 2,280 2,765 2,430 2,061 2,259 1,978
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2017年12月31日時点の在任取締役 元取締役

 
ケマル・マリク
(イノベーション)

エリカ・マン
(コンシューマー
ヘルス部門)

ディーター・
ヴァイナント

(医療用医薬品部門)

 
 

マライン・デッカーズ

2014年2月1日就任 2016年1月1日就任 2016年1月1日就任 2016年4月30日退任

(単位：千ユーロ) 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

固定年間報酬 775 781 750 756 800 806 475 -

付加給付 35 36 182 24 34 32 99 -

合計 810 817 932 780 834 838 574 -

短期変動現金報酬         

2016年 1,050  798  1,274  475 -

2017年  604  378  810  -

長期現金報酬
(バイエル仮想株式)

        

2012年(2013年1月1日
～2015年12月31日)

      3,039 -

2013年(2014年1月1日
～2016年12月31日)

       -

株式に基づく長期現金報酬

(アスパイア)
(注1)         

2012年(2012年1月1日
～2015年12月31日)

364      1,495 -

2013年(2013年1月1日
～2016年12月31日)

 303  1,596    -

合計 2,224 1,724 1,730 2,754 2,108 1,648 5,583 -

勤務費用／給付費用
(注2) 318 310 219 257 240 240 382 -

報酬総額 2,542 2,034 1,949 3,011 2,348 1,888 5,965 -

(注1) ヨハネス・ディーチおよびケマル・マリクに対する2012年アスパイアのトランシェからの支払額は、場合によっては

取締役就任前に始まった権利確定期間に関するものである。当該トランシェは、同氏らの取締役就任日時点でまだ完

全には権利が確定していなかった。これは、ヨハネス・ディーチ、リアム・コンドン、ハートムート・クルージッ

ク、ケマル・マリクおよびエリカ・マンに対する2013年アスパイアのトランシェからの2017年における支払額にも当

てはまる。

(注2) 勤務費用合計額は、ドイツ商法に基づく勤務費用に年金基金への拠出額を加えた額である。
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監査役の報酬

 

監査役は定款の関連規定に基づいて報酬を受ける。当該規定は2017年4月28日の定時株主総会において大多数

の賛成で承認され、これによって監査役の報酬は2017年4月29日付で10％増額された。

監査役は、現在、132千ユーロ（2016年：120千ユーロ）の固定年間報酬に加えて、経費の払戻しを受けてい

る。

ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の勧告に従い、監査役会の会長および副会長ならびに各委員会の委員

長および委員には、追加報酬が支払われる。2017年4月29日現在、監査役会会長は固定年間報酬396千ユーロ

（2016年：360千ユーロ）を、副会長は264千ユーロ（2016年：240千ユーロ）を受領している。これらの金額は

委員会の委員および委員長としての報酬も含む。委員会のその他の委員は、追加的な委員報酬を受領する。監査

委員会の委員長は追加報酬として132千ユーロ（2016年：120千ユーロ）を、また監査委員会のその他の委員はそ

れぞれ66千ユーロ（2016年：60千ユーロ）を受領する。その他の委員会の委員長はそれぞれ66千ユーロ（2016

年：60千ユーロ）を、その他の委員はそれぞれ33千ユーロ（2016年：30千ユーロ）を受領する。従来通り、指名

委員会の委員には、追加報酬は支給されない。3つ以上の委員会の委員である監査役は、最も報酬が高い2つの委

員会の報酬のみを受領する。年度途中で監査役会およびその委員会に変更があった場合は、各委員は期間に比例

する報酬を受領する。これまでと同様、監査役は、監査役会またはその委員会の会議に本人が出席した場合、そ

の都度1千ユーロの会議出席費を受領する。会議出席費は1日当たり1千ユーロを限度とする。

監査役は、各自の税引前固定報酬（追加の委員報酬を含む。）の25％を対価としてそれぞれバイエル株式を購

入し、監査役に在任する限りこれらの株式を保有することを自発的に誓約した。これは、会社との役務提供契約

または雇用契約によって株式の購入を禁止されているか、ドイツ労働組合総同盟の規則に従ってハンス・ベック

ラー財団に自己の固定報酬の少なくとも85％を移転するか、またはある会社との役務提供契約もしくは雇用契約

によりかかる報酬を当該会社に移転することを義務付けられる監査役には適用されない。固定報酬の85％未満が

移転された場合には、自発的誓約は移転されなかった部分に対して適用される。バイエル株式の購入義務は2017

年に修正され、現在は監査役就任当初5年間に限り適用されている。これらの株式は、監査役を退任するまで保

有しなければならない。自発的誓約に関連して2017年より前に取得されたバイエル株式は、この目的において考

慮される。バイエル株式への投資および保有の自発的誓約によって、監査役は、当社の長期的、持続的成功への

関心を強固にする。

 

2017年の監査役報酬

2017年における各監査役の報酬要素は、次表の通りである。
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2017年バイエルAG　監査役報酬

 

固定報酬 会議出席費 合計

(単位：千ユーロ) 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

2017年12月31日時点の在任監査役

パウル・アクライトナー 180 192 5 5 185 197

ジモーネ・バジェル-トラー 120 128 5 3 125 131

ノルベルト・W・ビショフベルガー
(注1) - 92 - 3 - 95

アンドレ・ヴァン・ブロイッヒ 150 170 5 6 155 176

トーマス・エベリング 120 128 4 4 124 132

トーマス・エルスナー
(注1) - 134 - 7 - 141

ヨハンナ・W・(ハンネケ)・ファーバー 81 128 2 4 83 132

コリーン・A・ゴギンズ
(注1) - 90 - 3 - 93

ハイケ・ハウスフェルト
(注1) - 112 - 4 - 116

ライナー・ホフマン 127 128 5 2 132 130

フランク・ロールゲン 173 192 8 8 181 200

ヴォルフガング・プリシュケ 162 256 5 8 167 264

ペトラ・ラインボールド-クナーペ 180 192 5 4 185 196

デトレフ・レニングズ
(注2) - 76 - 3 - 79

ザビーネ・シャープ
(注3) - 36 - 3 - 39

ミヒャエル・シュミット-キースリング 120 128 4 5 124 133

クラウス・シュトュラニー 240 256 9 9 249 265

ヴェルナー・ヴェニング(会長) 360 384 9 10 369 394

オトマー・D・ヴィーストラー 150 160 4 6 154 166

オリバー・チュールケ(副会長) 240 256 9 8 249 264

2016年および2017年に退任した監査役

クレメンス・ボルジッヒ
(注4) 120 39 5 2 125 41

トーマス・フィッシャー
(注4) 180 58 9 4 189 62

ユクセル・カラースラン
(注5) 150 65 5 2 155 67

ぺトラ・クローネン
(注6) 150 105 4 3 154 108

ヘルムート・パンケ
(注7) 59 - 4 - 63 -

スー・H・ラタイ
(注4) 120 39 5 2 125 41

ハインツ・ゲオルグ・ウェーバース
(注4) 120 39 5 2 125 41

エルンスト-ルートヴィヒ・ヴィナッカー
(注7) 59 - 2 - 61 -

合計 3,361 3,583 118 120 3,479 3,703

(注1) 2017年4月28日から監査役

(注2) 2017年6月4日から監査役

(注3) 2017年10月1日から監査役

(注4) 2017年4月28日まで監査役

(注5) 2017年6月4日まで監査役

(注6) 2017年9月30日まで監査役

(注7) 2016年4月29日まで監査役
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バイエルグループ企業の従業員である従業員代表者は、監査役としての報酬のほかに、監査役としての役務と

は関係のない報酬を受領している。2017年におけるかかる報酬の総額は、767千ユーロ（2016年：939千ユーロ）

であった。

監査役が個人的に行った役務（コンサルティングや代理業務等）に対しては、いかなる報酬も支払われず、ま

たは給付も付与されなかった。当社は、監査役のために、監査役としての業務から生じる個人的責任を補償する

ための保険を購入している。

 

その他の情報

取締役または監査役に対する前払金または貸付金

2017年12月31日現在においても、また2017年または2016年のいかなる時点においても、取締役または監査役に

対する前払金および貸付金残高はなかった。

 

元取締役またはその遺族に対する年金の支払い

当社は現在、退任取締役に対し、退任直前に受領した固定報酬の最大80％に相当する金額の月払い年金を支

払っている。元取締役またはその遺族に対して支払われる年金額は、毎年再査定され、消費者物価の動向を考慮

して調整されている。2017年の元取締役またはその遺族への年金支払額は、合計12,758千ユーロ（2016年：

12,800千ユーロ）であった。これらの給付は、従前の従業員年金制度に基づいて受領する金額に加えて支払われ

るものである。元取締役およびその遺族に対するIFRSに基づく確定給付年金債務の現在価値は184,479千ユーロ

（2016年：188,850千ユーロ）、ドイツ商法に基づく年金債務の決済価額は153,388千ユーロ（2016年：149,948

千ユーロ）であった。
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5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

ドイツ商法第289f条および第315d条に基づく会社経営者の宣言

当社は、バイエルAGおよびバイエルグループに関して、ドイツ商法第289f条および第315d条に基づく会社経営

者の宣言を行い、バイエルグループのコーポレート・ガバナンス体制の主要素、関連するコーポレート・ガバナ

ンス慣行、取締役会、監査役会およびその委員会の構成と手続、ならびに取締役会および監査役会を構成する際

に定めるべき目標およびコンセプトについての情報を提供している。

 

ドイツ株式会社法第161条に基づくドイツ・コーポレート・ガバナンス規範に関する宣言

2017年12月、バイエルAGの取締役会および監査役会は、過去においてドイツ・コーポレート・ガバナンス規範

の勧告を完全に遵守しており、将来も完全な遵守を維持する意向であるとの、ドイツ株式会社法第161条に基づ

く無限定の宣言を、再度公表した。

 

コーポレート・ガバナンス慣行に関する情報

バイエルAGはドイツ株式会社法に服しており、したがって、取締役会および監査役会から成る二重のガバナン

ス・システムを有している。バイエルAGの取締役会および監査役会は、会社の長期的成功に照準を合わせ、適用

法および倫理基準を遵守する透明性の高い戦略に基づいて会社を運営している。

法律上の要件の範囲を超えるコーポレート・ガバナンス慣行は、当社のビジョンと共通の価値（これらは従業

員の間および外部パートナーとの間の互いに尊重し合う仕事上の関係の基礎となっている。）に由来している。

バリューチェーンのあらゆる段階で責任ある慣行を遵守することは、コーポレート・ガバナンスにおいて極めて

重要である。主要なガイドラインは、主として、コンプライアンス、人権および職場における公正さと尊重に関

する当社の「コーポレート・ポリシー」および「サプライヤーの行動規範」に要約されている。取締役会および

監査役会の組織および監督義務は、主にコンプライアンス管理システムおよびリスク管理システムによって確保

されている。

 

取締役会

構成および目標（多様性のコンセプト）

バイエルAGの取締役会は7名で構成され、企業価値の持続的増加と明確な企業目的の達成を目標として、自ら

の責任で会社を運営している。

取締役会を構成するに当たり、監査役会は、主に専門知識と個人の適性のほか、年齢、ジェンダー、学歴およ

び職歴といった面を考慮する。取締役会の女性比率について、監査役会は、最低でも1名の女性取締役が在任す

るよう確保することを目指している。これは取締役7名の約14％に相当する。
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取締役会の構成に関して監査役会が追求することを決定しているもう一つの側面は、多様性である。個々の

ケースにおいて多様性に基づいて選択決定を行うことはないが、監査役会は、取締役職に必要な経験を考慮に入

れるとともに、取締役会において異なる年齢層のグループが十分代表されるよう確保することを目指している。

これとは関係なく、取締役は通常、62歳になった時点で取締役を退任しなくてはならない。取締役会の構成は、

当社の国際事業を十分反映したものでなければならない。したがって、監査役会は、取締役会に異なる国籍また

は国際的経歴（例えば、数年間にわたるドイツ国外での職歴または外国の事業活動の監督）を有する数名のメン

バーが含まれるよう努力している。監査役会は、取締役の学歴および職歴に関する多様性の確保にも努力してい

る。不可欠な特定の専門知識、与えられた任務に関する管理およびリーダーの経験に加えて、取締役は、なるべ

く広い範囲の知識、経験、学歴および職歴を網羅していなければならない。

取締役会の構成に関するこのコンセプトについて、監査役会は、さまざまなメンバーの最大限可能な個人とし

ての適合性を確保するだけでなく、バランスのとれた多様性ある取締役会体制を通して当社の首脳部において可

能な限り多くの異なる視点が代表され、また候補者の選択肢を可能な限り広げるよう確保するという目標を追求

している。

さらに、法定の要件に従い、バイエルAG取締役会の下の第1および第2レベルの管理職において、女性比率に関

する目標が定められている。取締役会は、バイエルAGの第1レベルの管理職については20％、第2レベルの管理職

については25％を女性とするという目標を設定している。これらの目標は2022年6月30日までに達成されること

となっている。

 

目標の実施状況

監査役会が設定した目標に従い、女性1名、すなわちエリカ・マンが取締役に在任しているが、同氏は2018年3

月31日付で退職することとなっている。エリカ・マンの後任はハイコ・シッパーとなる予定であり、したがって

当面取締役会には女性がいなくなる。当社は、2022年6月30日の期限までに、または可能であればそれ以前に女

性1名を取締役とするという目標を、引き続き集中的に追求していく。取締役職に必要な経験も考慮しつつ、異

なる年齢層のグループが十分に代表されるという目標は達成された。2017年12月31日現在、取締役の年齢は、49

歳から61歳までの間で比較的均等に分散していた。取締役7名のうち4名はドイツ以外の国民である。取締役は全

員、ドイツ国外で長年職業経験を積んでいる。また取締役には多様な学歴および職歴があり、さまざまなビジネ

ス関連の教育・研修コースを修了した者や、医薬を含むさまざまな科学分野で研究を行っている者がいる。
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手続および委員会

取締役会は、法律、定款および取締役会の手続規則に従ってその任務を遂行し、信頼の精神に基づき当社の他

の統治機関と協働する。

バイエルAGの取締役会は、バイエルAGおよびバイエルグループの長期的な目標と戦略を決定し、その結果生じ

る会社の方針に沿って、原則と指令を定める。取締役会は最も重要な活動を調整、監視し、ポートフォリオを定

め、上級管理職を育成、配置し、資源を配分し、バイエルグループの財務の運営、報告に関する決定を行う。

取締役は事業運営全体に対して共同で責任を負う。ただし、個々の取締役は、取締役会全体による決定の枠内

で、自己の責任において、各自に割り当てられた分野を管理する。各取締役の間での任務の配分は、文書化され

た一覧表に明示される。

取締役会は全体として、基本的に重要なすべての事項について、また取締役会全体で決定することが法律で規

定されまたはその他の方法で義務付けられている場合に、決定を行う。取締役会の手続規則には、定期的に開催

される取締役会の全体会議における取扱いと決議を必要とする事項の一覧が含まれている。

取締役会の会議は定期的に開催される。取締役会の会議は、取締役会会長（社長）により招集される。取締役

は誰でも会議の招集を要求することができる。法律によって全会一致が要求される場合を除き、取締役会は、投

票数の単純過半数をもって決定を行う。可否同数の場合は、会長が決定投票を行う。

取締役会の手続原則および取締役に割り当てられた職務に従って、会長は取締役会の活動を指揮、調整する特

別な任務を担う。会長は、当社またはグループの一部に関連するにとどまらない問題について、第三者や従業員

に対応する際に、当社およびグループを代表する。会長はさらに、特定の機能に対して特別な責任を負ってい

る。

取締役会会長（社長）職に加え、事業部門に対する特別な責任を負う3つの職務がある。すなわち、財務、人

事・技術・持続可能性（在任者は労務担当取締役も兼任する。）およびイノベーションである。

取締役会には、特定の中規模の買収、売却およびライセンス取引について最終決定を下す取引委員会が設置さ

れた。この他に取締役会の委員会は設置されていない。
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監査役会

構成および目標（多様性のコンセプトおよび専門知識）

ドイツ共同決定法に基づき、監査役20名のうち半数は株主によって、あとの半数は当社の従業員によって選出

される。

監査役会は、そのメンバーが全体として、監査役会の職務を適切に遂行するために必要な専門知識、技能およ

び職業経験を有するよう確保すべく努力している。監査役会は特に、監査役会のメンバーが、国際的企業の経営

および統率、当社の主要な活動分野に関するビジネスの理解、研究開発、財務、統制／リスク管理、人材ならび

にガバナンス／コンプライアンスの分野における専門知識、技能および職業経験を有するよう確保するために努

力している。

監査役会は、その構成について、例えば年齢、ジェンダー、学歴および職歴の多様性を追求することも決定し

ている。その他の点では、監査役会は、バイエルAGの国際的な事業連携について、国際的な実務経験または国際

的な経歴をもつ者数名を常に含むよう確保すべく努力している。監査役会の構成に関するさらなる目標は、監査

役会において異なる年齢層のグループが適切に代表されること、および、特別な事情がない限り、監査役が72歳

の誕生日を迎えた後の定時株主総会終了時以降在任しないことである。潜在的な利害対立を回避するという観点

から、また当社の所有構造および独立監査役の数を考慮して、監査役会は、株主代表の半数以上を独立監査役と

する目標を自ら設定している。さらに、監査役会は、監査役会全体（株主代表と従業員代表）の少なくとも4分

の3を独立監査役とすることを目指している。監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範第5.4.2条の

勧告に従って、そのメンバーの独立性を評価する。独立性の評価に当たり、監査役会は、2005年2月15日付欧州

委員会勧告で定められた基準も考慮に入れる。最後に、監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範第

5.4.1条第2項の勧告に従って、監査役の在任期間に標準的な制限を設定した。特別な事情がない限り、誰も、3

期の在任期間を超えて監査役に留まることはできない。この標準的な制限の導入時（2015年9月）に在任してい

た監査役であって、制限を既に超えているか、または現在の任期末までに超える者については、現在の任期の終

了時から当該制限が適用される。

別途規定される場合を除き、表明された目標は、監査役会全体に関する目標である。ただし、監査役会は、株

主代表の選任候補者の指名しかできないので、当該目標はこれらの者の指名においてのみ考慮される。監査役の

選出では、女性、男性のいずれも監査役の30％を下回らないことが目標とされている。

監査役会は、これに影響を与えられる限り、バランスのとれた多様な構成を達成することを目指している。そ

の目的は、当社の首脳部において可能な限り多くの異なる視点が代表され、また候補者の選択肢を可能な限り広

げるよう確保することである。
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目標の実施状況

監査役会は、国際的実務経験または国際的経歴をもつ数名のメンバーを維持している。2017年12月31日現在、

監査役の年齢は、47歳から71歳までの間で比較的均等に分散していた。監査役は（特別な事情がない限り）72歳

の誕生日を迎えた直後の定時株主総会において退任するという目標は達成されている。監査役のうち2名は、以

前当社の取締役であった。すなわち、ヴェルナー・ヴェニングは2010年まで当社の取締役会会長（社長）であ

り、ヴォルフガング・プリシュケは2014年まで取締役であった。監査役のうち1名、ポール・アクライトナー

は、3期を超えて監査役に在任している。しかしながら、ヴェルナー・ヴェニングもヴォルフガング・プリシュ

ケも、またポール・アクライトナーも、当社または当社の統治機関との間に、一時的でない重大な利益相反を生

じさせると監査役会が考えるような、個人的または業務上の結びつきをもたない。

その他の監査役については、独立性の欠如の可能性を示す兆候はない。したがって、監査役会は、すべてのメ

ンバーが独立していると考えている。監査役会の現在の女性比率は、監査役会全体の30％、従業員代表および株

主代表の30％である。監査役のうち4名はドイツ以外の国民である。その他の多数のメンバーにも、長年にわた

る国際的なビジネス経験がある。監査役はさまざまな異なる職業訓練や教育コースも修了している。

 

手続および委員会

監査役会の役割は、取締役会を監督し、助言することである。監査役会は、当社にとって基本的に重要な事項

の決定に直接関与し、会社の戦略との合致および事業戦略の実施状況について定期的に取締役会と討議する。監

査役会報告書は、監査役会およびその委員会の業務についての詳細を提供している。

監査役会会長は、監査役会の仕事を調整し、会議の議長を務める。取締役会との定期的な協議を通じて、監査

役会は常に、事業方針、経営企画および戦略についての情報を入手する。監査役会は、年間予算および財政の枠

組みを承認する。また、会計監査人の報告も考慮に入れて、バイエルAGの財務諸表およびバイエルグループの連

結財務諸表ならびに結合経営報告書（非財務諸表を含む。）を承認する。

監査役会には以下の委員会がある。

調停委員会：　調停委員会は監査役会会長および副会長に加え、株主代表1名および従業員代表1名で構成され

る。同委員会は主にドイツ共同決定法に基づく調停委員会としての業務を行う。取締役の選任について、監査役

会の全体会議における第一回投票において、必要とされる3分の2以上の賛成が得られなかった場合には、調停委

員会が監査役会に提案を行う任務を負っている。また資本政策に関する一定の意思決定権（定款を適宜修正する

権限を含む。）も同委員会に委託されている。さらに、監査役会は、調停委員会に対して個別に一定の任務を委

任することができる。最後に、調停委員会は監査役会全会に向けた準備作業を行うこともできる。
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監査委員会：　監査委員会は、株主代表3名および従業員代表3名で構成される。2017年の監査委員会委員長ク

ラウス・シュテュラニーは、監査役および監査委員会委員に求められる、会計分野または監査分野における専門

的知識に関する法定要件を満たしている。監査委員会は毎年定期的に4回の会合を開く。その職責には、特に、

財務報告、財務報告プロセス、内部統制システム、リスク管理システム、内部監査システム、コンプライアン

ス・システムおよび財務諸表監査の有効性と現在の進展を監督することが含まれる。監査委員会は、バイエルAG

の財務諸表および経営報告書に関する監査役会の決議ならびに分配可能利益の使途に関する提案に加え、バイエ

ルグループの連結財務諸表および経営報告書ならびに会計監査人との契約（特に監査契約の付与、監査の重点分

野の決定および会計監査人報酬契約を含む。）に関する決議を作成する。同委員会は、監査役会全会に対して会

計監査人の任命に関する詳細な理由を付した提案（提出過程で少なくとも2名の候補者を含める。）を提出し、

会計監査人の独立性を確認、監視するための適切な措置を講じる。監査委員会は、会計監査人が財務諸表の監査

に加えて実施するすべてのサービスの承認についても責任を負う。監査は特に、財務諸表が法定の要件に従って

作成されているか、また財務報告が当社およびグループの財政状態および経営成績について正確かつ公正な見解

を提供しているかを重点事項として行われる。監査委員会は、各回の会議において、コーポレート・コンプライ

アンス分野の動きについて協議する。取締役会会長（社長）と最高財務責任者は監査員会の会議に定期的に出席

した。会計監査人の代表者もすべての会議に出席し、監査作業および中間財務報告の監査レビューについて詳し

く報告した。

人事委員会：　人事委員会も、同人数の株主と従業員で構成されている。メンバーは、監査役会会長とその他

3名の監査役である。人事委員会は、取締役の任命または解任を決議する、監査役全会による人事上の決定事項

を作成する。人事委員会は、監査役会に代わって取締役との間の役務提供契約について決議する。ただし、各取

締役の報酬総額および各報酬要素について決議することと、人事委員会の勧告に基づいて報酬システムを定期的

に見直すことについては、監査役全会の職責である。人事委員会はまた、取締役会の後継者の長期育成について

も議論する。

指名委員会：　指名委員会は株主代表監査役の選挙が行われる場合の準備作業を行う。指名委員会は定時株主

総会での監査役選挙に向けて、株主代表の監査役選挙のための適切な候補者を推薦する。指名委員会は監査役会

会長および調停委員会のその他の株主代表1名により構成される。

イノベーション委員会：　イノベーション委員会は主としてイノベーション戦略およびイノベーション管理、

知的所有権の保護戦略、ならびにバイエルの主要な研究開発プログラムに関与する。同委員会は、その責任の範

囲内で、経営陣に助言し、これを監督し、監査役会の決定事項を作成する。同委員会は監査役会会長とその他7

名の監査役で構成され、株主代表と従業員代表は同数となっている。取締役会会長（社長）とイノベーション担

当取締役は定期的にイノベーション委員会の会議に出席する。
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その他の情報

統治機関のメンバーによる証券取引

取締役または監査役およびこれらが密接な関係を有する者は、バイエルAGの株式もしくは債務証券、関連する

デリバティブ商品またはその他の関連金融商品の自己勘定取引について、ある取締役もしくは監査役または同人

と密接な関係を有する者による1暦年中の取引総額が5,000ユーロの基準に達した場合は直ちに、バイエルAGおよ

びドイツ金融監督庁（BaFin）に報告することを、法律により義務付けられている。2017年にバイエルAGに対し

て報告された取引は適法に公表されており、当社のウェブサイトで閲覧することができる。

 

コンプライアンス

バイエルは責任を持って、また事業を行っている国々の法律上の要件および規則に従って、事業を行ってい

る。当社は、全従業員が日常業務において法的、倫理的に完全な行動をとることを、コンプライアンスと定義し

ている。これは、従業員が業務を遂行する方法が、当社の評判に影響を与えるからである。当社は、法律、行動

規範または内規へのいかなる違反も容認しない。コンプライアンスは当社が長期にわたって経済的に成功するた

めに不可欠である。

取締役会は無制限でコンプライアンスに取り組んでおり、バイエルはバイエルグループ全体にわたって効力を

有するコンプライアンスの原則に違反する一切の商取引を差し控える。

グローバルなコンプライアンス管理システムは、バイエルグループ内の中央コンプライアンス組織によって主

導されている。この組織はこの種の問題について取締役会会長（社長）および監査役会の監査委員会に直接報告

するグループ・コンプライアンス・オフィサーに統括されている。このコンプライアンス組織には専門のコンプ

ライアンス・マネジャーが配置されており、コーポレート機能ならびに各部門、事業単位およびサービス会社に

おける事業および業界固有の基準の設定に対する責任を負っている。

当社は、コンプライアンス管理システムを通じて、従業員の適法かつ責任ある行動を確保することを目指して

いる。潜在的なコンプライアンス・リスクは、組織的かつ予防的なリスクの発見および評価を目指して、事業単

位とともに特定される。リスクの特定はグローバル機能（トップダウン）だけでなく、バイエルの国別組織（ボ

トムアップ）によっても行われる。リスクについて蓄積された調査結果はコンプライアンス・リスク管理のため

のグローバルな統計データベースに入力され、例えば特定のプロセス、事業活動または国に適した対策を開発す

るために利用される。当社は、ビジネス・パートナーの潜在的なコンプライアンス・リスクについては同程度ま

で評価する。
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グローバルなコーポレート・コンプライアンス・ポリシー

当社のコンプライアンス原則はバイエルグループ全体に適用されており、当社のコーポレート・コンプライア

ンス・ポリシーに定められている。当社はここで、特に独占禁止と汚職の禁止において、10の原則を守ることを

明言している。

すべての従業員は、これらの原則を守り、コーポレート・コンプライアンス・ポリシーに違反した場合は直ち

に報告するよう義務づけられている。フランスでは特異な国内法によりこの一般的な報告要件は適用されない。

バイエルの上級管理職員はロールモデルとしての機能を果たしており、したがってコンプライアンス原則の実施

において不可欠な役割を担っている。上級管理職員は、その責任の範囲内において適用法または内規違反が発生

した場合には、変動報酬の受給権を失ったり、追加の懲戒処分を受けたりする可能性がある。法令に準拠した合

法的な行動を取ることもやはり、すべての管理職従業員の業績評価において考慮される。

コーポレート・コンプライアンス原則の遵守は、バイエルの内部監査部が実施する監査において取り上げられ

るテーマの一つである。これらの監査の計画は機能およびリスクベースの手法に従い、腐敗の認知に関する指標

も考慮される。合計でグループ売上高の約80％を占める大企業は、通常3年ごとに監査の対象となる。2017年は

合計で191件のコンプライアンス監査が実施され、このうち22件は予防的または事件に関連する監査であった。

内部監査部の責任者およびグループ・コンプライアンス・オフィサーは監査役会監査委員会の会議に定期的に出

席し、実施した監査と主要な調査結果の要約を、少なくとも年1回、監査委員会に提出する。

 

コンプライアンス研修

社内に積極的なコンプライアンスの文化を生み出すため、当社は、自己の職務を誠実に実行し、違反の可能性

を未然に回避するすべての従業員を支援している。バイエルはそのために、関連するコンプライアンス問題およ

びリスクに関する広範なコミュニケーション活動と併せて、要件および対象グループに合わせたグループ全体の

研修プログラムを構築している。さらに、事業に関連する状況における合法的かつ倫理的な行動に関する全従業

員からの質問に答えるため、世界中にコンプライアンス・マネジャーを配置している。従業員は、かかる問題に

ついて、コンプライアンスのロールモデルの役割を果たす監督者と話し合うこともできる。

当社は、バイエルの世界中のほぼすべての管理職従業員が、毎年少なくとも1つのコンプライアンス研修プロ

グラムを修了するというグループ目標を設定している。2017年には、35,159名の従業員（約96.6％）がかかるプ

ログラムを修了した。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

121/490



コンプライアンス違反の疑いおよび実際のコンプライアンス違反の取扱い

コンプライアンス違反の疑いの報告は、世界中に設置された中央コンプライアンス・ホットラインを通じて、

希望すれば（また各国の国内法で許容されれば）匿名で行うことができる。このホットラインは一般の人も利用

可能である。2017年、コンプライアンス部門は、この方法で、合計で245件の報告を受け取った（157件の匿名報

告を含む。）。このうち6件はドイツ、239件はその他の国々からの報告であった。別の方法として、コンプライ

アンス違反の疑いは、ドイツもしくは各国の組織のコンプライアンス機能または内部監査部門に対して報告する

こともできる。

バイエルにおいて、コンプライアンス違反は組織的に処罰される。各案件において講じられる対策は、コンプ

ライアンス違反の重大性および適用法等の要因に左右される。すべての案件は、グループ全体で統一された基準

に従って記録され、バイエルのコーポレート・ポリシーである「コンプライアンス事件の管理」に定める規則に

基づいて処理される。

 

ロビー活動

汚職防止に対する取組の一環として、当社のコーポレート・ポリシーである「責任あるロビー活動のための行

動規範」は、政治的な事柄への関与に対する拘束力ある規則を定め、政治機関の代表者との協力における透明性

を生み出している。当社は、ヨーロッパの諸機関や米国議会が定めたものを含む、既存の透明性イニシアチブに

も積極的に参加している。

責任あるロビー活動に関するコーポレート・ポリシーに定めた通り、当社は、2017年中、政党、政治家または

政治家候補に対して、直接的な寄付を一切行わなかった。グループが加入している協会の中には、法的規制に

従って、自発的に寄付を行うものがある。

 

会計監査人

バイエルAGは2017事業年度から、独立会計監査人をプライスウォーターハウスクーパース　アクチエンゲゼル

シャフト・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト（ドイツ、エッセン45128、フリードリヒ・リス

ト・シュトラーセ20 所在、ドイツ公認会計士協会（ベルリン）所属）（以下「PwC」という。）から、デロイ

ト・ゲーエムベーハー（ドイツ、ミュンヘン81669、ローゼンハイマー・プラッツ4 所在、ドイツ公認会計士協

会（ベルリン）所属）（以下「デロイト」という。）に変更した。PwCは2016年12月31日に終了した事業年度の

バイエルAGの連結財務諸表を審査し、無限定適正意見を提出している。デロイトは2017年12月31日に終了した事

業年度のバイエルAGの連結財務諸表を審査し、無限定適正意見を提出している。

2017年に当該監査業務を実施した公認会計士の氏名は以下の通りである。

 

氏　名 初めてバイエルグループの監査業務を行った時期

ハイナー・コンペンハウス 2017年12月31日

フランク・バイナ 2017年12月31日
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デロイトは2017年からバイエルの会計監査人を務めており、プライス・ウォーターハウス・クーパースの後任

である。ドイツ商法第319条aに基づき、会社の年次財務諸表の監査に関する会計監査人の報告書に署名を行う会

計監査人は、当該業務を連続して7回以上行った後は交替しなければならない（途中で大きな中断期間がない場

合）。この交替義務は、会計監査人である会計事務所自体ではなく、会計事務所内の監査チームにのみ適用され

る。

当社の会計監査人およびその関連会社が当社に提供する役務には以下のものが含まれる。

・ 監査業務 ― バイエルグループおよびバイエルAGに関する監査業務。バイエルおよびその関連会社の連結

財務諸表の監査；監査意見の提供に必要な業務；バイエルの内部統制システムおよびバイエルの情報シス

テムのレビューについて作成された報告書の認証業務；年次監査に関連する会計上および開示上の助言；

監査とは無関係のバイエル情報システムのレビュー；ならびに過年度の修正再表示された数値（もしあれ

ば）の監査に関する監査業務を含む。

・ 監査関連業務 ― 企業の買収／売却に関するデューディリジェンス；買収しまたは買収を予定している重

要な会社の、買収または売却対象部分の財務諸表、売却終了時残高および従業員給付制度の監査；財務報

告、会計報告またはその他の規制上の報告の要件を満たすために必要な手続；内部統制システムに関する

助言；ならびにリスク・マネジメントの評価。

・ 税務相談業務 ― ただし、会計監査人およびその関連会社はバイエルの代理人としての行為を行わず、か

つ当該税務相談業務が関連する取引について推奨を行わなかったことを条件とする。税務計画および助

言、税法の遵守に関する支援、納税申告のレビュー、税務監査および税務上の不服申立の支援、ならびに

税務評価を含む。

・ その他の業務 ― リスク・マネジメントに関するその他の助言、PwC以外のアドバイザーが実施した評価結

果の監査、事業計画または計画プロセスの分析またはレビュー（ただし計画の策定または実施は行わな

い。）、および財務関連のその他の助言。

 

監査業務、監査関連業務、税務相談業務およびその他の業務の事前承認は、監査委員会によって年初に行われ

る。会計監査人およびその関連会社に対する業務提供の依頼は、バイエルの会計部門を通して、必要であれば個

別に承認申請書を作成した上で、行わなければならない。また当該会計部門は、事前承認の方針にしたがって提

供される業務については監査委員会に通知し、事前承認予算を監視し、事前承認予算の限度に達したときは監査

委員会委員長に通知し、かつ会計監査人およびその関連会社により提供されたすべての業務の記録を保存する。
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(2) 【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度
（2016年12月31日終了の会計年度）

当連結会計年度
（2017年12月31日終了の会計年度）

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円
百万
ユーロ

百万円

提出会社 7.3 958 6.7 880 3.0 394 5.2 683

連結子会社 8.7 1,142 5.7 748 6.4 840 2.4 315

計 16.0 2,100 12.4 1,628 9.4 1,234 7.6 998

 

財務諸表の監査に対する報酬（2017年：3百万ユーロ、2016年：7百万ユーロ）は、主にバイエルグループの連

結財務諸表およびバイエルAGとそのドイツ国内の子会社の財務諸表の監査、内部統制システムの監査、ならびに

新たなITシステムの実施に関連するプロジェクト監査に対する報酬である。

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

監査関連業務およびその他の監査作業 1.8 1.5

税務相談 0.0 0.0

バイエルAGまたは子会社に提供されたその他の業務 4.9 3.7

合計 6.7 5.2

 

非監査業務およびその他の監査作業に対する報酬は、主として事業の買収・売却に関連する監査作業および中

間財務諸表のレビューに関連するものである。

 

④【監査報酬の決定方針】

監査委員会は、監査業務（バイエルAGの監査業務を含む。）の実施に関する年間予算を承認する。監査委員会

は、デロイトによる監査業務および非監査業務の実施について、一般的事前承認という形で事前に承認する。非

監査業務に関する一般的事前承認は、事前承認予算の限度に達した場合は直ちに失効する。その時点以降、非監

査業務は監査委員会の個別承認を受けた場合にのみ実施することができる。
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第6 【経理の状況】
 

添付の2017年12月31日に終了した事業年度のバイエルグループの連結財務諸表およびバイエル社の個別財務諸表

は、本国において公表されている原文の年次報告書と同一内容のものである。バイエルグループの連結財務諸表

は、ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）の商法に従い、国際財務報告基準（IFRS）に基づいて作成され

ており、またバイエル社の個別財務諸表は、ドイツの法規、および一般に公正妥当と認められている会計原則に基

づいて、それぞれ作成されている。国際財務報告基準を考慮に入れたドイツと日本の一般に公正妥当と認められて

いる会計原則の主要な相違については第6－4「ドイツと日本における会計原則の主要な相違」の節で説明してい

る。

添付の連結財務諸表および個別財務諸表は、ドイツの独立監査人であり、公認会計士法（昭和23年法律第103

号）第1条の3第7項に規定される「外国監査法人等」であるデロイト・ゲーエムベーハー　ヴィルトシャフツプ

リューフングスゲゼルシャフト（Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft）により監査されており、

「金融商品取引法」第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る当該独立監査

人の監査報告書が本有価証券報告書に添付されている。

この有価証券報告書に含まれる連結財務諸表および個別財務諸表（日本語訳）は「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第1項に準拠して原文の連結財務諸表および個別財務

諸表の英訳をさらに日本語に翻訳したものである。

本報告書に含まれている連結財務諸表および個別財務諸表の原文は、ユーロで表示されている。以下の財務書類

においては2018年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値1ユーロ＝131.28円の換

算レートで日本円の表示がなされている。金額は百万円単位（四捨五入）で表示されている。なお、円表示額は便

宜上の表示のためであり、ユーロの金額が前述のレートで円に換算され得るもの、または換算され得たものである

ということは意味していない。

日本円の金額ならびに第6－2「主な資産・負債及び収支の内容」から第6－4「ドイツと日本における会計原則の

主要な相違」に記載されている事項は原文の連結財務諸表および個別財務諸表には含まれておらず、また監査人に

よる監査の対象となっていない。
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１ 【財務書類】

Ａ 2016年度および2017年度のバイエルグループの連結財務諸表

 

バイエルグループ連結損益計算書

 
  2016年 2017年

注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

純売上高 [7] 34,943 4,587,317 35,015 4,596,769

売上原価  (11,756) (1,543,328) (11,382) (1,494,229)

売上総利益  23,187 3,043,989 23,633 3,102,540

販売費 [8] (11,148) (1,463,509) (11,116) (1,459,309)

研究開発費 [9] (4,405) (578,288) (4,504) (591,285)

一般管理費  (1,804) (236,829) (2,026) (265,973)

その他の営業収益 [10] 787 103,317 864 113,426

その他の営業費用 [11] (879) (115,395) (948) (124,453)

EBIT
1

 5,738 753,285 5,903 774,946

持分法利益(損失) [13.1] (6) (788) 20 2,626

財務収益  149 19,561 289 37,940

財務費用  (1,108) (145,458) (1,635) (214,643)

財務損益 [13] (965) (126,685) (1,326) (174,077)

税引前利益  4,773 626,600 4,577 600,869

法人所得税 [14] (1,017) (133,512) (1,329) (174,471)

継続事業からの税引後利益  3,756 493,088 3,248 426,398

うち、非支配持分帰属分  13 1,707 (1) (131)

うち、バイエルAG株主帰属分  3,743 491,381 3,249 426,529

非継続事業からの税引後利益 [6.3] 1,070 140,470 4,846 636,183

うち、非支配持分帰属分  282 37,021 759 99,642

うち、バイエルAG株主帰属分  788 103,449 4,087 536,541

税引後利益  4,826 633,557 8,094 1,062,580

うち、非支配持分帰属分 [15] 295 38,727 758 99,510

うち、バイエルAG株主帰属分(当期純利益)  4,531 594,830 7,336 963,070

     
  ユーロ 円 ユーロ 円

１株当たり利益 [16]     
継続事業 [16]     

基本的  4.50 591 3.73 490

希薄化後  4.50 591 3.73 490

非継続事業 [16]     

基本的  0.94 123 4.68 614

希薄化後  0.94 123 4.68 614

継続事業および非継続事業 [16]     

基本的  5.44 714 8.41 1,104

希薄化後  5.44 714 8.41 1,104

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

1
　定義については、結合経営報告書(Combined Management Report)(訳者注：原文の年次報告書に記載の事項。以下同じ。)の

2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標(Alternative Performance Measures Used by the Bayer Group)」を参照

のこと。
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バイエルグループ連結包括利益計算書

 

  2016年 2017年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

税引後利益  4,826 633,557 8,094 1,062,580

うち、非支配持分帰属分 [15] 295 38,727 758 99,510

うち、バイエルAG株主帰属分  4,531 594,830 7,336 963,070

退職後給付制度に係る正味確定給付負債の

再測定 [25] (1,036) (136,006) 1,236 162,262

法人所得税 [14] 228 29,932 (515) (67,609)

退職後給付制度に係る正味確定給付負債の

再測定によるその他の包括利益  (808) (106,074) 721 94,653

持分法を用いて会計処理された関連会社に

関するその他の包括利益  - - (44) (5,776)

その後に純損益に振り替えられることのない

その他の包括利益  (808) (106,074) 677 88,877

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され

たデリバティブの公正価値の増減額 [30.3] 58 7,614 (144) (18,904)

純損益への振替額  3 394 3 394

法人所得税 [14] (16) (2,101) 53 6,958

キャッシュ・フロー・ヘッジによる

その他の包括利益  45 5,907 (88) (11,552)

売却可能金融資産の公正価値の増減額 [20] 65 8,533 (3) (394)

純損益への振替額  - - (2) (263)

法人所得税 [14] (8) (1,050) 3 394

売却可能金融資産によるその他の包括利益  57 7,483 (2) (263)

ユーロ圏外事業活動の換算に関して認識され

た為替差額の増減額  703 92,290 (2,152) (282,515)

純損益への振替額  (58) (7,614) - -

為替差額によるその他の包括利益  645 84,676 (2,152) (282,515)

持分法を用いて会計処理された関連会社に

関するその他の包括利益  (14) (1,837) 101 13,260

その後に純損益に振り替えられる可能性の

あるその他の包括利益  733 96,229 (2,141) (281,070)

その他の包括利益合計
1

 (75) (9,846) (1,464) (192,194)

うち、非支配持分帰属分  (10) (1,313) (106) (13,916)

うち、バイエルAG株主帰属分  (65) (8,533) (1,358) (178,278)

包括利益合計  4,751 623,711 6,630 870,386

うち、非支配持分帰属分  285 37,415 652 85,594

うち、バイエルAG株主帰属分  4,466 586,296 5,978 784,792

 

1
　純損益外で認識された増減額合計
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バイエルグループ連結財政状態計算書

 

  2016年12月31日現在 2017年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

非流動資産      

のれん [17] 16,312 2,141,439 14,751 1,936,511

その他の無形資産 [17] 13,567 1,781,076 11,674 1,532,563

有形固定資産 [18] 13,114 1,721,606 7,633 1,002,060

持分法適用投資 [19] 584 76,668 4,007 526,039

その他の金融資産 [20] 1,281 168,170 1,634 214,512

その他の債権 [23] 583 76,536 400 52,512

繰延税金 [14] 6,350 833,628 4,915 645,241

  51,791 6,799,123 45,014 5,909,438

流動資産      

棚卸資産 [21] 8,408 1,103,802 6,550 859,884

売掛金 [22] 10,969 1,440,010 8,582 1,126,645

その他の金融資産 [20] 6,275 823,782 3,529 463,287

その他の債権 [23] 2,210 290,129 1,276 167,513

未収還付法人所得税  676 88,745 474 62,226

現金および現金同等物  1,899 249,301 7,581 995,234

売却目的保有資産 [6.3] 10 1,313 2,081 273,194

  30,447 3,997,082 30,073 3,947,983

資産合計  82,238 10,796,205 75,087 9,857,421

　      

資本 [24]     

資本金  2,117 277,920 2,117 277,920

資本剰余金  9,658 1,267,902 9,658 1,267,902

その他の剰余金  18,558 2,436,294 25,026 3,285,414

バイエルAG株主帰属分  30,333 3,982,116 36,801 4,831,236

非支配持分帰属分  1,564 205,322 60 7,876

　  31,897 4,187,438 36,861 4,839,112

非流動負債      

年金およびその他の退職後給付引当金 [25] 11,134 1,461,672 8,020 1,052,866

その他の引当金 [26] 1,780 233,679 1,366 179,328

金融負債 [27] 16,180 2,124,110 12,483 1,638,768

未払法人所得税  423 55,531 495 64,984

その他の負債 [29] 957 125,635 1,116 146,508

繰延税金 [14] 1,330 174,602 1,153 151,366

　  31,804 4,175,229 24,633 3,233,820

流動負債      

その他の引当金 [26] 5,421 711,669 4,344 570,280

金融負債 [27] 3,401 446,483 1,935 254,027

買掛金 [28] 6,410 841,505 5,129 673,335

未払法人所得税  884 116,052 422 55,400

その他の負債 [29] 2,421 317,829 1,652 216,875

売却目的保有資産に直接関連する負債 [6.3] - - 111 14,572

　  18,537 2,433,538 13,593 1,784,489

資本および負債合計  82,238 10,796,205 75,087 9,857,421
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バイエルグループ連結資本変動計算書

 

(単位：百万ユーロ) 資本金 資本剰余金

利益剰余金

(当期純利益を

含む) 為替差額

有価証券の

公正価値測定

2015年12月31日現在 2,117 6,167 16,581 (622) 24

株主との資本取引      

　資本の増加額  3,491    

　配当金の支払   (2,067)   

　その他の増減額   129 53  

その他の包括利益   (781) 614 57

税引後利益   4,531   

2016年12月31日現在 2,117 9,658 18,393 45 81

株主との資本取引      

　資本の増加額      

　配当金の支払   (2,233)   

　その他の増減額   2,727   

その他の包括利益   628 (1,915) 17

税引後利益   7,336   

2017年12月31日現在 2,117 9,658 26,851 (1,870) 98

 

(単位：百万ユーロ)

キャッシュ・フ

ロー・ヘッジ 再評価剰余金

バイエルAG

株主帰属分

非支配持分

帰属分 資本

2015年12月31日現在 (23) 21 24,265 1,180 25,445

株主との資本取引      

　資本の増加額   3,491  3,491

　配当金の支払   (2,067) (58) (2,125)

　その他の増減額  (4) 178 157 335

その他の包括利益 45  (65) (10) (75)

税引後利益   4,531 295 4,826

2016年12月31日現在 22 17 30,333 1,564 31,897

株主との資本取引      

　資本の増加額      

　配当金の支払   (2,233) (131) (2,364)

　その他の増減額  (4) 2,723 (2,025) 698

その他の包括利益 (88)  (1,358) (106) (1,464)

税引後利益   7,336 758 8,094

2017年12月31日現在 (66) 13 36,801 60 36,861
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(単位：百万円) 資本金 資本剰余金

利益剰余金

(当期純利益を

含む) 為替差額

有価証券の

公正価値測定

2015年12月31日現在 277,920 809,604 2,176,753 (81,657) 3,151

株主との資本取引      

　資本の増加額  458,298    

　配当金の支払   (271,356)   

　その他の増減額   16,935 6,958  

その他の包括利益   (102,529) 80,606 7,483

税引後利益   594,830   

2016年12月31日現在 277,920 1,267,902 2,414,633 5,907 10,634

株主との資本取引      

　資本の増加額      

　配当金の支払   (293,148)   

　その他の増減額   358,001   

その他の包括利益   82,443 (251,401) 2,232

税引後利益   963,070   

2017年12月31日現在 277,920 1,267,902 3,524,999 (245,494) 12,866

 

(単位：百万円)

キャッシュ・フ

ロー・ヘッジ 再評価剰余金

バイエルAG

株主帰属分

非支配持分

帰属分 資本

2015年12月31日現在 (3,019) 2,757 3,185,509 154,911 3,340,420

株主との資本取引      

　資本の増加額   458,298  458,298

　配当金の支払   (271,356) (7,614) (278,970)

　その他の増減額  (525) 23,368 20,611 43,979

その他の包括利益 5,907  (8,533) (1,313) (9,846)

税引後利益   594,830 38,727 633,557

2016年12月31日現在 2,888 2,232 3,982,116 205,322 4,187,438

株主との資本取引      

　資本の増加額      

　配当金の支払   (293,148) (17,198) (310,346)

　その他の増減額  (525) 357,476 (265,842) 91,634

その他の包括利益 (11,552)  (178,278) (13,916) (192,194)

税引後利益   963,070 99,510 1,062,580

2017年12月31日現在 (8,664) 1,707 4,831,236 7,876 4,839,112
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バイエルグループ連結キャッシュ・フロー計算書

 

  2016年 2017年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

継続事業からの税引後利益  3,756 493,088 3,248 426,398

法人所得税  1,017 133,512 1,329 174,471

財務損益  965 126,685 1,326 174,077

法人所得税支払額  (1,701) (223,307) (1,821) (239,061)

減価償却費、償却費および減損  3,063 402,111 2,660 349,205

年金引当金増減額  (297) (38,990) (227) (29,801)

非流動資産の除却に係る(利得)損失  (45) (5,907) (133) (17,460)

棚卸資産の減少(増加)額  (78) (10,240) (293) (38,465)

売掛金の減少(増加)額  (385) (50,543) (18) (2,363)

買掛金の(減少)増加額  310 40,696 265 34,789

その他の運転資本、その他の非現金項目の増減額  (170) (22,318) 275 36,102

営業活動により獲得された(に使用した)、

継続事業からの正味現金  6,435 844,787 6,611 867,892

営業活動により獲得された(に使用した)、

非継続事業からの正味現金  2,654 348,417 1,523 199,940

営業活動により獲得された(に使用した)

正味現金 [33] 9,089 1,193,204 8,134 1,067,832

有形固定資産および無形資産の取得に伴う現金流

出額  (2,578) (338,440) (2,366) (310,608)

有形固定資産およびその他の資産の売却による現

金流入額  111 14,572 241 31,638

売却による現金流入(流出)額  (18) (2,363) 453 59,470

長期金融資産による現金流出額  (690) (90,583) (313) (41,091)

取得による現金流入(流出)額(取得現金考慮後)  2 263 (158) (20,742)

利息受取額および配当金受領額  89 11,684 168 22,055

短期金融資産による現金流入(流出)額  (5,645) (741,076) 1,543 202,565

投資活動により獲得された(に使用した)

正味現金 [34] (8,729) (1,145,943) (432) (56,713)

拠出資本  3,300 433,224 - -

コベストロ社の持分からの収入  - - 3,717 487,967

配当金支払額  (2,126) (279,101) (2,364) (310,346)

社債の発行  15,190 1,994,143 10,369 1,361,242

社債の償還  (15,920) (2,089,978) (12,848) (1,686,685)

金利スワップを含む利息支払額  (853) (111,982) (801) (105,155)

金利スワップによる利息受領額  59 7,746 69 9,058

子会社持分の追加取得に関する現金流出額  - - (23) (3,019)

財務活動により獲得された(に使用した)

正味現金 [35] (350) (45,948) (1,881) (246,938)

事業活動による現金および現金同等物の

増減額  10 1,313 5,821 764,181

現金および現金同等物－期首残高  1,859 244,050 1,899 249,301

連結範囲の変更による現金および現金同等物の

増減額  3 394 - -

為替レートの変動による現金および現金同等物の

増減額  27 3,544 (139) (18,248)

現金および現金同等物－期末残高  1,899 249,301 7,581 995,234

 

2016年度の数値は修正再表示されている。
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バイエルグループ連結財務諸表に対する注記

1．セグメント別の主要データ

 

セグメント別主要データ 医療用医薬品
 
 

コンシューマー

ヘルス  

クロップ

サイエンス  動物用薬品

(単位：百万ユーロ) 2016年 2017年  2016年 2017年  2016年 2017年  2016年 2017年

純売上高(外部) 16,420 16,847  6,037 5,862  9,915 9,577  1,523 1,571

増減
１

+7.3％ +2.6％  -0.6％ -2.9％  -2.1％ -3.4％  +2.2％ +3.2％

為替調整後の増減
１

+8.7％ +4.3％  +3.5％ -1.7％  +0.2％ -2.2％  +4.8％ +4.1％

セグメント間売上高 29 38  5 14  36 38  10 8

純売上高(合計) 16,449 16,885  6,042 5,876  9,951 9,610  1,533 1,579

EBIT
１

3,389 4,325  695 518  1,755 1,235  313 307

特別項目計上前EBIT
１

3,947 4,665  987 818  1,898 1,643  320 338

特別項目計上前EBITDA
１

5,251 5,711  1,411 1,231  2,421 2,043  349 381

ROCE
１

16.2％ 21.0％  3.5％ 2.7％  12.9％ 9.6％  63.5％ 47.1％

営業活動により獲得された

正味現金 3,368 3,867  874 1,059  2,071 1,884  193 209

持分法利益(損失) - 1  2 1  (1) (1) - -

帳簿価額(持分法)
２

3 3  11 11  15 35  - -

資産
２

22,173 21,753  16,558 14,896  14,868 13,106  838 835

資本的支出
２

851 1,126  220 181  773 670  39 41

減価償却費、償却費および減損 1,695 1,251  601 627  525 481  30 45

うち、減損損失 464 217  175 213  52 72  1 9

うち、減損損失の戻入れ - -  - -  - (1) (1) -

研究開発費 2,787 2,888  259 240  1,164 1,166  140 155

 

１
　定義については、結合経営報告書の2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標」を参照のこと。

２
　2016年度のグループの合計額(コベストロを含む。)
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 調整    

セグメント別主要データ

その他すべての

セグメント

 

 

コーポレート機能

および連結  グループ

(単位：百万ユーロ) 2016年 2017年  2016年 2017年  2016年 2017年

純売上高(外部) 1,042 1,142  6 16  34,943 35,015

増減
１

-5.0％ +9.6％ +50.0％+166.7％ +2.5％ +0.2％

為替調整後の増減
１

-4.2％ +10.5％ - -  +4.7％ +1.6％

セグメント間売上高 1,356 2,324  (1,436) (2,417) - -

純売上高(合計) 2,398 3,466  (1,430) (2,401) 34,943 35,015

EBIT
１

(50) 4  (364) (486) 5,738 5,903

特別項目計上前EBIT
１

18 115  (344) (449) 6,826 7,130

特別項目計上前EBITDA
１

224 358  (338) (436) 9,318 9,288

ROCE
１

- -  - -  10.3％ 10.8％

営業活動により獲得された

正味現金 503 256  (574) (664) 6,435 6,611

持分法利益(損失) - -  (7) 19  (6) 20

帳簿価額(持分法)
２

- -  325 3,958  584 4,007

資産
２

2,632 2,206  15,986 22,191  82,238 75,087

資本的支出
２

307 359  18 41  2,627 2,418

減価償却費、償却費および減損 206 243  6 13  3,063 2,660

うち、減損損失 7 2  - -  699 513

うち、減損損失の戻入れ - -  - -  (1) (1)

研究開発費 39 3  16 52  4,405 4,504

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

１
　定義については、結合経営報告書の2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標」を参照のこと。

２
　2016年度のグループの合計額(コベストロを含む。)
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2. 概要

 

バイエルグループの2017年12月31日現在の連結財務諸表は、欧州連合が承認した、報告期間末現在有効である、英国ロンドン

の国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)およびIFRS解釈指針委員

会(以下「IFRS IC」という。)の解釈指針に準拠して、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(以下「バイエルAG」とい

う。)により作成された。ドイツ商法第315e条のその他適用ある要求事項も考慮されている。

 

バイエルAG(ドイツのケルン地方裁判所に「HRB 48248」として商業登記されている。)は、ドイツに本拠を置く世界的企業であ

る。登記上の本社はKaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusenである。ヘルスケアおよび農業の各分野において当報告期間

に行われた実質的な事業活動は、それぞれ医療用医薬品、コンシューマーヘルス、クロップサイエンスおよび動物用薬品の各

セグメントによって行われた。各セグメントの事業活動の概要は注記[5]に示されている。

 

ドイツのコーポレート・ガバナンス規範に関するドイツ株式会社法第161条に従って要求される宣言が公表されており、株主で

あれば入手可能である。

 

バイエルAGの取締役会は、バイエルグループの連結財務諸表を2018年２月20日付で作成した。バイエルAGの監査役会の監査委

員会は、2018年２月26日の会議でバイエルグループの連結財務諸表について討議し、監査役会は2018年２月27日の本会議でこ

れを承認した。

 

損益計算書および包括利益計算書、財政状態計算書、キャッシュ・フロー計算書ならびに資本変動計算書においては、内容を

より明確にするために一部の項目が合算されている。その内容は注記に記載されている。損益計算書は、売上原価法を用いて

作成されている。資産と負債は期日によって分類されている。１年以内もしくは当社または当グループの通常のビジネス・サ

イクル内に期日が到来する場合、または売却目的で保有されている場合、これらは流動項目に分類される。ここでいう通常の

ビジネス・サイクルとは、製造過程に必要な資源の調達に始まり、その製造過程において製造された製品または提供された

サービスへの対価としての現金または現金同等物の受領をもって終了するサイクルをいう。棚卸資産ならびに売掛金および買

掛金は常に流動項目として表示される。繰延税金資産および負債ならびに年金引当金は常に固定項目として表示される。

 

バイエルグループの連結財務諸表はユーロ建である。金額は、別途記載がない限り、百万ユーロ単位で表示されている。

 

各連結会社の財務諸表は、当グループ財務諸表の決算日時点で作成された。
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3. 新財務報告基準の影響

 

2017年度に初めて適用された財務報告基準

以下の修正財務報告基準の初めての適用がバイエルの財政状態もしくは経営成績、または１株当たり利益の表示に与えた影

響、または重要な影響はない。

 

2016年１月、IASBは、「IAS第７号の修正：開示に関する取組み」というタイトルで、IAS第７号「キャッシュ・フロー計算

書」の修正を公表した。財務活動から生じた負債の以下の変動について開示しなければならない。a)財務キャッシュ・フロー

による変動、b)子会社またはその他の事業に対する支配の獲得または喪失により生じた変動、c)外国為替レートの変動の影

響、d)公正価値の変動、e)その他の変動。

 

2016年１月、IASBは、「未実現損失に係る繰延税金資産の認識」というタイトルでIAS第12号「法人所得税」の修正を公表し

た。これらの修正は基本的に、課税価額が取得原価である場合の公正価値で認識する資産(例えば、固定金利負債性金融商品)

について、当該資産の将来の用途にかかわらず未実現損失が将来減算一時差異となることを明確にしている。また、繰延税金

資産を認識するために将来の課税所得を見積る際、他の将来減算一時差異の解消から生じる税金の減額は控除されなければな

らない。

 

2016年12月、IASBは年次改善プロジェクトの一環として「IFRSの年次改善 2014-2016年サイクル」を公表した。IFRS第12号

「他の企業への関与の開示」に関する変更は、主に明確化に関連している。

 

公表されたが未だ適用されていない財務報告基準

IASBおよびIFRS解釈指針委員会は以下の基準、基準の修正および解釈指針を公表した。これらは、2017年度に強制適用される

ものでないか、または欧州連合が承認プロセスを完了していないものである。これらの基準および修正の適用は、欧州連合に

よる承認を条件としている。

 

IFRS第９号「金融商品」は、2018年１月１日以後に開始する年次報告期間より適用される、金融商品の会計処理に関する新し

い基準である。当該基準は2016年11月に欧州連合によって承認された。

 

バイエルはIFRS第９号を遡及適用し、移行の影響の合計額を2018年１月１日現在の資本を修正する方法で会計処理し、従前の

規則に従って比較期間を表示する予定である。IFRS第９号は、金融資産の分類および測定に関する新たな規定を導入し、金融

資産の減損に関する現行のルールを置き換える。当該新基準は、公正価値で計上する金融負債に関して会社の自己の信用リス

クの変動に起因する影響の会計処理方法の変更を要求し、ヘッジ会計に関する要求事項を修正している。その他の点において

は、金融負債の分類および測定に関し、現行の規則からの大幅な変更はない。
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IFRS第９号の下では、金融資産の分類および測定は、会社の事業モデルおよび各金融資産のキャッシュ・フローの特性によっ

て決定される。移行日現在で、金融資産の分類におけるこれらの変更は、当グループの財政状態および経営成績に重要な影響

を及ぼさないと見込まれる。2018年１月１日現在で保有する資本性金融商品で売買目的保有以外のものの場合、バイエルは、

これらの公正価値の将来の変動を一律、包括利益計算書においてその他の包括利益を通じて認識し、金融商品の認識を中止す

る際にこれらの資本としての分類を継続することを選択する予定である。

 

さらに、IFRS第９号は、売掛金を含む金融資産に係る予想信用損失に対する損失引当金の増加につながる。売掛金に係る予想

信用損失に対する損失引当金は、約95百万ユーロ増加する見込みである。移行日現在での他の金融資産に関する測定の影響は

重要でない。

 

将来において、バイエルの自己の信用リスクに起因する、純損益を通じて公正価格で測定する金融負債の公正価値の変動は、

損益計算書でなく包括利益計算書においてその他の包括利益を通じて認識される。バイエルでは、この変更は主に、2017年６

月に発行した負債性金融商品(転換社債、コベストロの株式とも交換可能)に影響を及ぼす。移行日現在でこの変更はこれらの

項目に重要な影響を及ぼさないと見込まれる。

 

ヘッジ会計に関して、バイエルは、2018年１月１日からIFRS第９号を将来に向かって適用することを選択している。

オプションの本源的価値のみがヘッジ関係におけるヘッジ手段として指定される場合、IFRS第９号は、ヘッジ期間中のオプ

ションの時間価値の公正価値の変動を当初、包括利益計算書のその他の包括利益として認識することを要求している。事後測

定はヘッジ対象取引の種類によって決定する。ヘッジ会計に関する他のルールとは対照的に、修正後の会計処理方法は遡及適

用される。移行日現在、これらの変更は、当グループの財政状態および経営成績の表示に重要な影響を及ぼさないことが見込

まれる。

 

2014年５月、IASBはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公表し、2016年４月に当該基準の明確化を行った。当該基

準およびその明確化はともに、欧州連合によって承認された。IFRS第15号は、IAS第18号「収益」およびIAS第11号「工事契

約」の収益認識基準および関連する解釈指針を置き換え、2018年１月１日以後に開始する年次報告期間より適用される。この

新基準は、顧客との契約からの生じる収益の認識に関連する５つのステップからなるモデルを確立している。IFRS第15号の下

では、収益は、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で認識する。

また、収益は、企業が財またはサービスの支配を顧客に移転した時点で(または移転するにつれて)、一定の期間にわたって、

または一時点で認識される。さらに、IFRS第15号は、財政状態計算書の(新たな)勘定科目と損益計算書の機能別費用項目への

個々のトピックの割り当て、ならびに総額と純額のどちらで表示すべきかについて明確化している。
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バイエルは、IFRS第15号を修正遡及法に基づいて適用し、移行の影響の合計額を2018年１月１日現在の利益剰余金を修正する

方法で会計処理して、従前の規則に従って比較期間を表示する予定である。バイエルグループの確立した事業モデルはすべ

て、導入プロジェクトの過程で検証された。当該新基準は、対象となる取引またはその構成要素に関する収益認識の時期に重

要な影響を及ぼさないことが見込まれるという従前の評価が確認された。当グループの売上高合計に関して、特にアクセス権

ライセンスに関するマイルストーンの支払の会計処理の相違および過去に売却した商標権からの収益の認識により重要でない

移行の影響が生じることが予想される。このため、以下で詳細に説明するとおり、移行日において利益剰余金の重要でない増

加が生じる可能性が高い。

＞　IFRS第15号は、アクセス権ライセンスに対するマイルストーンの支払に制限がなくなった時点で収益をキャッチアップ修

正することを要求するため、より早期の収益認識につながる。この変更により、2018年１月１日において利益剰余金の増

加および契約負債(現在その他の負債において繰延収益として表示されている)の減少が約100百万ユーロ生じることが予想

される。これは、セグメントの現在の数値に関連して測定すると、医療用医薬品セグメントにおいて2027年度までの間の

年間純売上高の0.1％未満および年間のEBITの0.3％未満の減少に換算される。これらの影響は繰延税金考慮前で表示され

る。

＞　IAS第38号「無形資産」との関連においてIFRS第15号は、一般に、支配が移転する際に、ブランドの売却に関連した購入価

格から関連する帳簿価額を差し引いた金額を、その他の営業収益またはその他の営業費用に認識することを要求してい

る。IAS第18号に従った従前の方針の下で、購入価格を繰り延べたケースがいくつか識別されているが、IFRS第15号の下で

は、これらのケースはより早期に損益に認識されるため、移行日において利益剰余金の増加および契約負債(現在その他の

負債において繰延収益として表示されている)の減少が約30百万ユーロ生じることが予想される。これは、セグメントの現

在の数値に関連して測定すると、動物用薬品セグメントにおいて2018年度および2019年度においてそれぞれ年間純売上高

の1.2％および0.2％未満ならびに年間のEBITの6.2％および１％未満の減少に換算される。医療用医薬品セグメントに関し

て、セグメントの現在の数値に関連して測定すると、2018年度に年間純売上高の0.04％未満および年間のEBITの0.2％未満

の減少に換算される。これらの影響は繰延税金考慮前で表示される。

 

当連結財務諸表を最終化した時に、バイエルは、自らが組織する輸送サービスに関する財の販売に対するIFRS第15号の影響の

分析を完了していなかった。しかしながら、暫定的な分析では重要な影響は示されていない。IFRS第15号により財政状態計算

書に追加された勘定科目および対応する配分のルールは、財政状態計算書に表示上の変更を生じさせる。現在の知識に基づ

き、当社は、全体として、経営成績または１株当たり利益に対する重要な影響があるとは見込んでいない。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

137/490



2016年１月、IASBは、リース会計の新基準であるIFRS第16号「リース」を公表した。これはIAS第17号を置き換える。IFRS第16

号は、借手に関して統一されたリース会計モデルを導入するものであり、重要性の低いリースを除き、期間が12ヵ月を超える

すべてのリースについて使用権資産および負債を認識することを要求している。当該基準により、各資産または負債を認識し

ないオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースのいずれかにリースを分類する、借手に関する現行の要求事項は

削除されることになる。従前の基準であるIAS第17号と同様、貸手は、引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・

リースを区別しなければならない。バイエルグループ内の企業は主に借手として活動する。IFRS第16号の適用は、バイエルの

財政状態および経営成績に以下の影響を及ぼすことが予想される。現在その他の財務コミットメントとして認識しているオペ

レーティング・リースから生じる最低リース料総額の代わりに、IFRS第16号の適用は使用権の認識の要求により非流動資産を

増加させる。同様に、対応するリース負債の認識により金融負債が増加する。包括利益計算書において、使用権の償却費およ

び負債に係る利息費用が、オペレーティング・リースに係る費用の代わりに認識される。キャッシュ・フロー計算書におい

て、IFRS第16号は、営業活動に係るキャッシュ・フローの減少により営業キャッシュ・フローの改善を生じさせる可能性があ

る一方で、リース料の返済部分および利息費用が財務キャッシュ・フローに認識される可能性がある。当該新基準は、2019年

１月１日以後に開始する年次期間より適用される予定である。当該基準は2017年10月に欧州連合によって承認された。グルー

プ規模のプロジェクトが、当該新基準の導入を推進している。バイエルは現在、財政状態および経営成績の表示にこれらの修

正が及ぼす数値的な影響を評価中である。これに関連して、当社は注記[31]で報告したオペレーティング・リースによるその

他の財務コミットメントを参照する。

 

2016年６月、IASBは「株式に基づく報酬取引の分類および測定」というタイトルでIFRS第２号「株式に基づく報酬」の修正を

公表した。当該修正は、現金決済型の株式に基づく報酬に関連する特定の会計上の論点に係る指針を規定している。例えば、

資本性金融商品の公正価値は、勤務条件または株式市場以外の業績条件に関する調整は行われない。その代わり、これらは、

権利確定が見込まれる資本性金融商品の数を調整することで考慮される。当該修正は、2018年１月１日以後に開始する事業年

度より適用される。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。当該変更は、バイエルの財政状態および経営成績の表示に重

要な影響を及ぼすことは見込まれていない。

 

2016年９月、IASBは「IFRS第９号『金融商品』のIFRS第４号『保険契約』との適用」というタイトルでIFRS第４号「保険契

約」の修正を公表した。この修正は、特に広範囲な保険事業を有する会社において、IFRS第９号およびIFRS第17号(IFRS第４号

の後継基準)を異なる日に初めて適用する際の影響の緩和を目的としている。これは、保険業者が特定の条件を満たす場合に使

用することができる２つの選択可能なアプローチ、すなわち上書きアプローチおよび一時的免除を導入している。当該修正

は、2018年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。当該修正は2017年11月に欧州連合により承認された。当該変更

は、バイエルの財政状態および経営成績の表示に重要な影響を及ぼすことは見込まれていない。
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2016年12月、IASBは「投資不動産の移転」というタイトルでIAS第40号「投資不動産」の修正を公表した。当該修正は、不動産

に関する単なる意図の変更ではなく、実際の用途変更がある場合に、不動産を投資不動産へ、または投資不動産から振替える

ことができることを明確化している。当該修正は、2018年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。欧州連合は当該

修正を未だ承認していない。当該変更は、バイエルの財政状態および経営成績の表示に重要な影響を及ぼすことは見込まれて

いない。

 

2016年12月、IASBは年次改善プロジェクトの一環として「IFRSの年次改善 2014-2016年サイクル」を公表した。当該修正は

IFRS第１号「IFRSの初度適用」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」およびIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対

する投資」に関連している。当該修正には主に、適用範囲およびその他の事項の明確化が含まれる。IFRS第１号およびIAS第28

号の修正は、2018年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。当該修正は2018年２月に欧州連合により承認された。

当該変更は、バイエルの財政状態および経営成績の表示に重要な影響を及ぼすことは見込まれていない。

 

2016年12月、IASBはIAS第21号「外国為替レート変動の影響」に関連するIFRIC解釈指針第22号「外貨建取引と前払・前受対

価」を公表した。当該解釈指針は、外貨建取引に従い会計処理される資産、収益および費用は、関連する対価の前受または前

払と同一の為替レートで換算することを明確化している。IFRIC第22号は、2018年１月１日以後に開始する年次期間より適用さ

れる。欧州連合は当該解釈指針を未だ承認していない。バイエルは現在、この解釈指針がバイエルの財政状態および経営成績

の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2017年５月、IASBはIFRS第17号「保険契約」を公表した。当該基準はIFRS第４号を置き換えるものである。その適用範囲は、

保険契約、再保険契約および裁量権のある有配当性を伴う投資契約からなる。IFRS第17号は、2021年１月１日以後に開始する

年次期間より適用される。欧州連合は当該基準を未だ承認していない。バイエルは現在、この基準がバイエルの財政状態およ

び経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2017年６月、IASBは、法人所得税の会計処理に関連する不確実性を明確化するためにIFRIC解釈指針第23号「法人所得税務処理

に関する不確実性」を公表した。IFRIC第23号は、2019年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。欧州連合は当該解

釈指針を未だ承認していない。バイエルは現在、この解釈指針がバイエルの財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評

価中である。

 

2017年10月、IASBは、「負の補償を伴う期限前償還要素」のタイトルでIFRS第９号「金融商品」の修正を公表した。これは、

金融資産の償却原価または包括利益を通じた公正価値による測定を可能にするための対称的な契約解約権の取扱いに対応して

いる。当該修正にはさらに、認識の中止を生じない金融負債の変更に関する明確化も含まれている。IFRS第９号の当該修正

は、2019年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルは現在、

この修正がバイエルの財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。
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2017年10月、IASBは、「関連会社および共同支配企業に対する長期持分」のタイトルでIAS第28号「関連会社および共同支配企

業に対する投資」の修正を公表した。これは、実質的に、関連会社または共同支配企業に対する純投資の一部を形成し、持分

法が適用されない関連会社および共同支配企業に対する長期持分に、IFRS第９号「金融商品」(減損の規則を含む。)を適用す

ることを要求することを明確化している。このためIFRS第９号の適用はIAS第28号に優先する。IAS第28号の当該修正は、2019

年１月１日以後に開始する年次期間より適用される。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルは現在、この修正

がバイエルの財政状態および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2017年12月、IASBは年次改善プロジェクトの一環として「IFRSの年次改善 2015-2017年サイクル」を公表した。当該修正は、

IFRS第３号「企業結合」、IFRS第11号「共同支配の取決め」、IAS第12号「法人所得税」およびIAS第23号「借入コスト」に関

連している。当該修正は主に明確化で構成されている。当該修正は、2019年１月１日以後に開始する年次期間より適用され

る。早期適用が認められる。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルは現在、この修正がバイエルの財政状態お

よび経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。

 

2018年２月、IASBはIAS第19号「従業員給付」の修正を公表した。これらの修正は、変更(修正、縮小または清算)が生じた場合

に企業が確定給付制度の会計処理をどのように行うかに関連し、変更の発生時に確定給付負債または資産の純額を再測定する

ことを企業に要求している。当該修正はさらに、制度の変更後の報告期間の残りについて当期勤務費用および利息純額を算定

するためにこの再測定からの最新の数理計算上の仮定を使用することを企業に要求している。当該修正にはまた、資産計上額

の上限の決定に関連する影響の明確化も含まれている。当該修正は、2019年１月１日以後に開始する年次報告期間より適用さ

れる。早期適用は認められる。欧州連合は当該修正を未だ承認していない。バイエルは現在、この修正がバイエルの財政状態

および経営成績の表示に及ぼす影響を評価中である。
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4. 基本原則と会計処理方法、および重要な会計処理上の見積り

 

各連結会社の財務諸表は、統一された会計方針および測定原則に基づいて作成されている。

 

当グループの連結財務諸表は、取得、工事または製造に係る取得原価の原則に基づくものであるが、例外として、例えば売買

目的保有金融資産または売却可能金融資産やデリバティブおよびバイエルが公正価値オプションを適用した負債といった項目

は公正価値で財務諸表に反映される。

 

連結財務諸表の作成に際して、経営者は当グループの財政状態および/または経営成績の表示に重要な影響を与える可能性のあ

る一定の仮定および見積りを行わなければならない。

 

こうした見積り、仮定または裁量権の行使は、主に非流動資産の耐用年数、減損テストおよび取得価格の配分に使用される割

引キャッシュ・フロー、訴訟関連費用、年金およびその他の給付、税金、環境規制への対応および環境保全に係る費用、売上

値引、製造物責任ならびに保証などに関する引当金の認識に関連している。財務諸表のさまざまな科目の報告に影響を及ぼす

可能性のある重要な見積りおよび仮定は、この注記において後述している。見積りは、過去の実績と、その状況下において妥

当と見なされるその他の仮定に基づいて行われる。これらは継続的に見直しが行われるが、実際の評価は見積りとは異なる場

合がある。

 

新基準または改訂基準による会計方針または測定原則の変更は通常、各基準内で認められている選択肢に従って適用される。

バイエルが適用する選択肢によっては、前年度の損益計算書および前年度の財政状態計算書の開始残高が必要に応じて修正さ

れる。2018年１月１日より初めて適用される基準に関する詳細な情報については、注記〔3〕を参照されたい。

 

連結

連結財務諸表には、子会社、共同支配事業、共同支配企業および関連会社が含まれている。

 

子会社とは、バイエルAGが現在、現存する権利に基づきパワーを行使することができる会社である。パワーとは、ある会社の

収益性に重要な影響を与える関連する活動を指図する能力を意味する。したがって、バイエルAGが、ある会社との関わりから

生じた変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有しており、その会社に対するパワーを利用してその会社のリ

ターンの金額に影響を及ぼすことができる場合にのみ、支配が存在しているとみなされる。他の会社を支配する能力は、通

常、バイエルAGが議決権の過半数を直接的または間接的に所有していることから生じる。ただし、仕組事業体の場合、支配は

契約上の取決めに基づく。事業体の財務諸表を連結財務諸表に含めることは、バイエルグループが当該事業体に対して支配権

が行使可能となった時点で開始し、支配権が行使可能でなくなった時点で終了する。
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共同支配事業および共同支配企業は、共同支配の取決めに基づいている。共同支配の取決めは、バイエルグループが第三者と

ともに管理する活動を契約上の取決めを通して共同支配している場合に存在するとみなされる。共同支配は、関連する活動に

関する決定が、支配を共有している当事者の全会一致の合意を必要とする場合にのみ存在するとみなされる。

 

共同支配事業は、取決めを共同支配している両当事者が、かかる取決めに関連する資産に対する権利、および負債に関する義

務を有する共同支配の取決めである。バイエルグループは、共同支配事業の持分に関連する資産、負債、収益および費用の持

分を、その権利および義務に応じて認識している。

 

共同支配企業は、取決めを共同支配している両当事者が、かかる取決めの純資産に対する権利を有する共同支配の取決めであ

る。共同支配企業は、持分法を用いて会計処理されている。

 

バイエルAGが重要な影響力を行使する会社は、関連会社であり、通常、所有持分は20％から50％である。関連会社も、持分法

を用いて会計処理されている。さらに、バイエルAGが会社の監督機関に参加している場合には通常、20％未満の持分を保有す

る会社に重要な影響力を行使することができる。

 

持分法を用いて会計処理された会社の帳簿価額は、当該会社に対するバイエルの持分割合に応じた資本の増減の割合によって

毎年修正される。持分法により初めて財務諸表に含めた際に生じた差額は、完全連結の原則に従って会計処理されている。こ

れらの会社の資本に占めるバイエルの持分の変動(純損益に認識された)、のれんに係る減損損失認識額および持分法適用の売

却損益は、持分法利益／損失に反映される。

 

単独でも合計しても当グループの財政状態または経営成績に重要な影響を及ぼさない子会社、共同支配企業および関連会社に

対する持分は、減損損失控除後の取得原価で会計処理される。

 

外貨換算

連結財務諸表へ組み入れられる個々の会社の財務諸表は、それぞれの機能通貨で作成されている。会社の機能通貨とは、当該

会社が主として現金を生み出し、費やしている経済環境の機能通貨である。大半の連結会社は財務、経済、組織の面で独立し

て業務を行っているため、機能通貨はそれぞれの現地通貨である。

 

連結財務諸表において、ユーロを機能通貨として使用していない会社の資産と負債の期首および期末残高は、決算日レートで

ユーロに換算されている。当期中のすべての変動、すべての収益項目と費用項目ならびにキャッシュ・フローは、月次平均為

替レートでユーロに換算されている。資本の各項目は、最初に当グループの資本に認識された日の実勢為替レートで換算され

る。

 

生じた金額と決算日レートでの換算による金額との為替差額は、「ユーロ圏外事業活動の換算に関して認識された為替差額」

(その他の包括利益)、または本注記中の表の「為替差額」として純損益外で認識される。ある会社が連結除外された場合また

は国外事業への純投資が減少した場合、その為替差額は資本から純損益に組み替えられる。
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主要通貨のユーロに対する為替レートの変動は以下の通りである。

 
主要通貨の為替レート   

 終値 平均

１ユーロ当たり 2016年 2017年 2016年 2017年

BRL ブラジル 3.43 3.98 3.84 3.59

CAD カナダ 1.42 1.51 1.47 1.46

CHF スイス 1.07 1.17 1.09 1.11

CNY 中国 7.35 7.81 7.36 7.61

GBP 英国 0.86 0.89 0.82 0.88

JPY 日本 123.36 135.01 120.06 126.39

MXN メキシコ 21.78 23.66 20.62 21.28

RUB ロシア 64.30 69.41 73.79 65.71

USD 米国 1.05 1.20 1.11 1.13

 

2017年度に、過年度同様にIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」の規則が該当したのはベネズエラのバイエル社

(Bayer S.A.)である。非貨幣性資産および負債ならびに損益計算書項目の帳簿価額のインフレに関する調整時に生じた利得お

よび損失は、その他の営業収益および費用に認識される。

 

2016年１月より、為替換算および評価は「超インフレに関して調整した」SIMADIの換算レートへ切り替わった。これは、信頼

性の高い為替レートが外部から入手不可であることから、内部で決定されるものである。当該レートはまず、公式SIMADIレー

トに基づき、その後、公表されたインフレ率に従って調整された。このように計算された換算レートは2017年12月末時点で１

米ドル当たり74,258ベネズエラ・ボリバル(2016年度：１米ドル当たり2,737ベネズエラ・ボリバル)であった。この換算による

米ドルの金額は、その後、決算日現在の米ドル／ユーロのレートで換算されている。

 

優遇レートによる米ドルの配分に関連したベネズエラ為替管理当局からの債権は、受領と同時に減損処理され、ゼロとなる。

 

外貨測定

各連結会社の個別財務諸表において、それぞれの機能通貨以外の通貨建の債権債務等の貨幣性項目は、決算日レートで測定さ

れている。関連する為替差額は、その他の財務収益および費用に為替差損益として認識される。

 

純売上高およびその他の営業収益

製品の販売もしくはサービスの提供、またはライセンス契約によるすべての収益は売上高として認識される。その他の営業上

の収益はその他の営業収益として認識される。売上高は、以下の場合に純損益に認識される。製品の所有に伴う重要なリスク

と経済価値が顧客に移転し、会社が通常の所有権に関連する程度での継続的な管理上の関与も、販売した商品に対する実質的

な支配も留保せず、発生した、または発生が予測される収益および原価の金額を信頼性をもって測定可能であり、かつ取引に

伴う経済的利益の企業への流入の可能性が十分に高い場合。
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売上高は、売上税、その他の税金および売上関連控除を除いた、受け取った対価または受け取るべき対価の公正価値で計上さ

れる。売上関連控除は、リベート、現金割引および製品返品に対する見積額である。これらは売上高が認識された時点で控除

され、適切な引当金が計上される。売上関連控除は、主に、過去の実績、特定の契約条件および将来の売上予測に基づいて見

積られる。これら以外の要因が、バイエルグループの売上関連控除に重要な影響を及ぼす可能性は低い。

 

2017年度におけるリベートに対する引当金は、純売上高合計の6.1％(2016年度：5.5％)であった。グループ各社は、リベート

に加え、いくつかの国においては即時払いに対する現金割引も行っている。2017年12月31日および2016年12月31日現在の現金

割引に対する引当金は、それぞれの事業年度の純売上高合計の0.1％未満であった。

 

契約上の取決めに基づいて返品可能な不良品または販売可能な製品の返品予想に対する引当金額が、売上高から控除される。

純売上高からは、販売当日または将来における返品額を合理的に見積ることができる日に差し引かれる。2017年度の製品返品

引当金は、純売上高合計の0.6％(2016年度：0.6％)であった。将来における返品を合理的に予測できず、なおかつそれが販売

取引にとって重要である場合、収益とそれに関連する売上原価の認識は、合理的な見積りが可能となるまで、または返品権の

期日到来まで繰り延べられる。

 

バイエルグループの収益の一部は、第三者に製品および技術に対する権利を付与したライセンス契約に基づいて得ている。技

術もしくは技術的知識の売却またはアウトライセンスに関連して受け取った、あるいは受け取る予定の支払額は、技術に対す

るすべての権利または技術に関係して生じるすべての義務が契約条件に基づいて放棄された場合、各契約の発効日現在で純損

益として認識される。しかし、その技術に対する権利が継続して存在するか、もしくはその技術による義務がまだ履行されて

いない場合、受け取った支払額は、状況に応じて繰り延べられる。これらの契約の下に行われた前払いおよびこれに類する返

金不可の支払の受領額は、その他の負債として計上され、その契約に規定された見積業績期間にわたり、業績の度合いに応じ

て純損益として認識される。

 

ライセンス契約および共同研究開発契約は、前払やマイルストーンの支払、または類似の支払など、さまざまな対価の条件が

付された、複数の引渡物を伴う契約である場合がある。そのため、このような契約は、契約の個々の引渡物に配分される収益

が、異なる時点で認識されることから個別の会計単位を構成するかどうかを判断するための評価を行わなくてはならない。

 

収益認識の会計処理上、個別の会計単位として認められるためには、１つの引渡物が単独でライセンシーに対する価値を有し

ていなければならない。そうでない場合は、契約全体または単独で価値を有する個々の引渡物の組み合わせが会計単位を構成

する。

 

会計単位にとって必要な製品の引渡しまたはサービスの提供を行わなければならず、かつ、このような引渡しまたは提供が実

施される可能性が高い場合、既に受領している返金不可能な(ロイヤルティ)の支払は、これらの製品が引き渡される、または

これらのサービスが提供される期間にわたり純損益を通じて認識される。
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収益は、無形資産の交換によっても発生する場合がある。認識額は通常、受領した資産の公正価値に受領した現金を加算した

(受領した資産の公正価値から支出した現金を控除した)額に基づく。

 

研究開発費

会計上、研究費は、新たな科学的知識や技術的知識、およびその理解を得ることを念頭に置いて、現在行われている、または

計画されている調査により生じる費用として定義される。開発費は、商業的な製造や使用を開始する前に、新たな、または大

幅に改良した製品、サービスまたはプロセスの製造、供給または開発の計画や設計に、研究成果や専門的知識を応用するため

に生じるコストとして定義される。

 

研究開発費は、社内における研究開発業務および第三者との数多くの研究開発協力および提携に関して、バイエルグループ内

で発生する。

 

研究開発費は主に、有効成分の発見、臨床研究、および応用技術とエンジニアリング分野での研究開発業務、臨床試験、規制

当局の認可および承認延長に関するコストからなる。

 

研究費を資産計上することはできない。開発費の資産計上の条件は以下の通り厳密に定義されている。無形資産を認識する重

要な前提条件は、開発活動が関連する開発コストをカバーする将来のキャッシュ・フローを生成することが十分確実であるこ

とである。当社の開発プロジェクトは規制当局の承認手続やその他の不確実性を伴うことが多いため、通常は、承認が得られ

る前に発生したコストを資産計上するための条件を満たすことはできない。

 

研究開発の協力においては、契約締結時の支払、前払、マイルストーンの支払と実施した作業に係る費用の払戻しとは通常、

区別される。無形資産(有効成分の使用権など)をこれらの支払債務のいずれかに関連して取得する場合、個々の支払は、たと

えその研究開発が最終的に販売可能な製品の製造につながるかどうかが不確実であっても資産計上される。研究開発費用の支

払は、資産計上が要求される場合を除き、純損益として認識される。

 

法人所得税

法人所得税は、各国における課税所得に課される税金ならびに純損益に認識される繰延税金資産および負債の増減からなる。

認識された法人所得税は、報告期間末現在で既に有効な法的規制、または将来の期間に関して既に効力を生じている法的規制

に基づき支払うことになる可能性の高い金額で計上される。

 

複雑な税務規則では、規則の解釈ならびに将来における課税所得の金額および時期に関して不確実性が生じることがある。広

範に及ぶ国際的ビジネス関係と、既存契約の長期性と複雑さを考えると、実際の結果と仮定の間に生じる差異や、これらの仮

定の将来における変更によって、将来における税務上の利益と税金費用に対する調整が必要になることが考えられる。当グ

ループは、それぞれの国の税務当局に対する、金額および発生確率が不明確である負債に対し、合理的な見積りに基づく税金

引当金を設定している。これらの引当金の金額は、過去における税務調査における経験や、税務主体と税務当局間での法的解

釈の相違など、さまざまな要素に基づいて決定されたものである。
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IAS第12号「法人所得税」に従い、繰延税金は、IFRSに基づき作成された財政状態計算書の資産および負債の帳簿価額と税務上

の目的で作成されたものとの一時差異について認識される。繰延税金はまた、連結上の項目ならびに利用可能となる可能性の

高い繰越欠損金、繰延利息および税額控除についても認識される。

 

将来減算一時差異、税額控除、繰越欠損金および繰延利息に関連する繰延税金資産は、将来それらを利用できるだけの課税所

得が生じる可能性が十分高い場合に認識される。繰延税金負債は、将来において課税対象となる一時差異に対して認識され

る。繰延税金は、実現の時点でそれぞれの国において適用される予定の、決算日現在において既に有効な法的規制に基づく

か、将来の期間に関して既に効力を生じている税率で算定される。繰延税金資産と繰延税金負債が、同一の税務当局が徴税す

る法人税等と関連しており、バイエルに純額で決済する法的権利がある場合、両者は相殺される。繰延税金資産および負債に

おける税率または税法の変更による重要な影響は、通常、これらの変更が適用される期間に会計処理される。こうした影響

は、純損益に認識される。ただし、これらが純損益外で認識された繰延税金に関連するものである場合は、その他の包括利益

または直接資本に認識される。

 

繰延税金および当期税金は、その他の包括利益の純損益外で認識される項目と関連する場合(この場合、繰延税金および当期税

金もその他の包括利益または直接資本で認識される)を除き、純損益として認識される。

 

一時差異、繰越欠損金または繰延利息から生じた繰延税金資産を将来において利用できるかどうかは、個々の連結会社による

将来の損益の状況やその他のパラメーターに関する予測によって異なる。

 

繰延税金負債は、子会社により計画されている配当金支払額に対して認識される。予見される将来に配当金の支払が計画され

ていない場合、子会社に対する投資の、IFRSに基づく純資産の比例持分と税務基準額の差異について、繰延税金負債は認識さ

れない。

 

のれん

企業結合において、のれんは、その取得日に資産計上される。のれんは、ある企業の株式取得価格が取得した純資産を上回る

超過分である取得原価で測定される。純資産は、取得した識別可能資産および引受負債ならびに偶発負債の公正価値の残高で

ある。

 

のれんは償却せず、毎年減損テストが行われる。年に一度の減損テストの詳細は、「世界的規模での減損テストに利用される

手続およびその影響」の項に記載されている。いったんのれんに係る減損損失を認識すると、その後の期間に戻入れは行わな

い。

 

その他の無形資産

「その他の無形資産」は、物質的実体を伴わない、のれん(特許、商標または販売権など)以外の識別可能な非貨幣性資産であ

る。その他の無形資産は、資産に帰属する将来の経済的利益が会社に流入する可能性が高く、資産の取得原価または製造原価

が信頼性をもって測定できる場合に資産計上される。
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その他の無形資産は取得原価または製造原価で認識される。耐用年数が決定可能なものは、実際の減耗により異なる償却パ

ターンが必要となる場合を除き、最長30年の耐用年数にわたって定額法で償却される。これらの資産の予想耐用年数と償却パ

ターンは、当該資産によりキャッシュ・フローが生じる期間の見積りに基づいて決定される。減損の兆候がある場合、減損テ

ストが実施される。

 

耐用年数を確定できないその他の無形資産(「バイエル・クロス」の商標など)、および未だ使用可能でない無形資産(研究開発

プロジェクトなど)については償却せず、年に一度減損テストを行う。

 

有形固定資産

実際の減耗に基づく減価償却の方が適切であると判断される場合を除き、有形固定資産は、資産の耐用年数にわたり定額法に

よって減価償却される。

 

以下は、当グループ全体に適用されている減価償却期間である。

 
有形固定資産の耐用年数  

  

建物 20～50年

屋外設備 10～20年

貯蔵タンクおよびパイプライン 10～20年

工場設備 ６～20年

機械装置 ６～12年

什器および備品 ４～10年

車両 ５～８年

コンピューター機器 ３～５年

研究開発施設 ３～５年

 

資産が売却、閉鎖、または廃棄される場合、正味手取金と資産の正味帳簿価額との差額は、それぞれ、その他の営業収益また

は費用において純損益として認識される。

 

投資不動産は、営業または管理目的で利用するもの以外の土地と建物で構成されている。当該不動産は、取得原価モデルで測

定される。注記中で報告されている投資不動産の公正価値は、割引キャッシュ・フロー法、類似する不動産の最新市場価額と

の比較、または外部の専門家による報告書を用いて算定されている。

 

金融資産

金融資産は、貸付金および債権、取得した資本性金融商品および負債性金融商品、現金および現金同等物、ならびに正の公正

価値を有するデリバティブからなる。

 

金融資産の通常の方法による売買は決済日に計上される。金融資産は当初、公正価値に取引コストを加えた金額で認識され

る。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入に伴って発生した取引コストは、直ちに費用計上される。
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貸付金および債権、満期保有金融資産または売却可能金融資産の価値の下落の兆候が顕著かつ客観的に認められる場合は、減

損テストが実施される。減損の兆候には、支払不能の恐れが高いこと、信用度の大幅な低下、重大な契約不履行、会社の数年

間にわたる営業損失計上、市場価額の減少、債務者の財務上の再編、または当該資産の活況市場の消失が含まれる。

 

減損損失は通常、支払不能もしくは類似する手続が開始している場合、事業パートナーの財務再編、または強制措置の開始と

いった事象が発生した際に債権に関して計上される。また、支払の履歴および延滞債権の分析も行われ、それぞれの場合で顧

客固有の事実が評価される。

 

金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消失した場合、またはすべての重要なリスクおよび経済価値と

ともに当該金融資産が譲渡された場合は、当該金融資産の認識は中止される。

 

棚卸資産

IAS第２号「棚卸資産」に従い、棚卸資産は、製造過程またはサービス提供過程において消費される資産(原材料および貯蔵

品)、製造途中にある売却目的資産(仕掛品)、通常の事業における売却目的で保有する商品(完成品および転売目的の購入品)、

および棚卸資産に係る前払金を含んでいる。棚卸資産は、加重平均法により計算される取得原価または製造原価(製造関連の原

価全額)、または正味実現可能価額のいずれか低い方の金額で認識される。正味実現可能価額は、通常の業務過程における見積

販売価格から、完成までにかかる費用と販売費の見積額を差し引いた金額である。

 

現金および現金同等物

現金および現金同等物は、現金、受取小切手、銀行および会社に対する預入残高からなる。現金同等物は、価値の変動のリス

クが軽微で、非常に流動性が高い短期金融投資であり、容易に確定額の現金に転換でき、取得日または投資日から３ヵ月以内

で満期が到来するものをいう。

 

年金およびその他の退職後給付引当金

バイエルグループでは、確定拠出型と確定給付型、またはそのいずれかによる退職後給付を提供している。確定拠出制度で

は、当社は公的にまたは民間により運営されている年金制度に強制的に、契約に従って、または自発的に、拠出金を支払って

いる。拠出金が支払われれば、その後の支払債務は一切ない。支払期限年度の費用は定期的な拠出金によって賄われており、

それ自体が機能別費用項目に含まれているため、EBITの一部を構成している。その他の退職後給付制度はすべて確定給付制度

であり、引当金計上による非積立型または年金基金による積立型がある。

 

確定給付制度に対する引当金の現在価値および発生した費用は、IAS第19号「従業員給付」に従い、予測単位積増方式を使用し

て計算されている。将来の給付債務は、保険数理計算法により、受益構造および経済環境に関する具体的な仮定に基づいて算

定され、全雇用期間にわたって配分される。これらの仮定は主に、割引率、将来の給与および年金の伸び率、医療費の変動、

ならびに死亡率に関連している。
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使用される割引率は、キャッシュ・フローが年金制度からの予想支出にほぼ相当する、特定通貨の優良社債ポートフォリオの

利回りから算出される。この金利構造によって計算される一律の割引率は、決算日の「AA」格社債のポートフォリオの利回り

に基づくものであり、加重した残存期間は、全体的な給付債務をカバーするために必要な期間にほぼ相当する。

 

年金およびその他の退職後給付に係る確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を減額して正味確定給付負債を算定す

る。当該債務と制度資産については、３年以内の間隔で定期的に価値評価が行われる。すべての主要制度に関しては、12月31

日に包括的な保険数理上の評価が毎年行われる。給付債務を超過する制度資産はその他の受取債権に反映されるが、IAS第19号

「従業員給付」に明記された資産計上額の上限の対象となる。

 

確定給付制度に関連するすべての収益および費用の残高は、純負債に係る正味利息を除き、EBITに認識される。正味利息は、

その他の財務収益および費用として財務損益に反映されている。

 

正味確定給付負債の再測定による影響は、包括利益計算書にその他の包括利益として反映されている。これは、数理計算上の

差異、制度資産に係る収益および資産計上額の上限の影響の変動から、正味利息に含まれるそれぞれの金額を差し引いたもの

である。再測定の影響に関連する繰延税金も、その他の包括利益に認識される。

 

その他の引当金

その他の引当金は、将来において資源の流出が生じる可能性が高い、過去の事象から生じた現在の法的債務および推定的債務

に関して認識されるが、債務額に関する信頼性の高い見積りが可能であることが前提となる。

 

予測債務が見積りの変更の結果減少する場合、同額の引当金が戻入れられ、その結果、当初の費用が認識された営業費用項目

において収益が認識される。

 

見積りの情報内容を改善するために、当グループの財政状態や経営成績に重要な影響を及ぼすと思われる一定の引当金は、基

礎となるパラメーターの変動に対する感応度についてテストが行われる。また、仮定した事象が実際に発生するかどうかにつ

いての不確実性を反映するために、それぞれのケースについて発生確率が５パーセント・ポイント変動した場合の影響につい

て検証を行う。この分析で、その他の引当金の感応度が著しく高いという結果は出ていない。

 

環境保護引当金は、環境規制の遵守の確保や環境修復活動の実施のために将来現金流出が必要になる可能性が高く、当該コス

トの信頼性の高い見積りが可能であり、これらの対策から将来の便益が生じることはないと予想される場合に計上される。環

境保護引当金は主に、汚染地の回復、埋立地の再耕作、ならびに再開発および水資源の保護対策に関連している。
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環境保全および修復に係る将来のコストを見積るにあたっては、多くの不確実性が伴う。特に、さまざまな国および個々の用

地における法令、規制および状況について入手可能な情報については不確実な要素が多い。コストを見積るための重要な要素

としては、同様の事例における過去の実績、当グループの環境プログラムに関して得られた専門家の意見から導いた結論、当

期のコストとコストに影響する新たな進展、環境に関する現行法令および規則に関する経営者の解釈、共同責任に基づいて何

らかの修復コストの負担が求められる第三者の数と財政状態、実施が予想される修復方法などがある。これらの仮定が変更さ

れた場合、将来報告される当グループの損益に影響を与える可能性がある。

 

同様の環境問題に関して現在までに得られた経験を考慮に入れた場合、現在入手可能な情報に照らして、現在の引当金は十分

なものと考えられる。当グループが営業する分野において環境負債を見積ることは本来困難であり、環境破壊のリスクが比較

的大きい分野(クロップサイエンス)については特に、未払計上額を超えて多額の追加費用が発生する可能性が依然として存在

する。修復活動中に、引当金を超過し、なおかつ合理的に見積ることのできない範囲の新たな支出が長期にわたって必要とな

ることが明らかになる可能性もある。

 

リストラクチャリング引当金は、リストラクチャリング施策のために直接発生し、リストラクチャリングに必要であり、将来

の事業運営に関連しない費用のみをカバーする。こうした費用には、従業員の離職手当および使用されなくなった不動産の賃

借料が含まれる。

 

リストラクチャリング施策には事業単位の売却または終了、拠点の閉鎖、事業活動の移転、または事業単位の抜本的な再編成

を含むことがある。

 

販売関連引当金は、主に、リベートや値引きの承諾、返品、および既に提供を受けたがまだ請求を受けていないサービスに関

する債務、ならびに近い将来の損失または不利な契約に対して計上されている。

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争および反トラス

ト法、特許権侵害、税法ならびに環境保護の分野で多数の法的リスクにさらされているため、一定の条件の下で訴訟引当金を

計上する必要がある。

 

訴訟その他の法的手続は複雑な問題を引き起こすことが多く、数多くの不確実性と複雑な要素を内包している。その例として

は、それぞれの事例に固有の事実と状況、各訴訟を進める上での司法管轄権、適用される法令の違いなどがあるが、これらだ

けに限られるものでもない。現在係属中の訴訟や将来予想される訴訟の結果を予測することはできない。特に、米国における

損害賠償を求める集団訴訟または大規模な補償請求で起こりうる結果を評価することは困難であり、バイエルグループではこ

れによって重要な財務リスクが発生する可能性がある。公判の判決、規制当局の判断または和解の締結の結果、合理的な見積

りが不可能であるために会計上対応していない課徴金、または現在設定している引当金や保険の補償範囲を超える課徴金がバ

イエルグループに課せられる恐れもある。
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バイエルグループは、法務部が入手可能な情報に基づき、かつ、バイエルグループの弁護士と緊密なコンサルテーションを図

りつつ、現在係属中の訴訟または将来の訴訟に関する会計上の対応の必要性ならびにかかる対応の程度について検討を行って

いる。

 

このような訴訟により資源の流出が生じる可能性が比較的高く、その金額の合理的な見積りが可能となった場合、予想キャッ

シュ・フローの現在価値の金額で訴訟引当金が計上される。かかる引当金は、原告、訴訟費用、弁護士費用および潜在的な和

解費用に対する見積支払額をカバーしている。

 

信頼性をもって現在の債務の存在を判断する、または現在係属中の訴訟または将来の訴訟によって資源の流出が生じる可能性

を合理的に見積ることは不可能であることが多い。重要な「法的リスク」の状況は、注記[32]に記載されている。これらの訴

訟の特殊性を踏まえ、引当金は、通常、当初の和解によって潜在的な和解額の見積りが可能となる、または決定が下されるま

で設定されない。法的防御に係るコストの引当金は、外部の弁護士が当社の法的立場を防御するために多額のコストが発生す

る可能性が高い場合に設定される。

 

内部および外部の弁護士が、バイエルグループの各報告期間末現在の重要な法的リスクの現状の評価を行っている。引当金の

設定または調整の必要性ならびに引当金または調整の金額は、当該評価に基づき決定される。連結財務諸表の作成日までの修

正事象が反映されている。集団訴訟または大規模な補償請求の場合の引当金の測定は、主に、前年度中に至った和解ならびに

現在係属中の請求または将来において予想される請求に基づいている。

 

従業員コミットメントに係る引当金は主に、短期インセンティブ・プログラムに基づく変動性の一時金および株式に基づく報

酬からなる。さらに、永年勤続報奨金、早期退職および退職前パートタイム勤務契約に係るコミットメントも反映されてい

る。リストラクチャリングに起因する離職手当引当金は、リストラクチャリング引当金に反映されている。

 

その他の引当金には、その他の負債、企業結合から生じる偶発負債、および資産除去債務に対する引当金(環境保護引当金に含

まれる引当金を除く)が含まれる。

 

金融負債

金融負債は、金融負債、買掛金、現金および現金同等物で決済されるその他の負債またはその他の金融商品ならびにデリバ

ティブの負の公正価値からなる。

 

金融負債は公正価値で計上される場合を除き償却原価で測定される。例として、負の公正価値のデリバティブまたは公正価値

オプションが適用される負債がある。

 

企業結合により生じる条件付対価に関する負債は、公正価値で測定される。公正価値の変動は、それぞれの手続完了日現在で

純損益を通じて認識される。
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契約上の義務が履行された場合、契約が解除された場合、または契約期限が過ぎた場合、金融負債の認識は中止される。

 

強制転換社債について、全額債務として会計処理するべきか、資本部分と債務部分に分離するべきかを決定する評価が実施さ

れる。当該評価には、バイエルの早期転換権の経済的実体の検証が含まれる。早期転換により格付の引き下げが回避できる場

合、早期転換権は現在の信用格付の維持に関して経済的実体を有する。この場合、将来の利息の削減がバイエルによる早期転

換に係る費用を上回ることになる。早期転換権が経済的実体を有すると考えられる場合、強制転換社債の構成要素は資本とし

て分類される。

 

発行された強制転換社債は、混合金融商品として会計処理される。直接帰属可能な費用および債務部分は発行による受取額か

ら控除されている。債務部分は将来の利払の現在価値に対応する。債務部分は金融負債に計上される。残りの金額は資本部分

であり、資本剰余金に反映される。

 

債券が混合金融商品に相当する場合、すなわち、デリバティブでない主契約が負債性金融商品を構成し、複数のデリバティブ

が当該債券に組み込まれ、最低１つのデリバティブが主契約から分離されなければならず、契約上のキャッシュ・フローを大

幅に変更する場合に、IAS第39号11項Ａに基づく公正価値オプションを使用することができる。このような債券は、純損益を通

じて公正価値で測定する金融負債に全体として指定される。その公正価値の変動はその他の財務収益および費用において認識

される。公正価値オプションは、2017年６月に発行した、コベストロの株式に転換交換可能な負債性金融商品(2017年/2020年

強制転換社債)に初めて適用された。

 

その他の債権および負債

未収または未払項目ならびにその他の非金融資産および負債は、償却原価で計上される。これらは、定額法を使用するか、基

礎となる取引の成果に応じて純損益として計上される。

 

投資の促進を目的とした第三者からの補助金および助成金はその他の負債として財政状態計算書に反映され、それぞれの投資

の耐用年数にわたり、または当該補助金または助成金の期間に沿って償却される。

 

デリバティブ

バイエルグループでは、デリバティブを使用して、為替レート、金利および価格の変動リスクを軽減し、株式に基づく報酬プ

ログラムをヘッジしている。使用される商品には為替予約、金利スワップおよびストック・オプションが含まれる。デリバ

ティブは取引日時点で認識される。

 

会社の自己目的のために、非金融項目を受け取るまたは引き渡すために締結する契約は、デリバティブとしては会計処理され

ず、保留取引として扱われる。保留取引から分離することを求められている組込デリバティブが識別された場合、当該デリバ

ティブは別途処理される。市場における機会を利用したり、ピーク需要を満たしたりするため、すぐに転売の可能性もあり得

る重要性の低い量の取引が行われることがある。かかる取引は、取得時に別のポートフォリオに配分され、IAS第39号に基づい

てデリバティブとして会計処理される。
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デリバティブは、公正価値で計上される。報告期間末現在で、正の公正価値は金融資産に、負の公正価値は金融負債に反映さ

れる。これらのデリバティブの公正価値の増減は、ヘッジ会計を利用しない場合に限り、純損益に直接認識される。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの有効部分の公正価値の変動は、当初はその他の包括利益累計額

に純損益外で認識される。これらは、基礎となる取引が実現された時点で純損益に組み替えられる。デリバティブが売却され

た場合、またはヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合は、その価値の変動が、予定取引が実現されるまで引き続きその他

の包括利益累計額に認識される。予定取引の発生が見込まれなくなった場合、その他の包括利益累計額に従前認識された額は

純損益に組み替えなければならない。キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの利得または損失の非有効

部分は、基礎となる取引の種類に応じて、その他の営業収益もしくは費用または財務損益のいずれかに認識される。

 

公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動および基礎となる取引の帳簿価額における調整は、純損益に

認識される。

 

財政状態計算書の項目にヘッジとして計上されている為替予約および通貨オプションの公正価値の変動は、為替差損益として

その他の財務収益および費用に反映され、金利スワップおよび金利オプションの価値の変動は受取利息または支払利息として

認識される。商品先物取引およびオプション、ならびに外貨建予定売却取引のヘッジ目的で使用される為替予約の公正価値の

変動は、その他の営業収益または費用として認識される。株式に基づく従業員報酬のヘッジに使用されるストック・オプショ

ンまたは先渡株式取引の公正価値の変動は、当初純損益外で認識され、その後、アスパイア・プログラムの期間にわたり機能

別費用として損純益に組み替えられる。

 

デリバティブと基礎となる取引に関する財務損益に反映された収益と費用は、個別に計上される。収益と費用を相殺すること

はない。

 

取得に関する会計処理

取得事業は、取得法を用いて会計処理される。この方法では、取得した資産と引き受けた負債を、それぞれバイエルが支配を

獲得した日の公正価値で計上することが求められる。付随する取得コストは、その取得が生じた期間の費用として認識され

る。

 

取得法を適用するには、特に取得した無形資産、有形固定資産および引き受けた負債の取得日における公正価値、ならびに取

得した無形資産および有形固定資産の耐用年数に関して、一定の見積りと仮定が必要となる。

 

測定の大部分は、キャッシュ・フローの予測に基づいている。実際のキャッシュ・フローが公正価値の計算に使われた金額と

異なる場合、当グループの将来の経営成績に重要な影響が及ぶ可能性がある。特に、開発中の無形資産、特許技術および非特

許技術ならびに商標による割引キャッシュ・フローの見積りは、以下のような仮定に基づいている。
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＞　農薬または種子製品、化合物の有効性に関する研究開発活動の成果、臨床試験の結果。

＞　各国の規制当局の承認を得られる可能性。

＞　長期的な販売予測。

＞　特許権失効後の特許権の付されていない製品の提供による販売価格低下率の予想。

＞　競合他社の動き(競合製品の発売、市場戦略など)。

 

大規模な取得の場合の取得価格の配分は、第三者的立場にある独立した評価専門家の支援を得て実施している。評価は、取得

日現在において入手可能な情報に基づいている。

 

段階取得の場合、取得した企業の資産および負債の公正価値は、IFRS第３号「企業結合」に準拠し、支配を獲得した日現在で

測定される。この結果生じた既存の持分の公正価値の調整額は、純損益に認識される。財政状態計算書に既に認識されている

資産および負債の帳簿価額は、これに応じて調整される。

 

事業売却の会計処理

支配の喪失をもたらす子会社株式の売却は通常、純損益で会計処理される。子会社株式が複数のトランシェで段階を踏んで売

却される場合、支配の喪失を伴わない、過半数の所有株式の減少は純損益外で反映され、資本の非支配株主帰属分が増加す

る。

 

支配の喪失後、支配の喪失時に残余する持分は公正価値で計上される。バイエルAGが株式の売却後も重要な影響力を保持して

いる場合、当該残余持分は関連会社に対する持分として認識され持分法を用いて会計処理される。バイエルが重要な影響力を

行使できなくなった場合、残余持分は直ちに売却可能金融資産として分類され、純損益外に公正価値で認識される。

 

世界的規模での減損テストに利用される手続およびその影響

減損テストは、無形資産、有形固定資産の個別項目だけではなく、資金生成単位または資金生成単位グループのレベルでも行

われる。資金生成単位は、他の資産または資産グループからおおむね独立した現金流入を生み出す資産の識別可能な最も小さ

なグループである。バイエルグループは、戦略事業体または戦略事業体グループ、ならびに一部の製品群を資金生成単位と見

なしており、世界的規模での減損テストの対象としている。戦略事業体は、セグメントの下に位置する第二の財務報告レベル

となっている。

 

資金生成単位および資金生成単位グループに減損の兆候がある場合、世界規模での減損テストが実施される。のれんが割り当

てられている場合は少なくとも年に一度減損テストが実施される。
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減損テストには、各資金生成単位、資金生成単位グループまたは無形資産または有形固定資産項目の帳簿価額をその回収可能

価額と比較することが含まれる。回収可能価額は、処分コストを差し引いた公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額であ

る。帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その差額について減損損失を認識しなければならない。この場合、まず資金生

成単位または資金生成単位グループに割り当てられたのれんに係る減損損失が認識される。残りのすべての減損損失は、資金

生成単位または資金生成単位グループのその他の非流動非金融資産に、それぞれの帳簿価額に比例して配分される。その結果

生じる費用は、各資産の減価償却費または償却費が認識される損益計算書上の機能の項目に反映される。減損損失の戻入れに

よる収益にも同じ処理が適用される。

 

回収可能価額は、原則として処分コストを差し引いた公正価値に基づいて算定されるが、各単位の市場価格を入手できないこ

とが多いことから将来の正味キャッシュ・フローの現在価値を考慮に入れている。これらは、バイエルグループの現在の計画

に基づく予測であり、計画の期間は通常３年から５年である。予測には特に、将来の販売価格、販売量、原価、市場成長率、

景気循環および為替レートに関する仮定が含まれる。これらの仮定は、内部の見積りおよび外部の市場調査に基づいている。

回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値である場合、独立の市場参加者の観点から資金生成単位または資金生成単位グ

ループが測定される。回収可能価額が使用価値の場合、資金生成単位、資金生成単位グループまたは個別資産は現在使用され

ているものとして測定される。いずれの場合も、当該計画期間を超える正味キャッシュ・フローは、それぞれの市場情報から

算出された個々の成長率を用い、長期の事業予測に基づいて決定される。処分コスト控除後の公正価値定は、観察不能なイン

プットに基づいて算定される(レベル３)。

 

正味現金流入額は、資本および借入資本の加重平均コストに相当する率で割り引かれる。事業に伴うリスクと収益特性はバイ

エルグループの主要事業ごとに異なるため、税引後資本コストの計算は報告セグメントごとに個別に行われ、各セグメント固

有の資本構造は、同じ産業分野の類似企業に対するベンチマーキングによって定義される。資本コストは株主が期待する収益

に相当し、借入資本コストは比較可能な企業の長期的資金調達の条件に基づく。いずれの要素も、資本市場の情報から導かれ

る。

 

2017年度および2016年度の減損テストに適用した成長率ならびに予想キャッシュ・フローの割引に使用した資本コスト要因は

以下の表の通りである。

 
減損テストのパラメーター   

 成長率 税引後資本コスト

 2016年 2017年 2016年 2017年

 ％ ％ ％ ％

医療用医薬品 0.0 0.0 5.5 5.6

コンシューマーヘルス 0.0 1.0 5.2 4.8

農薬 2.1 2.0 5.3 5.4

種子 1.7 2.0 5.3 5.4

エンバイロサイエンス 2.4 2.0 5.3 5.4

動物用薬品 0.0 1.0 5.3 5.0
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2017年度または2016年度において、資金生成単位および資金生成単位グループの世界的規模の年次減損テストでのれんの減損

損失は認識されなかった。無形資産および有形固定資産の減損損失(減損損失の戻入れ13百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)

控除後)は、合計506百万ユーロ(2016年度：711百万ユーロ)であった。詳細については、注記[17]および[18]に示されている。

 

特定の資産の耐用年数の見積り、バイエルグループが事業を行っている産業分野のマクロ経済環境および発展に関する仮定、

ならびに割引かれた将来キャッシュ・フローの見積りは適切なものと考えているが、仮定や状況の変化によって分析内容の変

更が必要となる可能性はある。発展が予想に反した場合、将来における新たな減損損失の認識や、過年度に認識した減損損失

の戻入れ(のれんの場合を除く)が生じる可能性がある。

 

のれんが割り当てられている資金生成単位および資金生成単位グループの感応度分析は、将来キャッシュ・フローの減少を

10％、加重平均資本コストの増加を10％、長期成長率の減少を１パーセント・ポイントとして行っている。バイエルは、これ

らの条件に基づき、いずれの資金生成単位または資金生成単位グループについてものれんの減損損失を認識する必要はないと

結論付けた。

 

前へ　　　次へ
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5．セグメント別報告

 

バイエルでは、取締役会が、最高経営意思決定者として、各資源を事業セグメントに配分し、各セグメントの業績を評価す

る。報告セグメントおよび地域の識別ならびに開示内容の選択は、内部の財務報告システム(マネジメント・アプローチ)に従

い、注記[4]で概説されている当グループの会計方針に基づいて行われている。

 

バイエルグループは、2017年度第３四半期末にコベストログループの支配を喪失し、コベストロを連結から除外した。2017年

12月31日現在、医療用医薬品、コンシューマーヘルス、クロップサイエンスおよび動物用薬品の４つの報告セグメントがあ

る。したがって、この４つのライフサイエンス・セグメントの合計値は今後は個別に表示されることはない。

 

セグメントの活動は以下の通りである。

 
セグメントの活動  

セグメント 活動

医療用医薬品 循環器およびウィメンズヘルスケアを中心とした処方薬製品の開発、製造および販

売／腫瘍、血液および眼科領域のスペシャルティ医薬品／造影画像診断装置および

これに必要な造影剤

 

コンシューマーヘルス 皮膚疾患薬、栄養補助食品、鎮痛剤、胃腸薬、風邪薬、アレルギー薬、副鼻腔炎・

インフルエンザ薬、フットケアおよび日焼け止めのカテゴリーにおける一般薬(市

販薬)等の開発、製造および販売

 

クロップサイエンス 種子および植物形質、農薬および農業以外の害虫駆除における広範な製品ポート

フォリオの開発、製造および販売

 

動物用薬品 動物用の処方薬・一般薬の開発、製造および販売

 

 

クロップサイエンス・セグメントでは、農薬／種子およびエンバイロサイエンス事業セグメントが統合された。これは主に、

農薬の分野において、またこれに関連する製造プロセスや特に卸売販売業者等を通じた販売方法など、農産業向け商品の性質

が類似しているためである。

 

他のどのセグメントにも割り当てられない事業活動は、「その他のセグメント」として報告している。これらの事業には主に

ビジネス・サービシズ社およびカレンタ社のサービス分野によるサービスが含まれる。

 

「コーポレート機能および連結」の項目は主に、バイエルの持株会社およびきわめて重要かつ異種横断的なイノベーションの

開発に特化したリープス・バイ・バイエル(旧バイエル・ライフサイエンス・センター)からなる。当該項目はまたバイエル株

式のパフォーマンス変動によって生じるグループ全体の長期株式に基づく報酬費用の増減、およびセグメント間売上高の連結

(2017年度：24億ユーロ、2016年度：14億ユーロ)も含む。
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セグメント別データは以下の通り算定されている。

＞　「セグメント別主要データ」の表およびその章には補足的な業績指標が含まれている。この指標は、結合経営報告書およ

び連結財務諸表の作成に関する財務報告基準の要求事項に従ったものではない。これらのうち、最も重要な指標はEBIT、

EBITDA、特別項目計上前EBIT、特別項目計上前EBITDAおよび使用資本収益率(ROCE)である。これらの補足的指標は、バイ

エルの2017年度年次報告書の結合経営報告書の2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標」において定義され、そ

の計算が説明されている。

＞　セグメント間売上高には、独立企業間取引に基づく移転価格で計上されたグループ内取引が反映されている。

＞　営業活動により獲得された正味現金は、IAS第７号「キャッシュ・フロー計算書」で定義された営業活動によるキャッ

シュ・フローである。

＞　セグメント資産は、12月31日現在で表示される、各セグメント活動に利用されている資産すべてからなり、事業運営に直

接関連性のある重要な参加持分が含まれる。

＞　資本項目には、持分法を用いて会計処理された投資の損益と帳簿価額が反映される。

 

調整

特別項目計上前EBITDA、特別項目計上前EBIT、およびEBITから当グループの税引前利益への調整、ならびにセグメントの資産

から当グループの資産への調整は以下の表の通りである。

 
セグメント別の特別項目計上前EBITDAからグループ税引前利益への調整  

   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

セグメントの特別項目計上前EBITDA 9,656 9,724

コーポレート機能および連結の特別項目計上前EBITDA (338) (436)

特別項目計上前EBITDA
1 9,318 9,288

セグメントの特別項目計上前の減価償却費、償却費およ

び減損損失／減損損失の戻入れ (2,486) (2,145)

コーポレート機能および連結の特別項目計上前の減価償

却費、償却費および減損損失／減損損失の戻入れ (6) (13)

特別項目計上前の減価償却費、償却費および

減損損失／減損損失の戻入れ (2,492) (2,158)

セグメントの特別項目計上前EBIT 7,170 7,579

コーポレート機能および連結の特別項目計上前EBIT (344) (449)

特別項目計上前EBIT
1 6,826 7,130

セグメントの特別項目 (1,068) (1,190)

コーポレート機能および連結の特別項目 (20) (37)

特別項目
1 (1,088) (1,227)

セグメントのEBIT 6,102 6,389

コーポレート機能および連結のEBIT (364) (486)

EBIT
1

5,738 5,903

財務損益 (965) (1,326)

税引前利益 4,773 4,577

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

１
　定義については、結合経営報告書の2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標」を参照のこと。
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セグメント資産からグループ資産への調整   

   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

事業セグメントの資産 66,252 52,896

コーポレート機能および連結の資産 507 4,207

配分されない資産 15,479 17,984

グループ資産 82,238 75,087

 

過年度の数値にはコベストロが含まれている。

 

セグメントの売上高からグループの売上高への調整は、注記[1]のセグメント別主要データの表に示されている。

 

地域別情報

以下の表は、市場別の外部の売上高と無形資産および有形固定資産の地域別内訳を示したものである。

 
地域別情報   

 純売上高(外部)－市場別

無形資産および

有形固定資産

 2016年 2017年 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

ヨーロッパ／中東／アフリカ 13,062 13,388 23,438 21,356

　うち、ドイツ 3,329 3,392 12,468 10,856

　うち、スイス 510 485 5,047 5,190

北米 10,066 10,143 14,693 10,354

　うち、米国 8,706 8,561 14,297 10,056

アジア／太平洋 7,413 7,637 4,116 1,771

　うち、中国 2,441 2,594 2,938 853

ラテンアメリカ 4,402 3,847 746 577

　うち、ブラジル 2,173 1,647 340 209

合計 34,943 35,015 42,993 34,058

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

大口顧客の情報

2017年度または2016年度において、単一顧客との取引による収益がバイエルグループの売上高の10％を超えたケースはない。
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6. 連結の範囲－子会社および関係会社

 

6.1 連結範囲の変更

 

2017年度の連結範囲の変更は以下の通りである。

 
連結会社数の変更    

バイエルAGおよび連結会社 ドイツ その他の国 合計

2016年12月31日 64 237 301

連結範囲の変更 (9) (39) (48)

連結除外 (5) (11) (16)

2017年12月31日 50 187 237

 

2017年度における連結会社の総数の減少は、主にコベストロの連結除外によるものである。それ以降、コベストロ社は連結財

務諸表において関連会社として会計処理されている。

 

米国のメルク社(Merck & Co., Inc.)のコンシューマーケア事業の取得に関連して、バイエルは2014年に同社と戦略的提携を結

んだ。この提携は、連結財務諸表に共同支配事業として含まれている。バイエルおよびメルク社は、可溶性グアニル酸シク

ラーゼ(sGC)モジュレーターの分野における有効成分および製品の開発、製造、ライフサイクル管理および販売について提携す

ることに相互に合意している。

 

連結財務諸表において、関連会社４社(2016年度：５社)と共同支配企業８社(2016年度：６社)が持分法を用いて会計処理され

ている。これらの会社の詳細は注記[19]に記載されている。

 

米国のフラッグシップ・ベンチャーズＶアグリカルチュラル・ファンド(Flagship Ventures V Agricultural Fund, L.P.)は、

2015年度に初めて連結財務諸表に含まれ、関連会社として分類されている。バイエルは、資本の99.9％を所有しているもの

の、この関連会社に対する支配を有していないが、同ファンドの財務および経営の方針に係る意思決定に重要な影響を及ぼす

ことができる。

 

イスラエルのリミテッド・パートナーシップであるバイエル・トレンドラインズAgイノベーション・ファンド(Bayer

Trendlines Ag Innovation Fund)は2016年度より連結財務諸表に関連会社として含まれている。バイエルはリミテッド・パー

トナーであり、資本の100％を所有しているものの、契約上の制限により当該事業体に対する支配を有していない。

 

中国の南京白敬宇制药有限責任公司(Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co., Ltd.)は、バイエルが同社の執行委員会および

監査役会に参加していることを考慮し、関連会社として分類された。これによりバイエルは、所有している同社の議決権およ

び資本がわずか15％であるにも関わらず、同社の財務および経営の方針に係る意思決定に重要な影響を及ぼすことができる。
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バイエルグループの財政状態および経営成績にとって総額でも重要性の低い、仕組事業体１社(2016年度：１社)を含む合計で

76社(2016年度：72社)の子会社ならびに12社(2016年度：12社)の関連会社または共同支配企業は、連結も持分法を用いた会計

処理もされていないが原価で認識されている。これらの重要性の低い子会社が占める割合は、当グループの売上高の0.1％未

満、資本の0.2％未満、資産合計の0.1％未満である。

 

当連結財務諸表に含まれる会社、ドイツ商法第313条第２項に基づくバイエルグループの子会社および関係会社、ならびに2017

年度にドイツ商法第264条第３項および第264b条に基づく特定の免除規定の適用が認められたドイツ国内の子会社一覧の詳細

は、連邦官報(Federal Gazette)の電子版に公告された監査済みの連結財務諸表に含まれている。この情報は、

www.bayer.de/anteil17からも閲覧できる。

 

6.2 企業結合およびその他の取得

2017年度の企業結合およびその他の取得

2017年度に発生した取得における購入価格は、158百万ユーロ(2016年度：マイナス５百万ユーロ)であった。取得した事業の購

入価格は主に現金で決済された。のれんは51百万ユーロ(2016年度：９百万ユーロ)であった。これは以下の取引から生じたも

のである。

 

2017年１月３日、バイエル・アニマル・ヘルス(Bayer Animal Health)は米国ミズーリ州のセント・ジョセフにあるベーリン

ガー・インゲルハイム・ベトメディカ社(Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.)から米国におけるサイデクチン
TM
ポートフォ

リオを取得した。当該取得はサイデクチン ポアオン、サイデクチン インジェクタブルおよびサイデクチン オーラル ドレン

チという牛羊用の寄生虫駆除剤からなる。当該取得は寄生虫駆除剤の取得により、米国の抗寄生虫薬ポートフォリオの強化を

図るためのものである。購入価格は158百万ユーロで合意された。この購入価格は主に商標およびのれんに関連するもので、税

務上、全額損金に算入されると見込まれている。

 

当グループの2017年度の資産および負債に対する当該取引の取得日現在での影響は以下の通りである。当該取引により以下の

現金流出が生じた。

 
取得した資産および引き受けた負債(取得日における公正価値)

   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

のれん 9 51

特許および技術 1 -

商標 - 85

製造権 - 4

研究開発プロジェクト (24) -

棚卸資産 - 18

年金およびその他退職後給付引当金 1 -

繰延税金負債 8 -

純資産 (5) 158

購入価格 (5) 158

取得に伴う正味現金(流入)流出 (5) 158
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2017事業年度に、サイデクチン
TM
事業はバイエルグループの売上高に31百万ユーロ貢献した。また、サイデクチン

TM
事業に関し

て連結開始日から税引後利益５百万ユーロが計上された。これには、取得日から発生している財務費用が含まれる。

 

2017年９月13日、バイエルおよび米国マサチューセッツ州のボストンにあるギンコ・バイオワークス社(Gingko Bioworks,

Inc.)は、米国マサチューセッツ州のボストンに共同支配企業であるクックソニア・オプコLLC(Cooksonia Opco LLC)を設立し

た。当共同支配企業は、窒素固定に重点を置き、農業において重要な植物関連微生物を改良をする技術に注力する予定であ

る。クックソニア・オプコLLCに対する資本拠出負債70百万米ドルが2017年12月31日現在の財政状態計算書に認識された。当該

負債の支払期日は遅くとも2024年12月31日に到来する。10百万米ドルが2017年度に拠出された。

 

予定される取得

2016年９月14日、バイエルは米国ミズーリー州のセント・ルイスにあるモンサント社(Monsanto Company)との最終合併契約に

署名した。当該契約は、１株当たり128米ドルの現金支払によりモンサント社の全発行済株式をバイエルが取得することを定め

ている。同日時点で、これは約660億米ドルの取引価額に相当し、約560億米ドルの株式価額(購入価格)および100億米ドルの引

受予定の純債務からなる。当該純債務には、2016年５月31日現在の年金債務および株式に基づく報酬プログラムに基づく支払

債務が含まれる。2017年11月30日現在のモンサント社の期中報告書に基づく現在の取引価格は、62百万米ドルである。バイエ

ルはこれに従い、モンサント社の全発行済株式を取得するための約560億米ドルの条件付財務コミットメントを有している。合

意された取引の一部は、ユーロ／米ドルの為替リスクに対し、デリバティブ取引を使用してヘッジされている。

 

当該取引によって、２つの異なるが高い補完性を有する事業がひとつになる。モンサント社は世界を代表する農産物(種子、種

子技術、除草剤、ならびに農業従事者に農業に関する助言を提供するデジタル・プラットフォームを含む。)の生産企業であ

る。結合後の事業では、幅広い作物および適応に向けた種子および農薬製品、ならびにその支えとなるデジタル農業のアプリ

ケーションを含む包括的なポートフォリオを提供することになる。また、当該企業結合によって、両社の先進的イノベーショ

ンの力と研究開発テクノロジー・プラットフォームがひとつになる。

 

合併契約の締結に際し、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、クレディ・スイス、ゴールドマン・サックス、HSBCおよび

JPモルガンにより、569億米ドルのシンジケート・ローンが確約された。当該信用枠にはその後、20を超えるバイエルの他の提

携銀行が参加している。購入価格の追加資金調達は、増資、社債発行および既存の流動性資産を通じて達成される。2016年11

月、バイエルは額面40億ユーロの強制転換社債を発行した。当該信用枠は、強制転換社債からの2016年度の正味手取金および

2017年６月の転換社債からの正味手取金で減額された。2017年12月31日現在、当該信用枠は515億米ドルである。
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モンサント社の株主は2016年12月13日に、必要とされる過半数の票をもって当該合併を承認した。当該取引は引き続き、関連

する反トラスト法およびその他規制上の承認を含む、通常のクロージング条件を満たす必要がある。モンサント社の支援を受

け、バイエルは必要な規制上の承認を得る手続を開始した。2017年度にバイエルは16か国で規制上の承認を得た。

 

当該取引に関連し、バイエルは2017年10月に、クロップサイエンスの特定の事業の売却に関してBASFと合意した。詳細な情報

は注記[6.3]に記載されている。

 

当該合併契約では特に、2018年６月14日までに必要な反トラスト法上の承認が付与されないために取引が完了せず、その結果

バイエルまたはモンサント社が当該合併契約を解除する場合等において、バイエルが20億米ドルの違約金を支払うことが規定

されている。

 

2016年度に行われた取得

2016年度に、以下の取得および購入価格の配分に対する調整が計上された。

 

2015年７月に取得したインドのハイデラバードに拠点を置くシードワークス・インディア社(SeedWorks India Pvt. Ltd.)のグ

ローバルの購入価格の配分の過程において、2016年度第１四半期に取得資産に関して入手した更新情報を受け、財政状態計算

書上の期首現在で、無形資産が23百万ユーロ、繰延税金負債が８百万ユーロ減少し、これに対応するのれんが13百万ユーロ増

加した。また、最終購入価格の交渉が終了したことに従い、購入価格は２百万ユーロ減少して78百万ユーロとなった。

 

2016年２月12日、バイエルとスイスのバーゼルにあるCRISPRセラピューティクス社(CRISPR Therapeutics AG)は、英国のアス

コットに共同支配企業であるカセビア・セラピューティクス社(Casebia Therapeutics LLP)を設立した。当該企業は、血液疾

患、失明および心臓疾患の治療のための新たな手法の開発および商業化を目的とする。

 

2016年12月９日、バイエルと米国のサンフランシスコにあるバーサント・ベンチャーズ(Versant Ventures)は、米国のサンフ

ランシスコに共同支配企業であるブルーロック・セラピューティクス社(BlueRock Therapeutics LP)を設立した。同共同支配

企業は次世代型の再生医療分野で活動することになる。同社は、さまざまな疾患の治療のための人工多能性幹細胞(iPS細胞)の

開発を目的としている。

 

6.3 事業売却、重要な売却取引および非継続事業

 

2017年度における事業売却

2017年度における事業売却が連結財務諸表に与えた影響は、以下の通りである。

 

2015年10月に、バイエルは旧マテリアルサイエンス・サブグループを「コベストロ」の名称で株式市場に売り出した。過半数

の残存持分を考慮し、コベストロは2017年９月末までバイエルグループに完全連結されていた。
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さまざまな株式売却により、バイエルの直接保有持分は2017年９月末までに24.6％に減少した。2017年９月29日に売却した株

式約14百万株の買手は同株式のロックアップ契約の締結に合意した。これに基づき、当該買手が購入した株式は2017年12月11

日まで売却されないことになる。同契約に基づき、バイエルはその株式の価格に対する経済的エクスポージャーを保持した。

この他、バイエル年金基金がコベストロ社の資本を8.9％を有している。

 

また、バイエルとコベストロは、９月末に支配を終了する契約を締結し、その一環としてバイエルはコベストロの年次株主総

会において一部議決権を行使しないことを約束している。したがって、2017年９月末にバイエルはコベストロに対する実質的

な支配を喪失した。このため、コベストログループは第３四半期末に連結から除外されたが、残存するバイエルの重要な影響

力を考慮し、初めて関連会社として認識された。持分法による関連会社としてのコベストログループの会計処理の詳細につい

ては、注記 [19]に記載されている。株式売却の詳細については、注記[24]に記載されている。

 

９月末現在で、残存持分の公正価値36億ユーロは株価に基づき算定された。連結除外およびコベストロに対する残存持分の再

測定により、税引前利益は合計31億ユーロとなり、これは非継続事業からの利益に含まれている。この金額は、2017年度第４

四半期における残存持分の再測定による24億ユーロの利得、連結除外による５億ユーロの利得、および2017年９月29日の株式

の売却による２億ユーロの利得を反映している。税引後の利得は合計で30億ユーロであった。残存持分の再測定の一環で、繰

延税金費用32百万ユーロが計上された。また、その他の包括利益に認識されたマイナス６億ユーロは、バイエルAGの株主に帰

属する利益剰余金に振り替えられた。

 

上記事業売却およびその他の小規模な事業売却による2017年度の影響は以下の通りである。

 
売却資産および負債

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

のれん 36 254

特許および技術 4 18

販売および流通権 16 28

その他の権利 - 33

有形固定資産 - 4,206

その他の非流動資産 - 233

繰延税金 - 506

棚卸資産 184 1,840

その他の流動資産 - 3,005

売却目的保有資産 - 3

現金および現金同等物 - 637

年金およびその他の退職後給付引当金 (28) (1,201)

その他の引当金 (97) (779)

金融負債 - (1,809)

その他の負債 - (1,715)

売却純資産 115 5,259

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

164/490



非継続事業

支配の喪失に伴い、コベストロは、前年度を含む連結除外前のすべての期間について非継続事業として表示される条件を満た

した。

 

日本の東京にあるパナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社へのダイアベティスケア事業の約10億ユーロでの売却は

2016年１月４日に完了した。この売却には血糖測定器および検査ストリップの主力製品であるContour
TM

ポートフォリオならび

にBreeze
TM
2、Elite

TM
およびMicrolet

TM
ランセット穿刺器具等その他の製品が含まれる。

 

ダイアベティスケア事業の売却には、売却日後、最長２年間にわたりバイエルが履行することとなる更なる重要な責務も含ま

れている。したがって、売却収入は2017年度末まで認識され、非継続事業からの利益として報告されることになる。繰延収益

が財政状態計算書に認識されており、これは責務の履行をもって解消される。このうち、2017年度に462百万ユーロが売上高に

認識された。

 

ダイアベティスケア事業の売却後、最長２年間にわたり履行される責務は、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書に非

継続事業としても報告される。これにより、2017年度に39百万ユーロの売上高を計上した。

 

ダイアベティスケア事業に関する財政状態計算書の項目は、セグメント報告では「その他すべてのセグメント」に表示されて

いる。財政状態計算書には、その他の債権(純額：３百万ユーロ)、未払法人所得税(57百万ユーロ)およびその他の引当金(２百

万ユーロ)が含まれている。

 

バイエルのエンバイロサイエンス部門のコンシューマー事業(以下「CSコンシューマー」という。)の、フランスのリヨンにあ

るSBMデベロップメント社への売却が2016年10月４日に完了した。これらの活動は2016年下半期より非継続事業として報告され

ている。
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非継続事業に係る損益計算書は以下の通りである。

 
非継続事業に係る損益計算書

 コベストロ ダイアベティスケア CSコンシューマー 合計

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

純売上高 11,826 10,556 573 501 195 - 12,594 11,057

売上原価 (8,539) (6,973) (146) (28) (121) - (8,806) (7,001)

売上総利益 3,287 3,583 427 473 74 - 3,788 4,056

        

販売費 (1,326) (1,016) (9) (4) (83) - (1,418) (1,020)

研究開発費 (261) (200) (1) - (11) - (273) (200)

一般管理費 (452) (345) (12) (8) (9) - (473) (353)

その他の営業収益／

費用 56 3,150 (4) (3) (55) -

 

(3)

 

3,147

EBIT
1 1,304 5,172 401 458 (84) - 1,621 5,630

        

財務損益 (190) (124) - - - - (190) (124)

        

税引前利益 1,114 5,048 401 458 (84) - 1,431 5,506

        

法人所得税 (312) (580) (76) (80) 27 - (361) (660)

         

税引後利益 802 4,468 325 378 (57) - 1,070 4,846

　うち、非支配持分帰

属分 282 759 - - -

 

-

 

282

 

759

　うち、バイエルAG株

主帰属分(当期純利

益) 520 3,709 325 378 (57)

 

-

 

788

 

4,087

 

1
　定義については、結合経営報告書の2.4「バイエルグループが使用した代替的業績指標」を参照のこと。

 

非継続事業のキャッシュ・フローは下表の通りである。

 
非継続事業に係るキャッシュ・フロー計算書

 コベストロ ダイアベティスケア CSコンシューマー 合計

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

営業活動により獲得さ

れた(に使用した)正味

現金 1,824 1,473 788 50 42 - 2,654 1,523

投資活動により獲得さ

れた(に使用した)正味

現金 (1,020) (742) - - - - (1,020) (742)

財務活動より獲得され

た(に使用した)正味現

金 1,014 (224) (788) (50) (42) - 184 (274)

現金および現金等価物

の増減額 1,818 507 - - - - 1,818 507
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現金は非継続事業のダイアベティスケアおよびCSコンシューマーに割り当てられないため、獲得された現金の残高は財務活動

において再度控除されている。

 

売却目的保有資産

2017年10月13日、予定されるモンサント社の取得に関連し、バイエルはクロップサイエンスの特定の事業の売却に関するBASF

との契約に署名した。売却される事業は、バイエルのグローバルなグルホシネート・アンモニウム事業および関連する除草剤

耐性のためのLibertyLink
TM
技術で、これは農作物の種子事業の大部分であり、関連する研究開発能力を含む。売却される種子

事業には、グローバル綿実事業(インドおよび南アフリカを除く)、北米およびヨーロッパのキャノーラ種子事業ならびに大豆

事業が含まれる。合意された基本購入価格59億ユーロに正味運転資本は含まれず、慣習的な調整の対象となる可能性がある。

 

当該取引には、バイエルによるモンサント社の取得完了に加え、規制上の承認も必要となる。バイエルは、これら事業を売却

完了まで引き続き保有、運営および保持していく予定である。

 

売却目的保有資産および負債は、以下の通りである。

 
売却目的保有資産および負債  

  

 2017年12月31日

 百万ユーロ

のれん 479

その他の無形資産 287

有形固定資産 1,062

その他の債権 41

繰延税金 63

棚卸資産 149

売却目的保有資産 2,081

年金およびその他の退職後給付引当金 11

その他の引当金 79

金融負債 14

その他の負債 4

繰延税金 3

売却目的保有資産に直接関連する負債 111
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損益計算書に対する注記

 

7. 純売上高

 

純売上高は、主に製品の販売によるものである。2017年度の純売上高の報告総額は2016年度と比較して、72百万ユーロ、すな

わち0.2％増加して35,015百万ユーロとなった。この増加は以下の要因に起因する。

 
売上高増減の要因  

 2017年

 百万ユーロ ％

取引高 810 +2.3

価格 (269) ‒0.8

通貨 (490) ‒1.4

ポートフォリオ 21 +0.1

合計 72 +0.2

 

セグメント別および地域別の純売上高の内訳は、それぞれ注記[1]および注記[5]の表に示されている。

 

 

8. 販売費

 

販売費は、販売可能製品の販売／保管／輸送、広告、顧客への助言および市場調査のために報告期間中に発生したすべての費

用からなる。

 

 

9. 研究開発費

 

研究開発費とその会計処理については、注記[4]に定義されている。セグメント別および地域別の研究開発費の内訳は、注記

[1]に示されている。
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10. その他の営業収益

 

その他の営業収益の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業収益   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

非流動資産の除却益 64 173

債権の減損損失の戻入れ 18 23

未使用引当金の戻入れ 122 26

デリバティブによる利得 255 291

他の営業収益 328 351

合計 787 864

うち、特別項目 115 14

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

非流動資産の除却益には、Vagitrol™、Benadon™、Claradol™、Transipeg™、Colopeg™ブランドおよび複数の小規模ブランド

(コンシューマーヘルス・セグメント)の商標権売却による81百万ユーロの利得が含まれる。また、資産計上された譲渡権の売

却によってドイツのバイエル04レバクーゼン・フスバール社(Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH)(その他すべてのセグメン

ト)に生じた49百万ユーロの利得が認識された。クロップサイエンス・セグメントでは、除草剤の有効成分に関する米国のFMC

コーポレーションとのライセンス契約により18百万ユーロの収益が生じた。

 

他の営業収益には、当グループの販売パートナーの１社による購入義務の不履行に関する債権34百万ユーロ(医療用医薬品セグ

メント)が含まれる。 クロップサイエンス・セグメントは、保険会社から25百万ユーロを受け取った。特許の期限切れに伴う

研究データの売却によりさらに13百万ユーロが生じた(クロップサイエンス・セグメント)。米国のギンコ・バイオワークス社

との米国の共同支配企業であるクックソニア・オプコLLCにデータベースを譲渡したことにより、クロップサイエンス・セグメ

ントに追加的な収益９百万ユーロが発生した。また、ヤスミン
TM
の特許権の侵害に対する賠償金の請求８百万ユーロが医療用医

薬品セグメントに計上された。

 

未使用引当金の戻入れから生じる収益には、「ヤスミン
TM
」／「ヤーズ

TM
」訴訟に対する引当金の戻入額９百万ユーロ(2016年

度：104百万ユーロ)が含まれる。

 

2016年度の他の営業収益には、資産計上されていない譲渡権の売却によってバイエル04レバクーゼン・フスバール社に生じた

32百万ユーロの利得(その他すべてのセグメント)が含まれていた。クロップサイエンス・セグメントでは、マイルストーンの

支払により、21百万ユーロの収益が発生した。医療用医薬品セグメントでは、中国の普陀区にある生産拠点の閉鎖に関して、

14百万ユーロの補償金を受け取った。カナダのケミテックス社(Chemetics, Inc.)(コーポレート機能セグメント)へのベイク

イック(BAYQUIK)
TM
技術の売却によって、10百万ユーロの利得(その他すべてのセグメント)が生じた。
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11. その他の営業費用

 

その他の営業費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業費用   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

非流動資産の除却損 (19) (39)

債権の減損損失 (163) (139)

重要な法的リスクに関連する費用 (262) (258)

デリバティブによる損失 (171) (258)

他の営業費用 (264) (254)

合計 (879) (948)

　うち、特別項目 (205) (205)

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

債権の減損損失のうち、74百万ユーロ(2016年度：115百万ユーロ)はブラジルにおける支払期限超過債権に関するものである。

 

2017年度における重要な法的リスクに関する費用は258百万ユーロ(2016年度：262百万ユーロ)であるが、これは前年度同様、

主にイグザレルト™、Essure™およびCipro™/Avelox™関連の訴訟に関する費用を含んでいる。

 

他の営業費用には、慈善目的の寄付(その他すべてのセグメント)ならびに政府機関および医療制度の提携企業と共同で行う患

者支援プログラムの補助金(医療用医薬品セグメント)52百万ユーロ(2016年度：43百万ユーロ)が含まれている。種子のライセ

ンス契約関連の和解により、14百万ユーロの費用が発生した(クロップサイエンス・セグメント)。除草剤の有効成分に関する

知的財産および特許紛争に関連して11百万ユーロの費用が発生した(クロップサイエンス・セグメント)。また、ドイツのカレ

ンタ社(Currenta GmbH & Co. OHG)の再編に関連する費用11百万ユーロが計上された(その他すべてのセグメント)。

 

残りの他の営業費用は、子会社で生じた個々の重要性は低い多くの項目からなる。

 

2016年度において、他の営業費用には、クロップサイエンス・セグメントによる米国での環境保護対策に対して設定された引

当金に関連する34百万ユーロが含まれていた。
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12. 人件費および従業員数

 

継続事業における人件費は、2017年度に69百万ユーロ増加して9,528百万ユーロ(2016年度：9,459百万ユーロ)となった。報酬

の調整に関連する費用の増加がこの変動の主な原因であり、これは従業員賞与の減少により一部相殺された。

 
人件費   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

給与 7,602 7,567

社会保険料、年金およびその他の給付費用 1,857 1,961

　うち、確定拠出年金制度分 491 488

　うち、確定給付年金制度およびその他の年金制度分 389 445

合計 9,459 9,528

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

この表で示されている人件費には、その他の財務費用として財務損益に含まれている、主に年金およびその他の退職後給付引

当金に関する、人件費関連の引当金の利息部分は含まれていない(注記[13.3])。

 

部門別平均従業員数は以下の表の通りである。

 
従業員数   

 2016年 2017年

製造 40,397 39,298

販売および流通 37,270 37,147

研究開発 13,999 13,958

一般管理 8,322 9,359

合計 99,988 99,762

実習生 1,998 1,918

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

無期または有期契約の従業員数はフルタイム従業員に換算した形で報告されており、パートタイム従業員は、その契約就業時

間に比例した形で組み込まれている。この数値に実習生は含まれていない。
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13. 財務損益

 

2017年度の財務損益はマイナス1,326百万ユーロ(2016年度：マイナス965百万ユーロ)であり、その内訳は持分法利益が20百万

ユーロ(2016年度：損失６百万ユーロ)、財務費用が1,635百万ユーロ(2016年度：1,108百万ユーロ)、財務収益が289百万ユーロ

(2016年度：149百万ユーロ)であった。財務損益の構成要素に関する詳細は、以下の通りである。

 

13.1 関係会社に対する投資による利益(損失)

 

関係会社に対する投資による純利益(損失)の内訳は以下の通りである。

 
関係会社に対する投資による利益(損失)   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

持分法適用投資による純利益(損失)(持分法利益(損失)) (6) 20

費用   

関係会社に対する投資の減損損失 (2) (1)

関連会社に対する投資の売却損 - (1)

収益   

関係会社に対する投資の減損損失の戻入れ - 5

関係会社に対する投資および損益移転契約による利益／損失

(純額) -

 

2

関係会社に対する投資の売却益 6 5

合計 (2) 30

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

関係会社に対する投資による利益の主な構成要素は、コベストロに対する残存持分による51百万ユーロの持分法利益ならびに

カセビアグループ(Casebia Group)およびブルーロック(BlueRock)共同支配企業による持分法損失それぞれ16百万ユーロ(2016

年度：４百万ユーロ)および15百万ユーロ(2016年度：３百万ユーロ)である。

 

持分法を用いて会計処理された会社の詳細は、注記[19]に示されている。
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13.2 正味支払利息

 

正味支払利息の内訳は以下の通りである。

 
正味支払利息   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

費用   

支払利息および類似費用 (638) (682)

デリバティブ(売買目的保有)に係る支払利息 (3) (3)

収益   

受取利息および類似収益 135 272

デリバティブ(売買目的保有)に係る受取利息 2 -

合計 (504) (413)

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

支払利息および類似費用には、非金融負債に関連する54百万ユーロ(2016年度：41百万ユーロ)の支払利息が含まれている。受

取利息および類似収益には、非金融資産による96百万ユーロ(2016年度：10百万ユーロ)の受取利息が含まれている。

 

償還可能非支配持分に係る負債の変動は、受取利息または支払利息に含まれている。2017年度において、当該負債の49百万

ユーロ(2016年度：０百万ユーロ)の増加は支払利息として認識された。

 

13.3 その他の財務収益および費用

 

その他の財務収益および費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の財務収益および費用   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

費用   

有利子引当金の利息部分 (251) (189)

為替差損 (121) (326)

他の財務費用 (93) (433)

収益   

他の財務収益 6 5

合計 (459) (943)

 

2016年度の数値は修正再表示されている。
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非流動引当金の利息部分は、年金およびその他の退職後給付引当金に係る支払利息191百万ユーロ(2016年度：236百万ユーロ)

に、その他の引当金に係る支払利息および金利の変動ならびにこれによる積立超過額による２百万ユーロ(2016年度：マイナス

15百万ユーロ)の影響額を加算したもので構成されている。年金およびその他の退職後給付引当金に係る支払利息には、確定給

付債務の現在価値の割引の戻しに関する539百万ユーロ(2016年度：640百万ユーロ)および制度資産による受取利息348百万ユー

ロ(2016年度：404百万ユーロ)が含まれている。

 

他の財務費用には、予定されるモンサント社の取得のためのシンジケート・ローンに関連するコミットメント手数料およびそ

の他の手数料210百万ユーロが含まれている。2017年６月に発行された負債性金融商品(転換社債)の負の公正価値の変動172百

万ユーロも他の財務費用に認識された。

 

 

14. 税金

 

所在地別の税金費用の内訳は以下の通りである。

 
所在地別の税金費用     

 2016年 2017年

  

うち、

法人所得税  

うち、

法人所得税

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

税金支払額または未払計上額     

当期法人所得税     

ドイツ (864)  (794)  

その他の国 (725)  (737)  

その他の税金     

ドイツ (80)  (87)  

その他の国 (137)  (118)  

 (1,806) (1,589) (1,736) (1,531)

繰延税金     

一時差異によるもの 524  70  

税務上の繰越欠損金および繰延利息ならびに税

額控除によるもの 48  132  

 572 572 202 202

     

合計 (1,234) (1,017) (1,534) (1,329)

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

その他の税金には、主に土地税、自動車税およびその他の間接税が含まれる。これらは、それぞれの機能別費用項目に反映さ

れている。
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繰延税金資産および負債は財政状態計算書の以下の項目に配分可能である。

 
繰延税金資産および負債   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 繰延税金資産 繰延税金負債 繰延税金資産 繰延税金負債

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

無形資産 1,478 1,766 799 1,469

有形固定資産 264 692 79 323

金融資産 240 224 204 81

棚卸資産 1,267 32 1,117 15

受取債権 71 547 60 464

その他の資産 39 13 39 2

年金およびその他の退職後給付引当金 3,637 983 2,520 367

その他の引当金 1,083 112 610 64

負債 793 133 534 101

税務上の繰越欠損金および繰延利息 473 - 486 -

税額控除 177 - 200 -

 9,522 4,502 6,648 2,886

うち、非流動分 7,868 3,662 5,194 2,214

相殺 (3,172) (3,172) (1,733) (1,733)

合計 6,350 1,330 4,915 1,153

 

純損益外で認識される、確定給付年金およびその他の退職後給付に係る正味負債の再測定に係る繰延税金によって、資本が515

百万ユーロ減少(2016年度：資本が228百万ユーロ増加)した。純損益外で認識される、売却可能金融資産およびヘッジとして指

定されたデリバティブの公正価値の変動に係る繰延税金によって、資本が56百万ユーロ増加(2016年度：資本が24百万ユーロ減

少)した。資本に係るこれらの影響は包括利益計算書に計上されている。

 

税務上の繰越欠損金の利用により、2017年度における当期法人所得税が47百万ユーロ(2016年度：82百万ユーロ)減少した。税

額控除の利用により、当期法人所得税が16百万ユーロ(2016年度：16百万ユーロ)減少した。

 

繰延利息148百万ユーロ(2016年度：118百万ユーロ)を含む税務上の繰越欠損金および繰延利息6,443百万ユーロ(2016年度：

5,447百万ユーロ)のうち、2,890百万ユーロ(うち繰延利息１百万ユーロ)(2016年度：2,269百万ユーロ(うち繰延利息０百万

ユーロ))は合理的な期間内に利用可能となる見込みである。税務上の繰越欠損金および繰延利息の増加は主に、米国およびブ

ラジルにおける事業の現在の発展によるものである。利用可能となる見込みの税務上の繰越欠損金および繰延利息の金額につ

いて、486百万ユーロ(2016年度：473百万ユーロ)の繰延税金資産が認識された。

 

繰延利息147百万ユーロ(2016年度：118百万ユーロ)を含む、税務上の繰越欠損金および繰延利息3,553百万ユーロ(2016年度：

3,178百万ユーロ)の利用には、法的または経済的制限が課されていた。そのため、この金額に関して繰延税金資産は認識され

ていない。これらの税務上の繰越欠損金および繰延利息が全額利用可能となっていた場合、繰延税金資産351百万ユーロ(2016

年度：294百万ユーロ)を認識していたと考えられる。
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2017年度において、200百万ユーロ(2016年度：177百万ユーロ)の税額控除が繰延税金資産として認識された。28百万ユーロ

(2016年度：37百万ユーロ)の税額控除の利用には法的または経済的制限が課されていた。そのため、この金額に関して繰延税

金資産は認識されていない。

 

利用できない税額控除、税務上の繰越欠損金および繰延利息の失効までの期間は以下の通りである。

 
利用できない税額控除、税務上の繰越欠損金および繰延利息の失効までの期間

 税額控除 税務上の繰越欠損金および繰延利息

 

2016年

12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2017年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

１年以内 4 4 4 17

２年以内 - - 1 15

３年以内 4 - 31 114

４年以内 - 1 132 28

５年以内 29 19 31 70

その後 - 4 2,979 3,309

合計 37 28 3,178 3,553

 

2017年度において、2017年度または2016年度に損失を計上した子会社が一時差異および税務上の繰越欠損金から生じた合計

2,303百万ユーロ(2016年度：2,575百万ユーロ)の正味繰延税金資産を認識した。これらの資産は、該当する子会社が将来課税

所得を生むものと見込まれたため、減損していないと見なされた。

 

子会社により計画されている配当金の支払に関して、2017年度に繰延税金負債22百万ユーロ(2016年度：41百万ユーロ)が認識

された。子会社の利益剰余金の18,272百万ユーロ(2016年度：20,069百万ユーロ)の差異に関しては、これら利益が期限の限定

なしに再投資される予定であるため、繰延税金負債が認識されなかった。

 

2017年度に計上された税金費用1,329百万ユーロ(2016年度：1,017百万ユーロ)と見積税金費用1,083百万ユーロ(2016年度：

1,152百万ユーロ)にはマイナス246百万ユーロ(2016年度：135百万ユーロ)の差異がある。この見積税金費用は当グループの税

引前利益に予想加重平均税率を適用して算定されたものである。この平均税率は個々のグループ会社の予想税率から算出され

ており、2017年度は23.7％(2016年度：24.1％)であった。実効税率は29.0％(2016年度：21.3％)であった。
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当グループの見積税金費用から税金費用計上額への調整および予想税率から実効税率への調整は、以下の通りである。

 
見積税金費用から実際の税金費用への調整   

 2016年 2017年

 百万ユーロ ％ 百万ユーロ ％

見積税金費用および予想税率 1,152 24.1 1,083 23.7

     

非課税利益による税金の減額     

営業活動に関連する収益 (127) (2.6) (135) (3.0)

関係会社からの収益および売却収入 (1) - (16) (0.3)

     

過年度に認識されていなかった税務上の繰越欠損金および繰延利

息に係る繰延税金資産の初回認識 (17) (0.4) (31) (0.7)

過年度に繰延税金資産が認識されていなかった税務上の繰越欠損

金および繰延利息の利用 (2) - (4) (0.1)

     

損金不算入費用による税金の増額     

営業活動に関連する費用 142 3.0 168 3.7

関係会社に対する投資の減損損失 2 - - -

     

利用できる可能性が低い新規の税務上の繰越欠損金および繰延利

息 43 0.9 69 1.5

過年度に繰延税金資産が認識されていたが、利用できる可能性が

低い既存の税務上の繰越欠損金および繰延利息 6 0.1 1 -

     

その他の期間に係る税金収益(-)および税金費用(+) (76) (1.6) (128) (2.8)

税率の変更による税効果 (5) (0.1) 384 8.4

その他の税効果 (100) (2.1) (62) (1.4)

     

実際の税金費用および実効税率 1,017 21.3 1,329 29.0

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

計上された税金費用には、2017年12月22日に可決された米国税制改革法によってのみ生じた一過性の影響455百万ユーロが含ま

れている。同法は、2018年１月１日より法人税率を35％から21％に引き下げるもので、米国企業に関連するすべての繰延税金

資産および負債の再測定が行われることになる。税率変更により、2017年度に繰延税金費用409百万ユーロが発生した。これま

で米国で課税されなかった本国に送金されない利益に対して追加税金が生じたことにより、過年度税金費用46百万ユーロが発

生した。
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15. 非支配持分に帰属する利益／損失

 

非支配持分に帰属する利益は791百万ユーロ(2016年度：468百万ユーロ)であった。非支配持分に帰属する損失は33百万ユーロ

(2016年度：173百万ユーロ)であった。過年度において、当該利益および損失は主にコベストロに関連するものであった。

 

 

16.１株当たり利益

 

継続事業からの１株当たり利益は、IAS第33号「１株当たり利益」に基づき、当期純利益(税引後利益のバイエルAG株主帰属分)

から非継続事業からの税引後利益(バイエルAG株主帰属分)を差し引いたものを加重平均株式数で除して算定される。継続事業

および非継続事業からの１株当たり利益は、当期純利益を加重平均株式数で除して算定される。

 

2016年11月、バイエルは、当社の既存株主に新株引受権を付与することなく、強制転換社債40億ユーロを発行した。IAS第33号

第23項に準拠して、加重平均株式数は当該社債契約の締結後、ただちに増加し、この増加は希薄化前および希薄化後の１株当

たり利益の算定にあたって考慮されなければならない。新たな加重平均株式数は最低転換価格(配当金支払により年次で調整さ

れ、これによって最大転換率が決定する)に基づく。2017年12月31日現在の最低転換価格は、87.82ユーロ(2016年12月31日現

在：90.00ユーロ)であった。希薄化前および希薄化後の１株当たり利益は、強制転換社債発行時に利息構成要素が純損益外で

認識されたため、当該社債に関連して生じる財務費用について調整されていない。当該強制転換社債に関する詳細については

注記[24]を参照のこと。
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希薄化前および希薄化後の１株当たり利益は各期中報告期間について算定されたため、事業年度、つまり通年の１株当たり利

益は、各期中報告期間に係る１株当たり利益の合計と異なる可能性がある。

 
１株当たり利益   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

継続事業からの税引後利益 3,756 3,248

うち、非支配持分帰属分 13 (1)

うち、バイエルAG株主帰属分 3,743 3,249

非継続事業からの税引後利益 1,070 4,846

うち、非支配持分帰属分 282 759

うち、バイエルAG株主帰属分 788 4,087

税引後利益 4,826 8,094

うち、非支配持分帰属分 295 758

うち、バイエルAG株主帰属分(当期純利益) 4,531 7,336

   

 株数 株数

加重平均株式数 832,502,808 872,107,808

   

 ユーロ ユーロ

１株当たり利益   

   

継続事業   

　基本的 4.50 3.73

　希薄化後 4.50 3.73

非継続事業   

　基本的 0.94 4.68

　希薄化後 0.94 4.68

継続事業および非継続事業   

　基本的 5.44 8.41

　希薄化後 5.44 8.41

 

2016年度の数値は修正再表示されている。
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財政状態計算書に対する注記

 

17. のれんおよびその他の無形資産

 

2017年度の無形資産の増減は、以下の通りである。

 
無形資産の増減  

 

取得した

のれん

特許およ

び技術 商標

販売およ

び流通権 製造権

研究開発

プロジェ

クト

その他の

権利およ

び前払金 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

取得原価または製造原価         

2016年12月31日現在 16,312 13,162 11,045 2,044 2,138 887 2,666 48,254

取得 51 - 85 - 4 - - 140

資本的支出 - 78 - 54 - 458 167 757

除却 - (61) (31) (4) - (220) (365) (681)

振替 - - 1 45 - 17 (63) -

振替(IFRS第５号) (481) (123) (40) (14) (118) (43) (403) (1,222)

売却/連結範囲の変更 (254) (31) (5) (105) (96) - (322) (813)

インフレ調整(IAS第29号) 5 - - - - - - 5

為替差額 (882) (164) (602) (109) (5) (55) (116) (1,933)

2017年12月31日現在 14,751 12,861 10,453 1,911 1,923 1,044 1,564 44,507

         

償却および減損損失累計額         

2016年12月31日現在 - 9,312 3,673 1,268 2,027 235 1,860 18,375

除却 - (36) (20) (4) - (201) (356) (617)

2017年度の償却および減損損失 - 596 580 170 21 98 228 1,693

償却 - 596 369 133 21 - 118 1,237

減損損失 - - 211 37 - 98 110 456

減損損失の戻入れ - - - - - - - -

振替 - - - 1 - - (1) -

振替(IFRS第５号) - (86) (39) (9) (118) (2) (199) (453)

売却/連結範囲の変更 - (13) (5) (77) (90) - (295) (480)

為替差額 - (135) (148) (66) (4) (13) (70) (436)

2017年12月31日現在 - 9,638 4,041 1,283 1,836 117 1,167 18,082

帳簿価額、2017年12月31日現在 14,751 3,223 6,412 628 87 927 397 26,425

帳簿価額、2016年12月31日現在 16,312 3,850 7,372 776 111 652 806 29,879
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研究開発プロジェクトに係る資本的支出には、ラロトレクチニブの開発および販売に関連するグローバルな独占的提携の一環

としてロクソ・オンコロジー社(Loxo Oncology, Inc.)に支払った前払金400百万米ドルが含まれている。

 

無形資産について、456百万ユーロの減損損失が認識された。医療用医薬品セグメントでは、主に腫瘍の分野(OncoMed)での無

形資産について、69百万ユーロの減損損失が認識された。また、肺感染症の治療のための新薬候補(アミカシン・インヘール)

の研究における新たな発見について、59百万ユーロの減損損失が認識された。ウィメンズヘルスケアおよび眼科領域における

無形資産について、65百万ユーロの減損損失が認識された。コンシューマーヘルス・セグメントにおいては、市況が低調で

あったことから、日焼け止め製品ブランド(Coppertone™)について155百万ユーロおよびアレルギー領域の商標(Aerius™)につい

て47百万ユーロの減損損失が認識された。クロップサイエンス・セグメントでは、研究プロジェクトの中止に関連して41百万

ユーロの減損損失が認識された。

 

この他に無形資産の減損損失が認識されたのは、医療用医薬品(２百万ユーロ)、コンシューマーヘルス(３百万ユーロ)、ク

ロップサイエンス(５百万ユーロ)および動物用薬品(９百万ユーロ)セグメント、ならびにその他すべてのセグメント(１百万

ユーロ)である。

 

取得および売却の詳細は、注記[6.2]および[6.3]に示されている。のれんおよびその他の無形資産の減損テストの手続の説明

は、注記[4]に示されている。
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2016年度の無形資産の増減は、以下の通りである。

 
無形資産の増減(前年度)  

 

取得した

のれん

特許およ

び技術 商標

販売およ

び流通権 製造権

研究開発

プロジェ

クト

その他の

権利およ

び前払金 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

取得原価または製造原価         

2015年12月31日現在 16,096 13,069 10,952 1,944 2,172 946 2,600 47,779

取得 9 1 - - - (23) - (13)

資本的支出 - 55 3 47 5 96 157 363

除却 - (6) (39) (14) (25) (108) (80) (272)

振替 - 5 - 50 3 (43) (15) -

振替(IFRS第５号) - (5) (8) (15) (16) - (11) (55)

売却/連結範囲の変更 - - (8) - - - - (8)

インフレ調整(IAS第29号) 3 - - - - - - 3

為替差額 204 43 145 32 (1) 19 15 457

2016年12月31日現在 16,312 13,162 11,045 2,044 2,138 887 2,666 48,254

         

償却および減損損失累計額         

2015年12月31日現在 - 8,277 3,083 1,134 2,021 225 1,765 16,505

除却 - (2) (38) (14) (25) (106) (66) (251)

2016年度の償却および減損損失 - 1,007 604 144 48 109 160 2,072

償却 - 708 393 137 28 - 129 1,395

減損損失 - 299 211 7 20 109 31 677

減損損失の戻入れ - - (1) - - - - (1)

振替 - - - - - - - -

振替(IFRS第５号) - (5) (8) (15) (16) - (11) (55)

売却/連結範囲の変更 - - - - - - (1) (1)

為替差額 - 35 33 19 (1) 7 13 106

2016年12月31日現在 - 9,312 3,673 1,268 2,027 235 1,860 18,375

帳簿価額、2016年12月31日現在 16,312 3,850 7,372 776 111 652 806 29,879

帳簿価額、2015年12月31日現在 16,096 4,792 7,869 810 151 721 835 31,274
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バイエルグループにとって重要性の高い、のれんおよび耐用年数を確定できないその他の無形資産は、報告期間末現在で以下

の資金生成単位または資金生成単位グループに配分される。

 
耐用年数を確定できない無形資産   

報告セグメント

資金生成単位／

単位グループ のれん

耐用年数を確定できない

重要な無形資産

  百万ユーロ 百万ユーロ

医療用医薬品 医療用医薬品 7,105 857

コンシューマーヘルス コンシューマーケア 5,854 24

クロップサイエンス 農薬 1,120 41

クロップサイエンス 種子 122 98

 

研究開発プロジェクトの場合、資産計上された資産が企業に経済的利益を生み出すことが見込まれる時点を判断することはで

きない。そのため、こうした資産は耐用年数を確定できないものとして分類される。2017年度末現在、総額927百万ユーロの開

発プロジェクト費が資産計上された(2016年度：652百万ユーロ)。

 

上記の他に耐用年数を確定できないものとして分類される無形資産には、第一次世界大戦の終戦時の賠償協定により米国およ

びカナダに与えられ、1994年に北米地域に関して再取得されたバイエル・クロスがある。バイエルはこの名称を継続して使用

する意図があるため、バイエルグループがこの名称から経済的利益を得られる期間を算定することはできない。バイエル・ク

ロスは108百万ユーロで資産計上されている。
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18. 有形固定資産

 

2017年度の有形固定資産の増減は以下の通りである。

 
有形固定資産の増減      

 

土地および

建物

工場設備

および機械

什器、備品

および

その他の装置

建設仮勘定お

よび前払金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

取得原価または工事原価      

2016年12月31日現在 10,346 20,335 2,297 2,551 35,529

取得 - - - - -

資本的支出 286 460 193 1,022 1,961

除却 (82) (304) (143) - (529)

振替 282 699 52 (1,033) -

振替(IFRS第５号) (498) (601) (66) (240) (1,405)

売却/連結範囲の変更 (3,167) (11,059) (500) (455) (15,181)

インフレ調整(IAS第29号) 5 - - - 5

為替差額 (466) (884) (112) (82) (1,544)

2017年12月31日現在 6,706 8,646 1,721 1,763 18,836

      

減価償却および減損損失累計額      

2016年12月31日現在 5,592 15,111 1,685 27 22,415

除却 (60) (280) (125) - (465)

2017年度の減価償却および減損損失 334 893 223 5 1,455

減価償却 310 860 222 - 1,392

減損損失 24 33 1 5 63

減損損失の戻入れ (7) (6) - - (13)

振替 6 4 (1) (9) -

振替(IFRS第５号) (82) (214) (31) - (327)

売却/連結範囲の変更 (1,923) (8,631) (420) (1) (10,975)

為替差額 (199) (610) (75) (3) (887)

2017年12月31日現在 3,661 6,267 1,256 19 11,203

帳簿価額、2017年12月31日現在 3,045 2,379 465 1,744 7,633

帳簿価額、2016年12月31日現在 4,754 5,224 612 2,524 13,114

 

13百万ユーロの減損損失の戻入れを含み、有形固定資産に係る減損損失純額合計50百万ユーロが、医療用医薬品(23百万ユー

ロ)、コンシューマーヘルス(８百万ユーロ)、クロップサイエンス(25百万ユーロ)およびその他のセグメント(１百万ユーロ)に

おいて認識され、コベストロについては減損損失の戻入れ(７百万ユーロ)が認識された。

 

2017年度において、31百万ユーロ(2016年度：31百万ユーロ)の借入コストが、適格資産の取得原価または工事原価の構成要素

として資産計上された。この際に適用された平均金利は2.5％(2016年度：2.5％)である。
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資産計上された有形固定資産には、ファイナンス・リースに基づく純額合計231百万ユーロ(2016年度：471百万ユーロ)の資産

が含まれていた。決算日現在におけるこれら資産の取得原価または工事原価は合計368百万ユーロ(2016年度：867百万ユーロ)

であった。これらの資産は帳簿価格98百万ユーロ(2016年度：146百万ユーロ)の建物、帳簿価額75百万ユーロ(2016年度：191百

万ユーロ)の工場設備および機械、帳簿価額58百万ユーロ(2016年度：134百万ユーロ)のその他の有形固定資産からなる。ファ

イナンス・リースから生じる負債に関する情報については、注記[27]を参照のこと。

 

2017年度には、IAS第17号「リース」に定義されているオペレーティング・リースに基いて保有する資産に関して、385百万

ユーロ(2016年度：346百万ユーロ)のリース料(コベストロを除く)が支払われた。

 

2018度には、IAS第17号「リース」に定義されているオペレーティング・リースにより、下記の投資不動産を除く有形固定資産

に関して１百万ユーロのリース料を受領する見込みである。2019年度から2022年度には合計１百万ユーロのリース料を、2022

年度より後には合計０百万ユーロのリース料を受領する見込みである。

 

投資不動産

投資不動産の公正価値は、主に、建物および開発済の用地については内部評価に基づくインカム・アプローチを、未開発の用

地については市場比較アプローチを用いて算定されている。

 

2017年12月31日現在、投資不動産の帳簿価額は合計97百万ユーロ(2016年12月31日現在：136百万ユーロ)であった。この不動産

の公正価値は336百万ユーロ(2016年度：507百万ユーロ)であった。投資不動産による賃貸収入は14百万ユーロ(2016年度：11百

万ユーロ)であり、この不動産に直接配分可能な営業費用は４百万ユーロ(2016年度：５百万ユーロ)であった。この他に、１百

万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)の営業費用が投資不動産に直接配分可能であるが、当該不動産から生じた賃貸収入はな

い。
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2016年度の有形固定資産の増減は以下の通りである。

 
有形固定資産の増減(前年度)      

 

土地および

建物

工場設備

および機械

什器、備品

および

その他の装置

建設仮勘定お

よび前払金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

取得原価または工事原価      

2015年12月31日現在 9,685 19,418 2,142 2,295 33,540

取得 - - - - -

資本的支出 248 369 206 1,441 2,264

除却 (69) (262) (158) (9) (498)

振替 407 698 82 (1,187) -

振替(IFRS第５号) (14) (4) (1) (1) (20)

売却/連結範囲の変更 - - - - -

インフレ調整(IAS第29号) 3 1 - - 4

為替差額 86 115 26 12 239

2016年12月31日現在 10,346 20,335 2,297 2,551 35,529

      

減価償却および減損損失累計額      

2015年12月31日現在 5,255 14,303 1,578 29 21,165

除却 (49) (245) (139) (6) (439)

2016年度の減価償却および減損損失 334 936 235 5 1,510

減価償却 314 927 234 - 1,475

減損損失 20 9 1 5 35

減損損失の戻入れ - - - - -

振替 5 (4) - (1) -

振替(IFRS第５号) (2) (1) (1) - (4)

売却/連結範囲の変更 - - - - -

為替差額 49 122 12 - 183

2016年12月31日現在 5,592 15,111 1,685 27 22,415

帳簿価額、2016年12月31日現在 4,754 5,224 612 2,524 13,114

帳簿価額、2015年12月31日現在 4,430 5,115 564 2,266 12,375
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19. 持分法適用投資

 

連結財務諸表において、関連会社４社(2016年度：５社)および共同支配企業８社(2016年度：６社)が、持分法を用いて会計処

理された。

 

持分法適用関連会社および共同支配企業  

会社名 所在地

バイエル

の持分

  ％

関連会社   

バイエル・トレンドラインズAGイノベーション・ファンド
1 イスラエル、ミスガブ 100

コベストロ社 ドイツ、レバクーゼン 24.6

フラッグシップ・ベンチャーズＶアグリカルチュラル・ファンド
1 米国、マサチューセッツ州ケン

ブリッジ

99.9

南京白敬宇制药有限責任公司
1 中国、南京 15

共同支配企業   

バイエル・ザイダス・ファーマ社

(Bayer Zydus Pharma Private Limited)

インド、ムンバイ 50

ブルーロック・セラピューティクス・カナダ社 カナダ、バンクーバー 42.9

ブルーロック・セラピューティクス社

(BlueRock Therapeutics GP LLC)

米国、カリフォルニア州サンフラ

ンシスコ

50

ブルーロック・セラピューティクス社

(BlueRock Therapeutics LP)

米国、カリフォルニア州サンフラ

ンシスコ

42.9

カセビア・セラピューティクス社(Casebia Therapeutics LLC) 米国、マサチューセッツ州ケンブ

リッジ

50

カセビア・セラピューティクス社(Casebia Therapeutics LLP) 英国、アスコット 50

クックソニア・オプコLLC 米国、マサチューセッツ州ボスト

ン

50

DCSOドイツサイバーセキュリティ機構

(DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH)

ドイツ、ベルリン 25

 

1
　この会社の重要な影響力に関する情報については、注記[6.1]を参照のこと。

 

2015年10月、バイエルは、旧マテリアルサイエンスのサブグループを「コベストロ」の名称で株式市場に売り出した。コベス

トロは、高機能ポリマー材料の世界有数の製造業者であり、日常使用される多種多様な革新的製品ソリューションを開発して

いる。 コベストログループは2017年度第３四半期末に連結から除外されたが、バイエルが重要な影響力を保持しているため、

初めて関連会社として認識され、持分法で会計処理された。コベストロ・グループの連結除外に関する詳細は、注記[6.3]に記

載されている。

 

連結除外時におけるコベストロに対する残存持分は、その株価に基づき36億ユーロで再測定され、それにより新たに剰余金お

よび負債が識別された。購入価格の配分に従い、当該剰余金および負債は主に非流動資産(19億ユーロ)、流動資産(１億ユー

ロ)、非流動負債(６億ユーロ)およびのれん(10億ユーロ)に関連している。
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以下の２つの表は、コベストログループの損益計算書および財政状態計算書の要約データを含んでおり、バイエルグループの

連結財務諸表におけるそれぞれの認識額を示している。

 
コベストログループの損益データ   

 2016年 2017年第４四半期

 百万ユーロ 百万ユーロ

純売上高 - 3,522

税引後利益 - 569

　うち、コベストロ社株主帰属分 - 566

税引後その他の包括利益 - (193)

うち、コベストロ社株主帰属分 - (191)

税引後包括利益合計 - 376

　うち、コベストロ社株主帰属分 - 375

税引後包括利益合計に対する持分 - 92

税引後利益に対する持分 - 139

グループ調整 - (88)

持分法利益 - 51

 

コベストログループの財政状態計算書データ   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

非流動資産 - 5,606

流動資産 - 5,735

非流動負債 - 2,885

流動負債 - 3,091

資本 - 5,365

資本に対する持分 - 1,320

グループ調整 - 2,307

帳簿価額 - 3,627

 

グループデータに対する調整には、購入価格の配分および持分法での測定の過程で新たに識別された剰余金および負債が含ま

れる。

 

2015年12月、バイエルおよびスイスにあるCRISPRセラピューティクス社は、血液疾患、失明および先天性心臓疾患のための画

期的な新規治療の開発および商業化を目的とする会社の設立に合意した。2016年のはじめに設立された、この共同支配企業で

あるカセビア・セラピューティクス社は、CRISPRセラピューティクス社を通じて特定疾患分野の遺伝子操作テクノロジーが利

用でき、かつ、バイエルを通じてタンパク質工学の専門知識と関連する疾患のノウハウが利用できる。
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以下の２つの表は、持分法を用いて会計処理されるカセビアグループの損益計算書および財政状態計算書の要約データを含ん

でおり、バイエルグループの連結財務諸表におけるそれぞれの認識額を示している。

 
カセビアグループの損益データ   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

純売上高 - -

税引後損失 (8) (32)

税引後損失に対する持分 (4) (16)

持分法損失 (4) (16)

 

カセビアグループの財政状態計算書データ   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

非流動資産 68 70

流動資産 4 24

非流動負債 - 8

流動負債 3 4

資本 69 82

資本に対する持分 38 69

その他 242 162

帳簿価額 280 231

 

「その他」の項目は、バイエルの資本拠出に係る未決済債務からなる。

 

以下の表は、単独では重要性が低い持分法適用関連会社の合計損益計算書データおよび帳簿価額総額の要約を示している。

 
持分法適用関連会社の損益データおよび帳簿価格   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

税引後利益 4 7

税引後その他の包括利益 3 28

税引後包括利益合計 7 35

税引後利益に対する持分 2 1

税引後包括利益合計に対する持分 5 29

帳簿価格 247 37

 

2016年度の数値は修正再表示されている。
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以下の表は、単独では重要性が低い持分法適用共同支配企業の合計損益計算書データおよび帳簿価額総額の要約を示してい

る。

 
持分法適用共同支配企業の損益データおよび帳簿価額   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

税引後利益 (6) (16)

税引後包括利益合計 (6) (16)

税引後利益に対する持分 (4) (16)

税引後包括利益合計に対する持分 (4) (16)

帳簿価額 57 112

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

 

20. その他の金融資産

 

その他の金融資産の内訳は以下の通りである。

 
その他の金融資産   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 合計 うち、流動部分 合計 うち、流動部分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

貸付金および債権 2,140 2,087 1,718 1,501

売却可能金融資産 4,629 3,517 2,728 1,502

うち、負債性金融商品 4,371 3,514 2,463 1,499

うち、資本性金融商品 258 3 265 3

満期保有金融投資等 65 8 57 15

デリバティブによる債権 714 663 647 509

リース契約による債権 8 - 13 2

合計 7,556 6,275 5,163 3,529

 

貸付金および債権には、1,390百万ユーロ(2016年度：1,770百万ユーロ)の銀行預金および108百万ユーロ(2016年度：305百万

ユーロ)のコマーシャル・ペーパーが含まれている。

 

売却可能金融資産として分類された負債性金融商品は、有効初期資金のためにバイエル・ペンシオンスカッセ(Bayer-

Pensionskasse VVaG)に供与された605百万ユーロ(2016年度：612百万ユーロ)の資本およびバイエル・ペンシオンスカッセに供

与された152百万ユーロ(2016年度：154百万ユーロ)の利益参加型資本(Genussrechtskapital)からなる。このカテゴリーには、

マネー・マーケット・ファンドへの投資1,497百万ユーロ(2016年度：3,513百万ユーロ)も含まれる。

 

売却可能金融資産として表示された資本性金融商品には、スイスにあるCRISPRセラピューティクス社が保有する持分101百万

ユーロ(2016年度：98百万ユーロ)および取引所もしくはその他の市場価格を用いて、または信頼性の高い方法で決定された将

来キャッシュ・フローを割り引くことによって公正価値を決定することができない35百万ユーロ(2016年度：32百万ユーロ)の

証券が含まれていた。これらの資本性金融商品は取得原価で認識された。
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デリバティブによる債権の会計処理に関する詳細は、注記[30]に示されている。

 

リース契約による債権は、バイエルが貸手であり、そのリース資産の経済的所有者が借手である場合のファイナンス・リース

に関連している。これらの債権は予想支払リース料15百万ユーロ(2016年度：39百万ユーロ)からなり、これには利息部分２百

万ユーロ(2016年度：31百万ユーロ)が含まれている。予想支払リース料のうち、３百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)は１

年以内の支払予定額であり、10百万ユーロ(2016年度：２百万ユーロ)はその後４年以内の支払予定額、２百万ユーロ(2016年

度：36百万ユーロ)はそれより後の支払予定額である。

 

 

21. 棚卸資産

 

棚卸資産の内訳は以下の通りである。

 
棚卸資産   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

原材料および貯蔵品 2,396 1,761

仕掛品、完成品および転売目的の購入品 5,991 4,776

前払金 21 13

合計 8,408 6,550

 

コベストロの連結除外により、棚卸資産が1,831百万ユーロ減少した。

 

棚卸資産の減損損失認識額は売上原価に反映されている。その内訳は以下の通りである。

 
棚卸資産の減損   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

減損損失累計額、１月１日現在 (427) (416)

売却/連結範囲の変更 - 13

報告期間における減損損失 (321) (235)

減損損失の戻入れまたは取崩 346 261

為替差額 (18) 45

振替(IFRS第５号) 4 1

減損損失累計額、12月31日現在 (416) (331)
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22. 売掛金

 

決算日現在、減損損失を差引いた売掛金は8,582百万ユーロ(2016年度：10,969百万ユーロ)であり、その内訳は以下の通りであ

る。

 
売掛金   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金(減損考慮前) 11,377 9,007

減損損失累計額 (408) (425)

帳簿価額、12月31日現在 10,969 8,582

　うち、非流動部分 144 97

 

コベストロの連結除外により、売掛金が1,943百万ユーロ減少した。

 

売掛金の減損損失の変動は以下の通りである。

 
売掛金の減損   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

減損損失累計額、１月１日現在 (248) (408)

売却/連結範囲の変更 - 41

報告期間における減損損失 (165) (133)

減損損失の戻入れまたは取崩 35 29

為替差額 (30) 46

減損損失累計額、12月31日現在 (408) (425)

 

8,189百万ユーロ(2016年度：10,954百万ユーロ)の売掛金は個別に減損していなかった。この金額のうち、1,440百万ユーロ

(2016年度：1,161百万ユーロ)は決算日時点で支払期限を過ぎているか、まもなく支払期限を迎えるものであった。

 

減損した売掛金および支払期限を過ぎた売掛金の金額が以下の表に要約されている。

 
減損した売掛金および支払期限を過ぎた売掛金  

  

うち、決算日現在

で減損しておら

ず、支払期限も過

ぎていないもの

うち、決算日現在で減損していないが

支払期限を過ぎているもの

うち、決算

日現在で減

損している

もの

   ３ヵ月まで ３～６ヵ月 ６～12ヵ月 12ヵ月超  

帳簿価額 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2017年12月31日現在 8,582 6,749 934 142 104 260 393

2016年12月31日現在 10,969 9,793 780 162 125 94 15
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個別に減損した売掛金の帳簿価額の総額は798百万ユーロ(2016年度：192百万ユーロ)であった。これらの資産について認識さ

れた減損損失は合計405百万ユーロ(2016年度：177百万ユーロ)であり、正味帳簿価額は393百万ユーロ(2016年度：15百万ユー

ロ)となった。

 

減損していない売掛債権は、既存の信用管理プロセスおよび顧客リスクの個別評価に基づいて回収可能と見なされている。減

損損失認識額には報告期間末現在の債務不履行リスクに対する妥当な引当金が含まれている。

 

特にギリシア、イタリア、ポルトガルおよびスペインにおける政府系保健機関からの債権は、政府債務危機を考慮して特別監

視下にある。2017年度または2016年度においてかかる債権に重大な不履行はなかったが、これらの国の将来の動向によって

は、支払の遅延および／または不履行が生じる可能性がある。新たな事象の発生によって、減損損失の認識が必要となる可能

性がある。2017年度末現在、上記の国における政府系保健機関に対する売掛金は、合計102百万ユーロ(2016年度：134百万ユー

ロ)であった。

 

医療用医薬品、コンシューマーヘルスおよび動物用薬品のセグメントでは、グローバルの信用保険プログラムの一部に超過損

害保険契約がある。これらのセグメントの債権の80％以上には、年間最高報酬総額150百万ユーロ(2016年度：150百万ユーロ)

を上限とする保険がかけられている。2016年１月以降、クロップサイエンス・セグメントにもグローバルで超過損害保険契約

が締結されている。このグローバルの信用保険プログラムでは、同セグメントの債権の80％以上に年間最高補償総額300百万

ユーロ(2016年度：300百万ユーロ)を上限とする保険がかけられている。

 

さらに、債権のうち696百万ユーロ(2016年度：743百万ユーロ)には、前払金、信用状もしくは保証、または

土地、建物もしくは収穫高に係る先取特権により担保されていた。

 

 

23. その他の債権

 

その他の債権の内訳は、以下の通りである。

 
その他の債権   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 合計 うち、流動部分 合計 うち、流動部分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の未収還付税金 764 746 554 541

繰延費用 549 358 298 192

補償請求 120 104 85 71

正味確定給付資産 26 - 36 -

従業員からの未収金 50 49 47 46

他の債権 1,284 953 656 426

合計 2,793 2,210 1,676 1,276
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85百万ユーロ(2016年度：120百万ユーロ)の補償請求は主に、製造物責任請求に関連する保険会社からの未収金からなる。

 

2016年度において、他の債権には、バイエルの有するリバティ・リンク™の雑草防除法の権利侵害による損害賠償およびロイヤ

ルティの支払に関する、米国のダウ・アグロサイエンス社からの債権441百万ユーロが含まれていた。この債権は2017年５月に

決済された。

 

その他の債権には426百万ユーロ(2016年度：690百万ユーロ)の金融債権が含まれており、そのうち、383百万ユーロ(2016年

度：612百万ユーロ)は減損しておらず、支払期限を過ぎてもいなかった。債権26百万ユーロ(2016年度：50百万ユーロ)は、ま

もなく支払期限を迎えるか、支払期限経過後３ヵ月以内のものであった。債権17百万ユーロ(2016年度：27百万ユーロ)は、支

払期限経過後３ヵ月超のものであった。

 

その他の債権は、合計70百万ユーロ(2016年度：56百万ユーロ)の減損損失控除後で表示されており、当該額のうち67百万ユー

ロ(2016年度：52百万ユーロ)は、優遇レートで米ドルを受け取る権利を反映したベネズエラ為替管理当局からの債権に関連す

るものであった。

 

24. 資本

 

財務管理における最も重要な目標は、すべてのステークホルダーの利益のため、バイエルの価値の持続的成長を実現し、グ

ループの信用度および流動性を確保する一助となることである。これらの目標を追求するということは、資本コストの削減、

資本構造の最適化、財務活動によるキャッシュ・フローの改善および効果的なリスク管理を意味する。

 

バイエルが委託している格付機関は、バイエルの信用度を以下の通り評価している。

 

格付

 

 長期格付 短期格付

S&Pグローバル・レーティング(S&P Global Ratings) A- A-2

ムーディーズ(Moody's) A3 P-2

 

これらの格付は、会社の信用度が高いことを示しており、資金調達目的で幅広い投資家にアクセスできることを確保してい

る。現在、S&Pグローバル・レーティングおよびムーディーズのいずれも、合意されたモンサント社の取得を考慮して格付の引

き下げを検討している。バイエルは、モンサント社の取得を成功裏に完了した上で、投資適格の格付を得ることを引き続き目

標とする。当社は、長期的にシングル「A」の信用格付区分を維持することにコミットしている。
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バイエルは、純金融負債を減少させるために営業活動による現金流入額を活用するばかりではなく、2014年７月および2015年

４月発行の劣後ハイブリッド債、2016年11月発行の強制転換社債、授権資本および条件付資本、ならびに潜在的な株式買戻し

プログラムといった手段により、財務戦略を実行している。

 

2016年度および2017年度における資本の構成要素の変動は、連結資本変動計算書に表示されている。

 

資本金

2017年12月31日におけるバイエルAGの資本金は2,117百万ユーロ(2016年度：2,117百万ユーロ)であり、記名式無額面株式

826,947,808株(2016年度：826,947,808株)に分割され、全額払込済みである。無額面株式１株につき１議決権が付されてい

る。

 

授権資本および条件付資本

授権資本および条件付資本の内訳は、以下の通りである。

 
授権資本および条件付資本

資本 決議日 金額／株数 失効日 目的

授権資本Ⅰ 2014年４月29日 530百万ユーロ 2019年４月28日 現金払込および／または現物出資に対

して新たに無額面株式を発行すること

で資本金を増額する。現物出資は423

百万ユーロを超えない。

     

授権資本Ⅱ 2014年４月29日 212百万ユーロ 2019年４月28日 現金払込に対して新たに無額面株式を

発行することで資本金を増額する。

     

条件付資本 2014年４月29日 212百万ユーロ／

82,694,750株まで

2019年４月28日 ワラント付社債または転換社債、利益

参加権、またはインカム・ボンドの債

券保有者に無額面株式を付与すること

で資本金を増額する。これら証券を発

行する権限は、名目価額合計60億ユー

ロに制限される。

 

資本の増額は、新たに記名式無額面株式を発行することによってなされる。株主に対しては、通常、新株引受権を付与しなけ

ればならない。しかし、新株引受権は、承認決議において表明される一定の条件に基づき、排除されることがある。株主の新

株引受権の排除に関して、年次株主総会でさらなる決議がない場合、取締役会は、現行の権限のみを行使し、株主の新株引受

権を排除して、それぞれの決議が2014年４月29日の年次株主総会で採択された時点で存在する資本金総額の20％まで授権資本

ⅠおよびⅡまたは条件付資本から増資を行うことができる。株主の新株引受権を排除した、無額面株式の、またはワラントも

しくは転換権・転換義務が付された社債のすべての発行または売却もこの20％の制限に含まれる。授権資本および条件付資本

の詳細については、2014年４月29日の年次株主総会通知およびバイエルのウェブサイト上に掲載されている。これまで、授権

資本ⅠおよびⅡは使用されていない。
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2016年11月22日、バイエルは、当社の既存株主に新株引受権を付与することなく、4,000百万ユーロの強制転換社債を発行し

た。当該社債は、バイエルAGの劣後保証の下、バイエル・キャピタル社(Bayer Capital Corporation B.V.)により100,000ユー

ロ単位で発行された。満期時に、当該社債の残高は強制的にバイエルAGの記名式無額面株式に転換される。48百万ユーロの取

引コストの控除および191百万ユーロの繰延税金の認識後、3,941百万ユーロが資本剰余金に、652百万ユーロが金融負債に配分

された。負債部分の会計処理における一時差異によって繰延税金が生じ、純損益外で資本として認識された。2017年12月31日

現在、金融負債が125百万ユーロ減少したことで、41百万ユーロの繰延税金が純損益を通じて戻し入れられた。強制転換社債の

発行は、条件付資本の使用にあたる。

 

包括利益累計額

包括利益累計額は、利益剰余金およびその他の包括利益累計額からなる。利益剰余金は、連結会社の過年度の未分配利益なら

びに純損益外で認識される確定給付年金およびその他の退職後給付制度に係る正味確定給付負債のすべての再測定からなる。

その他の包括利益累計額は、為替差額、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび売却可能金融資産の公正価値の増減額ならびに再

評価剰余金からなる。2017年度において、個々の資産の年間償却費/減価償却費に相当する４百万ユーロ(2016年度：４百万

ユーロ)が再評価剰余金から利益剰余金に振り替えられた。

 

配当金

ドイツ株式会社法(AktG)に基づき、配当金の支払は、ドイツ商法に準拠して作成されたバイエルAGの年次財務諸表に計上され

ている分配可能利益により決定される。2016年度に関する１株当たり2.70ユーロの配当金支払により、利益剰余金が減少し

た。2017年度について提案された配当金は現在の株数に基づき１株当たり2.80ユーロであり、配当金の支払合計金額は2,315百

万ユーロとなる。提案された配当金の支払は年次株主総会での株主の承認を前提としているため、連結財務諸表上の負債とし

て認識されていない。

 

非支配持分

2016年度および2017年度の資本における非支配持分の増減は、以下の表の通りである。

 
資本における非支配持分の要素   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

１月１日現在 1,180 1,564

純損益に認識されていない資本の増減   

確定給付制度に係る純年金債務の再測定 (27) 49

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の増減 - -

有価証券の公正価値の増減 - -

ユーロ圏外事業活動の換算に関して認識された為替差額 17 (155)

その他の資本の増減 157 (2,025)

配当金支払額 (58) (131)

税引後利益 295 758

12月31日現在 1,564 60
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配当金支払額のうち、129百万ユーロがコベストロ社の資本に対する非支配持分に関連している。

 

第三者の非支配持分保有者のいる主要な子会社はインドのバイエル・クロップサイエンス・リミテッド(Bayer CropScience

Limited.)である。非支配持分に帰属する持分および議決権持分は、2017年12月31日現在で31.3％(2016年12月31日現在：

31.4％)であり、当該非支配持分に帰属する資本は52百万ユーロ(2016年度：85百万ユーロ)である。

 

2017事業年度中、バイエルAGはコベストロ社に対する持分を64.2％から24.6％に減少させた。第１四半期において、バイエル

はコベストロ社の株式22百万株を、１株当たり66.50ユーロの価格で機関投資家に売却した。第２四半期においてさらに、コベ

ストロ社の株式17.25百万株を、１株当たり62.25ユーロの価格で機関投資家に売却した。また、コベストロ社の株式８百万株

を、１株当たり63.04ユーロの価格でバイエル年金基金(Bayer Pension Trust e. V.)に預託した。2017年度第３四半期におい

て、2017年９月12日にバイエルAGはコベストロ社の株式19百万株を１株当たり63.25ユーロの価格で売却し、2017年９月29日に

約14百万株のコベストロ社の株式を１株当たり71.72ユーロの価格で売却した。2017年９月29日に売却した株式約14百万株の買

手は、2017年12月11日までは当該株式を売却しないというロックアップ契約に合意した。当該契約に基づき、バイエルは、少

なくともその合意した日まで当該株式の価格に対する経済的エクスポージャーを保持する。

 

上述の2017年９月12日までのバイエルの持分の減少は、バイエルグループの資本に42億ユーロのプラスの影響を与えており、

これはその他の資本の増減に認識されている。このうち、27億ユーロはバイエルAGの株主に帰属し、15億ユーロは非支配持分

に帰属している。2017年９月末の連結除外の一環として、コベストロ社資本に対する非支配持分は全額の認識が中止された。

コベストロの認識の中止の詳細については、注記[6.3]に記載されている。

 

2017年12月31日現在、バイエルはコベストロ社の持分24.6％を保有しており、バイエル年金基金がさらに8.9％を保有してい

る。

 

前へ　　　次へ
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25. 年金およびその他の退職後給付引当金

 

年金およびその他の退職後給付関連の確定給付債務に対して引当金が設定されている。純負債の会計処理は以下の通りであ

る。

 
財政状態計算書に反映された正味確定給付負債

 年金 その他の退職後給付 合計

 

2016年

12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2017年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

年金およびその他の

退職後給付(正味負債) 10,736 7,798 398 222 11,134 8,020

うち、ドイツ 9,176 6,778 - - 9,176 6,778

うち、その他の国 1,560 1,020 398 222 1,958 1,242

正味確定給付資産 25 36 1 - 26 36

うち、ドイツ 23 22 - - 23 22

うち、その他の国 2 14 1 - 3 14

正味確定給付負債 10,711 7,762 397 222 11,108 7,984

うち、ドイツ 9,153 6,756 - - 9,153 6,756

うち、その他の国 1,558 1,006 397 222 1,955 1,228

 

コベストロの連結除外により、年金およびその他の退職後給付引当金が1,201百万ユーロ減少した。

 

年金およびその他の退職後給付に関する確定給付制度に係る費用の内訳は以下の通りである。

 
確定給付制度に係る費用   

 年金制度

その他の退職後

給付制度

 ドイツ その他の国 合計 その他の国

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

当期勤務費用 281 312 86 93 367 405 14 13

過去勤務費用 17 20 (4) (3) 13 17 (1) (2)

　うち、制度縮小 - - 1 (2) 1 (2) - (2)

制度清算 - - (8) 8 (8) 8 - -

制度資産より支払われる制度

管理費用 3 3 1 1 4 4 - -

正味利息 175 135 46 43 221 178 14 13

合計 476 470 121 142 597 612 27 24

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

また、2017年度において、正味確定給付負債の再測定による影響額合計1,236百万ユーロ(2016年度：マイナス1,036百万ユー

ロ)が純損益外で認識された。この金額のうち、1,223百万ユーロ(2016年度：マイナス1,063百万ユーロ)は年金債務に、１百万

ユーロ(2016年度：34百万ユーロ)はその他の退職後給付債務に、12百万ユーロ(2016年度：マイナス７百万ユーロ)は資産計上

額の上限の影響に関連するものであった。
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正味確定給付負債の増減は以下の通りである。

 
正味確定給付負債の増減

 確定給付債務 制度資産の公正価値

資産計上額の

上限の影響 正味確定給付負債

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

ドイツ     

2017年１月１日現在 (20,962) 11,809 - (9,153)

取得 - - - -

売却/連結範囲の変更 3,021 (2,075) - 946

当期勤務費用 (368)   (368)

過去勤務費用 (32)   (32)

正味利息 (358) 208 - (150)

数理計算上の差益/(差損) 206   206

　うち、財務上の仮定の変更によるもの 180   180

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの (1)   (1)

　うち、実績による修正によるもの 27   27

制度資産の収益(利息収益として認識された金額を

除く)  755  755

雇用主拠出額  593  593

従業員拠出額 (39) 39  -

制度清算による支払 - -  -

制度資産からの給付支払額 216 (216)  -

会社による給付支払額 441   441

制度資産から支払われる制度管理費用  (3)  (3)

売却目的保有流動資産／負債への組替 38 (29)  9

2017年12月31日現在 (17,837) 11,081 - (6,756)

その他の国     

2017年１月１日現在 (8,033) 6,127 (49) (1,955)

取得 - - - -

売却/連結範囲の変更 840 (589) 3 254

当期勤務費用 (109)   (109)

過去勤務費用 8   8

制度清算による利得/(損失) (8)   (8)

正味利息 (244) 183 (3) (64)

数理計算上の差益/(差損) (166)   (166)

　うち、財務上の仮定の変更によるもの (191)   (191)

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの 21   21

　うち、実績による修正によるもの 4   4

制度資産に係る収益(利息収益として認識された金

額を除く)  429  429

資産計上額の上限の再測定   12 12

雇用主拠出額  125  125

従業員拠出額 (14) 14  -

制度清算による支払 32 (41)  (9)

制度資産からの給付支払額 300 (300)  -

会社による給付支払額 94   94

制度資産から支払われる制度管理費用  (1)  (1)

売却目的保有流動資産／負債への組替 10 (8) - 2

為替差額 635 (481) 6 160

2017年12月31日現在 (6,655) 5,458 (31) (1,228)

　うち、その他の退職後給付 (671) 449 - (222)

2017年12月31日現在合計 (24,492) 16,539 (31) (7,984)

 

コベストロは、正味確定給付負債に含まれている。
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正味確定給付負債の増減(前年度)

 確定給付債務 制度資産の公正価値

資産計上額の

上限の影響 正味確定給付負債

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

ドイツ     

2016年１月１日現在 (19,148) 10,199 - (8,949)

取得 - - - -

売却/連結範囲の変更 4 (2) - 2

当期勤務費用 (350)   (350)

過去勤務費用 (26)   (26)

正味利息 (452) 248 - (204)

数理計算上の差益/(差損) (1,610)   (1,610)

　うち、財務上の仮定の変更によるもの (1,563)   (1,563)

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの (1)   (1)

　うち、実績による修正によるもの (46)   (46)

制度資産に係る収益(利息収益として認識された金

額を除く)  669  669

雇用主拠出額  878  878

従業員拠出額 (39) 39  -

制度清算による支払 - ‒  -

制度資産からの給付支払額 219 (219)  -

会社による給付支払額 440   440

制度資産から支払われる制度管理費用  (3)  (3)

売却目的保有流動資産／負債への組替 - -  -

2016年12月31日現在 (20,962) 11,809 - (9,153)

その他の国     

2016年１月１日現在 (7,660) 5,799 (32) (1,893)

取得 - 1 - 1

売却/連結範囲の変更 4 (3) - 1

当期勤務費用 (118)   (118)

過去勤務費用 6   6

制度清算による利得/(損失) 9   9

正味利息 (284) 215 (3) (72)

数理計算上の差益/(差損)) (515)   (515)

　うち、財務上の仮定の変更によるもの (650)   (650)

　うち、人口統計学上の仮定の変更によるもの 89   89

　うち、実績による修正によるもの 46   46

制度資産に係る収益(利息収益として認識された金

額を除く)  427  427

資産計上額の上限の再測定   (7) (7)

雇用主拠出額  152  152

従業員拠出額 (12) 12  -

制度清算による支払 83 (84)  (1)

制度資産からの給付支払額 295 (295)  -

会社による給付支払額 87   87

制度資産から支払われる制度管理費用  (1)  (1)

売却目的保有流動資産／負債への組替 - - - -

為替差額 72 (96) (7) (31)

2016年12月31日現在 (8,033) 6,127 (49) (1,955)

　うち、その他の退職後給付 (867) 471 - (396)

2016年12月31日現在合計 (28,995) 17,936 (49) (11,108)

 

コベストロは、正味確定給付負債に含まれている。
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給付債務は主に、ドイツ(73％、2016年度：72％)、米国(12％、2016年度：14％)および英国(８％、2016年度：７％)に関連す

るものであった。ドイツでは、確定給付制度に基づく権利の約43％(2016年度：46％)を現職従業員が、約50％(2016年度：

47％)を定年退職者またはその遺族である扶養家族が、約７％(2016年度：７％)を権利確定済の年金受給権を有する元従業員が

占めている。米国では、確定給付制度に基づく権利の約21％(2016年度：25％)を現職従業員が、約65％(2016年度：53％)を定

年退職者またはその遺族である扶養家族が、約14％(2016年度：22％)を権利確定済の年金受給権を有する元従業員が占めてい

る。

 

年金またはその他の退職後給付の確定給付制度資産に係る実際の収益は、それぞれ1,517百万ユーロ(2016年度：1,519百万ユー

ロ)および58百万ユーロ(2016年度：40百万ユーロ)であった。

 

以下の表は、年金およびその他の退職後給付の確定給付債務ならびに積立型の債務の積立状況を示している。

 
確定給付債務および積立状況       

 年金債務 その他の退職後給付債務 合計

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

確定給付債務 28,128 23,821 867 671 28,995 24,492

うち、非積立型 1,231 1,117 125 64 1,356 1,181

うち、積立型 26,897 22,704 742 607 27,639 23,311

       

積立型債務の積立状況       

積立超過額 74 67 1 - 75 67

積立不足額 9,506 6,681 272 158 9,778 6,839

 

年金およびその他の退職後給付債務

グループ各社はほとんどの従業員に対して退職給付を提供しているが、これは各社が直接給付するか、公的管理あるいは民間

管理の年金基金に拠出することによって行われている。この給付金額は、各国の法律、財政および経済状況によって異なる。

当該債務は、現在の退職者に対する年金および将来の退職者に対する年金受給資格の両方に係るものである。

 

バイエルでは、多くの国で従業員向けの積立型年金制度を設定している。各確定給付年金制度では、債務のリスク構造(特に、

人口統計学、現在の積立状況、予想される将来キャッシュ・フローの構造、金利感応度、バイオメトリック・リスク等)、規制

環境ならびに現在のリスク許容度またはリスク受容能力に基づいて最も適切な投資戦略が決定される。その上で、資本市場の

要素を考慮に入れ、制度のリスク構造に合わせた戦略目標投資ポートフォリオを開発している。その他の決定要因は、将来に

おける全給付の支払確保に重点を置いたリスク分散、ポートフォリオ効率ならびに国別とグローバル両方のリスク／リターン

分析である。各年金制度の資本投資戦略は上記の各制度特有の条件に照らして個別に策定されるため、年金制度の投資戦略は

それぞれ大きく異なる場合がある。投資戦略は通常、絶対収益の最大化よりも、年金コミットメントの長期にわたる資金調達

の可能性の最大化を目指す方向で調整される。制度資産については、リスク管理システムを利用してストレスシナリオのシ

ミュレーションや他のリスク分析(バリュー・アット・リスク等)が行われている。
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ドイツのレバクーゼンにあるバイエル・ペンシオンスカッセは、最大規模の年金制度である。当該制度は2005年以降、新規加

入者を受け入れていない。法的に独立したこの年金基金は生命保険会社として見なされるため、ドイツの保険監督法が適用さ

れる。バイエル・ペンシオンスカッセによってカバーされる給付債務は、退職年金、遺族年金および障害年金からなる。これ

は複数事業者型制度であり、現行の加入者とその雇用主が拠出する。会社の拠出額は、従業員拠出額の一定の割合である。こ

の割合は、バイエルグループ以外の加入者を含む、制度に加入するすべての従業員について同じであり、担当する保険数理士

からの提案に基づき、当該制度の執行委員会と監査役会の間の合意によって設定される。この割合には、負債および拠出金の

算定に使用した要素に関する数理計算上の見積りと実際の価値との差異が考慮されている。バイエルは、担当する保険数理士

からの提案に基づき、当該制度の執行委員会および監査役会に従って会社の拠出金を修正する場合もある。当該制度の負債

は、ドイツの企業年金改善法(Law on the Improvement of Occupational Pensions)第１条第１項第３号に準拠している。これ

は、当該年金制度が定款に基づく権利を行使して給付を引き下げた場合、結果として生じる差額を制度に参加している各雇用

主が補償しなければならないことを意味する。バイエルは、制度に参加しているバイエルグループ以外の雇用主の債務につい

て、これらの者が当該制度への参加を取りやめる場合であっても、責任を負わない。

 

2005年以降にバイエルに入社したドイツの加入者に関する年金受給権は、レバクーゼンにあるライニッシェ・ペンシオンス

カッセ(Rheinische Pensionskasse VVaG)を通じて付与されている。この制度による将来の年金の支払は、保証金利を考慮した

上で、掛金と制度資産に係る収益に基づいて実施される。

 

もう一つの重要な年金供給手段はバイエル年金基金である。これは、バイエルグループのその他の退職年金給付契約、繰延報

酬、かつてシエーリング養老年金信託協会(Schering Altersversorgung Treuhand e.V.)が管理していた年金債務および他の直

接的コミットメントの一部等をカバーしている。

 

米国における確定給付年金制度はここ数年凍結されており、これらの制度の下で重要性の高い新たな給付金制度を創設するこ

とはできない。米国のすべての年金制度は、効率性のために単一のマスター・トラストが保有している。適用される規制上の

枠組みは、給付の制限を回避するための80％の法定最低積立要件を含む従業員退職所得保障法(以下「ERISA」という。)に基づ

いている。会社は引き続き、投資リスク、金利リスクおよび長寿リスク等の数理計算上のリスクを負う。

 

英国における確定給付年金制度は、数年来、新規加入者を受け入れていない。英国の制度資産は、受益人の利益のためにのみ

行動する法的義務を負っている、独立した受託者によって管理されている。英国の規定に従い、技術評価が３年ごとに実施さ

れる。この評価は、すべての潜在的積立要件をカバーする制度開発のための基礎となっている。この場合も、会社は引き続

き、保険数理上のリスクを負う。

 

ドイツ以外のその他の退職後給付債務は主に、米国における退職者の医療給付金に関連するものであった。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

202/490



年金およびその他の退職後給付債務をカバーする制度資産の公正価値は以下の通りであった。

 
制度資産の公正価値　12月31日現在   

 年金債務

その他の

退職後給付債務

 ドイツ その他の国 その他の国

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

活発な市場での相場価格に

基づく制度資産       

不動産および特別不動産ファンド - - 215 181 22 16

株式および株式ファンド 2,919 3,617 1,861 1,739 149 158

繰上償還条項付債務証券 - - 263 27 - -

満期償還債務証券 556 - 736 602 128 127

債券ファンド 3,754 3,737 1,823 1,631 104 94

デリバティブ 11 11 (3) - - -

現金および現金同等物 243 164 114 74 17 13

その他 - - 6 - - -

 7,483 7,529 5,015 4,254 420 408

活発な市場での相場価格のない

制度資産       

不動産および特別不動産ファンド 563 496 124 179 - -

株式および株式ファンド 115 121 72 71 - -

繰上償還条項付債務証券 1,525 1,399 - - - -

満期償還債務証券 1,870 1,394 - - - -

債券ファンド - - 72 74 - -

デリバティブ 1 - - - - -

その他 252 142 373 431 51 41

 4,326 3,552 641 755 51 41

制度資産合計 11,809 11,801 5,656 5,009 471 449

 

ドイツ国内の制度資産の公正価値には、グループ会社からリースされた不動産が含まれ、これは公正価値82百万ユーロ(2016年

度：82百万ユーロ)で認識された。また、投資ファンドを通じて所有しているバイエルAGの株式および社債も含まれており、そ

れぞれの公正価値である37百万ユーロ(2016年度：41百万ユーロ)および３百万ユーロ(2016年度：３百万ユーロ)で認識され

た。

 

2017年に、バイエルAGは、自社が保有していたコベストロ社の株式８百万株(2016年度：10百万株)をバイエル年金基金に預託

した。バイエル年金基金が所有するコベストロ社の株式総数の市場価額は、2017年12月31日時点において合計1,549百万ユーロ

となった(2016年度：652百万ユーロ)。2016年に、コベストロ社は合計450百万ユーロの短期証券をメッツラー・トラスト

(Metzler Trust e.V.)に預託した。

 

その他の制度資産は、担保付貸付金、その他の債権および適格な保険証券からなる。
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リスク

確定給付制度によるリスクの一部は確定給付債務から生じ、一部は制度資産への投資から生じる。当該リスクには、現在およ

び将来の年金債務を満たすために制度資産への追加拠出が必要となる可能性ならびに引当金および資本に対するマイナスの影

響が含まれている。

 

人口統計学／バイオメトリック・リスク

確定給付債務の大部分は終身年金または遺族年金からなるため、請求期間の長期化や請求の早期化によって、それまでの予測

よりも高い給付債務、給付費用および／または年金の支払が生じる可能性がある。

 

投資リスク

制度資産に係る実際の収益が割引率に基づいて予想された収益を下回った場合、他のパラメーターの変動はないと仮定する

と、正味確定給付負債は増加すると考えられる。これは、たとえば、株価の下落、市場金利の上昇、個々の借手による債務不

履行または低リスク低金利の社債購入の結果として生じる可能性がある。

 

金利リスク

特に、高格付社債の資本市場金利が下落すると、確定給付債務が増加すると考えられる。この効果は、保有する負債性金融商

品の市場価額の上昇を確保することにより、少なくとも一部は相殺されることになる。

 

測定パラメーターとその感応度

各事業年度の12月31日現在の年金およびその他の退職後給付債務の測定には、以下の加重パラメーターが使われた。

 
給付債務のパラメーター    

 ドイツ その他の国 合計

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

 ％ ％ ％ ％ ％ ％

年金債務       

割引率 1.80 1.90 3.25 2.95 2.15 2.15

　米国の割引率   3.70 3.40 3.70 3.40

　英国の割引率   2.65 2.50 2.65 2.50

予想される将来の昇給率 2.75 2.75 3.50 3.60 2.95 2.95

予想される将来の給付増加率 1.50 1.70 3.35 3.25 1.95 2.10

その他の退職後給付債務       

割引率 - - 4.35 4.25 4.35 4.25

 

2017年度第３四半期に、コベストロの連結除外に関連して、ユーロ圏の割引率の算出に使用されるデータ選択の基準が変更さ

れた。従前どおり、基礎となる社債ポートフォリオはすべて最低「AA」または「AAA」格の優良社債からなる。これには政府所

有の事業体が発行する社債は含まれなくなった。当該社債ポートフォリオには、特別目的事業体の社債および取引所で取引さ

れる社債が含まれている。これらの変更がなかった場合には、2017年12月31日現在の金利は20ベーシス・ポイント低い値と

なっていた。したがって、年金引当金は６億ユーロ高い金額となっていた。
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ドイツではホイベックの2005G死亡率表が使用され、米国ではRP-2014死亡率表、英国ではS1NXAの95％が使用されている。

 

各事業年度の年金およびその他の退職後給付に係る費用の測定には、以下の加重パラメーターが使用された。

 
給付費用のパラメーター    

 ドイツ その他の国 合計

 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年

 ％ ％ ％ ％ ％ ％

年金債務       

割引率 2.40 1.80 3.85 3.25 2.75 2.15

予想される将来の昇給率 3.00 2.75 3.35 3.50 3.10 2.95

予想される将来の給付増加率 1.75 1.50 3.20 3.35 2.15 1.95

その他の退職後給付債務       

割引率 - - 4.45 4.35 4.45 4.35

 

パラメーターの感応度は、上記の「正味確定給付負債の増減(前年度)」の表に表示のデータを取得するために実施した評価と

類似する詳細評価に基づき、専門の保険数理士が計算したものである。他のパラメーターを固定したまま個々のパラメーター

を0.5パーセント・ポイント(死亡率は受益人１人当たり10％)変更すると、2017年度末現在の年金およびその他の退職後給付債

務には、以下のような影響が生じる。

 
給付債務の感応度    

 ドイツ その他の国 合計

 増加 減少 増加 減少 増加 減少

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

年金債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 (1,417) 1,620 (414) 468 (1,831) 2,088

予想される将来の昇給率を0.5パーセン

ト・ポイント変更 87 (82) 50 (47) 137 (129)

予想される将来の給付増加率を0.5パーセ

ント・ポイント変更 921 (841) 146 (110) 1,067 (951)

死亡率を10％変更 (587) 660 (172) 176 (759) 836

その他の退職後給付債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 - - (36) 39 (36) 39

死亡率を10％変更 - - (20) 22 (20) 22

 

給付債務の感応度(前年度)    

 ドイツ その他の国 合計

 増加 減少 増加 減少 増加 減少

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

年金債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 (1,752) 2,014 (478) 539 (2,230) 2,553

予想される将来の昇給率を0.5パーセン

ト・ポイント変更 135 (125) 50 (47) 185 (172)

予想される将来の給付増加率を0.5パーセ

ント・ポイント変更 1,107 (1,009) 139 (94) 1,246 (1,103)

死亡率を10％変更 (670) 752 (195) 209 (865) 961

その他の退職後給付債務       

割引率を0.5パーセント・ポイント変更 - - (48) 53 (48) 53

死亡率を10％変更 - - (24) 27 (24) 27
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引当金は、退職者に対する医療費の支払の形で退職後給付を提供するために、主に米国内の子会社の債務に対しても設定され

る。医療費の評価は6.5％(2016年度：6.8％)の率で増加し、2023年までに5.0％まで徐々に減少する(2016年度の仮定：2023年

までに5.0％まで徐々に減少する)という仮定に基づいて行われた。以下の表は、仮定した費用増加率が１パーセント・ポイン

ト変動した場合のその他の退職後給付債務および給付費用合計への影響を示している。

 
医療費増加率に対する感応度     

 

１パーセント・ポイント

増加の場合

１パーセント・ポイント

減少の場合

 2016年 2017年 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の退職後給付債務への影響 77 55 (66) (47)

給付費用への影響 4 3 (3) (3)

 

支払額および将来の支払予測額

以下に示す支払額または資産拠出額は、積立型給付制度に供されたまたは供される予定の雇用主拠出額に相当する。

 
雇用主拠出額または拠出予測額   

 ドイツ その他の国

 2016年 2017年 2018年予測 2016年 2017年 2018年予測

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

年金債務 878 593 42 151 146 104

その他の退職後給付債務 - - - 1 (21) 1

合計 878 593 42 152 125 105

 

バイエルは現在、2019年までに、英国の年金制度のために年間約16百万英ポンドの不足額の拠出を行うことを確約している。

米国の年金制度に関して、バイエルは2017年度に50百万米ドルを支払い、2018年度にも50百万米ドルの支払を見込んでいる

が、後者の金額は今後の状況に応じて変動する可能性がある。

 

積立型および非積立型の制度から将来支払われる年金およびその他の退職後給付の見積りは以下の通りである。

 
将来の給付債務     

 制度資産からの支払 当社からの支払

 年金

その他の

退職後給付  年金

その他の

退職後給付  

 ドイツ その他の国 その他の国 合計 ドイツ その他の国 その他の国 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2018年 203 247 22 472 434 69 14 517

2019年 205 247 23 475 439 66 16 521

2020年 208 251 23 482 443 70 17 530

2021年 211 259 24 494 449 77 18 544

2022年 216 261 25 502 454 78 18 550

2023年～2027年 1,135 1,363 128 2,626 2,311 415 110 2,836

 

年金債務の加重平均期間は、ドイツが17.0年(2016年度：18.0年)、その他の国が13.8年(2016年度：13.3年)である。その他の

国の、その他の退職後給付債務の加重平均期間は11.5年(2016年度：11.5年)である。
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26. その他の引当金

 

2017年度におけるさまざまな引当金項目の増減は以下の通りである。

 
その他の引当金の増減         

 

その他の

税金 環境保全

リストラ

クチャリ

ング

営業

関連のコ

ミットメ

ント 訴訟

従業員

コミット

メント その他 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2016年12月31日現在 41 321 276 2,375 512 3,290 386 7,201

売却/連結範囲の変更 (6) (44) (56) (88) (7) (552) (25) (778)

追加 19 34 103 5,440 172 2,706 332 8,806

利用 (18) (32) (101) (4,423) (199) (2,720) (255) (7,748)

戻入れ (5) (14) (37) (567) (47) (589) (61) (1,320)

流動負債への組替 - - - (11) - (2) - (13)

利息費用 - (2) - - - 7 - 5

為替差額 (2) (20) (14) (245) (38) (102) (22) (443)

2017年12月31日現在 29 243 171 2,481 393 2,038 355 5,710

 

2017年12月31日現在の財政状態計算書で認識された引当金の利用予想額は以下の通りである。

 
その他の引当金の利用予想額  

 

その他の

税金 環境保全

リストラ

クチャリ

ング

営業

関連のコ

ミットメ

ント 訴訟

従業員

コミット

メント その他 合計

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2018年 12 69 109 2,313 258 1,334 249 4,344

2019年 - 13 29 147 65 59 3 316

2020年 - 8 11 9 2 187 2 219

2021年 - 7 6 2 3 159 1 178

2022年 - 2 4 2 6 40 5 59

2023年以降 17 144 12 8 59 259 95 594

合計 29 243 171 2,481 393 2,038 355 5,710

 

引当金は74百万ユーロ(2016年度：110百万ユーロ)の払戻請求により一部相殺されており、これは債権として認識された。これ

らの請求は主に、製造物責任に関連するものである。
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リストラクチャリング

 

リストラクチャリング引当金には、離職手当116百万ユーロ(2016年度：179百万ユーロ)および主に製造施設の閉鎖に関連する

その他の費用からなるその他のリストラクチャリング費用55百万ユーロ(2016年度：97百万ユーロ)が含まれている。

 

医療用医薬品セグメントでは、持続的効率性向上プログラム(Continuous Efficiency Program)の一環として、主に販売および

供給ネットワークの最適化の分野でリストラクチャリングを実施した。2017年度に、主に日本、フランスおよび米国におい

て、当該プログラムのために過年度に設定されていたリストラクチャリング引当金がさらに使用された。医療用医薬品におけ

る上記およびその他のリストラクチャリング施策に対する引当金は、2017年12月31日現在、合計45百万ユーロであった。その

うち、離職手当は44百万ユーロ、その他のリストラクチャリング費用は１百万ユーロであった。

 

コンシューマーヘルス・セグメントでは、主にフランス、ドイツおよびイタリアでリストラクチャリングが実施された。フラ

ンスおよびイタリアのリストラクチャリング施策は流通に関連しており、ドイツのリストラクチャリング施策は第三者向けの

医薬品の契約生産の終了に関連している。2017年12月31日現在、このセグメントのリストラクチャリング引当金は合計33百万

ユーロであり、全額が離職手当であった。

 

クロップサイエンス・セグメントでは、チオジカルブの生産終了に備えて、米国ウエストバージニア州のインスティテュート

の拠点のリストラクチャリング計画に対する引当金が設定された。顧客志向を高め、イノベーションを促進し、効率性を高め

ることを目的とした「リーダーシップ戦略推進(Advancing our Leadership Strategy)」プログラムに関連して開始されたリス

トラクチャリング施策が引き続き実施された。2017年12月31日現在、クロップサイエンスにおける上記の施策およびその他の

リストラクチャリング施策に対する引当金は合計73百万ユーロであった。そのうち、離職手当は21百万ユーロ、その他のリス

トラクチャリング費用は52百万ユーロであった。

 

2017年12月31日現在、動物用薬品セグメントにおけるリストラクチャリング引当金は合計６百万ユーロであった。そのうち、

離職手当は５百万ユーロ、その他のリストラクチャリング費用は１百万ユーロであった。

 

「その他すべてのセグメント」では、中国のシェアード・サービス・センターの上海から大連への移転に対する引当金が設定

された。さらに、効率性を高めるために予定されたリストラクチャリング施策を実施するために、過年度に設定された引当金

が使用された。2017年12月31日現在、当該リストラクチャリング引当金は合計14百万ユーロであった。そのうち、離職手当は

13百万ユーロ、その他のリストラクチャリング費用は１百万ユーロであった。

 

訴訟

 

現時点で重要と思われる法的リスクおよびそれらの進捗状況は注記［32］に示されている。
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従業員コミットメント

株式に基づく報酬プログラム

バイエルは、異なる従業員グループに株式に基づく報酬プログラムをまとめて提供している。現金決済を伴う報酬制度に関し

てIFRS第２号「株式に基づく報酬」が要求するように、株式に基づく報酬プログラムの下で支払われる報酬は、それぞれの従

業員グループに対し、決算日現在存在する債務の公正価値に相当する引当金によって賄われる。発生した評価額の修正はすべ

て純損益に認識される。

 

以下の表は、さまざまなプログラムに対する引当金の増減を示したものである。

 
株式に基づく報酬プログラム引当金の増減

 アスパイアⅠ アスパイアⅡ アスパイア2.0

アスパイアⅠ

コベストロ

アスパイアⅡ

コベストロ

コベストロ

プリズマ 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

2016年12月31日現在 61 203 85 17 48 15 429

取得/売却 - - - (7) (22) (27) (56)

追加 54 163 292 2 5 15 531

利用 (51) (157) - (8) (27) - (243)

戻入れ (56) (167) (98) (3) (3) (1) (328)

為替差額 (2) (7) (16) (1) (1) (2) (29)

2017年12月31日現在 6 35 263 - - - 304

 

2017年度末に全額稼得され、2018年度の初めに支払われたアスパイアのトランシェの価値は、34百万ユーロ(2016年度：241百

万ユーロ)であった。

 

すべての株式に基づく報酬プログラムの正味費用(コベストロを除く。)は194百万ユーロ(2016年度：87百万ユーロ)であり、こ

れには、バイシェアーのストック・パーティシペーション・プログラムに関する５百万ユーロ(2016年度：５百万ユーロ)およ

び仮想上のバイエル株式の付与に関する１百万ユーロの費用(2016年度：１百万ユーロの収益)が含まれている。

 

アスパイアⅠ、アスパイアⅡ、およびアスパイア2.0プログラム(コベストロのアスパイア・プログラムは除く)における債務の

公正価値は、以下の主要パラメーターに基づき、モンテカルロ・シミュレーション法によって計算された。

 
モンテカルロ・シミュレーション法のパラメーター   

 2016年 2017年

配当利回り 2.90％ 2.46％

リスク・フリー金利 (0.67)％ (0.35)％

バイエル株式のボラティリティ 22.78％ 15.49％

EURO STOXX 50のボラティリティ 11.66％ 9.27％

バイエル株式の株価とEURO STOXX 50との相関関係 0.67 0.71
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取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員向け長期インセンティブ・プログラム(アスパイアI)

2005年度から2015年度にかけて、取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員には、特定のガイドラインに従って各個人

にあらかじめ定められた一定数のバイエル株式を購入してプログラムの全期間中保有していることを条件に、アスパイアIに参

加する権利が与えられていた。当該執行役員の年間基本給のうち、その職階に従って一定比率が変動支払額の目標(「アスパイ

ア目標額」)として決定されていた。絶対条件と、４年のパフォーマンス期間にわたるEURO STOXX 50指数に対する相対条件の

両方を基準としたバイエル株式のパフォーマンスに応じて、プログラム参加者は期末時点の個々のアスパイア目標額の最大

300％までの支払を受ける。支払額を決定するために使用された株価は、各年度における証券取引所の取引日のうち、直近30日

間におけるバイエル株価の公表終値の平均である。2017年度の初めに、2013年度に発行されたトランシェの270％が支払われ

た。2014年度に発行されたトランシェについて、2018年度の初めに20％が支払われた。

 

中間管理職向け長期インセンティブ・プログラム(アスパイアⅡ)

また2005年度から2015年度にかけて、他の上級管理職には、アスパイアⅠに類似しているもののバイエル株式への個人的な投

資を必要としないアスパイアⅡが提供されていた。支払額はバイエル株式の４年間の絶対的パフォーマンスのみに基づいて決

定される。最大支払額は、各管理職のアスパイア目標額の250％である。支払額を決定するために使用された株価は、各年度に

おける証券取引所の取引日のうち、直近30日間におけるバイエル株価の公表終値の平均である。2017年度の初めに、2013年度

に発行されたトランシェの220％が支払われた。2014年度に発行されたトランシェについて、2018年度の初めに40％が支払われ

た。

 

長期インセンティブ・プログラム(アスパイア2.0)

2016年度より、アスパイアは、アスパイア2.0という標準化された新形式で全適格従業員に提供されている。取締役会メンバー

の場合は、バイエル株式のパフォーマンスとEURO STOXX 50のパフォーマンスの比較という形で追加的な測定基準が設定されて

いる。各トランシェの期間は４年間である。また、アスパイア2.0は、各従業員の職階に応じて異なる年間基本給に占める割合

に基づいている。この目標額に前年度における従業員のSTI支払要素を乗じて、アスパイアの付与価額が決定される。STI支払

要素は、グローバルの短期インセンティブ・プログラム(STI)に基づく従業員個人のパフォーマンスと事業のパフォーマンスを

反映している。アスパイアの付与価額は、プログラム開始時の株価で除すことによって仮想上のバイエル株式に転換される。

同プログラムのパフォーマンスは、これらの仮想上の株式に基づく。かかる債務の公正価値は、期末時点のバイエルの株価お

よびその時点までに支払われた配当額によって決定される。各トランシェの終了時に支払われる金額は、仮想上の株数にその

時点のバイエルの株価を乗じ、トランシェの期間中に支払われた配当額と等しい金額を加算して決定される。アスパイア2.0の

最大支払額は、アスパイア付与価額の250％である。
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バイシェアー2017

すべての管理職と管理職以外の従業員には、「バイシェアー」という年間ストック・パーティシペーション・プログラムが提

供される。バイエルは、当該プログラムの下で、これらの従業員のバイエル株式の購入に助成金を支給している。2017年度に

おいて、このプログラムに基づく割引率は購入額の20％(2016年度：20％)であった。従業員は、株式への投資を希望する固定

額を提示した。ドイツ国内の最大購入額は、従業員の職階に応じて、2,500ユーロ(2016年度：2,500ユーロ)または5,000ユーロ

(2016年度：5,000ユーロ)であった。このようにして取得した株式は、2018年12月31日まで保有しなければならない。

 

2017年度に、従業員はバイシェアー・プログラムに基づき、合計約229,000株(2016年度：259,000株)を購入した。

 

 

27. 金融負債

 

金融負債の内訳は以下の通りである。

 
金融負債   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 合計 うち、流動分 合計 うち、流動分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

社債／約束手形 15,991 2,010 12,436 505

銀行に対する負債 1,837 820 534 513

ファイナンス・リースに基づく負債 436 59 238 32

デリバティブによる負債 587 309 240 221

その他の金融負債 730 203 970 664

合計 19,581 3,401 14,418 1,935

 

2017年度の金融負債の変動は、注記[35]に記載されている。

 

満期別の金融負債の内訳は以下の通りである。

 
金融負債の満期     

 2016年12月31日   2017年12月31日

 百万ユーロ   百万ユーロ

2017年 3,401  2018年 1,935

2018年 3,241  2019年 2,155

2019年 2,456  2020年 1,248

2020年 44  2021年 2,096

2021年 2,714  2022年 89

2022年以降 7,725  2023年以降 6,895

合計 19,581  合計 14,418

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

211/490



バイエルグループは、45百万ユーロ(2016年度：45百万ユーロ)の約束手形の他に、以下の社債を発行している。

 
社債     

実効金利 表面利率  名目価額

2016年

12月31日

2017年

12月31日

    百万ユーロ 百万ユーロ

  バイエルAG、ドイツ    

1.253％ 1.125％ DIP債2014/2018
３ 750百万ユーロ 749 -

5.774％ 5.625％ DIP債2006/2018 250百万英ポンド 292 281

5.541％ 5.625％ DIP債2006/2018(延長) 100百万英ポンド 117 113

0.050％ 0.050％ 転換社債
４
2017/2020 1,000百万ユーロ - 1,220

2.086％ 1.875％ DIP債2014/2021 750百万ユーロ 755 753

3.811％ 3.750％ ハイブリッド債2014/2024
５
/2074 1,500百万ユーロ 1,494 1,495

2.517％ 2.375％ ハイブリッド債2015/2022
５
/2075 1,300百万ユーロ 1,290 1,292

3.093％ 3.000％ ハイブリッド債2014/2020
５
/2075 1,750百万ユーロ 1,745 1,746

  バイエル・キャピタル社

(Bayer Capital Corporation B.V.)、オランダ

  

1.333％ 1.250％ DIP債2014/2023 500百万ユーロ 497 498

6.061％ 5.625％ 強制転換社債
６
2016/2019 4,000百万ユーロ - -

  バイエル・コーポレーション

(Bayer Corporation)、米国

   

6.670％ 6.650％ ノート1998/2028 350百万米ドル 351 307

  バイエルホールディング株式会社

(Bayer Holding Ltd.)、日本

   

0.858％ 0.816％ DIP債2012/2017 300億円 243 -

1.493％ 1.459％ DIP債2010/2017 100億円 81 -

3.654％ 3.575％ DIP債2008/2018 150億円 122 111

0.629％ 0.594％ DIP債2013/2019 100億円 81 74

0.270％ 0.230％ DIP債2017/2021 100億円 - 74

0.301％ 0.260％ DIP債2017/2022 100億円 - 74

  バイエル・ノルディク社

(Bayer Nordic SE)、

フィンランド

   

変動金利
１

変動金利
１ DIP債2014/2017 500百万ユーロ 500 -

  バイエルU.S.ファイナンス社

(Bayer U.S. Finance LLC)、

米国

   

変動金利
２

変動金利
２ ノート2014/2017 400百万米ドル 379 -

1.615％ 1.500％ ノート2014/2017 850百万米ドル 806 -

2.564％ 2.375％ ノート2014/2019 2,000百万米ドル 1,889 1,662

3.096％ 3.000％ ノート2014/2021 1,500百万米ドル 1,419 1,247

3.579％ 3.375％ ノート2014/2024 1,750百万米ドル 1,642 1,444

  コベストロ社、ドイツ    

変動金利 変動金利 DIP債2016/2018 500百万ユーロ 500 -

1.076％ 1.000％ DIP債2016/2021 500百万ユーロ 497 -

1.782％ 1.750％ DIP債2016/2024 500百万ユーロ 497 -

  合計  15,946 12,391

 

1
　変動金利は３ヵ月EURIBORプラス22ベーシス・ポイント

2
　変動金利は３ヵ月USD LIBORプラス28ベーシス・ポイント

3
　債券は2017年10月に早期償還された。

4
　債券は現金、コベストロ株式またはこれらの組み合わせのいずれかで償還可能である。

5
　額面発行債券を早期償還するための初回オプション日

6
　強制転換社債は、資本剰余金およびその他の金融負債に配分された。
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社債発行プログラム

社債発行プログラム(以下「DIP」という。)の下で発行される債券は、外部からの重要な資金調達手段である。

 

2017年５月に、日本のバイエルホールディング株式会社(Bayer Holding Ltd.)は、DIPに基づいて100億円の２つの社債を発行

した。

 

ハイブリッド債

バイエルAGによって発行されたハイブリッド債は劣後債であり、その総額のうちの50％はムーディーズおよびS&Pグローバル・

レーティングによって資本として扱われている。このため、上位債と比べて当グループの格付に関連する債務指標への影響は

より限定的である。

 

強制転換社債

2016年11月22日、バイエル・キャピタル社(Bayer Capital Corporation B.V.)は4,000百万ユーロの劣後強制転換社債を発行し

た。当該社債は満期時にバイエルAGの無額面株式に転換される。当該社債は、予定されるモンサントの取得に向けた資金調達

の資本要素の一部である。当該強制転換社債は、資本剰余金およびその他の金融負債に認識された。

 

転換社債

2017年６月14日、バイエルAGは、2020年に満期となる、名目価額1,000百万ユーロの社債を発行した。当該発行価格は元本金額

の105.25パーセントであり、当初の転換価格は80.93ユーロで固定されていた。当該社債は、現金、コベストロ株式の引渡しま

たはこれらの組み合わせにより、満期日前に決済可能である。IAS第39号11項Ａに基づいた公正価値オプションの適用により、

当該負債性金融商品は、当初認識時において純損益を通じて公正価値で測定する金融負債として指定された。

 

バイエルAGは、その子会社が発行するすべての社債を保証している。

 

リース負債

支払リース料は、127百万ユーロ(2016年度：173百万ユーロ)の利息を含め、合計365百万ユーロ(2016年度：609百万ユーロ)で

あり、ファイナンス・リースに基づき、将来にわたってそれぞれの貸手に支払われる。
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ファイナンス・リースに基づく負債の満期別内訳は以下の通りである。

 
リース負債     

 2016年12月31日   2017年12月31日

満期

支払

リース料 利息部分

ファイナ

ンス・リ

ースに基

づく負債  満期

支払

リース料 利息部分

ファイナ

ンス・リ

ースに基

づく負債

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ   

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

2017年 88 29 59

 

2018年 49 17 32

2018年 76 24 52 2019年 44 13 31

2019年 68 21 47 2020年 39 12 27

2020年 59 17 42 2021年 31 11 20

2021年 57 15 42 2022年 25 10 15

2022年以降 261 67 194 2023年以降 177 64 113

合計 609 173 436 合計 365 127 238

 

その他の金融負債

2017年12月31日現在のその他の金融負債は、2016年11月に発行された強制転換社債に関連する525百万ユーロ(2016年度：652百

万ユーロ)、およびコマーシャル・ペーパー292百万ユーロ(2016年度：０百万ユーロ)からなる。

 

その他の情報

2017年12月31日現在、当グループには使用可能な信用枠が合計470億ユーロ(2016年度：550億ユーロ)あった。このうち430億

ユーロ、すなわち520億米ドル(2016年度：500億ユーロ、すなわち530億米ドル)は予定されるモンサントの取得に向けたつなぎ

融資であった。

 

デリバティブによる負債の会計処理に関する詳細は、注記[30]に示されている。

 

 

28. 買掛金

 

買掛金は、１年以内に支払期日を迎える5,116百万ユーロ(2016年度：6,403百万ユーロ)および１年超で支払期日を迎える13百

万ユーロ(2016年度：７百万ユーロ)からなる。コベストロの連結除外の結果、買掛金は1,286百万ユーロ減少した。
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29. その他の負債

 

その他の負債の内訳は以下の通りである。

 
その他の負債   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 合計 うち、流動分 合計 うち、流動分

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

その他の税金負債 544 527 420 418

繰延収益 1,463 651 1,156 195

従業員に対する負債 229 219 181 164

社会保険料に関する負債 168 157 138 130

負債に係る未払利息 186 181 149 139

他の負債 788 686 724 606

合計 3,378 2,421 2,768 1,652

 

繰延収益には、可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)モジュレーターの分野においてバイエルと米国のメルク社の間で合意された

医療用医薬品に関する戦略的提携に関連する当初10億米ドルの前払金が含まれている。責務を満たしているため、当該繰延収

益は13.5年の期間にわたり償却されている。2017年度末現在、残りの繰延収益は601百万ユーロ(2016年度：660百万ユーロ)で

あった。さらに、当該提携によって2017年度にマイルストーンが達成された結果、年度末に繰延収益291百万ユーロが認識され

た。

 

繰延収益には、2016年度初めのダイアベティスケア事業売却による収入も含まれる。2016年12月31日現在の繰延額は、469百万

ユーロであった。当初の収入約10億ユーロがサービスの提供と合わせて24ヵ月の期間にわたり計上され、2017年度末までに全

額が実現した。

 

繰延収益には、政府から受け取った48百万ユーロ(2016年度：62百万ユーロ)の補助金および助成金が含まれている。そのうち

17百万ユーロ(2016年度15百万ユーロ)が純損益を通じて戻入れられた。

 

他の負債には、英国のカセビア・セラピューティクス社(2015年12月にスイスのCRISPRセラピューティクス社と共同で設立した

共同支配企業)に対する財務コミットメント195百万米ドル(2016年度：255百万米ドル)、および植物関連の微生物の領域での営

業が予定されている米国のクックソニア・オプコ社(2017年９月に米国のギンコ・バイオワークス社と共同で設立した共同支配

企業)に対する追加財務コミットメント70百万米ドルが含まれている。

 

他の負債は、デリバティブによる321百万ユーロ(2016年度：271百万ユーロ)を含んでいる。
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30. 金融商品

 

信用リスク、流動性リスク、およびさまざまなタイプの市場価格リスク(金利リスクおよび為替リスク)を管理するためにバイ

エルグループが使用しているシステムと、その目的、方法および手順については、結合経営報告書の一部を構成する機会・リ

スク報告書に概要が示されている。
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30.1 項目別金融商品

以下の表は、金融資産と負債の帳簿価額および公正価値を、金融商品の各項目について、対応する財政状態計算書の項目に対

する調整値によって示したものである。項目「その他の債権」、「買掛金」および「その他の負債」には、金融商品および非

金融資産または負債(その他の未収還付税金や将来受けるサービスに対する前払金など)の両方が含まれているため、調整値は

「非金融資産/負債」の列に示されている。

 

金融商品の帳簿価額および公正価値  

 2017年12月31日

 

償却原価で

計上

公正価値で計上

[情報目的の公正価値
1
]

非金融資産

/負債  

  

活発な市場で

の相場価格に

基づく

(レベル１)

観察可能な

市場

データに

基づく

(レベル２)

観察可能

でない

インプットに

基づく

(レベル３)   

 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額

財政状態

計算書上の

帳簿価額

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金 8,582     8,582

貸付金および債権 8,582     8,582

その他の金融資産 1,823 452 2,085 803  5,163

貸付金および債権 1,731  [1,731]   1,731

売却可能金融資産 35 448 1,452 793  2,728

満期保有金融資産 57  [58]   57

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   296   296

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  4 337 10  351

その他の債権 380   46 1,250 1,676

貸付金および債権 380  [380]   380

売却可能金融資産    46  46

非金融資産     1,250 1,250

現金および現金同等物 7,581     7,581

貸付金および債権 7,581  [7,581]   7,581

金融資産合計 18,366 452 2,085 849  21,752

うち、貸付金および債権 18,274     18,274

うち、売却可能金融資産 35 448 1,452 839  2,774

       

金融負債 12,958 1,220 240   14,418

償却原価で計上 12,958 [11,327] [2,183]   12,958

公正価値で計上(デリバティブ以外)  1,200    1,220

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   187   187

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ   53   53

買掛金 4,568    561 5,129

償却原価で計上 4,568     4,568

非金融負債     561 561

その他の負債 681 2 319 7 1,759 2,768

償却原価で計上 681  [681]   681

公正価値で計上(デリバティブ以外)    7  7

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   288   288

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  2 31   33

非金融負債     1,759 1,759

金融負債合計 18,207 1,222 559 7  19,995

うち、償却原価で計上 18,207     18,207

うち、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   475   475

うち、ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  2 84   86

 

1
　償却原価で計上される金融商品の公正価値。特定の公正価値に係る情報に関しては、IFRS第７号第29項(a)に基づく免除規

定が適用されている。
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金融商品の帳簿価額および公正価値  

 2016年12月31日

 

償却原価で

計上

公正価値で計上

[情報目的の公正価値
1
]

非金融資産

/負債  

  

活発な市場で

の相場価格に

基づく

(レベル１)

観察可能な

市場

データに

基づく

(レベル２)

観察可能

でない

インプットに

基づく

(レベル３)   

 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額

財政状態

計算書上の

帳簿価額

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

売掛金 10,969     10,969

貸付金および債権 10,969     10,969

その他の金融資産 2,245 523 3,985 803  7,556

貸付金および債権 2,148  [2,145]  [16]  2,148

売却可能金融資産 32 520 3,283 794  4,629

満期保有金融資産 65  [68]   65

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   269   269

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  3 433 9  445

その他の債権 633   57 2,103 2,793

貸付金および債権 633  [633]   633

売却可能金融資産    57  57

非金融資産     2,103 2,103

現金および現金同等物 1,899     1,899

貸付金および債権 1,899  [1,899]   1,899

金融資産合計 15,746 523 3,985 860  21,114

うち、貸付金および債権 15,649     15,649

うち、売却可能金融資産 32 520 3,283 851  4,686

       

金融負債 18,994  587   19,581

償却原価で計上 18,994 [16,040] [3,362]   18,994

公正価値で計上(デリバティブ以外)      -
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   312   312

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ   275   275

買掛金 6,035    375 6,410

償却原価で計上 6,035     6,035

非金融負債     375 375

その他の負債 840 2 252 25 2,259 3,378

償却原価で計上 840  [840]   840

公正価値で計上(デリバティブ以外)    8  8

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   165   165

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  2 87 17  106

非金融負債      2,259 2,259

金融負債合計 25,869 2 839 25  26,735

うち、償却原価で計上 25,869     25,869

うち、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ   477   477

うち、ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ  2 362 17  381

 

1
　償却原価で計上される金融商品の公正価値。特定の公正価値に係る情報に関しては、IFRS第７号第29項(a)に基づく免除規

定が適用されている。

 

その他の金融資産および金融負債に反映されている、償却原価で測定される貸付金および債権には、バイエルが貸手または借

手であるためにIAS第17号に従って測定される、ファイナンス・リースに基づく債権および負債も含まれている。

 

ほとんどの売掛金および買掛金、その他の債権および負債、ならびに現金および現金同等物は満期までの期間が短いため、決

算日現在の帳簿価額と公正価値の間に大きな差異はなかった。
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情報目的で表示している償却原価で計上される貸付金および債権、満期保有金融投資等ならびに金融負債の公正価値は、それ

ぞれの将来キャッシュ・フローの現在価値である。この現在価値は、資産または負債の期間および取引相手の信用度を考慮し

た決算日現在の利率でキャッシュ・フローを割り引いて算出される。ただし、市場価格が入手可能な場合は、当該価格が公正

価値とみなされる。

 

売却可能金融資産の公正価値は、活発な市場での相場価格に相当する(レベル１)か、報告期間末現在の観察可能な市場データ

に基づき、評価技法を用いて算定される(レベル２)か、または観察可能でないインプットに基づき算定される、それぞれの将

来キャッシュ・フローの現在価値である(レベル３)。

 

活発な市場での相場価格(レベル１)が存在しないデリバティブの公正価値は、報告期間末現在の観察可能な市場データに基づ

き、評価技法を用いて算定される(レベル２)。評価技法の適用にあたっては、取引相手の信用リスクを考慮に入れるため、信

用価値調整が算定される。

 

通貨および商品先渡契約は、決済日の先渡レートまたは先渡価格で個別に測定される。これらは、タイムスプレッドを含むス

ポットレートまたはスポット価格に左右される。金利ヘッジ商品およびクロス・カレンシー金利スワップの公正価値は、決済

日現在の外貨換算を考慮に入れ、商品の残存期間にわたり市場金利で将来キャッシュ・フローを割り引くことによって算定さ

れた。

 

観察可能でないインプットを用いて測定された公正価値は、公正価値ヒエラルキーのレベル３に区分される。これは、特定の

売却可能な負債性金融商品または資本性金融商品に適用され、一部は組込デリバティブの公正価値に、また、企業結合の条件

付対価に関する債務に適用されている。信用リスクは、売却可能金融資産に分類された負債性金融商品の公正価値を割引

キャッシュ・フロー法で算定するために使用される主要な観察可能でないインプットであることが多い。この場合、比較可能

な発行体の信用スプレッドが適用されている。信用リスクが大幅に上昇すると公正価値が減少する場合がある一方、大幅な低

下によって公正価値が増加する場合もある。しかし、信用スプレッドの10％の相対的な変動は公正価値に重要な影響を及ぼさ

ない。

 

組込デリバティブは、それぞれの主契約と分離されている。かかる主契約は通常、オペレーション・ビジネスに関連する売買

契約である。組込デリバティブでは、当該契約からのキャッシュ・フローが、為替レートまたは価格の変動に応じて変動す

る。組込デリバティブは、主として、割引キャッシュ・フロー法を用い、観察可能でないインプットに基づいて内部で測定さ

れる。これには、予定取引高および市場データから算出された価格が含まれる。四半期報告の一環として、これらの公正価値

に基づく定期的なモニタリングが実施されている。

 

金融負債においては、IAS第39号11項Ａにより認められた公正価値オプションが、2017年６月に発行された負債性金融商品(転

換社債2017/2020)に対して初めて適用された。当初認識時において、当該債券は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

として指定された。
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金融商品のカテゴリー別の、観察可能でないインプット(レベル３)に基づき公正価値で認識された金融資産および負債の金額

の増減は、以下の通りである。

 
金融資産および負債(レベル３)の変動

 2016年

 

売却可能

金融資産

デリバティブ

(正味)

公正価値で

計上した負債

(デリバティブ

以外) 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

純資産／(純負債)の帳簿価額、１月１日現在 833 9 (37) 805

純損益として認識された利得(損失) 18 (17) 23 24

うち、財政状態計算書で認識された資産/負債に関

連する増減 18 (17) - 1

純損益外で認識された利得(損失) 9 - - 9

資産／(負債)の取得 46 - - 46

(資産)／負債の清算 (23) - 6 (17)

売却による処分／連結範囲の変更 - - - -

他の公正価値ヒエラルキーへの振替 (32) - - (32)

純資産／(純負債)の帳簿価額、12月31日現在 851 (8) (8) 835

 

 2017年

 

売却可能

金融資産

デリバティブ

(正味)

公正価値で

計上した負債

(デリバティブ

以外) 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

純資産／(純負債)の帳簿価額、１月１日現在 851 (8) (8) 835

純損益として認識された利得(損失) 15 21 - 36

うち、財政状態計算書で認識された資産/負債に関

連する増減 15 21 - 36

純損益外で認識された利得(損失) (16) - - (16)

資産／(負債)の取得 6 - - 6

(資産)／負債の清算 (17) - 1 (16)

売却による処分／連結範囲の変更 - (3) - (3)

他の公正価値ヒエラルキーへの振替 - - - -

純資産／(純負債)の帳簿価額、12月31日現在 839 10 (7) 842

 

純損益として認識された金額の増減額はその他の営業収益／費用、財務損益の受取利息および為替差損益に含まれている。
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金融商品に係る収益、費用、利得および損失は、以下の項目に配賦可能である。

 
金融商品に係る収益、費用、利得および損失

  2017年

 

貸付金およ

び債権

満期保有

金融投資等

売却可能

金融資産

売買目的

保有

償却原価で

計上した

負債

公正価値で

計上した

負債

(デリバティ

ブ以外) 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

受取利息 61 - 37 - 78 - 176

支払利息 - - - (3) (628) - (631)

関係会社からの収

益／費用 -

 

-

 

2 -

 

-

 

- 2

公正価値の増減 - - - 17 - (172) (155)

減損損失 (139) - (1) - - - (140)

減損損失の戻入れ 23 - 5 - - - 28

為替差益／損 (733) - - (232) 620 - (345)

除却益／損 - - 5 - - - 5

その他の財務収益／

費用 (14)

 

- (7) - -

 

- (21)

純損益 (802) - 41 (218) 70 (172) (1,081)

 

金融商品に係る収益、費用、利得および損失

  2016年

 

貸付金およ

び債権

満期保有

金融投資等

売却可能

金融資産

売買目的保

有

償却原価で

計上した

負債

公正価値で

計上した

負債

(デリバティ

ブ以外) 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

受取利息 42 - 21 2 62 - 127

支払利息 - - - (3) (597) - (600)

関係会社からの収

益／費用 -

 

-

 

- -

 

-

 

- -

公正価値の増減 - - - (71) - - (71)

減損損失 (163) - (2) - - - (165)

減損損失の戻入れ 23 - - - - - 23

為替差益／損 348 - - (55) (329) - (36)

除却益／損 - - 6 - - - 6

その他の財務収益／

費用 -

 

- - - (34)

 

- (34)

純損益 250 - 25 (127) (898) - (750)

 

2016年度の数値は修正再表示されている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

221/490



デリバティブ以外の金融負債からの支払利息628百万ユーロ(2016年度：597百万ユーロ)には、ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップによる収益および費用も含まれている。純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産からの受取利息は98百万

ユーロ(2016年度：63百万ユーロ)であった。ヘッジ会計の要件を満たす金利デリバティブによる受取利息は78百万ユーロ(2016

年度：62百万ユーロ)であった。売買目的保有金融資産の公正価値の増減は、主に商品先渡契約および組込デリバティブに関連

するものであった。

 

公正価値で測定する負債(デリバティブ以外)の公正価値におけるマイナス172百万ユーロの変動には、2017年６月に発行された

負債性金融商品(転換社債2017/2020)に関する公正価値の調整額が含まれている。この信用リスクに関連する公正価値の増減額

は、重要ではなかった。

 

マスター・ネッティング契約の一部を形成しているデリバティブは、金融資産または負債からなり、IAS第32号に基づく財政状

態計算書上での相殺基準を満たしていない、または部分的にしか満たしていない契約当事者の一方が契約を違反した場合、ま

たは破たんした場合にのみ相殺可能となる。かかるデリバティブの正の公正価値の金額は654百万ユーロ(2016年度：630百万

ユーロ)、負の公正価値の金額は520百万ユーロ(2016年度：762百万ユーロ)であった。これには、同一の契約当事者が締結した

デリバティブの正および負の公正価値である312百万ユーロ(2016年度：362百万ユーロ)が含まれている。
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30.2 満期分析

報告期間末現在、バイエルグループがさらされる金融商品関連の流動性リスクは、金融負債の将来金利および分割返済額に関

連する債務と、デリバティブにより生じる流動性リスクからなる。

 

また、バイエル・ペンシオンスカッセの有効初期資金のうち未だ支払われていない1,005百万ユーロ(2016年度：1,005百万ユー

ロ)に関するローン・コミットメントがある。これにより、バイエルAGでは将来さらなる支払が生じる可能性がある。

 
金融商品の満期分析        

 

2017年

12月31日 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

2022年

より後

 帳簿価額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

金融負債        

社債/約束手形 12,436 719 2,096 1,487 2,288 236 7,125

銀行に対する負債 534 527 20 - - - -

残りの負債 1,208 716 359 40 32 26 177

        

買掛金 4,568 4,555 11 2 - - -

        

その他の負債        

負債に係る未払利息 149 140 1 1 1 1 5

残りの負債 539 455 66 3 2 2 11

        

デリバティブによる負債        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 475 443 34 - 6 - -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 86 88 1 2 -

 

- -

        

デリバティブによる債権        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 296 144 62 17 2 - -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 351 331 4 1 1 - -

        

ローン・コミットメント - 1,005 - - - - -

金融保証 - 12 - - - - -
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金融商品の満期分析        

 

2016年

12月31日 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

2021年

より後

 帳簿価額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

利息および返

済額

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

金融負債        

社債/約束手形 15,991 2,261 2,160 2,367 295 2,916 8,093

銀行に対する負債 1,837 884 998 39 - - 9

残りの負債 1,166 293 303 382 61 58 268

        

買掛金 6,035 6,028 4 2 1 - -

        

その他の負債        

負債に係る未払利息 186 181 1 1 1 - 2

残りの負債 662 626 3 5 2 1 25

        

デリバティブによる負債        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 477 178 231 157 2 - -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 381 374 3 4 2 1 1

        

デリバティブによる債権        

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ 269 210 23 4 3 2 -

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバ

ティブ 445 467 2 2 1 1 1

        

ローン・コミットメント - 1,213 - - - - -

金融保証 - 14 - - - - 3

 

30.3 デリバティブに関する情報

資産および負債の公正価値および将来キャッシュ・フローは、為替リスク、金利リスクおよび商品価格リスクにさらされてい

る。デリバティブはこのリスクを軽減するため使用される。デリバティブが会計上のヘッジ関係におけるヘッジ手段として指

定されているケースもある。

 

為替リスク

外貨建の債権および負債は、会計上のヘッジ関係のない外国為替デリバティブを使用してヘッジされている。英ポンド建のバ

イエルAGの社債は、クロスカレンシー金利スワップによって発行日に固定金利ユーロ債と金利が交換された。この金利スワッ

プは、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている。グループ内の貸付をヘッジするために使用されるクロスカレン

シー金利スワップもキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された。

 

予定される外貨取引および調達活動に起因する将来キャッシュ・フローの変動は、デリバティブ契約によって部分的に回避さ

れ、そのほとんどがキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている。

 

予定されるモンサント社の取得に関連する外国為替リスクは、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された為替デリバティ

ブによって部分的にヘッジされた。
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金利リスク

固定利付の借入金による金利リスクは、一部金利スワップを使用して管理されている。合計200百万ユーロの２つの金利スワッ

プは、2014年に発行され2021年に満期が到来する750百万ユーロのDIP債の公正価値ヘッジとして指定された。

 

2017年度において、公正価値ヘッジ商品に係る３百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)の損失が計上された。また、ヘッジ対

象項目に係る４百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)の利得が計上された。

 

予定されるモンサントの取得に関連する金利リスクは、金利デリバティブを用いて部分的にヘッジされた。これらのデリバ

ティブはキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された。

 

商品価格リスク

調達および販売市場における価格変動に起因する将来の現金流出額および流入額の変動に対するエクスポージャーを部分的に

低減するためにヘッジ契約も使われている。

 

株式に基づく従業員報酬プログラムによる債務のヘッジ

株式に基づく報酬プログラム(アスパイア)の下で従業員に変動額の支払を行うための債務の一部は、期日に現金で決済される

デリバティブ契約を用い、株価変動に対してヘッジされる。これらのデリバティブはキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定

されている。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジに関するその他の情報

2017年度におけるキャッシュ・フロー・ヘッジによるその他の包括利益は、デリバティブの公正価値の増減により税引後で89

百万ユーロ減少(2016年度：44百万ユーロ増加)した。デリバティブの公正価値における合計増減額３百万ユーロは2017年度に

費用計上された(2016年度：３百万ユーロ)。同様に、比例配分された２百万ユーロの繰延税金収益(2016年度：２百万ユーロ)

は、純損益を通じて認識された。

 

2017年度または2016年度において、純損益を通じて認識する必要のある重要なヘッジの非有効部分はなかった。

 

2017年12月31日現在のその他の包括利益に認識されているキャッシュ・フロー・ヘッジの収益および費用は主に、外貨建予定

取引および予定されるモンサント社の取得のヘッジによる177百万ユーロ(2016年度：204百万ユーロ)の利得および289百万ユー

ロ(2016年度：143百万ユーロ)の損失からなる。これらの利得および損失のうち、純額で102百万ユーロ(2016年度：マイナス91

百万ユーロ)が１年以内に、純額でマイナス17百万ユーロ(2016年度：２百万ユーロ)がその後に、純損益に振替えられることに

なる。
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報告期間末現在、主要項目における既存の契約の公正価値とこれに含まれるヘッジの取引高が以下の表に示されている。

 
デリバティブの公正価値   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 想定元本
1

正の

公正価値

負の

公正価値 想定元本
1

正の

公正価値

負の

公正価値

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

計上取引の為替ヘッジ 22,645 299 (587) 12,321 233 (240)

為替予約 20,454 296 (273) 10,399 144 (53)

クロスカレンシー金利スワップ 2,191 3 (314) 1,922 89 (187)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,146 3 (312) 1,880 87 (187)

　       

予定取引の為替ヘッジ 17,799 317 (206) 9,475 116 (194)

為替予約 3,805 48 (145) 9,292 105 (194)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 3,672 43 (138) 9,205 103 (192)

通貨オプション 13,994 269 (61) 183 11 -

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 13,698 161 (5) 183 11 -

　       

計上取引の金利ヘッジ 200 14 - 200 11 -

金利スワップ 200 14 - 200 11 -

うち、公正価値ヘッジ 200 14 - 200 11 -

　       

予定取引の金利ヘッジ - - - 9,086 64 (81)

金利スワップ - - - 9,086 64 (81)

うち、公正価値ヘッジ - - - 9,086 64 (81)

　       

商品価格ヘッジ 168 5 (4) 420 6 (3)

商品先渡契約 167 4 (4) 414 6 (3)

商品オプション契約 1 1 - 6 - -

　       

株式に基づく従業員報酬プログラムの

ヘッジ 532 48 (22) 544 20 (15)

株価オプション 152 48 - 75 5 -

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 152 48 - 75 5 -

株式先渡取引 380 - (22) 469 15 (15)

うち、キャッシュ・フロー・ヘッジ 380 - (22) 469 15 (15)

　       

合計 41,344 683 (819) 32,046 450 (533)

うち、短期デリバティブ 38,349 635 (514) 30,259 317 (499)

為替ヘッジ 38,111 597 (510) 20,678 242 (415)

金利ヘッジ
2

- 3 - 9,086 64 (81)

原材料価格ヘッジ 168 5 (4) 420 6 (3)

株式に基づく従業員報酬プログラムの

ヘッジ 70 30 - 75 5 -

 

1
　想定元本は総額で計上され、経済的見地からクローズされたポジションも含まれている。

2
　短期の支払利息に関連する長期金利スワップの公正価値の一部は短期として分類されていた。
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その他の情報

2017年度のコベストロ社の株式の売却に関連して、バイエルAGはデリバティブ契約を締結した。この結果、バイエルAGはコベ

ストロ社の株価に対して経済的エクスポージャーを有している。年度末現在、バイエルAGは、コベストロ社の株式に対する想

定元本752百万ユーロのデリバティブを引き続き有しており、これらのデリバティブから利得50百万ユーロが生じた。2017年12

月31日現在、当該デリバティブの公正価値は150百万ドルであり、これも純損益に認識された。

 

 

31. 偶発負債およびその他の財務コミットメント

 

偶発負債

報告期間末現在、以下の製品保証契約、保証およびその他の偶発負債が存在した。

 
偶発負債   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

製品保証 100 88

保証 264 148

その他の偶発負債 444 614

合計 808 850

 

保証は主に、英国の年金制度の受託者に対してバイエルAGが発行した、バイエル・パブリック・リミテッド・カンパニー

(Bayer Public Limited Company)およびバイエル・クロップサイエンス社(Bayer CropScience Limited)の年金債務を補償する

宣言書からなる。この宣言書に基づき、バイエルAGはかかる２社に加えて、受託者から支払要請を受けた場合に、当該年金制

度にさらなる支払を行う責務を負う。2017年12月31日現在、これらの確定給付制度に関する正味負債は減少し、148百万ユーロ

(2016年度：264百万ユーロ)となった。
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その他の財務コミットメント

その他の財務コミットメントは以下の通りである。

 
その他の財務コミットメント   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

オペレーティング・リース 1,101 801

有形固定資産の購入契約に基づくコミットメント 479 493

無形資産を取得する契約上の義務 243 83

資本拠出コミットメント 182 149

米国ミズーリ州セント・ルイスにあるモンサント社との

拘束力のある取得契約
1

53,000 47,000

有効初期資金の未払部分 1,213 1,005

共同研究開発契約に基づく潜在的な支払債務 2,444 2,349

収益に基づくマイルストーンの支払コミットメント 1,839 1,923

合計 60,501 53,803

 

1
　約560億米ドルの条件付財務コミットメントは、決算日レートで換算され、端数処理された。

 

2016年９月14日、バイエルは、米国ミズーリ州セント・ルイスにあるモンサント社との最終合併契約に署名した。当該契約

は、１株当たり128米ドルの現金でモンサント社の全発行済株式をバイエルが取得することを定めている。これに従いバイエル

は、モンサント社の全発行済資本金を取得するため、約560億米ドルの条件付財務コミットメントを有している。予定される取

得の詳細は、注記[6.2]に示されている。

 

予定されている、または現在進行中の資本的支出計画に関する購入契約に基づく発注による財務コミットメントは合計493百万

ユーロ(2016年度：479百万ユーロ)であり、無形資産を取得する契約上の義務は合計83百万ユーロ(2016年度：243百万ユーロ)

であった。

 

オペレーティング・リースに関する将来の割引前の最低リース料総額は、合計801百万ユーロ(2016年度：1,101百万ユーロ)で

あった。この減少は、主にコベストロの連結除外によるものである。各支払債務の満期は以下の通りである。

 
オペレーティング・リース    

満期 2016年12月31日  満期 2017年12月31日

 百万ユーロ   百万ユーロ

2017年 237  2018年 166

2018年 192  2019年 143

2019年 161  2020年 124

2020年 138  2021年 93

2021年 102  2022年 73

2022年以降 271  2023年以降 202

合計 1,101  合計 801
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バイエルグループは、複数の第三者と提携契約を締結しており、当該契約の下で特定のマイルストーンまたはその他の一定の

条件に基づきさまざまな研究開発プロジェクトへの資金提供に合意している、またはその他の支払債務を引き受けている。こ

れらすべての支払が行なわれると仮定した場合、2017年12月31日現在の満期日の分布は以下の表に示されている通りになる見

込みである。表示されている金額は、最大の支払額を表しており、それらがすべて支払われる可能性は低い。支払条件が達成

されるかどうかは不確実性が非常に高いため、実際の支払金額および支払日は表中に示されているものとは大幅に異なる可能

性がある。

 
共同研究開発契約に基づく潜在的な支払債務   

満期 2016年12月31日 満期 2017年12月31日

 百万ユーロ  百万ユーロ

2017年 233 2018年 157

2018年 151 2019年 510

2019年 333 2020年 143

2020年 66 2021年 143

2021年 28 2022年 54

2022年以降 1,633 2023年以降 1,342

合計 2,444 合計 2,349

 

上記のコミットメントに加えて、総額1,923百万ユーロ(2016年度：1,839百万ユーロ)の収益に基づくマイルストーンの支払コ

ミットメントがあり、そのうち1,764百万ユーロ(2016年度：1,834百万ユーロ)は2023年(2016年度：2022年)以降まで支払が行

われない見込みである。これらのコミットメントも不確実性が非常に高い。

 

前へ　　　次へ
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32. 法的リスク

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争および反トラス

ト法、腐敗防止、特許権侵害、税務調査、ならびに環境問題の分野で多数の法的リスクにさらされている。現在または将来に

おける訴訟手続の結果は、通常は予測することができない。そのため、法律上または規制上の判断または将来の和解によっ

て、保険会社の補償金支払の対象とならない、または全額補償の対象とならない費用が発生し、当社の収益および利益に重要

な影響を及ぼす恐れもある。

 

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを網羅したもの

ではない。

 

製品関連訴訟

ミレーナ
TM
：2018年１月30日現在、長期の避妊を可能とする子宮内黄体ホルモン放出システム「ミレーナ

TM
」の使用者約2,900

名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた（すでに係属していない訴訟を除く。）。原告は、「ミレーナ
TM
」を用いた

結果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を

求めている。原告は、特に、「ミレーナ
TM
」には欠陥があること、およびバイエルは「ミレーナ

TM
」に関するリスクを知ってい

たかまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されて

いる。2017年４月、米国連邦裁判所において係属中の、原告が特発性頭蓋内圧亢進症を主張しているほとんどの案件は併合さ

れ、共通の事実審理前手続きを行う広域係属訴訟（以下「MDL」という。）となっている。2018年１月30日現在、特発性頭蓋内

圧亢進症を主張する「ミレーナ
TM
」の使用者約400名による訴訟が、米国内でバイエルに送達されていた。その間に、穿孔に関

連するもう１件のMDL手続は棄却された。連邦第２巡回区控訴裁判所は、穿孔に関するMDLにおいて地方裁判所が2016年に下し

た略式判決（同裁判所で係属中の約1,230件の訴訟を棄却するもの）を維持した。2017年８月、バイエルは、穿孔訴訟のグロー

バルな和解に関して、原告訴訟代理人のリーダーとの間で、総額12.2百万米ドルを支払うことで原則的合意に達した。2018年

１月30日現在、合計で約4,000件がこの和解に含まれるであろう。特発性頭蓋内圧亢進症に関するMDLの手続はこの和解に含ま

れていない。

 

2018年１月30日現在、「ミレーナ
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める５件のカナダの訴訟がバイエルに送達されていた。バイ

エルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。
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イグザレルト
TM
：2018年１月30日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト

TM
」の服用者約22,000名による米国

の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト
TM
」の使用により、脳、消化管またはその他の出血および死亡を

含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「イグザレルト
TM
」には欠陥があ

ること、およびバイエルは「イグザレルト
TM
」の使用に伴うこれらのリスクを知っていたかまたは知っているべきであったとこ

ろ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は

併合され、共通の事実審理前手続きを行うMDLとなっている。2017年５月、６月および８月、MDLにおける最初の３件の事実審

理では、完全に被告側を支持する評決が下され、原告はこれら全３件の評決に対して控訴した。2018年１月、ペンシルベニア

州裁判所において手続を進行するために行われた最初の事実審理は、当初原告に有利な判決が下される結果となったが、その

後、事実審裁判官は陪審の評決を無効とし、バイエルに有利な判決を下した。現在、2018年度第１および第２四半期にペンシ

ルベニア州裁判所において追加の事実審理が行われる予定となっている。バイエルは、さらなる事実審理が予定されると予期

している。

 

2018年１月30日現在、「イグザレルト
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める10件のカナダの訴訟がバイエルに送達されていた。

バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

Essure
TM
：2018年１月30日現在、手術を行わない方法による永続的避妊を提供する医療器具「Essure

TM
」の使用者約16,100名に

よる米国の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「Essure
TM
」の使用により、子宮摘出、穿孔、疼痛、出血、体重増加、

ニッケル過敏症、抑うつおよび望まない妊娠を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。

新たな訴訟の提起も予想されている。

 

2018年１月30日現在、「Essure
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める２件のカナダの訴訟がバイエルに送達されていた。バイエ

ルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

ネオニコチノイドに関するカナダの集団訴訟： 有効成分イミダクロプリドおよびクロチアニジン（ネオニコチノイド）を含有

する農薬製品に関連して、カナダのケベック州およびオンタリオ州において、バイエルを相手取った集団訴訟（提案）が提起

された。原告は蜂蜜生産者であり、オンタリオ州で全国的な集団訴訟（提案）を、またケベック州でケベック州限定の集団訴

訟を提起している。原告は損害賠償および懲罰的損害賠償を求めており、バイエルおよびもう１社の農薬会社にはネオニコチ

ノイド系殺虫剤の設計、開発、マーケティングおよび販売において過失があったと主張している。オンタリオ州の集団訴訟

（提案）はごく初期の手続段階にある。ケベック州では、原告は集団の承認（認定）を求めており、その申立てについて2017

年11月に審理が行われた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

バイエルは、上記の訴訟に関連して、各業界における通常の範囲内で、バイエルを相手取った法定の製造物責任訴訟に対して

保険を掛けており、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策を講じている。しかしな

がら、「Essure
TM
」の訴訟に関する会計上の対策は、適用可能な保険の保障範囲を超えている。
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特許権に関する争い

アデムパス
TM
：2018年１月、バイエルは、アレンビック・ファーマシューティカルズ・リミテッド（Alembic Pharmaceuticals

Limited）、アレンビック・グローバル・ホールディング・エスエー（Alembic Global Holding SA）、アレンビック・ファー

マシューティカルズ・インク（Alembic Pharmaceuticals, Inc.）およびINCリサーチ・エルエルシー（INC Research, LLC）

（以下総称して「アレンビック社」という。）を相手取り、またMSNラボラトリーズ・プライベート・リミテッド（MSN

Laboratories Private Limited）およびMSNファーマシューティカルズ・インク（MSN Pharmaceuticals Inc.）（以下総称して

「MSN社」という。）を相手取り、またテヴァ・ファーマシューティカルズ USA インク（Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）

およびテヴァ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）（以下総

称して「テヴァ社」という。）を相手取って、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2017年12月、バイエルは、アレ

ンビック社、MSN社およびテヴァ社がそれぞれ米国においてバイエルの肺高血圧症治療剤「アデムパス
TM
」のジェネリック版の

承認を求めてパラグラフIV証明を含む医薬品簡略承認申請（以下「ANDA Ⅳ」という。）を行ったとの通知を受け取っていた。

 

ベタフェロン
TM
／Betaseron

TM
：2010年、バイエルは、バイオジェン・アイデック MA インク（Biogen Idec MA Inc.）を相手取

り、バイオジェン社が2009年に取得した特許は無効であり、バイエルによる「Betaseron
TM
」（バイエルの多発性硬化症の治療

薬）の製造販売によって侵害されていないとの裁判所の宣言を求めて、米国連邦裁判所に訴訟を提起した。バイオジェン社

は、バイエルが「Betaseron
TM
」および「Extavia

TM
」の製造販売によって特許を侵害していると主張して、バイエルを訴えた。

バイエルは「Betaseron
TM
」を製造し、米国内で販売している。「Extavia

TM
」も多発性硬化症の治療用医薬品であり、バイエル

により製造されているが、本件のもう１名の被告であるノバルティス・ファーマシューティカルズ・コーポレーション

（Novartis Pharmaceuticals Corporation）により米国で販売されている。2016年、米国連邦裁判所は、争点となっている特

許権の範囲についてバイオジェン社に有利な判決を下した。バイエルはこの判決を不服としており、米国連邦裁判所の審理終

結時に控訴する可能性がある。
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ダモクトコグアルファペゴル(BAY 94-9027、長時間作用型rFⅧ)：2017年８月、バイエルは、ネクター・セラピューティクス

（Nektar Therapeutics）（以下「ネクター社」という。）、バクスアルタ・インコーポレーテッド（Baxalta Incorporated）

およびバクスアルタ・ユー・エス・インク（Baxalta U.S., Inc.）（以下総称して「バクスアルタ社」という。）を相手取

り、ネクター社の特許は無効であり、バイエルの血友病A治療新薬候補BAY 94-9027によって侵害されていないとの裁判所の宣

言を求めて、米国連邦裁判所に訴訟を提起した。2017年９月、バクスアルタ社およびネクター社は、バイエルを相手取り、BAY

94-9027がネクター社の他の７件の特許を侵害していると主張して、別の米国連邦裁判所に訴状を提出した。バイエルの訴状に

関連して、ネクター社およびバクスアルタ社は、当該特許の侵害に関してバイエルに対しいかなる請求も行わないと誓約し

た。バイエルは訴状を修正し、現在は、ネクター社の他の7件の特許はBAY 94-9027によって侵害されていないとの裁判所の宣

言を求めている。この特許はネクター社名義で登録された対応特許の一部であり、さらに、「高分子第Ⅷ因子部分抱合体」と

題する欧州特許出願（2013年にバイエルがネクター社を相手取ってドイツのミュンヘン地方裁判所に提起した訴訟の争点）を

含んでいる。本訴訟においてバイエルは、血友病の分野におけるバイエルとネクター社との過去の共同研究に基づいて行われ

た当該欧州特許出願に対する権利を主張している。しかしながら、バイエルは、当該対応特許は、バイエルの血友病A治療のた

めの新薬候補BAY 94-9027に関わる有効な特許請求を含まないと信じている。

 

ネクサバール
TM
：2015年、バイエルは、マイラン・ファーマシューティカルズ・インク（Mylan Pharmaceuticals Inc.）および

マイラン・インク（Mylan Inc.）（以下総称して「マイラン社」という。）を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を

提起した。2014年および2015年、バイエルは、マイラン社が米国においてバイエルの抗悪性腫瘍剤「ネクサバール
TM
」のジェネ

リック版の承認を求めて１件のANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。2017年10月、バイエルは、この特許紛争にお

いて和解することでマイラン社と合意に達した。和解条項に基づき、マイラン社は、2020年１月に予定されている有効成分の

特許期間満了後に、米国において「ネクサバール
TM
」のジェネリック版の販売ライセンスを取得する。2016年、バイエルは、テ

ヴァ・ファーマシューティカルズ USA インクから、ANDA Ⅳ申請を行ったとのもう１件の通知を受け取っていた。バイエル

は、テヴァ社を相手取り、同じ米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2018年１月、バイエルは、この特許紛争におい

て和解することでテヴァ社と合意に達した。和解条項に基づき、テヴァ社は、2020年１月に予定されている有効成分の特許期

間満了後に、米国において「ネクサバール
TM
」のジェネリック版の販売ライセンスを取得する。

 

スチバーガ
TM
：2016年、バイエルは、アポテックス・インク（Apotex, Inc.）およびアポテックス・コーポレーション（Apotex

Corp.）（以下総称して「アポテックス社」という。）を相手取り、またテヴァ社を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴

訟を提起した。バイエルは、アポテックス社およびテヴァ社がそれぞれ米国におけるバイエルの抗悪性腫瘍剤「スチバーガ
TM
」

のジェネリック版の承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

233/490



イグザレルト
TM
：2015年、バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズは、オーロビンド・ファーマ・リミテッド

（Aurobindo Pharma Limited）、オーロビンド・ファーマ USA インク（Aurobindo Pharma USA, Inc.）（以下総称して「オー

ロビンド社」という。）、ブレッケンリッジ・ファーマシューティカル・インク（Breckenridge Pharmaceutical Inc.）（以

下「ブレッケンリッジ社」という。）、マイクロ Labs リミテッド（Micro Labs Ltd.）、マイクロ Labs USA インク（Micro

Labs USA Inc.）（以下総称して「マイクロ Labs社」という。）、マイラン社、プリンストン・ファーマシューティカル・イ

ンク（Prinston Pharmaceutical Inc.）（以下「プリンストン社」という。）、シグマファーム・ラボラトリーズLLC

（Sigmapharm Laboratories, LLC）（以下「シグマファーム社」という。）、トレント・ファーマシューティカルズ・リミ

テッド（Torrent Pharmaceuticals, Limited）およびトレント・ファーマ・インク（Torrent Pharma Inc.）（以下総称して

「トレント社」という。）を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。バイエルは、オーロビンド社、ブレッ

ケンリッジ社、マイクロ Labs社、マイラン社、プリンストン社、シグマファーム社およびトレント社から、それぞれが米国に

おいて「イグザレルト
TM

」（血栓を治療、予防する経口抗凝固剤）のジェネリック版を販売するための承認を求めてANDA Ⅳ申

請を行ったとの通知を受け取っていた。2016年、バイエルは、インバジェン・ファーマシューティカルズ・インク（InvaGen

Pharmaceuticals, Inc.）（以下「インバジェン社」という。）から、同じ内容のANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っ

た。バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズは、インバジェン社を相手取り、同じ米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟

を提起した。

 

バイエルは上記の進行中の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

その他の訴訟手続

トラジロール
TM
／アベロックス

TM
：１名のバイエル元従業員により申し立てがあった「トラジロール

TM
」（アプロチニン）およ

び「アベロックス
TM
」（モキシフロキサシン）の販売手法に関係する刑事的民事訴訟は、ニュージャージー州の連邦地方裁判所

で係属中である。米国政府は現時点では訴訟参加を拒否している。

 

ニューアーク湾環境事件：バイエルは米国において、連邦および州の環境保護当局による一連の請求に係わる多くの当事者の

１人となっている。これらの請求は、昔からニューアーク湾近辺または周辺水域で行われていたか、またはこれらの水路や近

隣の土地に有害廃棄物を排出したとされる事業活動に起因するものである。バイエルおよびその他の潜在的な責任当事者は、

環境を改善し、過去および将来の環境改善・修復費用および損害賠償金を拠出するよう求められている。2016年、バイエル

は、潜在的に責任のある２名の主要当事者が、連邦破産法第11条に基づく更生申請を行っていたと知らされた。バイエルは依

然としてこれらの問題に対する自社の法的責任の範囲を判断することはできないが、この展開は、バイエルに割り当てられる

可能性のある分担費用に悪影響を及ぼす可能性が高い。
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パセーイク河下流域事件において、バイエルを含む60社以上から成るグループは、米国環境保護庁（以下「EPA」という。）お

よびその他政府機関の監督の下、河床の汚染堆積物を調査している。将来の修復作業には、何らかの形の浚渫（その性質や範

囲は未定である。）および潜在的にその他の作業が含まれるだろう。最終的救済に大規模な浚渫や影響を受けた堆積物の処分

が含まれることとなれば、調査および修復作業の費用が多額に上る可能性がある。ニューアーク湾事件では、非関連当事者１

名が、現在、EPAの監督の下にニューアーク湾の堆積物調査を実施している。当該調査は予備段階にある。バイエルは過去に調

査費用の一部を拠出しており、ニューアーク湾における将来の調査・修復活動のための費用を負担する可能性がある。

 

バイエルはさらに、自然資源受託者としての政府機関から、パセーイク河下流域、ニューアーク湾および周辺水域の汚染によ

る自然資源の損傷について、バイエルが法的責任を負う可能性があると通知されている。バイエルは現時点で法的責任の程度

を判断することはできない。

 

アスベスト：米国においては、アスベスト訴訟によりさらなるリスクが生じる可能性がある。これらの訴訟の多くでは、原告

は、バイエルおよび共同被告がアスベストの危険を知りながら十分な警告や保護を提供せずに、その用地で過去数十年にわた

り第三者を雇用したと申し立てている。さらに、米国におけるバイエルの関係会社1社は、1976年までアスベスト製品を販売し

ていた会社の法的な継承者である。ユニオン・カーバイド社はこの負債についてバイエルに補償することに同意した。バイエ

ルは本件について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

税金関連訴訟

ギリシャの印紙税：2014年、2016年および2017年に、ギリシャの第一審行政裁判所は、バイエルが、ギリシャの子会社への一

定のグループ間貸付について課された印紙税および付随課徴金の査定額（合計約130百万ユーロ）に対して提起した訴訟を棄却

した。バイエルはこの決定が誤りであると確信しており、関連する決定に対してすでに控訴しており、またはいずれ控訴する

計画である。バイエルは自身の法的立場を裏付ける実体上の主張を有していると信じており、積極的に防御していく意向であ

る。
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キャッシュ・フロー計算書に対する注記

 

キャッシュ・フロー計算書とは、期中における現金流入額および流出額が、バイエルグループの現金および現金同等物にどの

ような影響を与えたかを示すものである。キャッシュ・フローは、IAS第７号「キャッシュ・フロー計算書」に準拠して、営業

活動、投資活動および財務活動に分類される。連結範囲の変更による影響額は個別に表示される。

 

現金および現金同等物のうち、14百万ユーロ(2016年度：17百万ユーロ)は、為替制限により利用が限定されている。過去の経

験により、かかる制限は短期的なものとなることが示されている。上記の金額には、ベネズエラにおける為替制限のある現金

０百万ユーロ(2016年度：３百万ユーロ)が含まれている。ベネズエラ・ボリバルから米ドルへの換金には政府の認可手続が必

要となる。

 

ユーロ圏外の連結会社が計上したキャッシュ・フローは、月間平均為替レートで換算される。ただし、現金および現金同等物

については、決算日レートで換算される。「為替レートの変動による現金および現金同等物の増減額」は、個別項目として表

示されている。

 

 

33. 営業活動により獲得された(に使用した)正味現金

 

2017年度における営業活動によるキャッシュ・フロー(合計)は10.5％減少し、8,134百万ユーロとなった。前年度の数値には、

ダイアベティスケアの売却による現金流入額が含まれていた。継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フローは前年度か

ら2.7％増加し、6,611百万ユーロとなった。これには、特許紛争と関連してダウ・ケミカルから受領した支払金の営業活動に

該当する部分が含まれていた。

 

コベストロ株式504百万ユーロ(2016年度：337百万ユーロ)のバイエル年金基金への移転は、非現金取引であったため営業活動

による現金流出は生じなかった。

 

 

34. 投資活動により獲得された(に使用した)正味現金

 

2017年度の投資活動に伴う正味現金流出額は432百万ユーロ(2016年度：8,729百万ユーロ)であった。

 

2017年度における有形固定資産と無形資産の取得により、2,366百万ユーロ(2016年度：2,578百万ユーロ)の現金流出が生じ

た。有形固定資産および無形資産の売却による現金流入額は241百万ユーロ(2016年度：111百万ユーロ)であった。
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支配を終了する契約の締結に伴いコベストロに対する実質的な支配を喪失したため、2017年９月29日現在のコベストロ株式の

売却による収入999百万ユーロから認識が中止されたコベストロに係る現金637百万ユーロが控除され、売却による現金流入額

362百万ユーロとなった。2017年12月にこれらの株式の一部を複数の銀行に売却した結果、さらに現金流入額37百万ユーロが生

じた。

 

長期金融資産および短期金融資産に関する正味現金流入額は1,230百万ユーロ(2016年度：6,335百万ユーロの正味現金流出)で

あった。

 

 

35．財務活動より獲得された(に使用した)正味現金

 

2017年度における財務活動による正味現金流出額は1,881百万ユーロ(2016年度：350百万ユーロ)であった。正味借入金返済額

は2,479百万ユーロ(2016年度：730百万ユーロ)であった。

 

配当金支払による現金流出額は2,364百万ユーロ(2016年度：2,126百万ユーロ)であった。金利スワップに係る支払額および受

取額を含む正味支払利息は、732百万ユーロ(2016年度：794百万ユーロ)に減少した。実質的な支配を喪失する前にコベストロ

株式を売却した結果、合計正味流入額3,717百万ユーロが生じた。2016年度において、強制転換社債による3,952百万ユーロの

正味流入は3,300百万ユーロの資本拠出および652百万ユーロの借入金として反映されていた。

 

コベストロ株式504百万ユーロ(2016年度：337百万ユーロ)のバイエル年金基金への移転は非現金取引であったため、財務活動

による現金流入は発生しなかった。

 
金融負債        

  

キャッシ

ュ・フロ

ー 非現金の増減  

 

2016年12月

31日現在  

取得

売却

為替の

影響

新規の

契約

公正価値の

増減
1

2017年12月

31日現在

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

社債/約束手形 15,991 (1,121) (1,492) (788) - (154) 12,436

銀行に対する負債 1,837 (1,006) (92) (203) - (2) 534

ファイナンス・リースに

基づく負債 436 (153) (229) (28) 212

 

- 238

デリバティブによる負債 587 (434) (6) - - 93 240

その他の金融負債 730 235 - (4) - 9 970

合計 19,581 (2,479) (1,819) (1,023) 212 (54) 14,418

 

1
　割引の影響を含む。
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その他の情報

 

36．監査報酬

 

デロイトまたはデロイト・ゲーエムベーハー ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト(以下「デロイト GmbH WPG」

という。)のグローバルネットワークが行った業務に関して、以下の報酬が費用として認識された。

 
監査報酬     

 PwC デロイト

うち、PwC GmbH

WPG

うち、デロイト

GmbH WPG

 2016年 2017年 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

財務諸表監査 16 9 7 3

監査関連業務およびその他の監査作業 2 2 1 2

タックス・アドバイザリー業務 3 1 - -

その他の業務 7 5 5 4

合計 28 17 13 9

 

財務諸表監査報酬は、主に、バイエルグループの連結財務諸表、ならびにバイエルAGおよびその子会社の財務諸表の監査報酬

からなる。2016年の報酬２百万ユーロは、コベストログループの財務諸表の監査に関連していた。

 

非監査関連業務は主に、売却が検討されている事業体に関する財務情報の分析（その他の業務）、財務諸表監査の対象外の財

務および非財務情報の評価（監査関連業務およびその他の監査作業）、ならびにコンプライアンス関連のタックス・アドバイ

ザリー業務(年次財務諸表または連結財務諸表に対して重要または直接的な影響を及ぼさなかった。)に関連していた。

 

デロイトは2017年度からバイエルの監査人となっており、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の後任監査人である。

2017事業年度の連結財務諸表に係る独立監査人の監査報告書は、ハイナー・コンペンハンスおよびフランク・バイナによって

署名された。両名ともに独立監査人の監査報告書に署名したのは2017年12月31日に終了した事業年度が初めてであり、監査責

任パートナーである。

 

 

37．関連当事者

 

IAS第24号「関連当事者についての開示」で定義される関連当事者とは、バイエルAGおよびその子会社に対して影響力を有す

る、またはそれとは反対に、バイエルAGもしくはその子会社が支配または共同支配を行う、または重要な影響力を有する法人

および自然人である。関連当事者には特に、非連結子会社、取得原価で、または持分法を用いて連結財務諸表に含まれている

共同支配企業および関連会社、ならびに退職後給付制度、さらに、報酬が注記[38]および報酬報告書に示されているバイエル

AGの役員などが含まれる。報酬報告書は結合経営報告書の一部である。
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非連結子会社、取得原価で、または持分法を用いて連結財務諸表に含まれている共同支配企業および関連会社、ならびに退職

後給付制度との取引は、独立企業間取引として実行されている。

 

以下の表は、バイエルグループの連結財務諸表に償却原価で、または持分法を用いて会計処理された関連当事者、ならびに退

職後給付制度との取引量を示している。

 
関連当事者   

 2016年 2017年

 

財および

サービス

の販売

財および

サービス

の購入 債権 負債

財および

サービス

の販売

財および

サービス

の購入 債権 負債

 

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

百万

ユーロ

非連結子会社 4 5 9 19 5 6 6 16

共同支配企業 24 - 4 243 25 - 3 164

関連会社 34 557 3 6 84 84 119 87

退職後給付制度 - - 907 63 - - 974 70

 

連結財務諸表上、持分法を用いて会計処理された会社の連結会社間取引による利益および損失は、2017年度および2016年度に

おいて重要性がなかった。

 

2017年度第２四半期において、バイエルAGは、保有するコベストロ社の株式８百万株を預託し、バイエル年金基金適用範囲を

拡大した。預託された株式の数はコベストロ社の発行済み株式の4.0％であり、評価額は504百万ユーロであった。

 

2017年度第３四半期末の支配の喪失により、コベストロは現在は関連会社である。この結果、関連会社からの債権および関連

会社への債務は2016年12月31日現在の０億ユーロから増加し、2017年12月現在に１億ユーロとなった。これに関連して、関連

会社から受領した財およびサービスは６億ユーロから減少し、１億ユーロとなった。2017年度第３四半期末から、コベストロ

とその関連会社との間の財およびサービスの取引は、バイエルグループの連結財務諸表に反映されていない。

 

バイエルAGは、バイエル・ペンシオンスカッセに対する名目価額150百万ユーロ(2016年度：150百万ユーロ)の利益参加型資本

(Genussrechtskapital)の提供を、有利子貸付金の形で行っている。2017年12月31日現在、全額が未利用であった。2017年12月

31日現在の帳簿価額は152百万ユーロ(2016年度：154百万ユーロ)であった。貸付資本は当初、2008年度に有効初期資金として

バイエル・ペンシオンスカッセに提供された。この資本の名目価額は2017年12月31日現在、595百万ユーロ(2016年度：595百万

ユーロ)であった。2017年12月31日現在の帳簿価額は605百万ユーロ(2016年度：612百万ユーロ)であった。異なるトランシェか

らなる未収債権はそれぞれ、５年の金利調整メカニズムの対象となる。2017年度には15百万ユーロ(2016年度：18百万ユーロ)

の受取利息が認識された。

 

2017年度の関連会社からの債権について、減損損失２百万ユーロ(2016年度：０百万ユーロ)が認識された。
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38. 取締役会および監査役会に対する報酬総額、前渡金ならびに貸付金

 

取締役会に対する報酬は、短期報酬、株式に基づく報酬および退職後給付からなる。

 

以下の表は、IFRSに基づく取締役会の報酬の各構成要素を示している。さらなる詳細は、結合経営報告書の一部を構成する報

酬報告書に記載されている。

 
IFRSに基づく取締役会の報酬   

 2016年 2017年

 千ユーロ 千ユーロ

年間固定給 6,385 6,148

フリンジ・ベネフィット 664 266

業績に連動しない短期報酬合計 7,049 6,414

業績に連動する短期現金報酬 9,063 4,890

短期報酬合計 16,112 11,304

株式に基づく報酬(仮想上のバイエル株式)に対する既存の受給権の価値の増減  (1,275) 538

各年度に獲得された株式に基づく報酬(アスパイア) 5,217 9,082

株式に基づく報酬(アスパイア)に対する既存の受給権の価値の増減 (923) (641)

株式に基づく報酬合計(長期インセンティブ) 3,019 8,979

各年度に獲得された年金受給権に関する勤務費用 3,902 3,907

長期報酬合計 6,921 12,886

役務契約の終了に関連する離職補償 4,542 1,978

報酬総額(IFRS) 27,575 26,168

 

上記報酬に加えて、現役の取締役会メンバーに対する年金債務に関連して生じた数理計算上の差益245千ユーロ(2016年度：

3,196千ユーロの損失)が純損益外で認識された。前年度における損失は、主に金利水準の下落によって生じたものである。

 

2017年度に取締役会の前メンバーおよびその遺族である扶養家族に支払われた年金は、12,758千ユーロ(2016年度：12,800千

ユーロ)であった。取締役会の前メンバーおよびその遺族である扶養家族に対する確定給付債務は、184,479千ユーロ(2016年

度：188,850千ユーロ)であった。

 

監査役会に対する報酬は、3,703千ユーロ(2016年度：3,479千ユーロ)である。

 

監査役会メンバーとしての報酬に加えて、バイエルグループの従業員である従業員代表は、監査役会での役務に関係しない報

酬を受け取っている。2017年度において、かかる報酬の合計額は767千ユーロ(2016年度：939千ユーロ)であった。

 

監査役会に所属する従業員代表向けの年金債務は3,941千ユーロ(2016年度：4,399千ユーロ)であった。

 

2017年12月31日現在、または2017年度もしくは2016年度のどの時点においても、取締役会または監査役会のメンバーに対する

前渡金または貸付残高はない。
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39. 報告期間末後の事象

コベストロ株式10.4％の売却

2018年１月10日、バイエルAGはコベストロに対する直接的な持分を24.6％から14.2％に減少させた。これは、１株当たり86.25

ユーロの価格で株式21百万株を機関投資家に売却することによって達成された。コベストロに対するバイエルAGの直接出資に

加えて、バイエル年金基金はさらに8.9％を保有している。すでに公表されているとおり、バイエルは、中期的にコベストロか

らの完全な分離を達成する意向である。

 

コベストロ株式の売却からの収入の大部分は、予定されているモンサントの取得資金の調達のために設定したシンジゲート・

ローン信用枠の減額に用いられた。この結果、当該信用枠は18億米ドル減少して、497億米ドルとなった。

 

予定されているモンサントの取得に伴う売却

予定されているモンサントの取得および関連する反トラスト法の条件を満たすための手続に関連して、バイエルは、クロップ

サイエンス事業のBASFへの一部売却に加えて、すべての野菜種子事業を売却することを確約した。バイエルおよびモンサント

の事業活動の一部がさらに、売却またはアウトライセンスされる可能性がある。この動きを通じて、バイエルは、反トラスト

監督当局が示した見解に対して積極的に対応している。すべての売却およびライセンス供与は、予定されているモンサント取

得のクロージングを条件としており、当該取得は引き続き通例のクロージング条件(要求される規制当局の承認を含む。)の充

足を条件としている。

 

 

レバクーゼン、2018年２月20日

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト

 

取締役会

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

241/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

242/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

243/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

244/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

245/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

246/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

247/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

248/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

249/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

250/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

251/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

252/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

253/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

254/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

255/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

256/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

257/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

258/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

259/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

260/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

261/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

262/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

263/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

264/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

265/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

266/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

267/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

268/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

269/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

270/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

271/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

272/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

273/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

274/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

275/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

276/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

277/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

278/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

279/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

280/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

281/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

282/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

283/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

284/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

285/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

286/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

287/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

288/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

289/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

290/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

291/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

292/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

293/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

294/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

295/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

296/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

297/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

298/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

299/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

300/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

301/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

302/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

303/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

304/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

305/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

306/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

307/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

308/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

309/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

310/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

311/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

312/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

313/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

314/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

315/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

316/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

317/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

318/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

319/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

320/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

321/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

322/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

323/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

324/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

325/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

326/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

327/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

328/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

329/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

330/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

331/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

332/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

333/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

334/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

335/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

336/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

337/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

338/490



 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

339/490



 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

340/490



Ｂ 2016年度および2017年度のバイエルAGの個別財務諸表

 

損益計算書

 

  2016年 2017年

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

純売上高 [1] 390 51,199 14,730 1,933,754

売上原価  (353) (46,342) (7,914) (1,038,950)

売上総利益  37 4,857 6,816 894,804

販売費  (39) (5,120) (3,898) (511,729)

研究開発費  (46) (6,039) (2,186) (286,978)

一般管理費  (666) (87,432) (908) (119,202)

その他の営業収益 [2] 48 6,302 85 11,159

その他の営業費用 [3] (227) (29,801) (102) (13,391)

営業利益  (893) (117,233) (193) (25,337)

関係会社に対する投資による収益－純額 [4] 4,647 610,058 5,794 760,636

受取利息／支払利息－純額 [5] 54 7,089 (369) (48,442)

その他の財務収益／費用－純額 [6] 163 21,399 (354) (46,473)

営業外利益  4,864 638,546 5,071 665,721

法人所得税 [7] (371) (48,705) (335) (43,979)

税引後利益／当期純利益  3,600 472,608 4,543 596,405

その他の利益剰余金への配分  (1,367) (179,460) (1,643) (215,693)

分配可能利益  2,233 293,148 2,900 380,712
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財政状態計算書

 

  2016年12月31日現在 2017年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

非流動資産      

無形資産 [13] 29 3,807 123 16,147

有形固定資産 [14] 29 3,807 29 3,807

投資 [15] 49,112 6,447,423 47,071 6,179,481

  49,170 6,455,037 47,223 6,199,435

流動資産      

棚卸資産 [16] 3 394 2,109 276,870

債権およびその他の資産      

売掛金 [17] 77 10,108 2,002 262,822

子会社からの債権 [18] 4,092 537,198 2,585 339,359

その他の資産 [19] 410 53,825 571 74,961

 [20] 4,579 601,131 5,158 677,142

市場性のある有価証券 [21] 305 40,041 25 3,282

現金および現金同等物 [22] 2,423 318,091 4,247 557,546

  7,310 959,657 11,539 1,514,840

繰延費用 [23] 226 29,670 178 23,368

相殺による利益 [24] 140 18,379 152 19,955

  56,846 7,462,743 59,092 7,757,598

資本および負債      

資本 [25]     

資本金  2,117 277,920 2,117 277,920

資本剰余金  6,176 810,785 6,176 810,785

その他の利益剰余金  6,039 792,800 7,682 1,008,493

分配可能利益  2,233 293,148 2,900 380,712

  16,565 2,174,653 18,875 2,477,910

引当金      

年金引当金 [26] 897 117,758 735 96,491

その他の引当金 [27] 1,008 132,330 1,466 192,456

  1,905 250,088 2,201 288,947

その他の負債      

債券および約束手形 [28] 6,612 868,024 6,862 900,843

銀行に対する負債  61 8,008 756 99,248

注文時に受領した前受金  2 263 2 263

買掛金 [29] 86 11,290 1,750 229,740

子会社への債務 [30] 31,197 4,095,542 28,078 3,686,080

他の負債 [31] 418 54,875 458 60,126

 [32] 38,376 5,038,002 37,906 4,976,300

繰延費用 [33] - - 110 14,441

  56,846 7,462,743 59,092 7,757,598
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個別財務諸表に対する注記

 

企業構造における変更

 

2016年１月１日から実施されたバイエルの再編成の一環として、戦略経営持株会社と事業サブグループからなる従前の組織構

造は一体構造に置き換えられた。それ以降、バイエルは組織的に、３つの部門および１つの事業単位を通じて運営されてい

る。これらの部門のうちの２つ(医療用医薬品およびクロップサイエンス)の経営がバイエルAGの責務である。

 

さらに、2016年に、ドイツのバイエル・ヘルスケア社(Bayer HealthCare AG)およびドイツのバイエル・テクノロジー・サービ

ス社(Bayer Technology Services GmbH)(いずれもバイエルAGの完全所有子会社であった)が、バイエルAGに併合された。バイ

エル・ヘルスケア社は、主にヘルスケア事業のための持株会社機能を果たしていた。これらの機能はバイエルAGの同機能に組

み込まれた。バイエル・テクノロジー・サービス社の機能は、バイエルAGの「エンジニアリング＆テクノロジー」事業単位と

なった。

 

医療用医薬品およびクロップサイエンス部門の営業事業は、2017年１月１日付でバイエルAGに移転された。この目的のため

に、従前に当該部門の事業を運営していたバイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)およびバイエル・クロップサイエンス社

(Bayer CropScience AG)との事業リース契約が締結された。これらの契約に基づき、両社はバイエルAGに全事業活動をリース

し、事業運営もバイエルAGに移転された。当該契約は、当初１暦年の期間で締結され、いずれか一方の当事者が前年度末現在

で有効な書面による解約を６ヵ月前に通知しない限り、その後１年間延長される。事業リース契約に関連して、合計23億ユー

ロの棚卸資産がバイエルAGに売却され、約14,500名の雇用契約が、ドイツ民法典(BGB)第613a条に従ってバイエルAGに移転され

た。子会社および関係会社に対する投資は、貸手の２社に留まり、事業リース契約の一部を形成しない。本施策により当社の

再編成は完了した。
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以下の表は、バイエルAGの年次財務諸表に対する事業リースの影響を説明している。

 
損益計算書

 2016年 2017年

 バイエルAG バイエルAG

 コーポレート コーポレート

医療用医薬品およびク

ロップサイエンス部門 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

純売上高 390 140 14,590 14,730

売上原価 (353) (360) (7,554) (7,914)

売上総利益 37 (220) 7,036 6,816

その他の営業収益および営業費用 (930) (1,284) (5,725) (7,009)

営業利益 (893) (1,504) 1,311 (193)

営業外利益 4,864 5,280 (209) 5,071

法人所得税 (371) (334) (1) (335)

税引後利益/当期純利益 3,600 3,442 1,101 4,543

 

財政状態計算書

 

2016年

12月31日現在 2017年12月31日現在

 バイエルAG バイエルAG

 コーポレート コーポレート

医療用医薬品およびク

ロップサイエンス部門 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

非流動資産 49,170 47,127 96 47,223

流動資産/その他の資産 7,676 7,962 3,907 11,869

　     

資本 16,565 18,491 384 18,875

引当金 1,905 402 1,799 2,201

その他の負債/繰延収益 38,376 36,196 1,820 38,016

　     

資産合計 56,846 55,089 4,003 59,092
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会計方針

 

ドイツのレバクーゼンにあるバイエルAG(ドイツのケルン地方裁判所に「HRB 48248」として商業登記されている)の財務諸表

は、ドイツ商法(HGB)、ドイツ株式会社法(AktG)およびドイツのエネルギー事業法(EnWG)に準拠して作成されている。

 

バイエル・ファーマ社からリースしているドイツのベルリンの敷地において、バイエルAGは、バイエルグループ外の企業に電

気およびガスを供給している。これは、EnWGの第３条第18項に基づき、同項が定義するエネルギー事業に分類される。さら

に、エネルギー事業者として、バイエルAGは、垂直統合されたエネルギー事業者であるカレンタGmbH & Co. OHG

(Currenta GmbH & Co. OHG)に関連している。したがって、バイエルAGもEnWGの第３条第38項に基づく垂直統合されたエネル

ギー事業者に分類される。

 

従前にその他の資産および他の負債に表示されていた子会社に係る経過利息に関連する「内訳」の情報は現在、子会社からの

債権および子会社への債務に認識されている。比較可能性を高めるため、前年度の数値は修正再表示されている。

 

一部の損益計算書項目および財政状態計算書項目は、より明確にするために合算されている。同様に明確化のため、その内容

は注記で説明されている。同様に明確化のために、財務諸表の一部項目に求められている「内訳」の情報は、注記にのみ表示

されている。研究開発費は、化学および製薬業において特に重要であることから個別に記載されている。開示が要求される項

目ではない財務収益および費用は、その他の財務収益または費用に計上されている。

 

損益計算書は、売上原価法を用いて作成されている。

 

ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範の遵守宣言は、ドイツ商法第289f条に従ったコーポレート・ガバナンス宣言の一部と

して、ドイツ株式会社法第161条に従って公表されており、株主はインターネット上でいつでも入手可能である。これは

http://www.bayer.de/de/Corporate-Governance.aspxからダウンロードできる。

 

親会社としてバイエルAGは、連結の最小および最大の両方の範囲の連結財務諸表を作成している。前年同様に、バイエルAGの

経営報告書はドイツ商法第298条第２項に従い第315条第３項に基づいてバイエルグループの経営報告書と結合されている。
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認識および評価原則

 

取得した無形資産は、取得原価で認識され、見積耐用年数にわたって定額法(時間比例)により個別に償却されている。自社で

作成した無形資産については、資産計上されない。

 

有形固定資産はその取得原価または工事原価から、減耗の対象となる資産の場合はそれぞれの耐用年数に応じた減価償却費を

差引いた金額で計上されている。減価償却は通常は定額法によりなされる。2007年12月31日現在で既に認識されている可動資

産については、税務上認容される範囲内における最高の償却率に基づき定率法で行われ、定額法による償却額の方が多額と

なった段階で切り換えられる。

 

有形固定資産の各区分の減価償却および無形資産の各区分の償却は、以下の耐用年数に基づく。

 
無形資産および有形固定資産の耐用年数   

ソフトウェア  ３～４年

製品登録  最大10年

その他の免許、工業所有権、類似の権利および資産、ならびにそのライセンス  最大20年

商業用建物  25～40年

インフラ設備  12～20年

工場設備  12～20年

機械装置および器具備品  ８～20年

研究所および研究に係る器具備品  ３～５年

工場および事務所に係る器具備品  ６～12年

通信技術  ３～10年

車両(2014年６月30日以前に購入)  ５年

車両(2014年７月１日以降に購入)  ６年

コンピューター機器  ３～４年

 

取得原価または工事原価が410ユーロ以内であり、単独で使用され、減耗する資産は取得した年度に全額償却される。

 

価値の下落が減価償却費または償却費に反映されている分を超過し、それが永久的であると見込まれる場合は、評価減が行わ

れる。評価減の理由が該当しなくなった場合、帳簿価額が取得原価または建設原価から減価償却費または償却費を差し引いた

額を超過しない範囲で評価増が行われる。

 

自社製造の有形固定資産の工事原価には、直接材料費、直接加工費、間接材料費および間接加工費の適切な配賦額ならびに自

社製造に要した資産の減価償却費の適切な割合が含まれている。

 

子会社および関係会社に対する投資は、価値の回復可能性が永久にないと見込まれるすべての価値の下落に関する評価減を控

除後の取得原価で計上されている。過年度に行った評価減の理由が該当しなくなったか部分的にしか該当しない場合、それぞ

れの項目について戻入れられるが、この戻入れによって帳簿価額が取得原価を超えてはならない。交換取引で取得した子会社

および関係会社に対する投資は、提供した株式の帳簿価額で測定される。子会社または関係会社に対する持分の併合には前身

企業の会計処理アプローチが適用される。
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無利息または低金利の貸付金は現在価値で、その他の貸付金は名目価額で計上されている。この貸付金にはドイツのバイエ

ル・ペンシオンスカッセ(Bayer Pensionskasse VVaG)に付与した利益参加権付資本(Genussrechtskapital)およびバイエルAGが

提供したその有効初期資金に対する遡及拠出金としてのペンシオンスカッセによる引き出し金を含む。

 

棚卸資産は、原材料、貯蔵品および転売目的の購入品については平均取得原価から評価減を控除した額、完成品については平

均製造原価で評価されている。棚卸資産は、直接材料費、直接加工費、ならびに間接材料費および間接加工費の適切な配賦額

(製造に関連する固定資産の減耗を含む)から構成される。評価減は、公正価値が帳簿価額を下回る場合に認識される。

 

債権およびその他の資産は、名目価額から、必要な評価減の金額を控除して表示されている。かかる評価減の金額は債務不履

行の可能性を反映している。無利息または低金利の受取債権で支払期限到来が１年超のものは割引価値で認識されている。

 

市場性のある有価証券は決算日現在の取得原価と市場価格のいずれか低い方の金額で表示されている。

 

ユーロで保有する現金、銀行預金および小切手は額面価額で認識される。外貨で保有する当該資産は財務諸表の決算日のス

ポットレートで換算される。

 

財政状態計算書の繰延費用には、その後の特定期間に費用を生じさせることになる、決算日より前の支出が含まれている。ま

た、バイエルAGが発行した社債に係る発行額と決済額との差額も含まれている。これらの金額は社債の満期までの期間にわ

たって償却される。

 

従業員の永年勤続勘定の残高および特定の退職年金債務を満たすために必要な金額は、SICAV(変動資本の投資会社(Société d

’investissement à capital variable))として営業活動を行っているベルギーの投資会社を通じて、中間投資ビークル経由で

間接的に投資されている。これらは一般的に流動性の高い国際債券、株式、不動産および代替投資に投資されている。この資

産はバイエルAGに代わって、ドイツのバイエル年金基金(Bayer Pension Trust e.V.)により管理されている。退職後給付債務

を履行する目的で、バイエル年金基金はコベストロ社(Covestro AG)の株式も直接保有している。雇用主が破産を申請した場

合、すべての投資は他の債権者から保護される。この投資は株式の市場価格および市場金利に由来する公正価値で測定され

る。バイエル年金基金が保有する信託資産は、その基礎となる各債務と相殺される。債務が資産を超過する場合、引当金が計

上される。有価証券の価値が債務を超過する場合、相殺による利益として財政状態計算書に計上される。したがって、損益計

算書上、信託資産から生じた収益は該当する債務の金利部分および割引率の変更と相殺されている。
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繰延税金は会計上の計算書類における資産、負債、繰延収益および繰延費用と、税務上の計算書類におけるこれらの勘定との

一時差異として評価されている。バイエルAGの財政状態計算書に反映されている項目に加えて、バイエルAGが税制目的で会計

上の事業体を共に構成する子会社に関連する項目およびバイエルAGが持分を保有する子会社に関連する項目も含まれている。

一時差異に加え、税務上の繰越欠損金も考慮されている。繰延税金はバイエルAGに率いられた会計上の事業体に対して、総合

した所得税率に基づき計算されており、その率は現在30.78％である。この総合所得税率は法人所得税、営業税および連帯税よ

り構成されている。しかし、バートナーシップでは財政状態計算書の一時差異に関する繰延税金は、法人所得税および連帯税

のみを含む総合所得税率を用いて計算される。現在の総合所得税率は15.83％である。その結果生じる税金負債はすべて繰延税

金負債として財政状態計算書に認識される。未収税金の場合には、繰延税金資産を認識するための対応するオプションは使用

されない。その結果、2017年度においては、財政状態計算書で認識されていない繰延税金資産が１件あった。

 

バイエルAG資本金は記名式無額面株式826,947,808株に分割され、各株式は資本金合計2,116,986,388.48ユーロに対する理論上

の比例持分を有する。

 

年金引当金は、ホイベックの2005G基準表を使用した寿命見通しに基づく予測単位積増方式を使用して計算されている。将来予

想される給与および年金の増額が考慮されている。当社は年2.75％(2016年度：2.75％)の給与の増額および年1.70％(2016年

度：1.50％)の年金の増額を見込んでいる。年金の動向の記載にあたり、2016年度を通じて当社は、数値を0.25％単位で切り上

げまたは切り捨てにした。ただし、正確性を高めるため、現在は0.1％単位で切り上げまたは切り捨てにしている。2000年１月

１日以降に付与された年金給付については従業員に対して約束した通り年1.00％の年金増額で会計処理されている。2017年12

月31日現在の年金引当金に関して使用された割引率は3.68％(2016年12月31日現在：4.01％)である。これは、2017年12月にド

イツ連邦銀行が公表した、満期までの残存期間が15年である商品の過去10年間の平均市場金利である。

 

その他の引当金は、かかるコミットメントの将来の決済金額の合理的な見積りに基づくすべての予見可能なリスクおよび不確

定負債をカバーするために設定されたものである。将来の価格および原価の上昇は、そのような上昇が起こる可能性が高いこ

とが客観的に十分認められる場合に考慮される。満期まで１年超の引当金は、満期までの残存期間に基づく過去７年間の平均

市場金利を用いて現在価値まで割り引かれる。永年勤続報奨金のための引当金等の長期の従業員関連引当金については、利用

までの想定期間15年にわたり2.80％(2016年度：3.24％)の割引率が使用される。早期退職契約による債務等の短期の従業員関

連引当金については、それぞれの期間(2017年度においては３年間)に応じた率を用いて割り引かれる。かかる割引率は1.43％

(2016年度：1.81％)であった。これらは、2017年12月にドイツ連邦銀行が公表した金利である。
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負債は決算日現在の決済金額で認識される。利息部分を含む非流動負債は、満期までの期間に応じて過去７年間の平均市場金

利を用いて割り引かれる。

 

外貨建の債権および負債、為替予約およびその他の通貨デリバティブは、時価評価法を使用して認識されている。このため

に、外貨建の受取債権と支払債務はスポットレートで評価され、ヘッジ目的で締結された対応する通貨デリバティブは決算日

の市場先物レートで評価される。未実現損益は、その後に純ヘッジの表示方法を用いて各通貨で相殺されている。正味未実現

損失に対しては引当金が設定されているが、正味未実現利得は残りの満期が１年以下の受取債権および負債に関連する場合の

み認識される。

 

財政状態計算書上の繰延収益には、将来の特定期間に収益を生じさせることになる、決算日より前に受け取った支払が含まれ

ている。これにはライセンス料が含まれ、その大半は、各製品の販売が承認された時点から資産の見積耐用年数にわたり償却

される。

 

抵当および債務保証から生じる偶発負債は、決算日現在における借入残高またはコミットメントの金額と同額を計上してい

る。

 

前へ　　　次へ
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損益計算書に対する注記

 

1. 売上高

 

売上高は2016年度に比べ14,340百万ユーロ増加した。これは、ドイツのバイエル・ファーマ社(Bayer Pharma AG)およびドイツ

のバイエル・クロップサイエンス社(Bayer CropScience AG)が、2017年１月１日付で事業リース契約に基づき事業運営をバイ

エルAGに完全にリースし、同日付で運営管理もバイエルAGに移転したことを反映している。

 
事業単位別売上高   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

医薬品 - 8,478

クロップサイエンス - 6,111

コーポレート・センター 390 141

 390 14,730

 

地域別売上高   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

ドイツ 348 1,146

その他ヨーロッパ 14 5,067

北米 16 3,425

アジア／太平洋 9 2,929

ラテンアメリカ／中東／アフリカ 3 2,163

 390 14,730

 

 

2. その他の営業収益

 

その他の営業収益の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業収益   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

固定資産の売却による利得 36 18

未使用引当金の戻入れ 8 16

研究開発サービスに対する政府補助金 1 11

供給契約の早期終了による繰延収益の償却 - 7

株式に基づく報酬プログラム(アスパイア2.0)のヘッジによる評価益 - 13

他の営業収益 3 20

 48 85
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固定資産の売却による利得には、米国のFMCコーポレーション(FMC Corporation)との特許スワップに関連する10百万ユーロ、

日本の住友化学株式会社(Sumitomo Chemicals Co. Ltd.)との特許スワップに関連する５百万ユーロ、およびその他の資産の売

却による３百万ユーロが含まれている。前年度に報告された利得には、ドイツのバイエル・ビジネス・サービス社(Bayer

Business Services GmbH)に対する通信技術のグループ内売却に関連する28百万ユーロおよび、カナダのケメティクス社

(Chemetics Inc)に対する特許の売却による８百万ユーロが含まれている。

 

他の営業収益には、出産給付金の払戻しによる９百万ユーロ、失効した配当請求の返済による２百万ユーロおよび、保険会社

からの補償金１百万ユーロが含まれている。

 

 

3. その他の営業費用

 

その他の営業費用の内訳は以下の通りである。

 
その他の営業費用   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

コベストロの分離および株式市場での株式発行に関連する事業費用 12 -

近い将来の損失に対する引当金繰入 198 -

債権の評価減 2 37

寄付金 2 11

他の営業費用 13 54

 227 102

 

他の営業費用には、財産税、補償支払、前払違約金および未払費用が含まれている。

 

近い将来の損失に対する引当金繰入により前年度に認識された費用は、ドイツのバイエル・ファーマ社およびドイツのバイエ

ル・クロップサイエンス社との2017年１月１日付の事業リース契約に基づきバイエルAGに移転されたアウトライセンスおよび

供給契約に係る近い将来の損失を初めて認識したことから生じた。当該費用は一過性であるため、その他の営業費用に認識さ

れた。一般的な慣習に従い、将来の引当金繰入はすべて機能別費用項目に認識される。
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4. 関係会社に対する投資による収益-純額

 
関係会社に対する投資による収益-純額   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

子会社からの配当金および類似収益 329 819

子会社との損益移転契約による収益 4,264 2,485

子会社との損益移転契約による費用 (76) (240)

関係会社に対する投資の売却益 130 2,730

 4,647 5,794

 

関係会社に対する投資による収益および費用の詳細は、バイエルAGおよびバイエルグループの結合経営報告書に含まれてい

る。

 

関係会社に対する投資の売却益2,730百万ユーロは、コベストロ社の株式61.7百万株の売却および同株式８百万株のドイツのバ

イエル年金基金(Bayer Pension Trust e. V.)への移転による2,720百万ユーロ、インドのバイエル・クロップサイエンス社

(Bayer CropScience Ltd.)株式の買戻しによる６百万ユーロならびに、ドイツのエハフェルド・マイクロテクニックBTS社

(Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH)株式の売却による４百万ユーロからなる。前年度に報告された利得は、中国のバイエル・テ

クノロジー・サービス(上海)社(Bayer Technology Services (Shanghai) Co. Ltd.)株式のグループ内売却50百万ユーロ、コベ

ストロ社の株式10百万株をドイツのバイエル年金基金に移転したことによる79百万ユーロ、ならびにドイツのバイエル・ヘル

スケア社の併合による１百万ユーロから構成される。

 

 

5.受取／支払利息-純額

 
受取／支払利息-純額   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

投資に含まれるその他有価証券および貸付金による収益 21 17

その他の受取利息および類似収益 145 172

・うち、子会社からのもの 81 90

支払利息および類似費用 (415) (728)

・うち、子会社に対するもの (134) (336)

年金およびその他の非流動の従業員関連引当金に係る支払／受取利息

(純額) 303 170

 54 (369)

 

利息部分純額の詳細は、バイエルAGおよびバイエルグループの結合経営報告書に記載されている。

 

年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分に係る収益は、ドイツのバイエル年金基金が保有している資産から

の収益を相殺した後の確定給付債務の現在価値に係る割引の戻し純額および割引率の変更による影響からなる。バイエル年金

基金が保有する資産は、年金債務および従業員の永年勤続勘定の貸方残高から生じる債務を満たす目的にのみ使用される。こ

の基金の資産は、他の債権者から保護されている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

352/490



これらの資産への投資による収益は以下の通り、対応する引当金の利息部分に対して相殺された。

 
制度資産からの収益による年金および従業員関連引当金の利息部分の相殺

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分ならびに割引

率の変更による影響額(総額) (84) (342)

バイエル年金基金が保有する資産による収益 387 512

 303 170

 

 

6. その他の財務収益／費用-純額

 
その他の財務収益／費用-純額   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の増減(利息部分を除く) 56 (41)

子会社に割り当てられた年金引当金繰入額 4 115

外貨換算による費用   

- 実現為替差損 (2,233) (2,001)

- 評価による未実現費用 (278) (430)

外貨換算による収益   

- 実現為替差益 2,689 2,182

- 評価による未実現収益 1 37

信用枠に関するコミットメント手数料 (56) (215)

他の財務費用 (33) (13)

他の財務収益 13 12

 163 (354)

 

割り当てられた年金およびその他の非流動の従業員関連引当金の利息部分は支払利息に含まれている。他の財務収益および費

用には、事業分野およびサービス分野の分離(分離日：2002年７月１日)前に退職したバイエルAGの元従業員、また当該日より

前に会社を退職し、年金の権利が確定した元従業員に関する、利息部分に関連しない年金引当金の増減も含まれている。これ

らの変動は数理計算上の評価パラメーターの変更に際して生じる。

 

2002年７月１日より前に会社を退職または辞職した従業員の上記引当金繰入額は通常、それぞれの分割契約に基づき比例按分

で子会社により払い戻される。

 

他の財務費用には、銀行手数料２百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)、債券発行手数料５百万ユーロ、モンサントへの補償

支払５百万ユーロおよび、バイエル(中国)社(Bayer (China) Ltd.)への保証手数料に関連する債権１百万ユーロの認識の中止

が含まれている。2016年度において、グループ内融資の早期返済により前払違約金31百万ユーロが発生した。他の財務収益に

は、保証手数料10百万ユーロ(2016年度：11百万ユーロ)が含まれている。
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7. 法人所得税

 

本財務諸表に反映されている税金費用は、法人所得税、貿易税および連帯税に関する支払額または未払額、およびドイツ国外

で支払われた法人所得税からなる。

 

ドイツ商法第274条第１項第２号のオプションで容認されている通り、期末現在の繰延税金負債を上回る繰延税金資産の超過額

877百万ユーロは認識されていない。

 

繰延税金資産は主に、会計上の計算書類における年金債務の評価額が税務上の計算書類における評価額よりも高いことから生

じている。その他の繰延税金資産は、近い将来の損失や早期退職に対する引当金などの税務上控除されない引当金、早期退職

および永年勤続記念に対する引当金ならびにパートナーシップ持分などの評価時の差異から生じる。未利用の税務上の繰越欠

損金に関連する繰延税金資産もある。

 

繰延税金負債は主に、会計上の計算書類における非流動資産およびドイツのバイエル年金基金に投資した資産(これは年金コ

ミットメントをカバーしている)の評価額と税務上の計算書類における評価額との差異から生じている。

 

 

8. その他の税金

 

売上原価、販売費、研究開発費または一般管理費に計上できるその他の税金は、それぞれの費用項目に割り当てられる。それ

以外の場合は、その他の営業費用に配分されている。その他の税金は合計12百万ユーロ(2016年度：２百万ユーロ)であった。

 

 

9. 原材料費

 
原材料費

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

原材料、貯蔵品、購入品に係る費用 9 4,677

サービス購入費用 2 558

 11 5,235
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10. 人件費 /従業員数

 
人件費    

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

賃金および給与 366 1,708

社会保険料 33 215

年金費用 11 122

 410 2,045

 

この表で示されている人件費には、支払／受取利息純額に含まれている、特に年金引当金といった従業員関連引当金の利息部

分は含まれていない。

 

2017年度のバイエルAGの平均従業員数は16,695名であり、その内訳は以下の通りである。

 

従業員数 2017年

 女性 男性

上級執行役員および上級管理職 1,024 2,515

下級管理職および管理職以外の従業員 4,890 8,266

 5,914 10,781

 

パートタイム従業員はそれぞれ比例配分でこれらの数値に含まれている。

 

 

11. 株式に基づく報酬

 

バイエルAGはその従業員に対し、追加的な報酬要素として長期株式に基づく報酬プログラムを提供している。さまざまな従業

員グループに対してさまざまな総合プログラムが提供されている。

 

取締役会のメンバー、その他の上級執行役員および中間管理職向けの「アスパイア」(Aspire)プログラムは、2015年度までは

さまざまな職階の管理職向けの２種類(アスパイアⅠおよびアスパイアⅡ)から構成されていたが、2016年度に再設計された。

現在、全適格従業員に対し、アスパイア2.0という単一のプログラムが提供されている。アスパイア・プログラムはすべて、従

業員に対し業績に連動した支払を行うものである。各プログラムの期間は４年間である。

 

加えて、バイエルAGの全従業員には、職階やレベルに関わらず、取締役会により毎年設定される「バイシェアー」プログラム

が提供され、従業員はバイエル株式を割引値で購入することができる。

 

決算日時点で存在している株式に基づく報酬プログラムに係るすべての債務について、引当金が計上されている。これらの引

当金の金額は、債務の公正価値と、各プログラム導入以来の期間合計に対する経過時間の割合に基づいている。引当金への繰

入額は費用計上される。
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アスパイアＩ

2015年度まで、取締役会のメンバーおよびその他の上級執行役員は、アスパイアＩに加入することが可能であった。加入者

は、特定のガイドラインに定められた一定数のバイエル株式を購入してプログラムの全期間中保有することが求められてい

た。役員の年間基本給のうち、その職階に基づく一定比率が変動支払額の目標(以下「アスパイア目標額」という。)として決

定された。このプログラムのそれぞれのトランシェの最後に、プログラム参加者は目標額の一定割合を現金で受け取る。その

金額は、バイエル株価の絶対条件とダウ・ジョーンズEURO STOXX 50と比較した株式パフォーマンスの動向によって決まる。支

払の上限は300％である。

 

未だ有効な株式に基づく報酬プログラムにおける債務の公正価値は、以下の主要パラメーターを使用し、モンテカルロ・シ

ミュレーション法によって計算された。

 
公正価値の決定に使用されたパラメーター   

 2016年 2017年

配当利回り 2.90％ 2.46％

リスク・フリー金利(期間４年) (0.67％) (0.35％)

バイエル株式のボラティリティ 22.78％ 15.49％

ダウ・ジョーンズEURO STOXX 50のボラティリティ 11.66％ 9.27％

バイエル株式の株価とダウ・ジョーンズEURO STOXX 50との相関関係 0.67 0.71

 

2014年度に発行され、2017年度末に失効したアスパイアのトランシェの公正価値は、締切日時点の既知の目標額20％の支払額

から決定された。支払は2018年度の初めに行われた。2013年度に発行されたアスパイアのトランシェは2017年度の初めに失効

し、既知の目標額270％が2017年度の初めに支払われた。

 

アスパイアⅡ

2015年度まで、他の上級管理職には、バイエル株式への個人的な投資を必要としないアスパイアⅠの変形型であるアスパイア

Ⅱが提供されていた。報酬額はバイエル株式の絶対的パフォーマンスのみに基づいて決定される。最大支払額は、各管理職の

アスパイア目標額の250％である。

 

2014年度に発行され、2017年度末に失効したアスパイアのトランシェの公正価値は、締切日時点の既知の目標額40％の支払額

から決定された。2013年度に発行されたトランシェでは、220％の支払いが実現し、2017年度の初めに支払われた。
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アスパイア2.0

2016年度より、アスパイアは、アスパイア2.0という標準化された新形式で全適格従業員に提供されている。取締役会メンバー

の場合は、EURO STOXXに対するバイエル株式のパフォーマンスという追加的な測定基準が設定されている。アスパイア2.0もま

た、各従業員の職階に応じて異なる、年間基本給に占める割合に基づく。現在、アスパイアの付与価額は、グローバルの短期

インセンティブ・プログラム(以下「STI」という。)による従業員のSTI支払要素をこの目標額に乗じて計算される。STI支払要

素は、STIプログラムで使用される従業員個人のパフォーマンスと事業のパフォーマンスを反映している。アスパイアの付与価

額は、プログラム開始時の株価で除すことによって仮想上のバイエル株式に転換される。同プログラムのパフォーマンスは、

これらの仮想上の株式に基づく。かかる債務の公正価値は、期末時点のバイエルの株価およびその時までに支払われた配当額

によって決定される。各トランシェの終了時に支払われる金額は、仮想上の株数にその時のバイエルの株価を乗じ、同トラン

シェの期間中に支払われた配当額と等しい金額を加算して決定される。アスパイア2.0の最大支払額は、目標額の250％であ

る。

 

バイシェアー

バイシェアー・プログラムの下で、バイエルは有資格従業員のバイエル株式への個人的投資に助成を行う。このプログラムの

下での割引率は毎年個別に設定される。2017年度および2016年度のいずれも、購入額の20％であった。2016年度と同様に、最

大購入額は、従業員の職階に応じて2,500ユーロまたは5,000ユーロであった。実習生に関する最大購入額は1,800ユーロであっ

た。このプログラムに基づいて取得した株式は特別株式預託勘定に預託され、購入の翌年の12月31日まで保有しなければなら

ない。

 

2017年度において、バイエルAGの株式に基づく報酬プログラムに係る費用は合計36百万ユーロ(2016年度：14百万ユーロ)で

あった。この金額は人件費に反映されている。これらのプログラムに対する引当金は、2017年12月31日現在63百万ユーロ(2016

年度：41百万ユーロ)であった。

 

 

12. 評価減

 

2017年度に、評価減は行われなかった。前年度には、一時的でないと見込まれる無形資産の価値の低下を反映するため１百万

ユーロの評価減が行われた。
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財政状態計算書に対する注記

 

13. 無形資産

 
無形資産    

 

取得したコンセッ

ション、産業用

不動産所有権、類

似の権利および

資産、ならびにこ

れらのライセンス 前払金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額総額、2016年12月31日現在 66 7 73

取得 111 1 112

除却 4 - 4

振替 4 (4) -

帳簿価額総額、2017年12月31日現在 177 4 181

償却および評価減累計額、2016年12月31日現在 44 - 44

2017年度の償却および評価減 14 - 14

除却 - - -

償却および評価減累計額、2017年12月31日現在 58 - 58

正味帳簿価額、2017年12月31日現在 119 4 123

正味帳簿価額、2016年12月31日現在 22 7 29

 

 

14. 有形固定資産

 
有形固定資産      

 土地および建物工場および設備

什器、備品

および

その他の設備

前払金および

建設仮勘定 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額総額、

2016年12月31日現在 60 14 20 5 99

取得 - 4 3 2 9

除却 - 2 - - 2

振替 2 2 - (4) -

帳簿価額総額、

2017年12月31日現在 62 18 23 3 106

減価償却および評価減累計額、

2016年12月31日現在 59 3 8 - 70

2017年度の減価償却および評価減 - 4 3 - 7

減価償却および評価減累計額、

2017年12月31日現在 59 7 11 - 77

正味帳簿価額、

2017年12月31日現在 3 11 12 3 29

正味帳簿価額、

2016年12月31日現在 1 11 12 5 29
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15. 投資

 
投資        

 

子会社に

対する投資

子会社に

対する

貸付金

その他の

関係会社に

対する投資

その他の

関係会社に

対する

貸付金

投資に

含まれる

有価証券

その他の

貸付金 合計

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

帳簿価額総額、

2016年12月31日現在 48,290 108 28 2 51 753 49,232

取得 5,922 - - 1 1 2 5,926

処分 7,962 4 27 - - 2 7,995

移転 (1,288) - 1,288 - - - -

帳簿価額総額、

2017年12月31日現在 44,962 104 1,289 3 52 753 47,163

評価減累計額、

2016年12月31日現在 82 10 27 - - 1 120

2017年度の評価減 12 - - - - - 12

戻入れ - (1) - - - - (1)

処分 12 - 27 - - - 39

評価減累計額、

2017年12月31日現在 82 9 - - - 1 92

正味帳簿価額、

2017年12月31日現在 44,880 95 1,289 3 52 752 47,071

正味帳簿価額、

2016年12月31日現在 48,208 98 1 2 51 752 49,112

 

子会社に対する投資の取得および処分にはそれぞれ、オランダのバイエルUS社(Bayer US B. V.)に対する100％持分のオランダ

のバイエル・ワールド・インベストメンツ社(Bayer World Investments B. V.)への移転に関連する5,786百万ユーロおよび、

ドイツのバイエル・イノベーション社(Bayer Innovation GmbH)のドイツのジーブテ・バイエルVV社(Siebte Bayer VV GmbH)へ

の併合に関連する33百万ユーロが含まれている。当該併合に関連する取得および処分には、12百万ユーロの評価減も含まれて

いる。さらに、取得には子会社への資本拠出100百万ユーロ、すなわちドイツのエアステK-W-Aベタイリグンクスゲゼルシャフ

ト社(Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH)への95百万ユーロおよびドイツのバイエル04レバクーゼン・フスバール社

(Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH)への５百万ユーロも含まれている。残りの取得合計３百万ユーロは、フィリピンのバイ

エル・フィリピン社(Bayer Philippines, Inc.)株式のグループ内取得によるものである。処分には、ドイツのコベストロ社の

株式80.19百万株の処分に関連する2,074百万ユーロが含まれており、そのうち72.19百万株は売却済みである。この売却済み株

式のうち13.94百万は銀行に売却したが、経済的リスクおよび機会に対するエクスポージャーは保持している(当該株式はその

他の資産に反映されている。決算日現在、銀行は3.5百万株を売却済みである)。また、８百万株はドイツのバイエル年金基金

に移転された。処分には、中国にあるバイエル(中国)社(Bayer (China) Ltd.)の出資払戻し69百万ユーロも含まれる。コベス

トロに対する残りの持分(49.81百万株／持分24.6％)に関連する振替は関係会社に対する投資に反映されている。当該持分は証

券化されているため、非流動資産としての認識も可能であった。

 

ドイツ商法第285条第11番、第11a番および第11b番に基づくバイエルAGの子会社および関係会社の詳細は、監査証明が付され、

連邦官報(Bundesanzeiger)に掲載された年次財務諸表に含まれている。これはwww.bayer.de/anteil17においても閲覧可能であ

る。
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2008年度に、バイエルAGはドイツのバイエル・ペンシオンスカッセ向けに800百万ユーロの返済可能な「有効初期資金」を設定

した。これは2012年度に1,600百万ユーロまで増加した。これまでに、そのうちの595百万ユーロが年金基金に支払われてい

る。有効初期資金に関して提供された資本は利付きであるが、利息は契約上合意された一定の条件の下でのみ支払われる。利

息によって当該年金基金の報告額が純損失となる場合、利息は繰り延べられる。有効初期資金によって付与された貸付金は、

その他の貸付金に含まれている。

 

 

16. 棚卸資産

 
棚卸資産   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

原材料および貯蔵品 1 541

仕掛品 2 882

完成品 - 574

再販予定の購入商品 - 107

前払金 - 5

 3 2,109

 

 

17. 売掛金

 
売掛金   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

子会社からの債権 65 1,646

その他の顧客からの債権 12 356

 77 2,002

 

 

18. 子会社からの債権

 

子会社からの債権は主に、例えば貸付金または翌日物資金に関連する金融債権、未収利息ならびにバイエルAGと共に会計上の

事業体を構成する子会社からの利益移転に関連する債権からなる。

 

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

360/490



19. その他の資産

 

その他の資産は以下からなる。

 
その他の資産   

 2016年 2017年

 百万ユーロ 百万ユーロ

給与関連未収金 12 14

未収利息 36 34

売却目的で移転されたコベストロ社の株式 - 284

税金還付請求 125 105

オプション取引決済のためのプレミアム 222 45

その他 15 89

 410 571

 

その他の資産は、法的には期末後になるまで実在しない資産に関する34百万ユーロ(2016年度：36百万ユーロ)を含んでいる。

一部の重要ではない例外を除き、その他の資産はほぼ全て未収利息からなる。

 

前年度にその他の資産に反映されていた子会社関連の未収利息合計37百万ユーロは、比較可能性の向上のため、子会社からの

債権に振替えられた。同様に、コマーシャルペーパーに対する短期投資および定期預金はそれぞれ、市場性のある有価証券

(305百万ユーロ)ならびに現金および現金同等物(1,620百万ユーロ)に振替えられた。

 

 

20. １年を超えて期日が到来する債権およびその他の資産

 

合計5,158百万ユーロ(2016年度：4,579百万ユーロ)の債権およびその他の資産には、１年を超えて期日が到来する未収金81百

万ユーロ(2016年度：33百万ユーロ)が含まれている。この合計額のうち、５百万ユーロ(2016年度：０百万ユーロ)は売掛金、

３百万ユーロ(2016年度：３百万ユーロ)は子会社からの債権、73百万ユーロ(2016年度：30百万ユーロ)はその他の資産に関連

していた。

 

 

21. 有価証券

 

有価証券は、１年以内に満期が到来するコマーシャルペーパーに対する投資からなる。
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22. 現金および現金同等物

 

現金および現金同等物には、カナダにおけるゴム、ポリエステルポリオールおよびウレタン分野の反トラスト法違反に関連す

る民事賠償請求を解決するための１百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)が含まれている。バイエルはこの金額を、提示され

る和解案の受諾または裁判所の和解確認を待つ間、カナダにおいて管理されているエスクロー口座に預託している。

 

 

23. 繰延費用

 

2017年12月31日現在、繰延費用には、バイエルAGにより発行された社債に関する総額９百万ユーロの未償却割引が含まれてい

る。期首に認識された11百万ユーロは、償却により２百万ユーロ減少した。また、オランダのバイエル・キャピタル社(Bayer

Capital Corporation B.V.)によって発行され、バイエルAGに同じ条件で譲渡された強制転換社債に関する合計28百万ユーロ

(2016年度：42百万ユーロ)の未償却割引も当項目に反映されている。同様に、予定されるモンサント社の取得のためにバイエ

ルが獲得した米ドル建信用枠に関する未払費用75百万ユーロ(2016年度157百万ユーロ)も、当項目に報告されている。

 

残りの繰延費用は、その他の信用枠の前払手数料、事業保険の前払保険料およびその他の繰延費用であった。

 

 

24. 相殺による利益

 

従業員の永年勤続勘定の貸方残高から生じる債務は、複数の契約上の委託協定(以下「CTA」という。)の下でドイツにあるバイ

エル年金基金が運用する資産によって保証されており、年金コミットメントによる債務は一部保証されている。これらの資産

は、雇用主が破産に陥った場合にそれぞれの債務に充てる目的でのみ使用可能であり、他の債権者から保護されている。これ

らの資産はそれぞれ基礎となる債務と相殺されている。相殺によりプラスの差異が生じる場合は資産計上され、そうでない場

合は引当金に反映される。2017年12月31日現在、相殺により152百万ユーロ(2016年度：140百万ユーロ)のプラスの差異が生

じ、そのうちの32百万ユーロ(2016年度：５百万ユーロ)は永年勤続勘定から生じる債務からなり、120百万ユーロ(2016年度：

135百万ユーロ)は年金コミットメントからなる。

 
相殺による利益   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

従業員の永年勤続勘定の貸方残高に関連する債務の決済価額 13 102

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 18 134

永年勤続勘定に関連する資産と債務の差額(相殺による利益) 5 32

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 16 129
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 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

年金コミットメントの決済価額 389 451

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 524 571

年金コミットメントに関連する資産と債務の差額

(相殺による利益) 135 120

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 468 524

 

2017年度における担保資産は主に、SICAVとして営業活動を行っているベルギーの投資会社が中間投資ビークルを通じて投資し

ている、流動性の高い国際債券、株式、不動産および代替投資からなる。SICAVの投資証券は証券取引所の営業日であればいつ

でも売却可能である。担保資産には、ドイツのコベストロ社の株式18百万株も含まれており、そのうち８百万株は2017年度に

バイエルAGによってバイエル年金基金へ移転された。

 

SICAVおよびコベストロ社の株式を通じて投資した担保資産は、公正価値で測定されている。2017年12月31日現在、これは

3,770百万ユーロであった。これら資産の合計705百万ユーロと対応する債務と相殺したことによりプラスの差額が生じ、相殺

による利益として計上された。残りの3,065百万ユーロと債務との相殺は年金引当金に計上された。2017年度の配当金の支払に

より、バイエル年金基金はSICAVから118百万ユーロを、コベストロ社から13.5百万ユーロを受け取った。

 

 

25. 資本

 

2017年度における資本の変動は以下の通りである。

 
資本     

 

2016年

12月31日

2016年度の

配当金 当期純利益

2017年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

資本金 2,117 - - 2,117

資本剰余金 6,176 - - 6,176

その他の利益剰余金 6,039 - 1,643 7,682

分配可能利益 2,233 (2,233) 2,900 2,900

 16,565 (2,233) 4,543 18,875

 

バイエルAGの資本金は前年度と同じ2,116,986,388.48ユーロであり、これは記名式株式826,947,808株で構成され、全額払込済

である。１株につき１議決権が付されている。

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

363/490



授権資本および条件付資本

授権資本および条件付資本の内訳は、以下の通りである。

 
授権資本および条件付資本

資本 決議日 金額／株数 失効日 目的

授権資本Ⅰ 2014年４月29日 530百万ユーロ 2019年４月28日 現金払込および／または現物出資に対して新

たに無額面株式を発行することで資本金を増

額する。現物出資は423百万ユーロを超えな

い。

     

授権資本Ⅱ 2014年４月29日 212百万ユーロ 2019年４月28日 現金払込に対して新たに無額面株式を発行す

ることで資本金を増額する。

     

条件付資本 2014年４月29日 212百万ユーロ／

82,694,750株まで

2019年４月28日 ワラント付社債または転換社債、利益参加

権、またはインカム・ボンドの債券保有者に

無額面株式を付与することで資本金を増額す

る。これら証券を発行する権限は、合計名目

価額合計60億ユーロに制限される。

 

資本の増額は、新たに記名式無額面株式を発行することによってなされる。株主に対しては、通常、新株引受権を付与しなけ

ればならない。しかし、新株引受権は、承認決議において表明される一定の条件に基づき、排除されることがある。株主の新

株引受権の排除に関して、年次株主総会でさらなる決議がない場合、取締役会は、現行の権限のみを行使し、株主の新株引受

権を排除して、それぞれの決議が2014年４月29日の年次株主総会で採択された時点で存在する資本金総額の20％まで授権資本

または条件付資本から増資を行うことになる。株主の新株引受権を排除した、無額面株式の、あるいはワラントまたは転換

権・転換義務が付された社債のすべての発行または売却もこの20％の制限に含まれる。授権資本および条件付資本の詳細につ

いては、2014年４月29日の年次株主総会通知およびバイエルのウェブサイト上に掲載されている。

 

2016年11月16日、バイエルは、当社の既存株主に新株引受権を付与することなく、合計40億ユーロの強制転換社債を発行し

た。当該社債は、バイエルAGの劣後保証の下、オランダのバイエル・キャピタル社により100,000ユーロ単位で発行された。満

期時に、当該社債の残高は強制的にバイエルAGの記名式無額面株式に転換される。当該収入はバイエルAGに対するグループ内

移転の対象となる。強制転換社債は満期まで、子会社に対する支払債務として報告されることになる。強制転換社債の発行

は、条件付資本の使用にあたる。

 

これまで、授権資本は使用されていない。
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ドイツ商法第253条第６項および第268条第８項に基づき、分配が禁止されている金額についての情報

 

財政状態計算書で認識されている年金引当金(対応する資産の控除前)は、過去10年間における関連する平均市場金利に基づい

て計算されたものである。仮に過去７年間の平均を使用した場合、債務は551百万ユーロ増加していたと考えられる。

 

年金債務および従業員の永続勤務勘定の貸方残高を保証するため、数件の契約上の委託協定の下でドイツのバイエル年金基金

に基金が移管された。これらの基金は特定の目的でのみ使用可能であり、雇用主が支払不能となった場合には他の債権者から

保護される。これらの基金は公正価値で測定される。決算日時点の公正価値は3,770百万ユーロであり、取得原価2,606百万

ユーロを1,164百万ユーロ上回っていた。

 

10年間と７年間の平均金利に基づく年金債務の差異と、バイエル年金基金が保有する資産の公正価値と取得原価の差異は、合

計1,715百万ユーロとなった。バイエルAGは自由に利用できる7,682百万ユーロの利益剰余金を有しているため、分配可能利益

2,900百万ユーロの使用に係る制限はない。

 

ドイツ証券取引法(WpHG)第33条第１項に基づく直接的および間接的株式保有の通知

 

事業年度の開始時と決算日の間に、当社はドイツ証券取引法第33条第１項に基づくバイエルAGの株式保有に関する以下の通知

を受け取った。株式保有が複数回にわたってこの法律で規定された基準値に達するか、これを超えるか、または下回るかした

場合は最新の通知のみが記載されている。

 

＞　米国のウィルミントンにあるブラックロック社(BlackRock, Inc.)は、2017年11月９日に議決権が7.09％となったことを当

社に通知した。これらの議決権のうち7.07％(58,492,306個の議決権)はドイツ証券取引法第22条(現在は同法第34条)に基

づき、当該会社に帰属する。また、これらの議決権のうち0.01％(69,836個の議決権)はドイツ証券取引法第25条第１項第

１号(現在は同法第38条第１項第１号)(有価証券貸付)の意義の範囲における金融商品として当該会社に帰属する。また、

これらの議決権のうち0.01％(45,132個の議決権)はドイツ証券取引法第25条第１項第２号(現在は同法第38条第１項第２

号)(コールオプションまたは差金決済取引)の意義の範囲における金融商品として当該会社に帰属する。

 

＞　カナダのトロントにあるサン・ライフ・ファイナンシャル社(Sun Life Financial Inc.)は、2017年３月24日に議決権が

３％の基準値を下回り、同日時点で0.001％(11,589個の議決権)となったことを当社に通知した。ドイツ証券取引法第22条

(現在は同法第34条)に基づき、これらの議決権はすべて当該会社に帰属する。

 

他の詳細については、当社ウェブサイト(www.bayer.de)で公開しているそれぞれの議決権に関する通知を参照されたい。

 

前へ　　　次へ
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26. 年金引当金

 

この項目には、現在および将来の年金受給権に対する引当金が含まれている。

 

この項目には、2002年および2003年に別の法人に分離した事業分野およびサービス分野で、2002年７月１日より前に退職した

元従業員、または当該日より前に会社を退職し、年金の権利が確定した元従業員に対するコミットメントも含まれている。当

然のことながら、各社はこれらの費用をバイエルAGに払戻している。

 

年金コミットメントによる債務は、CTAの下でドイツのバイエル年金基金が運用する資産によって一部保証されている。これら

の資産は、それぞれの債務に充てる目的でのみ使用可能であり、雇用主が支払不能となった場合には他の債権者から保護され

る。これらの資産はその基礎となる各債務と相殺されている。プラスの差異は相殺による利益として資産計上され、マイナス

の差異が生じる場合は引当金に反映される。

 

CTAに関する他の情報については注記24を参照のこと。これらの投資は公正価値で測定されている。

 
年金引当金   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

年金コミットメントの決済価額 2,578 3,800

バイエル年金基金が運用する資産の公正価値 1,681 3,065

年金コミットメントの正味価値(引当金) (897) (735)

   

バイエル年金基金が運用する資産の取得原価 1,312 1,948

 

 

27. その他の引当金

 
その他の引当金   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

税金引当金 541 391

他の引当金 467 1,075

 1,008 1,466

 

他の引当金には、インセンティブ報酬、従業員に対する永年勤続報奨金、早期退職の取決め、休暇、監査役会の報酬、環境保

護対策、年次財務諸表の作成および監査に係る費用、ならびにその他の不確定負債に対する金額が含まれている。他の引当金

には、例えば為替デリバティブ、アウトライセンスおよび売却契約に係る近い将来の損失に対する引当金も含まれている。

 

2017年12月31日現在、ゴム、ポリエステルポリオールおよびウレタン分野の反トラスト法違反関連の賠償請求に起因するコ

ミットメントについて、１百万ユーロ(2016年度：１百万ユーロ)の引当金が存在した。
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28. 社債および約束手形

 

2017年12月31日現在、合計45百万ユーロ(2016年度：45百万ユーロ)の約束手形の他に、名目価額6,817百万ユーロ(2016年度：

6,567百万ユーロ)の社債が発行済であった。これらの内訳は以下の通りである。

 
社債      

 名目価額 表面利率 実効金利

2016年

12月31日

2017年

12月31日

  ％ ％ 百万ユーロ 百万ユーロ

DIP債 2006年/2018年 250百万英ポンド 5.625 5.774 369 369

DIP債 2006年/2018年(増額) 100百万英ポンド 5.625 5.541 148 148

DIP債 2014年/2018年
1

750百万ユーロ 1.125 1.253 750 -

DIP債 2014年/2021年 750百万ユーロ 1.875 2.086 750 750

ハイブリッド債2014年/2074年
2

1,500百万ユーロ 3.750
５

3.811 1,500 1,500

ハイブリッド債2014年/2075年
3

1,750百万ユーロ 3.000
６

3,093 1,750 1,750

ハイブリッド債2015年/2075年
4

1,300百万ユーロ 2.375
７

2.517 1,300 1,300

転換社債2017年/2020年(転換可能) 1,000百万ユーロ 0.050 (1,640) - 1,000

    6,567 6,817

 

１
　2017年度に使用された早期償還オプション

２
　2024年から12ヵ月前通知で償還可能

３
　2020年から12ヵ月前通知で償還可能

４
　2022年から12ヵ月前通知で償還可能

５
　2024年まで固定金利、その後は５年スワップ・レートに基づく変動金利

６
　2020年まで固定金利、その後は５年スワップ・レートに基づく変動金利

７
　2022年まで固定金利、その後の変動金利は５年スワップ・レートプラス200.7ベーシスポイント

 

 

29. 買掛金

 
買掛金   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ

子会社への債務 30 648

その他の仕入業者への債務 56 1,102

 86 1,750

 

 

30. 子会社への債務

 

子会社への債務は主に、バイエルAGが利用可能な子会社による貸付金および翌日物資金などの金融負債、ならびにそれに対応

する未払利息からなる。これには、バイエルAGに対するグループ内移転の対象となる、オランダのバイエル・キャピタル社が

発行した強制転換社債からの40億ユーロも含まれている。
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31. 他の負債

 

他の負債の内訳は以下の通りである。

 
他の負債   

 2016年度 2017年度

 百万ユーロ 百万ユーロ

未払利息 153 134

バイエルAGの短期投資 57 141

オプション取引により受け取ったプレミアム 163 4

社会保険料に関する負債 12 2

未払従業員給与所得税および教会税 15 76

地方自治体および税務当局に対する税金負債 - 31

その他 18 70

 418 458

 

他の負債には、未払給与負債、信用枠設定手数料、信用枠のコミットメント手数料および転換社債の発行により受け取ったプ

レミアムが含まれていた。

 

2016年度の他の負債に含まれていた、子会社に関連した未払利息51百万ユーロは、比較可能性を向上するために、子会社への

債務に振り替えられた。
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32. 負債の詳細情報

 

負債の支払期限は、以下の通りである。

 
その他の負債の支払期限の構成   

 2016年12月31日 2017年12月31日

 

2017年に

支払期限到来

2017年より後に

支払期限到来

2018年に

支払期限到来

2018年より後に

支払期限到来

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

社債および約束手形 - 6,612 517 6,345

銀行に対する負債 61 - 756 -

注文時に受領した前受金 2 - 2 -

買掛金 86 - 1,750 -

子会社への債務 26,697 4,500 23,333 4,745

他の負債 412 6 404 54

 27,258 11,118 26,762 11,144

 

負債合計のうち、5,050百万ユーロ(2016年度：5,050百万ユーロ)は、満期までの残存期間が５年超であった。このうち、4,550

百万ユーロ(2016年度：4,550百万ユーロ)は社債、500百万ユーロ(2016年度：500百万ユーロ)は子会社への債務からなる。

 

2017年12月31日現在の負債合計は、法的には期末後になるまで実存しない負債134百万ユーロ(2016年度：153百万ユーロ)を含

んでいる。そのほとんどは134百万ユーロ(2016年度：153百万ユーロ)の未払利息からなる。

 

 

33. 繰延収益

 

繰延収益は、将来提供されるサービスに対する支払に加え、ライセンスおよび和解契約に基づく前払金からなる。
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その他の情報

 

34. 偶発負債

 

債務保証および抵当から生じた負債は合計9,874百万ユーロ(2016年度：14,125百万ユーロ)である。これらは子会社の利益のた

めに発行されたものである。対応する経済状況に関する当社の知識に基づいて、これらのすべての子会社は該当する負債の履

行能力があるため、これら偶発負債は実現しないと予想される。

 
債務保証および抵当   
 2016年12月31日 2017年12月31日

 名目価額 百万ユーロ 名目価額 百万ユーロ

グループ会社に対する債務保証     

オランダのバイエル・キャピタル社

(Bayer Capital Corporation B.V.)     

-2023年に満期となる1.250％DIP債 500百万ユーロ 500 500百万ユーロ 500

-遅くとも2019年に満期となる5.625％強制転換社債 4,000百万ユーロ 4,000 4,000百万ユーロ 4,000

-銀行に対する負債 74百万ユーロ 74  47百万ユーロ 47

オランダのバイエル・ワールド・インベストメンツ社

(Bayer World Investments B.V.)     

-2018年に満期となる変動金利付ターム・ローン 1,700百万米ドル 1,613 - -

米国のバイエル・コーポレーション(Bayer Corporation)     

-2028年に満期となる6.650％ノート 350百万米ドル 332 350百万米ドル 292

-コマーシャル・ペーパー 20百万米ドル 19 50百万米ドル 42

-銀行に対する負債 33百万米ドル 31 60百万米ドル 50

米国のバイエルUSファイナンス社(Bayer US Finance LLC)     

-2017年に満期となる変動金利付ノート 400百万米ドル 379 - -

-2017年に満期となる1.500％ノート 850百万米ドル 807 - -

-2019年に満期となる2.375％ノート 2,000百万米ドル 1,898 2,000百万米ドル 1,667

-2021年に満期となる3.000％ノート 1,500百万米ドル 1,423 1,500百万米ドル 1,251

-2024年に満期となる3.375％ノート 1,750百万米ドル 1,661 1,750百万米ドル 1,459

日本のバイエルホールディング株式会社

(Bayer Holding Ltd.)     

-2017年に満期となる1.459％DIP債 100億円 81 - -

-2017年に満期となる0.816％DIP債 300億円 244 - -

-2018年に満期となる3.575％DIP債 150億円 121 150億円 111

-2019年に満期となる0.594％DIP債 100億円 81 100億円 74

-2021年に満期となる0.230％DIP債 - - 100億円 74

-2022年に満期となる0.260％DIP債 - - 100億円 74

フィンランドのバイエル・ノルディク社(Bayer Nordic SE)     

-2017年に満期となる変動金利DIP債 500百万ユーロ 500 - -

英国のシルバー・バーチ・トラスティーズ社

(Silver Birch Trustees Ltd.)     

-年金債務 190百万英ポンド 222  89百万英ポンド 100

ドイツのバイエル・リアル・エステート社

(Bayer Real Estate GmbH)     

-バイエル・ペンシオンスカッセに対する契約債務 78百万ユーロ 78 75百万ユーロ 75

ドイツのカレンタ社(Currenta GmbH & Co. OHG)     

-ノルトライン・ヴェストファーレン州に対する負債 53百万ユーロ 53 53百万ユーロ 53

他のグループ会社に対する債務保証  4  5

グループ会社に対する抵当  4  -

  14,125  9,874

 

バイエルAGとコベストロ社の間の「拠出金、補償および設立後の契約」に関連して、税金に関して提訴されうる請求を和解す

るための取り決めがなされた。これに伴い負債が生じる可能性がある。
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35. その他の財務コミットメント

 

引当金、その他の負債および偶発負債に加えて、その他の財務コミットメントも存在する。

 

3,460百万ユーロ(2016年度：2,326百万ユーロ)のコミットメント合計は、将来のリースおよびレンタル料に関連していた。こ

のうち、3,391百万ユーロ(2016年度：2,265百万ユーロ)は、子会社とのレンタルおよびリース契約に関連していた。レンタル

およびリースのコミットメント合計は、以下の通り期限を迎える。

 
リースおよびレンタルに係る債務   

  百万ユーロ

2018年  1,509

2019年  183

2020年  183

2021年  182

2022年  183

2022年より後  1,220

 3,460

 

2008年度には、合計800百万ユーロの「有効初期資金」の設立をバイエル・ペンシオンスカッセと合意した。これは、この年金

基金によって保証される従業員の現在および将来の平均寿命が延びていることを考慮したものである。この有効初期基金は、

バイエル・ペンシオンスカッセ向けの返済可能な、利付の貸付金の適宜供与を伴うものである。2012年度において、有効初期

資金は800百万ユーロ増加して1,600百万ユーロとなった。合計595百万ユーロの支払の他、ローン・コミットメント1,005百万

ユーロがある。

 

予定されている、または現在進行中の資本的支出計画に関連する購入契約に基づく発注による財務コミットメントは、合計360

百万ユーロ(2016年度：０百万ユーロ)であった。対応する支払は2021年までにわたり行われる予定で、そのうち244百万ユーロ

の期日は2018年である。子会社へのさらなるコミットメントの金額は７百万ユーロであった。これに対応するほぼすべての支

払の期日は2018年度に到来する。

 

さらに、現在の見積りに基づき、ライセンス契約および共同研究にかかる支払2,630百万ユーロ(2016年度：2,962百万ユーロ)

が今後以降に発生する見込みである。コミットメント合計の満期分析は以下の通りである。

 
協力契約   

  百万ユーロ

2018年  1,090

2019年  100

2020年  63

2021年  42

2022年  33

2022年より後  1,302

 2,630
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当社は引き続き、負債引受契約または分離を通じて子会社に移転された年金債務358百万ユーロに対する支払義務を有してい

る。これらの支払の義務は実現しない見込みである。当社が認識している限り、該当する子会社は負債を履行する能力を有し

ている。

 

2016年９月14日、バイエルおよびモンサントは最終合併契約に署名した。当該契約に基づき、バイエルは米国ミズーリ州セン

ト・ルイスにあるモンサント社を１株当たり128米ドルで取得する。当該取得に係る資金の調達は、対応する資本施策によって

確保されている。

 

 

36. デリバティブ／ミクロ・ヘッジ

 

その事業活動の過程において、バイエルAGおよびバイエルグループは外国為替、金利および価格リスクにさらされており、こ

れらは主にデリバティブを使用することによってヘッジされている。これらの大半は店頭取引(OTC)商品である。デリバティブ

金融商品は統一された指針に基づいて利用されており、厳格な内部統制の対象となっている。小額のわずかな例外を除いて、

デリバティブの使用は、バイエルグループの事業活動のヘッジならびに関連する投資および資金調達取引のヘッジに制限され

る。為替ヘッジで使用される商品は主に、為替予約、通貨オプションおよびクロスカレンシー金利スワップである。金利の

ヘッジには、金利スワップおよび金利先物が使用される。株式オプションは、株式に基づく報酬プログラムの下で従業員への

コミットメントの価値の変動をヘッジするために使用されている。

 

デリバティブを使用する主な目的は、為替レート、金利、株価および市場価格の変動に伴う損益およびキャッシュ・フローの

変動を軽減することである。

 

為替レート、金利、株価や市場価格といった基礎となるパラメーターの変動によりデリバティブの価値が変動するリスクがあ

る。デリバティブをヘッジとして指定することで、デリバティブの価値が低下した場合でも、ヘッジ契約の価値がそれに対応

して増加することで相殺される。

 

デリバティブが正の公正価値を有する場合は、取引相手が債務不履行となれば信用リスクやデフォルトリスクが発生する。こ

のリスクを最小限に抑えるため、バイエルは個々の銀行に対してその信用度に応じた限度額を設定している。
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外部の取引相手と締結した金融デリバティブ契約の想定元本は、2017年12月31日現在276億ユーロ(2016年度：335億ユーロ)で

あった。想定元本84億ユーロ(2016年度：138億ユーロ)のバック・トゥ・バック・デリバティブ契約がグループ会社と締結され

た。このため、これらのヘッジ関係の形成を含むデリバティブの想定元本は合計360億ユーロ(2016年度：473億ユーロ)であっ

た。デリバティブの内訳は以下の通りである。

 
デリバティブ    

 想定元本 公正価値 帳簿価額

 

2016年

12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2017年

12月31日

 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ

為替契約       

- 正の公正価値 15,185 7,893 543 212   

- 負の公正価値 12,392 13,990 (355) (337)   

 27,577 21,883 188 (125) (20) (190)

通貨オプション       

- 正の公正価値 9,456 106 276 11   

- 負の公正価値 5,250 77 (75) -   

 14,706 183 201 11 - -

クロスカレンシー

金利スワップ       

- 正の公正価値 1,588 1,465 193 148   

- 負の公正価値 2,298 2,125 (311) (276)   

 3,886 3,590 (118) (128) - -

金利スワップ       

- 正の公正価値 200 3,118 14 75   

- 負の公正価値 - 6,168 - (81)   

 200 9,286 14 (6) - (81)

株式オプション       

- 正の公正価値 512 548 63 29   

- 負の公正価値 462 548 (56) (28)   

 974 1,096 7 1 (2) (6)

 47,343 36,038 292 (247) (22) (277)

 

為替リスクのヘッジに使用されるデリバティブ

為替リスクをヘッジするために、バイエルAGは、為替契約(為替予約および通貨オプション)およびクロスカレンシー金利ス

ワップを使用した。

 

ヘッジは、財務上のエクスポージャーに焦点を置いたものである。バイエルAGおよびグループ会社の債権および負債に起因す

る為替リスクをヘッジするために、バイエルAGは外部の取引相手との間に想定元本64億ユーロ(2016年度：128億ユーロ)の為替

契約を締結した。これらは正の公正価値30百万ユーロ(2016年度：101百万ユーロ)であった。これらの契約の一部はグループ会

社に譲渡された。これらのグループ内取引の想定元本は54億ユーロ(2016年度：68億ユーロ)であり、負の公正価値43百万ユー

ロ(2016年度：正の公正価値87百万ユーロ)であった。財政状態計算書におけるエクスポージャーは、以下に関連していた。
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＞　グループ会社の基礎となる取引(外貨建債権および負債)をヘッジするために締結した為替契約は通常、適切な内部取引を

通じて各グループ会社に譲渡される。これらの内部および外部取引による影響は、これらの取引が終了する時点で互いに

相殺される。通貨ベースのポートフォリオ・ヘッジが形成された。対応する契約の期日は2018年であるため、財政状態計

算書に認識されていない。

＞　さらに、通貨ベースのポートフォリオ・ヘッジが、バイエルAGに残留したヘッジ取引により基礎となる取引と形成され

た。当該契約の負の公正価値は、合計８百万ユーロであった。この金額には、負の公正価値13百万ユーロの為替契約が含

まれていた。これらは近い将来の損失として他の引当金に認識された。ドイツ商法第256a条に従い、正の公正価値５百万

ユーロの為替契約が売掛金に認識された。

＞　ポートフォリオ・ヘッジに含まれない契約の負の公正価値は３百万ユーロ(2016年度：正の公正価値178百万ユーロ)であっ

た。この金額には、３百万ユーロ(2016年度：19百万ユーロ)の負の公正価値を有する為替契約が含まれていた。この金額

は近い将来の損失として他の引当金に認識された。前年度において、197百万ユーロの正の公正価値を有する為替契約は、

財政状態計算書において認識されなかった。

・　為替契約は、グループ会社からバイエルAGへの外貨建貸付金をヘッジする目的でも使用されている。この貸付金と為替契

約は組み合わされ、ミクロ・ヘッジが形成された。ヘッジされた貸付金の「負の」帳簿価額は、決算日時点で1,222百万

ユーロ(2016年度：3,317百万ユーロ)であった。当該貸付金の公正価値は14百万ユーロ低い(2016年度：76百万ユーロ高い)

1,208百万ユーロ(2016年度：3,393百万ユーロ)であった。これに対応する外部為替契約の負の正味公正価値は11百万ユー

ロ(2016年度：正の公正価値80百万ユーロ)であった。これらは2018年に満期となるため、財政状態計算書において認識さ

れなかった。

 

外貨取引を行う可能性が非常に高いと考えられるバイエルAGおよびグループ会社の予想外貨取引をヘッジするために、想定元

本93億ユーロ(2016年度：175億ユーロ)の外部為替契約が締結された。当該契約の負の公正価値は78百万ユーロ(2016年度：正

の公正価値103百万ユーロ)であった。当該契約は、期末現在の想定元本が９億ユーロ(2016年度：50億ユーロ)、負の公正価値

が23百万ユーロ(2016年度：正の公正価値98百万ユーロ)であるグループ会社との相互契約によって相殺された。

 

＞　ポートフォリオ・ヘッジに含まれる対応する内部取引および外部取引の価値の変動は、2018年度にこれらの取引が終了す

る時点で互いに相殺される。これらの取引は、それぞれ４百万ユーロ(2016年度：178百万ユーロ)のオプション・プレミア

ムの支払額および受取額を除き、財政状態計算書には反映されなかった。

＞　近い将来の損失に対する引当金が、負の公正価値179百万ユーロのポートフォリオ・ヘッジに含まれない為替契約(想定元

本57億ユーロ)について設定された。

 

他の為替契約は、少額(１億ユーロ未満、2016年度：１億ユーロ)のみ締結された。当該契約の負の公正価値１百万ユーロは正

の公正価値１百万ユーロを有する取引と相殺された。これらは財政状態計算書において認識されなかった。
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主に、2006年度に発行されたGBP債に起因する外国為替リスクをヘッジするために、想定元本５億ユーロ(2016年度：５億ユー

ロ)のクロスカレンシー金利スワップが使用された。対応する経過利息を含め、当該契約は負の正味公正価値128百万ユーロ

(2016年度：負の公正価値120百万ユーロ)を有していた。クロスカレンシー金利スワップおよび社債はミクロ・ヘッジを形成す

る。クロスカレンシー金利スワップの有効性は、取引の価値とキャッシュ・フローが確実に、互いに相殺するよう、クリティ

カル・ターム・マッチ法を用いて将来にわたり、および回帰法を用いて遡及的に検証される。その結果、社債は過年度に当初

の取得原価517百万ユーロで認識されていたが、2018年満期のクロスカレンシー金利スワップは、ドイツ商法に準拠して作成さ

れた財務諸表には反映されていない。

 

ベルギーのバイエルNV社によって供与されたグループ貸付金をヘッジするため想定元本15億ユーロ(2016年度：17億ユーロ)の

他のクロスカレンシー金利スワップが締結された。バイエルNV社と締結した想定元本15億ユーロ(2016年度：15億ユーロ)の

バック・トゥ・バック契約の結果、契約の満期に従って形成されたさまざまなヘッジ関係の正および負の公正価値が互いに相

殺された。前年度における想定元本合計１億ユーロ未満のその他の外部および内部のクロスカレンシー金利スワップも互いに

相殺された。これは、財務状態計算書において認識されなかった。

 

金利リスクのヘッジに使用されるデリバティブ

特に、バイエルAGが発行したDIP債に関連した金利リスクをヘッジするために、受取スワップが使用された。これらのスワップ

は、当債券の満期に従って2021年度までに満期となる。これらの想定元本は２億ユーロ(2016年度：２億ユーロ)であり、正の

正味公正価値11百万ユーロ(2016年度：14百万ユーロ)であった。これらは社債とヘッジ関係(ミクロ・ヘッジ)にあり、財務諸

表に反映されている。ヘッジ関係の有効性は、将来にわたり、および回帰分析を用いて遡及的に検証される。ヘッジ対象契約

および受取スワップに関連するキャッシュ・フローは互いに相殺されるため、受取スワップは財政状態計算書に反映されな

かった。

 

想定元本91億ユーロの追加の金利スワップが、フォワード・スターティング・スワップとして締結された。当該スワップは、

負の公正価値17百万ユーロを有している。これには、負の公正価値を伴う金利スワップ81百万ユーロが含まれている。この金

額は、近い将来の損失として他の引当金に認識された。2017年度において、正の公正価値64百万ユーロを伴う金利スワップは

財政状態計算書に認識されなかった。当該契約は、2038年までの異なる満期を有している。
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価格リスクのヘッジに使用されるデリバティブ

バイエルAGは、アスパイア株式に基づく報酬プログラムから生じる債務の一部をヘッジするため、外部の取引相手と株式オプ

ション契約を締結し、先渡取引契約をカスタマイズした。これらの契約は2018年から2021年の間に失効する。これらの正味公

正価値は2017年12月31日時点で５百万ユーロであった。グループ会社へ譲渡するために使用された、負の正味公正価値４百万

ユーロを有する契約は、外部の取引相手と締結した契約と合わせてミクロ・ヘッジを形成した。したがって、これらの契約は

互いに相殺されている。バイエルAGの残りの契約の公正価値は９百万ユーロであり、株式に基づく報酬プログラムから生じる

元の債務と合わせてミクロ・ヘッジを形成した。このヘッジ関係はクリティカル・ターム・マッチ法を用いて将来にわたり、

および回帰分析を用いて遡及的に検証される。41百万ユーロ(2016年度：59百万ユーロ)のオプション・プレミアム支払額およ

び31百万ユーロ(2016年度：55百万ユーロ)のオプション・プレミアム受領額は財政状態計算書に認識された。財政状態計算書

に反映されていない契約のうち、６百万ユーロ(2016年度：２百万ユーロ)は負の公正価値を有する取引に関連している。この

金額は、近い将来の損失として他の引当金に認識されている。

 

外部の商品契約は、相互交換の条件でミクロ・ヘッジとしてグループ会社に譲渡された。年度末までに満期が到来したそれら

の契約の結果は互いに相殺された。2017年度において、商品契約はごくわずかな範囲で購入されたのみで、決算日時点で残存

している商品契約はない。

 

評価方法

金融デリバティブの公正価値は、測定日現在で入手可能な市場データを用いて、通常の方法で測定される。適用される原則は

以下の通りである。

 

＞　為替予約は、決算日における先渡金利で個別に測定される。これらは、タイムスプレッドを含むスポットレートに依拠す

る。

＞　通貨オプションの公正価値は、ブラック－ショールズ・モデルを使用して決定される。

＞　金利スワップの公正価値は、予想される将来キャッシュ・フローを割引いて決定される。割引には当該商品の残存期間に

応じた市場金利が適用される。金利オプションの公正価値は、ブラック－ショールズ・モデルを使用して決定される。

＞　株式オプションの公正価値は、モンテ・カルロ・シミュレーションによって決定される。

＞　商品先渡契約の公正価値は、市場または外部データ提供者から得た将来価格データを基に計算される。市場データが入手

できない、一定の長期商品契約は、内部の基礎的データに基づき、評価モデルを使用して測定される。
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37. 法的リスク

 

多角的な事業ポートフォリオを有する世界規模の企業グループの親会社として、バイエルAGは、特に製造物責任、競争および

反トラスト法、腐敗防止、特許権侵害、税務調査、ならびに環境問題の分野で多数の法的リスクにさらされている。現在また

は将来における訴訟手続の結果は、通常は予測することができない。そのため、法律上または規制上の判断または将来の和解

によって、保険会社の補償金支払の対象とならない、または全額補償の対象とならない費用が発生し、当社の収益および利益

に重要な影響を及ぼす恐れもある。

 

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを網羅したもの

ではない。ここに示されているのは、バイエルAGが、損益の移転および／または支配契約を有している子会社を通じて直接的

または間接的にさらされているリスクである。バイエルグループに存在するさらなる法的リスクについては、バイエルグルー

プの連結財務諸表に対する注記に記載されている。

 

製品関連訴訟

ミレーナ
TM
：2018年１月30日現在、長期の避妊を可能とする子宮内黄体ホルモン放出システム「ミレーナ

TM
」の使用者約2,900

名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた（すでに係属していない訴訟を除く。）。原告は、「ミレーナ
TM
」を用いた

結果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を

求めている。原告は、特に、「ミレーナ
TM
」には欠陥があること、およびバイエルは「ミレーナ

TM
」に関するリスクを知ってい

たかまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されて

いる。2017年４月、米国連邦裁判所において係属中の、原告が特発性頭蓋内圧亢進症を主張しているほとんどの案件は併合さ

れ、共通の事実審理前手続きを行う広域係属訴訟（以下「MDL」という。）となっている。2018年１月30日現在、特発性頭蓋内

圧亢進症を主張する「ミレーナ
TM
」の使用者約400名による訴訟が、米国内でバイエルに送達されていた。その間に、穿孔に関

連するもう１件のMDL手続は棄却された。連邦第2巡回区控訴裁判所は、穿孔に関するMDLにおいて地方裁判所が2016年に下した

略式判決（同裁判所で係属中の約1,230件の訴訟を棄却するもの）を維持した。2017年８月、バイエルは、穿孔訴訟のグローバ

ルな和解に関して、原告訴訟代理人のリーダーとの間で、総額12.2百万米ドルを支払うことで原則的合意に達した。2018年１

月30日現在、合計で約4,000件がこの和解に含まれるであろう。特発性頭蓋内圧亢進症に関するMDLの手続はこの和解に含まれ

ていない。

 

2018年１月30日現在、「ミレーナ
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める５件のカナダの訴訟がバイエルに送達されていた。バイ

エルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。
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イグザレルト
TM
：2018年１月30日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト

TM
」の服用者約22,000名による米国

の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト
TM
」の使用により、脳、消化管またはその他の出血および死亡を

含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「イグザレルト
TM
」には欠陥があ

ること、およびバイエルは「イグザレルト
TM
」の使用に伴うこれらのリスクを知っていたかまたは知っているべきであったとこ

ろ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は

併合され、共通の事実審理前手続きを行うMDLとなっている。2017年５月、６月および８月、MDLにおける最初の３件の事実審

理では、完全に被告側を支持する評決が下され、原告はこれら全３件の評決に対して控訴した。2018年１月、ペンシルベニア

州裁判所において手続を進行するために行われた最初の事実審理は、当初原告に有利な判決が下される結果となったが、その

後、事実審裁判官は陪審の評決を無効とし、バイエルに有利な判決を下した。現在、2018年度第１および第２四半期にペンシ

ルベニア州裁判所において追加の事実審理が行われる予定となっている。バイエルは、さらなる事実審理が予定されると予期

している。

 

2018年１月30日現在、「イグザレルトTM」に関して集団訴訟の認定を求める10件のカナダの訴訟がバイエルに送達されてい

た。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

Essure
TM
：2018年１月30日現在、手術を行わない方法による永続的避妊を提供する医療器具「Essure

TM
」の使用者約16,100名に

よる米国の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「Essure
TM
」の使用により、子宮摘出、穿孔、疼痛、出血、体重増加、

ニッケル過敏症、抑うつおよび望まない妊娠を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。

新たな訴訟の提起も予想されている。

 

2018年１月30日現在、「Essure
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める２件のカナダの訴訟がバイエルに送達されていた。バイエ

ルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

ネオニコチノイドに関するカナダの集団訴訟： 有効成分イミダクロプリドおよびクロチアニジン（ネオニコチノイド）を含有

する農薬製品に関連して、カナダのケベック州およびオンタリオ州において、バイエルを相手取った集団訴訟（提案）が提起

された。原告は蜂蜜生産者であり、オンタリオ州で全国的な集団訴訟（提案）を、またケベック州でケベック州限定の集団訴

訟を提起している。原告は損害賠償および懲罰的損害賠償を求めており、バイエルおよびもう1社の農薬会社にはネオニコチノ

イド系殺虫剤の設計、開発、マーケティングおよび販売において過失があったと主張している。オンタリオ州の集団訴訟（提

案）はごく初期の手続段階にある。ケベック州では、原告は集団の承認（認定）を求めており、その申立てについて2017年11

月に審理が行われた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

 

バイエルは、上記の訴訟に関連して、各業界における通常の範囲内で、バイエルを相手取った法定の製造物責任訴訟に対して

保険を掛けており、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策を講じている。しかしな

がら、「Essure
TM
」の訴訟に関する会計上の対策は、適用可能な保険の保障範囲を超えている。
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特許権に関する争い

アデムパス
TM
：2018年１月、バイエルは、アレンビック・ファーマシューティカルズ・リミテッド（Alembic Pharmaceuticals

Limited）、アレンビック・グローバル・ホールディング・エスエー（Alembic Global Holding SA）、アレンビック・ファー

マシューティカルズ・インク（Alembic Pharmaceuticals, Inc.）およびINCリサーチ・エルエルシー（INC Research, LLC）

（以下総称して「アレンビック社」という。）を相手取り、またMSNラボラトリーズ・プライベート・リミテッド（MSN

Laboratories Private Limited）およびMSNファーマシューティカルズ・インク（MSN Pharmaceuticals Inc.）（以下総称して

「MSN社」という。）を相手取り、またテヴァ・ファーマシューティカルズ USA インク（Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）

およびテヴァ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）（以下総

称して「テヴァ社」という。）を相手取って、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2017年12月、バイエルは、アレ

ンビック社、MSN社およびテヴァ社がそれぞれ米国においてバイエルの肺高血圧症治療剤「アデムパス
TM
」のジェネリック版の

承認を求めてパラグラフIV証明を含む医薬品簡略承認申請（以下「ANDA Ⅳ」という。）を行ったとの通知を受け取っていた。

 

イグザレルト
TM
：2015年、バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズは、オーロビンド・ファーマ・リミテッド

（Aurobindo Pharma Limited）、オーロビンド・ファーマ USA インク（Aurobindo Pharma USA, Inc.）（以下総称して「オー

ロビンド社」という。）、ブレッケンリッジ・ファーマシューティカル・インク（Breckenridge Pharmaceutical Inc.）（以

下「ブレッケンリッジ社」という。）、マイクロ Labs リミテッド（Micro Labs Ltd.）、マイクロ Labs USA インク（Micro

Labs USA Inc.）（以下総称して「マイクロ Labs社」という。）、マイラン社、プリンストン・ファーマシューティカル・イ

ンク（Prinston Pharmaceutical Inc.）（以下「プリンストン社」という。）、シグマファーム・ラボラトリーズLLC

（Sigmapharm Laboratories, LLC）（以下「シグマファーム社」という。）、トレント・ファーマシューティカルズ・リミ

テッド（Torrent Pharmaceuticals, Limited）およびトレント・ファーマ・インク（Torrent Pharma Inc.）（以下総称して

「トレント社」という。）を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。バイエルは、オーロビンド社、ブレッ

ケンリッジ社、マイクロ Labs社、マイラン社、プリンストン社、シグマファーム社およびトレント社から、それぞれが米国に

おいて「イグザレルト
TM

」（血栓を治療、予防する経口抗凝固剤）のジェネリック版を販売するための承認を求めてANDA Ⅳ申

請を行ったとの通知を受け取っていた。2016年、バイエルは、インバジェン・ファーマシューティカルズ・インク（InvaGen

Pharmaceuticals, Inc.）（以下「インバジェン社」という。）から、同じ内容のANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っ

た。バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズは、インバジェン社を相手取り、同じ米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟

を提起した。

 

バイエルは上記の進行中の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。
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38. 関連当事者

 

関連当事者とは、バイエルAGに対して影響力を有する、またはバイエルAGが支配を行うもしくは重要な影響力を有する法人ま

たは自然人である。

 

関連当事者との取引は主に、子会社、共同支配企業およびその他の関係会社、ならびに年金制度との賃借、サービスおよび金

融取引からなる。かかる取引は市場の条件(独立会社間取引の原則)で実行される。

 

バイエルAGは、バイエル・ペンシオンスカッセに合計150百万ユーロの利益参加型資本(Genussrechtskapital)を提供してい

る。2016年度および2017度のいずれにおいても全額が引き出されている。さらに2008年度には、返済可能な「有効初期資金」

の設立をバイエル・ペンシオンスカッセと合意した。これは2012年度に800百万ユーロ増額され、1,600百万ユーロとなった。

2017年12月31日現在、引き出された額は595百万ユーロであり、2016年度末から変わっていない。

 

 

39. ドイツのエネルギー事業法第6b条第２項に基づく開示

 

エネルギー供給に関連して、バイエルAGの純資産および経営成績にとって重要であり、ドイツのエネルギー事業法（以下

「EnWG」という。）第6b条第２項に基づく開示を求められる通常でない取引はなかった。

 

 

40. 取締役会および監査役会に対する報酬総額および貸付金

 

2017年度の取締役会の報酬額の内訳は以下の通りである。

 
取締役会の報酬総額   

 2016年 2017年

 千ユーロ 千ユーロ

固定給 6,385 6,148

現物報酬およびその他の給付 664 266

短期変動現金報酬 9,063 4,890

株式に基づく長期現金報酬(アスパイア)
１

12,333 13,020

報酬総額 28,445 24,324

   

年金勤務費用
２

2,737 2,356

 

１
　付与日現在の公正価値

２
　バイエル・ペンシオンスカッセおよびライニッシェ・ペンシオンスカッセ向けの企業拠出金
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取締役会メンバーは株式に基づく報酬プログラム(アスパイア)に加入している。これらは４年間のプログラムであり、各段階

で権利が取得できる。プログラムが付与された時点のプログラムの公正価値は報酬パッケージ全体の一部を形成し、上記の概

要の中に「株式に基づく長期現金報酬(アスパイア)」として示されている。2017年度および過年度からのプログラムに従い付

与された株式に基づく報酬プログラムの下で2017年度に取得した権利は、以下の表に個別に示されている。また、2017年度よ

り前に取得した株式に基づく報酬プログラムによる権利の価値の変動も個別に示されている。

 

2015年度まで、取締役会メンバーは、各自の短期変動報酬の50％も仮想上のバイエル株式の形で受け取っていた。支払は、３

年の保持期間の後にその時点のバイエル株式の市場価格に基づいて行われる。加入者はまた、当期中の実際の株式と同一の株

数について支払われた配当金合計と同じ額を受け取る。支払日までの仮想上の株式の価値の変動(３年の間に生じた配当金請求

額を含む)は下記の表に表示されている。

 

各年度の費用は、仮想上のバイエル株式に基づく長期変動現金報酬および株式に基づく長期現金報酬(アスパイア) (報酬総額

に含まれる額とは異なる)に関連する以下の構成要素からなる。

 
取締役会の複数年の変動報酬   

 2016年 2017年

 千ユーロ 千ユーロ

仮想上のバイエル株式に基づく長期変動現金報酬   

-過年度に付与された仮想株式の価値の増減 (1,275) 538

 (1,275) 538

株式に基づく長期現金報酬(アスパイア)   

-当年度に取得した受給権 5,217 9,082

-過年度に取得した受給権の価値の増減 (923) (641)

 4,294 8,441

費用 3,019 8,979

 

2017年度に取締役会のメンバーに付与された年金受給資格に関する費用は2,356千ユーロ(2016年度：2,737千ユーロ)であっ

た。これは年金コミットメントに関する当期勤務費用およびバイエル・ペンシオンスカッセおよびライニッシェ・ペンシオン

スカッセ向けの企業拠出金からなる。過年度に取得した権利の利息部分および数理計算上の損益による影響額もある。これら

を含め、その財務費用は4,261千ユーロ(2016年度：2,249千ユーロ)であった。決算日時点の年金引当金は22,585千ユーロ(2016

年度：18,346千ユーロ)であった。

 

2017年度に取締役会の前メンバーおよびその扶養家族に支払われた年金は12,758千ユーロ(2016年度：12,800千ユーロ)であっ

た。取締役会の前メンバーおよびその扶養家族に対する年金および類似のコミットメントの引当金153,388千ユーロ (2016年

度：149,948千ユーロ)は、バイエルAGの財政状態計算書に反映された。

 

2017年度における監査役会の報酬総額は、3,703千ユーロ(2016年度：3,479千ユーロ)であった。これには120千ユーロ(2016年

度：118千ユーロ)の会議参加報酬が含まれている。
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2017年12月31日現在、取締役会または監査役会のメンバーに対する貸付残高はなく、期中における返済もなかった。

 

取締役会および監査役会の報酬の内訳は、バイエルグループとバイエルAGの結合経営報告書の一部を構成する報酬報告書に記

載されている。

 

 

41. 分配可能利益の使用に関する提案

 

取締役会および監査役会は、2017事業年度の財務諸表で報告された分配可能利益2,900百万ユーロのうち、2,315百万ユーロを

１株当たり2.80ユーロの配当権付株式の配当金の支払に使用し、残りの585百万ユーロを繰り越すことを提案した。配当金の支

払および繰越のために提案された金額は、取締役会によって財務諸表作成日の配当請求権付株式の数(826,947,808株)に基づい

ている。

 

過去に公表された通り、当社は新株引受権を伴う資本の増額を実施する予定である。当社が定時株主総会の開催日までに公表

済の新株引受権を伴う資本の増額、または2017事業年度において配当権付株式の新規発行を伴うその他の資本施策を実施し、

そのため定時株主総会の開催日時点の配当権付株式の数が財務諸表作成日時点の株式数を上回った場合には、取締役会および

監査役会は、定時株主総会で利益の分配に関する修正提案を行う予定である。この場合、提案済みである１株当たり2.80ユー

ロの配当支払額は変更されず、繰越が提案されている分配可能利益の金額が、新規発行株式に帰属する配当金の金額分減額さ

れる。

 

当社が定時株主総会の開催日時点で自己株式を保有し、そのため配当権付株式の数が財務諸表作成日時点の株式数を下回った

場合には、取締役会および監査役会は、定時株主総会に対して利益の分配に関する修正提案を行う予定である。この場合、提

案済みである１株当たり2.80ユーロの配当支払額は変更されず、分配可能利益の残りの部分の繰越が提案される。
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2 【主な資産・負債及び収支の内容】

2017年12月31日に終了した事業年度の連結財務諸表および個別財務諸表に対する注記を参照されたい。

 

3 【その他】

(1)　後発事象

コベストロ株式の10.4％の売却

2018年1月10日、バイエルAGは、コベストロに対する直接持分を24.6％から14.2％に減少した。これは、21百

万株を1株当たり86.25ユーロの価格で機関投資家に売却したことにより達成された。コベストロに対するバイエ

ルAGの直接持分に加えて、バイエル年金基金はさらに8.9％を保有している。すでに発表したとおり、バイエル

は中期的にコベストロの完全分離を達成する意向である。

コベストロ株式の売却益の大部分は、モンサントの買収計画の資金を調達するためにアレンジされたシンジ

ケートローン信用枠を18億米ドル削減して497億米ドルとするために使用された。

 

モンサントの買収計画に関連する売却

バイエルは、提案されているモンサントの買収およびこれに関連する独占禁止法上の認可手続に関連して、ク

ロップサイエンス部門の一部事業をBASFに売却することに加えて、野菜種子事業全体の売却にも取り組んでい

る。さらに、バイエルとモンサントの一部の事業活動も、売却またはライセンス供与される可能性がある。この

動きを通じて、バイエルは、独占禁止法規制当局が表明した見解に積極的に対処している。売却やライセンス供

与は、提案されているモンサントの買収（必要な規制当局の承認を得ることなど、依然として通常のクロージン

グ条件を満たす必要がある）が成功裏に完了することが条件となるだろう。

 

(2)　訴訟手続

多角的な事業ポートフォリオを有する世界的規模の企業として、バイエルグループは、特に製造物責任、競争お

よび反トラスト法、腐敗防止、特許権侵害、税務調査、ならびに環境問題の分野で多数の法的リスクにさらされて

いる。現在または将来における訴訟手続の結果は、通常は予測することができない。そのため、法律上または規制

上の判断または将来の和解によって、保険会社の補償金支払の対象とならない、または全額補償の対象とならない

費用が発生し、当社の収益および利益に重大な影響を及ぼす恐れもある。

重要なリスクがあると現在考えられている訴訟手続の概要を以下に示す。これらの訴訟手続は必ずしもすべてを

網羅したものではない。
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製品関連訴訟

ミレーナ®：2018年1月30日現在、長期の避妊を可能とする子宮内黄体ホルモン放出システム「ミレーナ®」の使

用者約2,900名による訴訟が米国内でバイエルに送達されていた（すでに係属していない訴訟を除く。）。原告

は、「ミレーナ®」を用いた結果、子宮穿孔、子宮外妊娠または特発性頭蓋内圧亢進症を含む人身被害を受けたと

主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、特に、「ミレーナ®」には欠陥があること、および

バイエルは「ミレーナ®」に関するリスクを知っていたかまたは知っているべきであったところ、使用者への適切

な警告を怠ったと主張している。新たな訴訟の提起も予想されている。2017年4月、米国連邦裁判所において係属

中の、原告が特発性頭蓋内圧亢進症を主張しているほとんどの案件は併合され、共通の事実審理前手続きを行う広

域係属訴訟（以下「MDL」という。）となっている。2018年1月30日現在、特発性頭蓋内圧亢進症を主張する「ミ

レーナ®」の使用者約400名による訴訟が、米国内でバイエルに送達されていた。その間に、穿孔に関連するもう1

件のMDL手続は棄却された。連邦第2巡回区控訴裁判所は、穿孔に関するMDLにおいて地方裁判所が2016年に下した

略式判決（同裁判所で係属中の約1,230件の訴訟を棄却するもの）を維持し、米国連邦最高裁判所は再審請求を拒

絶した。2017年8月、バイエルは、穿孔訴訟のグローバルな和解に関して、原告訴訟代理人のリーダーとの間で、

総額12.2百万米ドルを支払うことで原則的合意に達した。2018年1月30日現在、合計で約4,000件がこの和解に含ま

れるであろう。特発性頭蓋内圧亢進症に関するMDLの手続はこの和解に含まれていない。

2018年1月30日現在、「ミレーナ®」に関して集団訴訟の認定を求める5件のカナダの訴訟がバイエルに送達され

ていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

イグザレルト®：2018年1月30日現在、血栓を治療、予防する経口抗凝固剤「イグザレルト®」の服用者約22,000

名による米国の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「イグザレルト®」の使用により、脳、消化管または

その他の出血および死亡を含む人身被害を受けたと主張し、補償的および懲罰的損害賠償を求めている。原告は、

特に、「イグザレルト®」には欠陥があること、およびバイエルは「イグザレルト®」の使用に伴うこれらのリス

クを知っていたかまたは知っているべきであったところ、使用者への適切な警告を怠ったと主張している。新たな

訴訟の提起も予想されている。米国連邦裁判所で係属中の案件は併合され、共通の事実審理前手続きを行うMDLと

なっている。2017年5月、6月および8月、MDLにおける最初の3件の事実審理では、完全に被告側を支持する評決が

下され、原告はこれら全3件の評決に対して控訴した。2018年1月、ペンシルベニア州裁判所において手続を進行す

るために行われた最初の事実審理は、当初原告に有利な判決が下される結果となったが、その後、事実審裁判官は

陪審の評決を無効とし、バイエルに有利な判決を下した。現在、2018年第1・2四半期にペンシルベニア州裁判所に

おいて追加の事実審理が行われる予定となっている。バイエルは、さらなる事実審理が予定されると予期してい

る。

2018年1月30日現在、「イグザレルト®」に関して集団訴訟の認定を求める10件のカナダの訴訟がバイエルに送

達されていた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。
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Essure
TM
：2018年1月30日現在、手術を行わない方法による永続的避妊を提供する医療器具「Essure

TM
」の使用者

約16,100名による米国の訴訟がバイエルに送達されていた。原告は、「Essure
TM
」の使用により、子宮摘出、穿

孔、疼痛、出血、体重増加、ニッケル過敏症、抑うつおよび望まない妊娠を含む人身被害を受けたと主張し、補償

的および懲罰的損害賠償を求めている。新たな訴訟の提起も予想されている。

2018年1月30日現在、「Essure
TM
」に関して集団訴訟の認定を求める2件のカナダの訴訟がバイエルに送達されて

いた。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく意向である。

ネオニコチノイドに関するカナダの集団訴訟： 有効成分イミダクロプリドおよびクロチアニジン（ネオニコチ

ノイド）を含有する農薬製品に関連して、カナダのケベック州およびオンタリオ州において、バイエルを相手取っ

た集団訴訟（提案）が提起された。原告は蜂蜜生産者であり、オンタリオ州で全国的な集団訴訟（提案）を、また

ケベック州でケベック州限定の集団訴訟を提起している。原告は損害賠償および懲罰的損害賠償を求めており、バ

イエルおよびもう1社の農薬会社にはネオニコチノイド系殺虫剤の設計、開発、マーケティングおよび販売におい

て過失があったと主張している。オンタリオ州の集団訴訟（提案）はごく初期の手続段階にある。ケベック州で

は、2018年2月下旬に裁判所が集団を認定した。バイエルは実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防

御していく意向である。

バイエルは、上記の訴訟に関連して、各業界における通常の範囲内で、バイエルを相手取った法定の製造物責任

訴訟に対して保険を掛けており、現在入手可能な情報に基づき、予想される防御費用に対して適切な会計上の対策

を講じている。しかしながら、「Essure
TM
」の訴訟に関する会計上の対策は、適用可能な保険の保障範囲を超えて

いる。

 

特許権に関する争い

アデムパス®：2018年1月、バイエルは、アレンビック・ファーマシューティカルズ・リミテッド（Alembic

Pharmaceuticals Limited）、アレンビック・グローバル・ホールディング・エスエー（Alembic Global Holding

SA）、アレンビック・ファーマシューティカルズ・インク（Alembic Pharmaceuticals, Inc.）およびINCリサー

チ・エルエルシー（INC Research, LLC）（以下総称して「アレンビック社」という。）を相手取り、またMSNラボ

ラトリーズ・プライベート・リミテッド（MSN Laboratories Private Limited）およびMSNファーマシューティカ

ルズ・インク（MSN Pharmaceuticals Inc.）（以下総称して「MSN社」という。）を相手取り、またテヴァ・

ファーマシューティカルズ USA インク（Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）およびテヴァ・ファーマシューティ

カル・インダストリーズ・リミテッド（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）（以下総称して「テヴァ社」と

いう。）を相手取って、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2017年12月、バイエルは、アレンビック

社、MSN社およびテヴァ社がそれぞれ米国においてバイエルの肺高血圧症治療剤「アデムパス®」のジェネリック

版の承認を求めてパラグラフIV証明を含む医薬品簡略承認申請（以下「ANDA Ⅳ」という。）を行ったとの通知を

受け取っていた。
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ベタフェロン
TM
／Betaseron

TM
：2010年、バイエルは、バイオジェン・アイデック MA インク（Biogen Idec MA

Inc.）を相手取り、バイオジェン社が2009年に取得した特許は無効であり、バイエルによる「Betaseron
TM
」（バ

イエルの多発性硬化症の治療薬）の製造販売によって侵害されていないとの裁判所の宣言を求めて、米国連邦裁判

所に訴訟を提起した。バイオジェン社は、バイエルが「Betaseron
TM
」および「Extavia

TM
」の製造販売によって特

許を侵害していると主張して、バイエルを訴えた。バイエルは「Betaseron
TM
」を製造し、米国内で販売してい

る。「Extavia
TM
」も多発性硬化症の治療用医薬品であり、バイエルにより製造されているが、本件のもう1名の被

告であるノバルティス・ファーマシューティカルズ・コーポレーション（Novartis Pharmaceuticals

Corporation）により米国で販売されている。2016年、米国連邦裁判所は、争点となっている特許権の範囲につい

てバイオジェン社に有利な判決を下した。バイエルはこの判決を不服としており、米国連邦裁判所の審理終結時に

控訴する可能性がある。2018年2月、陪審は、バイオジェン社の特許は無効であるとの決定を、バイオジェン社が

EMDセローノ・インク（EMD Serono, Inc.）およびファイザー・インク（Pfizer Inc.）を相手取った同特許権の侵

害訴訟の公判終結時に下した。バイオジェン社は、陪審の評決に対して異議を申し立てる権利がある。陪審の評決

が覆らない限り、バイオジェン社はバイエルに対して同社の請求を主張することはできない。

ダモクトコグアルファペゴル（BAY 94-9027、長時間作用性遺伝子組換え第Ⅷ因子製剤）：2017年8月、バイエル

は、ネクター・セラピューティクス（Nektar Therapeutics）（以下「ネクター社」という。）、バクスアルタ・

インコーポレーテッド（Baxalta Incorporated）およびバクスアルタ・ユー・エス・インク（Baxalta U.S.,

Inc.）（以下総称して「バクスアルタ社」という。）を相手取り、ネクター社の特許は無効であり、バイエルの血

友病A治療新薬候補BAY 94-9027によって侵害されていないとの裁判所の宣言を求めて、米国連邦裁判所に訴訟を提

起した。2017年9月、バクスアルタ社およびネクター社は、バイエルを相手取り、BAY 94-9027がネクター社の他の

7件の特許を侵害していると主張して、別の米国連邦裁判所に訴状を提出した。バイエルの訴状に関連して、ネク

ター社およびバクスアルタ社は、当該特許の侵害に関してバイエルに対しいかなる請求も行わないと誓約した。バ

イエルは訴状を修正し、現在は、ネクター社の他の7件の特許はBAY 94-9027によって侵害されていないとの裁判所

の宣言を求めている。この特許はネクター社名義で登録された対応特許の一部であり、さらに、「高分子第Ⅷ因子

部分抱合体」と題する欧州特許出願（2013年にバイエルがネクター社を相手取ってドイツのミュンヘン地方裁判所

に提起した訴訟の争点）を含んでいる。本訴訟においてバイエルは、血友病の分野におけるバイエルとネクター社

との過去の共同研究に基づいて行われた当該欧州特許出願に対する権利を主張している。しかしながら、バイエル

は、当該対応特許は、バイエルの血友病A治療のための新薬候補BAY 94-9027に関わる有効な特許請求を含まないと

信じている。
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ネクサバール®：2015年、バイエルは、マイラン・ファーマシューティカルズ・インク（Mylan Pharmaceuticals

Inc.）およびマイラン・インク（Mylan Inc.）（以下総称して「マイラン社」という。）を相手取り、米国連邦裁

判所に特許権侵害訴訟を提起した。2014年および2015年、バイエルは、マイラン社が米国においてバイエルの抗悪

性腫瘍剤「ネクサバール®」のジェネリック版の承認を求めて1件のANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取ってい

た。2017年10月、バイエルは、この特許紛争において和解することでマイラン社と合意に達した。和解条項に基づ

き、マイラン社は、2020年1月に予定されている有効成分の特許期間満了後に、米国において「ネクサバール®」

のジェネリック版の販売ライセンスを取得する。2016年、バイエルは、テヴァ・ファーマシューティカルズ USA

インクから、ANDA Ⅳ申請を行ったとのもう1件の通知を受け取っていた。バイエルは、テヴァ社を相手取り、同じ

米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。2018年1月、バイエルは、この特許紛争において和解することでテ

ヴァ社と合意に達した。和解条項に基づき、テヴァ社は、2020年1月に予定されている有効成分の特許期間満了後

に、米国において「ネクサバール®」のジェネリック版の販売ライセンスを取得する。

スチバーガ®：2016年、バイエルは、アポテックス・インク（Apotex, Inc.）およびアポテックス・コーポレー

ション（Apotex Corp.）（以下総称して「アポテックス社」という。）を相手取り、またテヴァ社を相手取り、米

国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。バイエルは、アポテックス社およびテヴァ社がそれぞれ米国における

バイエルの抗悪性腫瘍剤「スチバーガ®」のジェネリック版の承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け

取っていた。

イグザレルト®：2015年、バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズは、オーロビンド・ファーマ・リミ

テッド（Aurobindo Pharma Limited）、オーロビンド・ファーマ USA インク（Aurobindo Pharma USA, Inc.）

（以下総称して「オーロビンド社」という。）、ブレッケンリッジ・ファーマシューティカル・インク

（Breckenridge Pharmaceutical Inc.）（以下「ブレッケンリッジ社」という。）、マイクロ Labs リミテッド

（Micro Labs Ltd.）、マイクロ Labs USA インク（Micro Labs USA Inc.）（以下総称して「マイクロ Labs社」

という。）、マイラン社、プリンストン・ファーマシューティカル・インク（Prinston Pharmaceutical Inc.）

（以下「プリンストン社」という。）、シグマファーム・ラボラトリーズLLC（Sigmapharm Laboratories, LLC）

（以下「シグマファーム社」という。）、トレント・ファーマシューティカルズ・リミテッド（Torrent

Pharmaceuticals, Limited）およびトレント・ファーマ・インク（Torrent Pharma Inc.）（以下総称して「トレ

ント社」という。）を相手取り、米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。バイエルは、オーロビンド社、ブ

レッケンリッジ社、マイクロ Labs社、マイラン社、プリンストン社、シグマファーム社およびトレント社から、

それぞれが米国において「イグザレルト®」（血栓を治療、予防する経口抗凝固剤）のジェネリック版を販売する

ための承認を求めてANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取っていた。2016年、バイエルは、インバジェン・

ファーマシューティカルズ・インク（InvaGen Pharmaceuticals, Inc.）（以下「インバジェン社」という。）か

ら、同じ内容のANDA Ⅳ申請を行ったとの通知を受け取った。バイエルとヤンセン・ファーマシューティカルズ

は、インバジェン社を相手取り、同じ米国連邦裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。

バイエルは上記の進行中の特許権紛争について実体上の抗弁を有していると信じており、積極的に防御していく

意向である。
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その他の訴訟手続

トラジロール
TM
／アベロックス

TM
：1名のバイエル元従業員により申し立てがあった「トラジロール

TM
」（アプロ

チニン）および「アベロックス
TM
」（モキシフロキサシン）の販売手法に関係する刑事的民事訴訟は、ニュー

ジャージー州の連邦地方裁判所で係属中である。米国政府は現時点では訴訟参加を拒否している。

ニューアーク湾環境事件：バイエルは米国において、連邦および州の環境保護当局による一連の請求に係わる多

くの当事者の1人となっている。これらの請求は、昔からニューアーク湾近辺または周辺水域で行われていたか、

またはこれらの水路や近隣の土地に有害廃棄物を排出したとされる事業活動に起因するものである。バイエルおよ

びその他の潜在的な責任当事者は、環境を改善し、過去および将来の環境改善・修復費用および損害賠償金を拠出

するよう求められている。2016年、バイエルは、潜在的に責任のある2名の主要当事者が、連邦破産法第11条に基

づく更生申請を行っていたと知らされた。バイエルは依然としてこれらの問題に対する自社の法的責任の範囲を判

断することはできないが、この展開は、バイエルに割り当てられる可能性のある分担費用に悪影響を及ぼす可能性

が高い。

パセーイク河下流域事件において、バイエルを含む60社以上から成るグループは、米国環境保護庁（以下

「EPA」という。）およびその他政府機関の監督の下、河床の汚染堆積物を調査している。将来の修復作業には、

何らかの形の浚渫（その性質や範囲は未定である。）および潜在的にその他の作業が含まれるだろう。最終的救済

に大規模な浚渫や影響を受けた堆積物の処分が含まれることとなれば、調査および修復作業の費用が多額に上る可

能性がある。ニューアーク湾事件では、非関連当事者1名が、現在、EPAの監督の下にニューアーク湾の堆積物調査

を実施している。当該調査は予備段階にある。バイエルは過去に調査費用の一部を拠出しており、ニューアーク湾

における将来の調査・修復活動のための費用を負担する可能性がある。

バイエルはさらに、自然資源受託者としての政府機関から、パセーイク河下流域、ニューアーク湾および周辺水

域の汚染による自然資源の損傷について、バイエルが法的責任を負う可能性があると通知されている。バイエルは

現時点で法的責任の程度を判断することはできない。

アスベスト：米国においては、アスベスト訴訟によりさらなるリスクが生じる可能性がある。これらの訴訟の多

くでは、原告は、バイエルおよび共同被告がアスベストの危険を知りながら十分な警告や保護を提供せずに、その

用地で過去数十年にわたり第三者を雇用したと申し立てている。さらに、米国におけるバイエルの関係会社1社

は、1976年までアスベスト製品を販売していた会社の法的な継承者である。ユニオン・カーバイド社はこの負債に

ついてバイエルに補償することに同意した。バイエルは本件について実体上の抗弁を有していると信じており、積

極的に防御していく意向である。

 

税金関連訴訟

ギリシャの印紙税：2014年、2016年および2017年に、ギリシャの第一審行政裁判所は、バイエルが、ギリシャの

子会社への一定のグループ間貸付について課された印紙税および付随課徴金の査定額（合計約130百万ユーロ）に

対して提起した訴訟を棄却した。バイエルはこの決定が誤りであると確信しており、関連する決定に対してすでに

控訴しており、またはいずれ控訴する計画である。バイエルは自身の法的立場を裏付ける実体上の主張を有してい

ると信じており、積極的に防御していく意向である。
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4 【ドイツと日本における会計原則の主要な相違】

バイエルグループの2017年12月31日現在の連結財務諸表は、英国ロンドンの国際会計基準審議会（以下「IASB」

という。）が公表した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）およびIFRS解釈指針委員会（IFRS IC）の解釈

指針（いずれも欧州連合（EU）により承認され、報告期間末現在有効なもの）に準拠して、バイエル・アクツィー

エンゲゼルシャフト（Bayer AG）により作成された。ドイツ商法第315e条のその他適用ある要件も考慮された。

バイエル社の個別財務諸表はドイツ商法および株式会社法に準拠して作成されている（かかる財務諸表を以下

「個別財務諸表」という。)。

個別財務諸表および連結財務諸表に関する日本における一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「GAAP」と

いう。）とドイツ商法およびIFRSとの重要な相違点について、以下に記載する。

 

一般原則

連結財務諸表に適用されるIFRSに基づく原則の概略は、IASBの概念フレームワークおよび国際会計基準（以下

「IAS」という。）第1号「財務諸表の表示」に記載されている。これらの原則には、目的適合性の原則、忠実な表

現、実質優先性、中立性、完全性、比較可能性、真実かつ公正な概観および公正な表示が含まれる。

ドイツでは、認識および測定は、慎重性の概念に基づいて行われる。従って、以下の原則が個別財務諸表に適用

される。

1)　「保守主義の原則」に従い、期末日以前に発生した損失は、たとえ未実現であっても認識する。

2)　「実現主義の原則」に従い、通常、利益は実現されるまで認識しない。

3)　「低価主義」に基づき、非流動資産（無形資産、有形固定資産および投資）については、将来回復しないと

認められる評価損を財務諸表に計上し、流動資産については、一時的と認められる評価損も直ちに認識しなければ

ならない。投資については、一時的と認められる評価損を直ちに認識することができる。

日本においては、保守主義の概念はドイツにおける解釈とほぼ同一である。日本では、「保守主義の原則」およ

び「実現主義の原則」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」の一部である。「低価主義」については、日

本の会社計算規則において規定されているが、税法上はすべてこれを認めているわけではないので、その適用には

制限がある。

 

外貨での測定および換算

各連結会社の個別財務諸表において、それぞれの機能通貨以外の通貨建ての債権債務等の貨幣項目は、決算日

レートで換算されている。関連する外貨換算差額は、その他の財務収益または費用に為替差損益として認識され

る。
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連結財務諸表へ組み入れられる個々の会社の財務諸表は、それぞれの機能通貨で作成されている。会社の機能通

貨とは、当該会社が主として現金を生み出し、費やしている経済環境の機能通貨である。大半の連結会社は財務、

経済、組織の面で独立して業務を行っているため、機能通貨はそれぞれの現地通貨である。連結財務諸表におい

て、ユーロ圏外の会社の資産と負債の期首および期末残高は、決算日レートでユーロに換算されている。当期中の

すべての変動、すべての収益項目と費用項目ならびにキャッシュ・フローは、月次平均為替レートでユーロに換算

されている。資本の各項目は、最初に当グループの資本に認識された日の実勢為替レートで換算される。その金額

と決算日レートによる換算の際に生じた外貨換算差額は、「ユーロ圏外事業活動の外貨換算調整額」(その他の包

括利益)、または「外貨換算調整額」(注記中の表)として純損益外で認識される。ある会社が連結解除された場

合、または在外営業活動体に対する純投資が減少した場合、その外貨換算差額は資本から純損益に振り替えられ

る。

ドイツ商法に基づいて作成された個別財務諸表においては、外貨建ての債権債務、先物為替予約およびその他の

通貨デリバティブは、限定的な時価会計法を使用して認識されている。このために、外貨建ての受取債権と支払債

務はスポットレートで測定され、ヘッジ目的で締結された対応する通貨デリバティブは決算日の市場先物レートで

評価される。未実現損益は、その後に純ヘッジの表示方法を用いて各通貨で相殺されている。正味未実現損失に対

しては引当金が設定されているが、正味未実現利得は残りの満期が1年以下の受取債権および負債に関連する場合

のみ認識される。

日本において、機能通貨に関する定めはない。外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円

換算額をもって記録する。決算時において、金融商品は、原則として、決算時の為替相場で円換算額を付す。外貨

建金銭債権債務の決済および換算に伴って生じた損益は、原則として、当期の為替差損益として処理する。 在外

支店における外貨建取引について、収益および費用の換算を期中平均相場による等、例外的な処理も認められてい

る。連結財務諸表の作成にあたり、在外子会社の資産および負債項目は決算日レートで、資本項目については、親

会社による株式の取得時における項目は株式取得時の為替相場により、親会社による株式の取得後に生じた項目は

当該項目の発生時の為替相場により換算する。

 

資産の減損

IFRSに準拠した連結財務諸表に適用されるIAS第36号「資産の減損」は、主に、のれん、無形資産および有形固

定資産それぞれの減損会計処理につき、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローからおおむね独立

したキャッシュ・インフローを生み出す識別可能な最小の資産グループ（資金生成単位）について記述している。

当該基準は、減損会計対象資産または資金生成単位の特定、回収可能価額の測定、結果的な減損損失の認識または

戻入れ、減損損失または減損損失の戻入れの情報の開示についての要求を含む。
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資産または資金生成単位の回収可能価額は、公正価値から処分コストを控除した額と使用価値（いずれも現在価

値で計算される。）のどちらか高い額である。公正価値から処分コストを差し引いた金額は、取引の知識のある自

発的な独立当事者間の取引による資産の売却により取得できる額から処分コストを控除した金額である。使用価値

は、資産または資金生成単位から回収が期待される将来キャッシュ・フローの現在価値である。使用価値には、対

象資産の使用によるキャッシュ・フローおよびその後の対象資産の処分により生じるキャッシュ・フローが含まれ

る。割引率は、貨幣の時間価値および対象資産に特有のリスクに関する現在の市場評価を反映した税引前の率とす

る。

損益計算書において減損損失は費用として認識される。最後に減損損失を認識したときから対象資産または資金

生成単位の回収可能価額を測定するために使用された見積りに変更がある場合、減損損失は戻入れ（収益を認識）

される。この場合、個々の資産の帳簿価額は、過年度において当該資産の減損損失が認識されていなかったと仮定

した場合の帳簿価額（償却・減価償却費控除後）を超えない回収可能価額まで増加させなければならない。資金生

成単位の減損損失の戻入れは、当該単位を構成する資産（のれんを除く。）に対して、当該資産の帳簿価額に比例

して配分しなければならない。のれんについては過去の減損の戻入れは行わない。

資金生成単位のテストは、減損の兆候がある場合に世界中で行われる。のれんが割り当てられている資金生成単

位のグループについては、少なくとも年に一度減損テストを行う。

ドイツ商法は、バイエル社の個別財務諸表において認識される無形資産および有形固定資産について、取得原価

と市場価値のいずれか低い価値で測定するよう規制している。かかる減損の規則は、価値の下落が持続する場合の

み適用される。かかる減価は、費用として認識される。減損の理由がなくなった場合、減損がなかった場合に測定

されたであろう資産の帳簿価額まで減損の戻入れが行われる。のれんの過去の減損の戻入れは禁止されている。

日本では、固定資産の割引前の将来キャッシュ・フローの額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額と回収可能

価額との差額が減損損失として認識される。減損損失の戻入れは禁止されている。

 

ヘッジ会計

バイエルグループは、為替レート、金利または価格の変動リスクを軽減するために、また株式に基づく報酬プロ

グラムをヘッジするために、デリバティブ金融商品を利用している。行われている多くのヘッジ取引は、IFRSに準

拠した連結財務諸表に適用されるIAS第39号「金融商品：認識および測定」によるヘッジ会計の要件を満たしてい

ない。デリバティブ金融商品の公正価値の変動は直接、損益計算書に認識される。先物為替取引および通貨オプ

ションの公正価値の変動は為替差損益として、金利スワップおよび金利オプションの公正価値の変動については受

取利益または支払利益として、商品先物、商品オプションおよび予定される外貨建取引のヘッジならびに株式に基

づく報酬のヘッジの公正価値の変動についてはその他の営業損益として反映する。デリバティブ金融商品の公正価

値は、取引相場価格に基づいて、または認められた数学的評価法を用いて測定される。

公正価値のヘッジとして指定されたデリバティブ金融商品の公正価値の変動額および対象取引の帳簿価額の調整

額は、損益計算書において認識される。
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キャッシュ・フローのヘッジとして指定されたデリバティブ金融商品の有効な部分の公正価値の変動額は、当初

はその他の包括利益累積額に純損益外項目として認識される。かかる公正価値の変動額は、対象取引が実現したと

きに純損益に振り替えられる。かかるデリバティブ金融商品が売却された場合またはヘッジ会計の要件を満たさな

くなった場合、その価値の変動額は、予定される取引が実現するまで、そのままその他の包括利益累計額として認

識される。予定される取引が行われない場合、その他の包括利益累計額として事前に認識されていた金額は、純損

益として振り替えられる。キャッシュ・フローのヘッジとして指定されたデリバティブの損益の非有効部分は、対

象取引の種類に応じて、その他の営業収益もしくは費用として、または財務損益として認識される。

ドイツ商法に基づく個別財務諸表においては、ヘッジ商品およびヘッジ対象は一つの測定項目として結合され

る。かかる結合された測定項目についての文書化要件はIFRSで求められているものより少ない。ヘッジ商品がヘッ

ジ対象の公正価値の変動を相殺した場合、損益は認識されない。慎重性の原則および実現主義の原則により、結合

された測定が行われないデリバティブによる損失は未払計上され、利得は認識されない。

日本においては、ヘッジ会計の要件を満たす場合は、ヘッジ手段の公正価値の変動額は、純資産の部の「評価・

換算差額等」としてヘッジ対象に係る損益が実現されるまで繰り延べられる。ただし、その他有価証券に対しての

み、時価ヘッジを認めている。この場合、ヘッジ手段とヘッジ対象の両方に係る未実現損益が、当期損益に計上さ

れる。

 

会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正

IFRSでは、新規または修正された基準により（個々の基準で別段に規定される場合を除く。）前会計年度の財務

諸表および報告対象期間の期首貸借対照表において認識された金額について、かかる新しい認識および評価の原則

が過去において適用されたかのように修正再表示するよう要求される。

バイエル社の個別財務諸表において適用されるドイツ商法は、認識および評価の原則の変更による遡及適用を認

めていない。

日本においては、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」により、会計方針の変

更や誤謬があった場合には原則として過年度の財務諸表の遡及的修正再表示が要求される。
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貸借対照表

配列

IFRSは、資産および負債については、満期に応じた流動／非流動の区分による表示を要求している。貸借対照表

上での明確な記載が要求される項目には、有形固定資産、無形資産、棚卸資産等がある。

IFRS第5号に従い、報告は主に継続事業に基づいて行われるが、一方で、売却目的で保有する資産および非継続

事業は、貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書の独立項目として表示される。

ドイツ商法に基づく個別財務諸表の貸借対照表は、固定性配列法によって列挙されなければならない。これによ

ると、資産側は、無形資産、有形固定資産、投資等の順に記載され、負債・資本項目については、資本の部（資本

金、資本剰余金、その他の剰余金、配当可能利益）、引当金、その他の負債の順に記載される。

日本においては、財務諸表の配列法は、原則的には、貸借対照表項目は主として流動性配列法により記載され

る。これによると、資産項目は流動資産から記載され、有形固定資産、無形資産、投資その他の資産の順に配列さ

れる。負債・純資産項目については、流動負債から非支配株主持分へと順に記載される。

 

のれんおよびその他の無形資産

のれんは、支払った対価が取得した純資産を上回る超過分である取得原価で測定される。純資産は、取得した識

別可能資産ならびに引受債務および偶発負債の公正価値の残高である。その他の無形資産は取得原価または製造原

価で認識される。耐用年数が有期限の無形資産は、実際の減耗により異なる償却方法が必要である場合を除き、最

長30年間にわたり定額法で償却される。当該資産の見積耐用年数および償却方法は、資産がキャッシュ・フローを

生み出す期間の見積りに基づいて決定される。「資産の減損」で述べた通り、のれんおよび耐用年数が無期限であ

るその他の無形資産、ならびに未だ使用可能でないその他の無形資産については償却せず、年に一度減損テストを

行う（減損のみのアプローチ）。

減損損失は純損益として認識される。のれん以外の無形資産に関する過年度の減損損失の理由が該当しなくなっ

た場合は、相当額の戻入れが行われる。ただし、かかる戻入れによって帳簿価額が償却後取得原価または製造原価

を上回ることがあってはならない。

IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満たす場合に、

資産に計上され耐用年数にわたり償却される。バイエル独自の開発プロジェクトは、多くの場合、規制当局による

承認手続その他の不確実性に左右されるため、承認を受ける前に発生した費用の資産計上の条件は、通常は満たさ

れない。

バイエル社の個別財務諸表においては、取得された無形資産は取得原価で認識され、見積耐用年数にわたり定額

法で償却される。自己創設した無形資産は資産計上されない。

日本においては、のれんは20年以内で償却される。また、負ののれんは発生時の利益として処理され、原則とし

て特別利益に表示する。のれんの減損については、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」に基づいて減損損失の認識および測定が要求される。すべての研究開発支出は発生時に

費用計上しなければならない。
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有形固定資産

バイエル社のIFRSに準拠した連結財務諸表においては、有形固定資産は取得原価または建設原価で計上され、見

積耐用年数にわたり減価償却される。資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合は、減損損失が追加計上され

る。

有形固定資産の建設が相当の期間にわたる場合は、IAS第23号「借入コスト」に従い、借入資本にかかる完成日

までの利息が、取得原価または建設原価の一部として資産化される。

ドイツ商法により作成されたバイエル社の個別財務諸表においては、有形固定資産は取得原価または建設原価で

計上される。減価償却対象の資産は、減価償却される。減価償却に際しては通常、定額法が使用される。減価償却

により反映される減耗を上回る永続的な価値の下落のために減損損失が生じる。過年度の減損の理由が適用されな

くなった場合、または一部しか適用されなくなった場合は、各項目について適宜戻入れが行われる。ただし、かか

る戻入れによって帳簿価額が取得原価を上回ることがあってはならない。

日本のGAAPでは、有形固定資産は取得原価または製造原価で計上され、減価償却の対象である場合は見積耐用年

数にわたり減価償却される。減損については、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」に基づいて認識および測定が要求される。

 

金融資産

IFRSに準拠した連結財務諸表に適用されるIAS第39号「金融商品：認識および測定」では、金融商品は「純損益

を通じて公正価値で測定する金融資産」、「貸付金および債権」、「満期保有金融資産」または「売却可能金融資

産」に分類される。金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初認識される。純損益を通じて公正価

値で測定する金融資産の購入に関する取引コストは発生時に費用処理される。無利子または低金利の売掛金は当

初、期待将来キャッシュ・フローの現在価値で計上される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」は公

正価値で認識され、利得および損失は直接純損益として認識される。「貸付金および債権」および「満期保有金融

資産」はその後、実効金利法を用いて償却原価で認識される。「売却可能金融資産」は公正価値で認識され、利得

および損失は、売却により実現されない限り、または減損の客観的な兆候がない限り、資本の「その他の包括利

益」で繰り延べられる。

しかしながら、バイエル社の個別財務諸表の作成基準となっているドイツの会計原則においては、金融商品の分

類は区別されない。子会社および関連会社への投資は取得原価で計上され、永久的となる見込みの価値の下落につ

いては評価減を控除する。バイエル社は減損が一時的とみなされる場合には、投資に係る損失を認識していない。

過年度の評価減の理由が存在しなくなった場合は、戻入れが行われる。ただし、かかる戻入れによって帳簿価額が

取得原価を上回ることがあってはならない。無利子または低金利の長期貸付債権は現在価値で認識される。短期貸

付債権、売掛金およびその他の資産は額面価値で計上され、回復の見込みのない金額の必要評価減を控除する。
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日本のGAAPでは、金融資産は、法的形態をベースに、有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会

社および関連会社株式、その他有価証券）、債券、金銭信託、デリバティブなどに分類される。測定については、

非上場金融商品などは時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券として取り扱われることから、取得

原価で評価されており、一般に、取得原価で評価される範囲は日本のGAAPの方が広い。

 

棚卸資産

IFRSに準拠した連結財務諸表においては、棚卸資産は、（ⅰ）取得原価もしくは製造原価（加重平均法により計

算される）、または（ⅱ）正味実現可能価額（通常の業務過程における見積販売価格から見積完成費用および販売

に必要な見積費用を控除した価額）のうちいずれか低い方の価額で測定される。

一般的にドイツにおいては、すべての流動資産は低価法基準で貸借対照表に計上しなければならない。

日本では、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価で貸借対照表に計上し、期末における正味売却価額

が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額で貸借対照表に計上する。また、後入先出法は認めら

れていない。

 

年金およびその他の退職後給付引当金

確定給付制度に対する引当金の現在価値および発生した費用は、IAS第19号「従業員給付」に従い、予測単位積

増方式を使用して計算されている。将来の給付債務は、保険数理計算法により、受益構造および経済環境に関する

具体的な仮定に基づいて算定され、全雇用期間にわたって配分される。制度資産の公正価値は年金の確定給付債務

およびその他の退職後給付の現在価値から差し引かれて、正味確定給付債務が決定される。確定給付負債の純額の

再測定の影響は、その他の包括利益として包括利益計算書に反映される。その構成は、数理計算上の差異、制度資

産に係る収益および資産上限額の影響の変動から利息純額に含まれる各金額を差し引いたものである。測定の影響

に関する繰延税金も、その他の包括利益において認識される。

バイエル社の個別財務諸表においては、予測単位積増方式も測定法として使用されている。2015年12月31日まで

の割引係数は、予定残存満期15年の金融商品の過去7年間の平均市場金利（ドイツの中央銀行（ドイツ連邦銀行）

が決定、公表する通り）に基づくものであった。2016年1月1日以降の割引係数は、予定残存満期15年の金融商品の

過去10年間の平均市場金利（ドイツの中央銀行（ドイツ連邦銀行）が決定、公表する通り）に基づくものである。

確定給付制度の数理計算上の差異は、損益として認識される。年金債務および従業員の長期労働時間口座の貸方残

高に充当するための金額は、分離投資資金に投入される。当該投資は公正価値で測定され、対象である債務を相殺

する。当該債務が資産を上回る場合には、引当金が計上される。有価証券の価額が債務を超える場合には、その差

額が、相殺による利益として個別財務諸表に計上される。
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日本のGAAPでは、退職給付費用は、IFRSの要件と同様に、勤務費用、利息費用、年金資産の期待運用収益および

過去勤務費用の償却等からなり、退職給付債務から年金資産を控除した額を負債として計上し、年金資産の額が退

職給付債務を超える場合（退職給付制度の積立超過）には、資産として計上する。

未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異は、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」によ

り、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処理され、当期純

利益を構成する。

 

その他の引当金

IFRSに準拠した連結財務諸表においては、引当金は、将来的に資金の流出を引き起こす可能性が高い過去の事象

により発生する法的債務および推定債務として認識される。ただし、債務額（年次賞与の支払、休暇付与、売上割

戻、法的債務でない製品保証および請負保証等）の信頼できる見積りが可能であることを条件とする。債務の決済

資金の流出が1年経過以後に発生すると予測される場合は、引当金は期待キャッシュ・フローの現在価値で認識さ

れる。実勢市場金利が割引率として使用される。

ドイツ商法に基づくバイエル社の個別財務諸表においては、引当金はIFRSの要件と同様の規則に沿って認識され

る。満期までの期間が1年を超えるその他の引当金については、これと異なる測定方法が取られる。かかる引当金

は、その残存満期に従い、過去7年間の平均市場金利を使用して割り引かれる。

日本においては、有給休暇引当金は要求されておらず、通常は計上されない。日本の貸借対照表の様式において

は、引当金は個別の項目として設定されず、流動負債または固定負債に計上される。

 

金融負債

IFRSに準拠した連結財務諸表においては、発行した債券等の金融負債は、当初、受領した対価の公正価値または

受領額から取引コストを控除した金額で認識される。その後の期間では、これらの金融負債は実効金利法を使用し

た償却原価で測定されるか、またはデリバティブもしくは公正価値オプションが適用された負債は公正価値で測定

される。

強制転換社債については、全額負債として分類すべきか、資本部分と負債部分に分離すべきかの評価を実施す

る。2017年に発行された転換社債は複合金融商品として計上され、直接帰属可能な費用および負債部分は発行によ

る受取額から控除されている。負債部分は将来における利払いと等しく、金融負債に計上される。残りの金額は資

本部分であり、資本剰余金に反映される。

公正価値オプションは、債券が混合金融商品に相当する場合、すなわちデリバティブでない主契約としての債務

の部分と少なくとも1つは分離を要する1つ以上の組込デリバティブを含む場合に適用される。2017年に発行された

コベストロ株式に転換可能な社債に対して、公正価値オプションが適用されている。この金融商品は全額、純損益

を通じて公正価値で会計処理される。

バイエル社の個別財務諸表においては、負債は決済金額で認識されている。

日本のGAAPでは、債務については債務額または償却原価で計上される。日本では、IFRSで認められている公正価

値オプションに関する規定はない。
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繰延税金

IFRSに準拠した連結財務諸表においては、繰延税金は、IFRSの貸借対照表における資産および負債の帳簿価額

と、税務上の貸借対照表における資産および負債の帳簿価額との一時差異、連結修正上の項目、および利用可能な

税務上の繰越欠損金について認識される。

繰延税金資産は、将来それらを利用できるだけの十分な課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識される。

ドイツ商法に従い、繰延税金は、会計上の貸借対照表における資産および負債の帳簿価額と、税務目的の貸借対

照表における当該金額との一時差異としても計算される。バイエル社は、貸借対照表に反映される項目のほか、バ

イエル社の税務上の事業会社である子会社およびバイエル社が持分を保有するパートナーシップに関する項目も、

個別財務諸表に含めている。税務上の繰越欠損金も考慮される。この結果として生じた繰延税金負債の純額は、繰

延税金負債として貸借対照表に反映される。繰延税金資産の純額が生じたときは、これに対応して繰延税金資産を

認識するオプションは使用されない。

日本においては、繰延税金資産または繰延税金負債は、一時差異等に係る税金の額から将来の会計期間において

回収または支払が見込まれない税金の額を控除して計上しなければならない。

 

非支配持分

IFRSでは非支配持分は資本として表示され、「非支配持分に帰属する資本」と記載される。

ドイツ商法では、個別財務諸表における非支配持分の個別開示はない。

日本においては、非支配株主持分は「純資産」として計上される。「純資産」には株主資本、評価・換算差額

等、新株予約権、非支配株主持分が含まれる。

なお、2013年9月13日付で公表された改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」および関連する会

計基準等の改正により、「少数株主持分」から「非支配株主持分」への変更を含む表示の変更が行われた。この取

扱いは2015年4月1日以後開始する事業年度に係る連結財務諸表から適用されている。

 

損益計算書

売上原価法

損益計算書の作成および表示の方法に関して、ドイツ、日本およびIASBの規則の間に重要な差異はない。日本の

会社法においては売上原価法が要求されているが、IASBの基準およびドイツの法律では売上原価法は任意である。

 

特別項目

IFRSに基づき、連結損益計算書上の特別損益についての個別の勘定表示は禁止されている。

2016年1月1日付で、特別項目の概念はドイツ商法から排除された。

日本においては、損益計算書に「特別損益」の区分を設けて表示する。「特別」の定義はIFRSと比較して広く、

いくつかの異常項目が含まれる。
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キャッシュ・フロー計算書

IAS第1号の規定により、IFRSに準拠して作成される完全な1組の財務諸表には、キャッシュ・フロー計算書が含

まれる。

ドイツでは、ドイツ商法に準拠して作成される個別財務諸表にはこの要件は適用されない。唯一の例外として、

連結財務諸表を作成していない公開企業は、個別財務諸表において個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しなけ

ればならない。

日本では、財務諸表にキャッシュ・フロー計算書が含まれる。連結財務諸表を作成する会社には、個別キャッ

シュ・フロー計算書の作成は要求されない。

 

セグメント別報告

IFRSの下では、報告セグメントおよび報告地域は取締役会によって特定され、開示方法は社内の財務報告システ

ムに従って選択される（マネジメント・アプローチ）。したがって、各セグメントについて、例えばセグメント別

の純売上高、営業損益、総および正味キャッシュ・フローおよび研究開発費、ならびに資本支出およびセグメント

別の資産等、広範囲な報告が要求されている。

個別財務諸表について、ドイツ商法では、注記の中で売上高を主要事業別および地域別に開示することのみを規

定している。

日本においては、マネジメント・アプローチが採用され、また、報告セグメント毎のより詳細な開示が要求され

ている。

 

連結

IFRSに準拠した連結財務諸表は、統一された会計方針を適用して作成される。

ドイツ商法第315e条に従い、バイエルグループの連結財務諸表は、欧州連合（EU）により承認されているIFRSお

よびIFRS解釈指針委員会解釈指針に従って作成しなければならない。

日本においては、実務対応報告18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱

い」により、在外子会社の財務諸表は原則として日本の会計原則に基づいて作成されることが要求されており、例

外として、IFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合には、それらを連結決算手続上利用することが

できる。その場合であっても、次に示す項目については、原則として当該在外子会社の会計処理を修正しなければ

ならない。

a.　のれんの償却

b.　退職給付会計における数理計算上の差異

c.　研究開発費

d.　投資不動産の時価評価および固定資産の再評価
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資本の連結は、IFRS第10号「連結財務諸表」および日本のGAAPに則り、貸借対照表にある子会社の純帳簿価額を

裏付けとなる持分に対し相殺することにより行われる。グループ内販売、利益、損失、収益、費用、債権および債

務は相殺される。繰延税金は連結仕訳に関連する一時差異に対して認識される。日本のGAAPも、資本の連結ならび

にグループ内取引の消去および収支は、IFRSと同様である。

IFRSに準拠した連結財務諸表においては、バイエルグループの一事業体が、第三者とともに管理する活動を契約

上の合意を通して共同支配している場合に、共同支配の取決めが存在するとみなされる。共同支配は、関連する活

動に関する決定が、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合にのみ存在するとみなされる。

共同支配の取決めは、共同支配事業（ジョイント・オペレーション）と共同支配企業（ジョイント・ベンチャー）

のいずれかに分類される。

バイエルは、連結財務諸表において、共同支配事業に対する持分に関して、その権利および義務に応じて資産、

負債、収益および費用に占める持分を認識している。

共同支配企業または関連会社に対する投資は、持分法で計上されている。

日本のGAAPでも、関連会社および共同支配企業に対する投資には持分法が適用される。
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第7 【外国為替相場の推移】
企業内容等の開示に関する内閣府令、第八号様式、記載上の注意の規定に基づいて省略する。
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第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

1　日本における株式事務等の概要

日本における当社の株式（以下「当社株式」という。）の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得

窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」という。）との間で外国証券の取引に関する契約を締結する必要

がある。同契約の締結にあたって、窓口証券会社は、外国証券取引口座に関する約款（以下「約款」という。）

を実質株主に交付し、実質株主から同約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込みを受けなければならな

い。同約款に定める条件により、実質株主の名で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設され

る。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管およびその他当社株式の取引に関する事項はすべてこの取引口座

により処理される。

以下において、日本証券業協会の定める約款の参考様式に定める株式取扱手続の内容を概説する。

 

(1) 証券の保管

当社株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関（以下「現地保管機関」という。）またはそ

の名義人の名義で当社に登録され、現地保管機関に保管される。

 

(2) 当社株式の移転に関する手続

実質株主は窓口証券会社の応じる範囲内で実質株主があらかじめ指示するところにより売買注文をなすこと

ができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨または窓口証券会社が応じうる範囲内の外貨による。

 

(3) 当社からの諸通知

①　当社から窓口証券会社に交付される通知書および資料等は、窓口証券会社においてその到達した日から

3年間保管し、閲覧に供される。ただし、実質株主が送付を希望した場合は、窓口証券会社から実質株

主に送付される。

②　前①のただし書により、実質株主あての通知書および資料等の送付に要した実費は、その都度実質株主

が窓口証券会社に支払うものとする。

 

(4) 実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関またはその名義人が行

う。ただし、実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関またはその名義人は議決権の行使を行わない。

 

(5) 現金配当の支払手続

約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を通じて

窓口証券会社の帳簿上の実質株主に支払われる。この場合、支払手続において、窓口証券会社がドイツその他

の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は実質株主の負担とされ、当該配当金から控

除するなどの方法により実質株主から徴収される。
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(6) 株式配当等の交付手続

①　株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる当社株式は、

窓口証券会社を通じ取引口座により処理される。ただし、フランクフルト証券取引所における売買単位

未満の本株式については、実質株主が特に要請した場合を除き売却処分され、その売却代金が窓口証券

会社を通じて実質株主に支払われる。

②　前①の規定により割り当てられる本株式に源泉徴収税が課せられる場合には、実質株主が特に要請した

場合を除きすべて売却処分され、その売却代金から控除するなどの方法により実質株主から徴収され

る。

 

(7) 新株引受権等

当社株式について新株引受権等が付与される場合には、原則として売却処分され、配当金支払の場合と同様

に、売却代金が窓口証券会社を通じて実質株主に支払われる。ただし、窓口証券会社がドイツその他の諸法令

もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当該新株引受権等の全部または一部を売却できないときは、

当該全部または一部の新株引受権等はその効力を失う。

 

2　実質株主に対する株式事務

(1) 株主名簿管理人および株式名義書換取扱場所

当社は日本国内において株式名義書換取扱場所および株主名簿管理人を置いていない。

 

(2) 基準日

配当を受領する権利を有する実質株主は、通常、配当金の支払を決議する株主総会の日と同一の日現在にお

ける窓口証券会社の帳簿上の名義人である。

 

(3) 事業年度の終了（決算期）

当社の事業年度は毎年12月31日に終了する。

 

(4) 公告

日本においては公告は行わない。

 

(5) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、取引口座を維持するため毎年口座管理料を支払う。

 

(6) 当社株式の譲渡制限

原則として当社株式の譲渡は制限されていない。

 

(7) 株主に対する特典

なし。
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(8) 配当等に関する課税上の取扱い

日本の居住者たる個人である当社の実質株主（以下「個人株主」という。）が保有する当社株式についての

配当および売買損益にかかる所得税・地方住民税、ならびに個人株主が保有する当社株式について相続が開始

した場合における相続税および贈与がなされた場合における贈与税、ならびに日本の法人である当社の実質株

主（以下「法人株主」という。）が保有する当社株式についての配当および売買損益にかかる所得税および法

人税に関する本邦における課税上の取扱いの概要は、以下のとおりである。ただし、所得税・地方住民税に関

する以下の記述は、当社株式が租税特別措置法第37条の11第2項の上場株式等（以下「上場株式等」とい

う。）であることを前提としている。本書の日付時点で、当社株式はフランクフルト証券取引所に上場さ

れているので、上場株式等に該当する。

なお、下記の課税上の取扱いに関する記述の内容は、別途明示しない限り本書の日現在施行されている日本

の租税法令に基づくものであり、適用ある諸法令の改正により変更されることがある。また、以下の記述の内

容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述

べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって異なる取扱いがなされる場合もある。課税取扱いの詳細お

よび各投資家における具体的な課税取扱いについては、投資家各自の税務顧問に確認されたい。

 

＜個人株主＞

（イ） 配当……当社株式が上場株式等である限り、当社株式について個人株主が日本における支払の取扱者

を通じて交付を受ける配当金については、外国において当該配当の支払いの際に徴収された源泉所得税があ

る場合にはこの額を外国における当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、通常の20％（所得税

15％および地方住民税5％）に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の

2.1％）を加えた合計20.315％の税率で、源泉徴収（地方住民税については特別徴収）により課税される

（配当金交付時になされるこれらの源泉徴収（地方住民税については特別徴収）を、以下「支払取扱者源泉

徴収」という。）。

　　個人株主が受領した本株式の配当については、日本で累進税率（最高限界税率は、所得税と地方住民税を

合計した55％に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を加えた合

計55.945％である。）により総合課税の対象となる配当所得として、確定申告をしなければならない。ただ

し、支払取扱者源泉徴収がなされた場合には、個人株主のうち、当社の発行済株式の総数の3％以上を有す

る個人株主以外の者が支払を受ける当該配当の金額については、当社株式が上場株式等である限り、総合課

税の対象となる配当所得として確定申告を要する所得に含めないことができることとされている（これを

「配当申告不要制度」という。）ので、かかる個人株主が当社株式について受領する配当に関しては、総合

課税の対象となる配当所得に含めず、支払取扱者源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることが

できる。
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　　個人株主は、当社株式に対する配当を含む上場株式等の配当所得について、課税年度毎に、適用法令の定

めるところに従って、上場株式等の配当所得にかかる申告分離課税制度（以下「配当申告分離課税」とい

う。）を選択することができる。配当申告分離課税が選択された場合、配当申告分離課税の対象となる上場

株式等の配当所得は、上記の総合課税の対象となる配当所得には含まれないこととなり、当該配当所得およ

び上場株式等の譲渡損失のほか、特定公社債の利子、特定公社債の償還差損益、および特定公社債の譲渡損

益等も、適用ある法令に定める要件および制限に従って損益通算を行うことができ、かかる損益通算におい

てなお控除しきれない部分の上場株式等の譲渡損失（償還差損を含む。）については、一定の条件および限

度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等（特定公社債を含む。）に係る利子所得、配当所得および譲

渡所得等からの繰越控除を行うことができる。他方、個人株主が、当社株式について受けた配当金について

上記の総合課税による課税に服することになる場合には、当該配当金と譲渡損失との損益通算は認められな

い。

　　個人株主が、当社株式に対する配当を含む上場株式等の配当所得について配当申告分離課税を選択した場

合における税率は、通常の20％（所得税15％および地方住民税5％）に復興特別所得税（ただし、平成49年

12月31日まで）の税率（所得税額の2.1％）を加えた合計20.315％である。

　　なお、個人株主が当社株式に係る配当全額について累進税率による所得税の総合課税を受ける場合の確定

申告および配当申告分離課税を受ける場合の確定申告においては、上記に述べた当社株式の配当に課された

外国所得税（もしあれば）は、適用ある法令に定める要件および制限に従って、外国税額控除の対象とな

り、また、上記で述べた当社株式の配当の交付を受ける際に支払取扱者源泉徴収されたまたはされるべき税

額は、申告納付すべき所得税の額から控除される。

 

（ロ） 売買損益……個人株主による当社株式の売却による損益についての課税は、内国法人の上場株式等の

売買損益課税と原則として同様である。

 

（ハ） 相続税・贈与税……原則として、日本の相続税法所定の要件を充足する個人が個人株主から当社株式

を相続した場合もしくは遺贈を受けた場合または当社株式の贈与を受けた場合には、同法に基づき相続税ま

たは贈与税が課されるが、適用ある法令に定める要件および制限に従って、外国で課された相続税または贈

与税に相当する税の税額につき控除が認められる場合がある。
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＜法人株主＞

（イ） 配当……当社株式が上場株式等である限り、当社株式について法人株主（公共法人等を除く。）が日

本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金については、外国において当該配当の支払いの際に徴

収された源泉所得税がある場合にはこの額を外国における当該配当の支払額から控除した後の金額に対し

て、通常の15％（所得税）に復興特別所得税（ただし、平成49年12月31日まで）の税率（所得税額の

2.1％）を加えた合計15.315％の税率で、源泉徴収により課税される。法人株主が受け取った当社株式の配

当の金額は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金の額に

算入される。ただし、法人税の確定申告において、外国において当該配当の支払の際に源泉徴収された源泉

所得税（もしあれば）については外国税額控除を、日本における支払の取扱者から交付を受ける際に支払取

扱者源泉徴収される所得税については所得税額控除を、それぞれ適用ある法令に定める要件および制限に

従って受けることができる。

 

（ロ） 売買損益……法人株主による当社株式の売却による損益についての課税は、内国法人の上場株式等の

売買損益課税と原則として同様であり、法人株主による当社株式の売却にかかる譲渡利益額または譲渡損失

額は、法令上非課税とされる場合を除き、法人税の課税標準である所得の金額の計算上、益金または損金の

額に算入される。
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第9 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

該当なし。

 

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書の提出日までの間に、下記の書類が関東財務局長に提出された。

 

（書類名） （提出年月日）

有価証券報告書

 

2017年3月22日

 

半期報告書

 

2017年8月15日

 

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に基づく報告書）

2017年1月5日

 

臨時報告書

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告書）

2017年10月6日

 

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

441/490



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第1 【保証会社情報】
該当なし。

 

 

 

第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。

 

 

 

第3 【指数等の情報】
該当なし。
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(訳　文)

独立監査人の監査報告書

 

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(レバクーゼン)御中

 

連結財務諸表および結合経営報告書の監査に係る監査報告書

 

監査意見

私たちは、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト (レバクーゼン)およびその子会社(以下「グループ」とい

う。)の連結財務諸表、すなわち2017年12月31日現在の連結財政状態計算書、および2017年１月１日から2017年12

月31日までの事業年度における連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結資本変動計算書および連結キャッ

シュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む連結財務諸表に対する注記の監査を実施した。さらに

私たちは、2017年１月１日から2017年12月31日までの事業年度における会社の経営報告書と結合したバイエル・ア

クツィーエンゲゼルシャフト (レバクーゼン)のグループ経営報告書（訳者注：原文の年次報告書に記載の事項。

以下同様。）の監査も実施した。ドイツの法的規制に従って、私たちは、独立監査人の監査報告書の「その他の情

報」の章で特定した結合経営報告書の部分を監査していない。

 

監査の過程で得た知識に基づき、私たちの意見では、

 

＞添付の連結財務諸表は、欧州連合が採用した、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)およびドイツ商法

(Handelsgesetzbuch-HGB)第315e条第１項に基づき適用される補足的なドイツの法的規制にすべての重要な点に

おいて準拠し、当該要求事項に基づく2017年12月31日現在のグループの純資産および財政状態ならびに2017年１

月１日から2017年12月31日までの事業年度における経営成績の真実かつ公正な概観を与えている。

 

＞添付の結合経営報告書は全体としてグループの状態の適切な概観を提供している。すべての重要な点において、

当該結合経営報告書は連結財務諸表と整合し、ドイツの法定要件に準拠し、将来の進展における機会およびリス

クを適切に表示している。結合経営報告書に対する私たちの監査意見は、独立監査人の監査報告書の「その他の

情報」の章に詳述した結合経営報告書の部分の内容には拡大されない。

 

ドイツ商法第322条第３項第１号に基づき、私たちは、私たちの監査からは連結財務諸表および結合経営報告書の

適切性に関して報告すべき事項はなかったことを表明する。
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監査意見の基礎

私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規制(EU Audit Regulation) (No.537/2014、以下「EU監査規制」とい

う。)ならびにドイツ公認会計士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-IDW)発布のドイツで一般に公正妥当と認

められている財務諸表の監査基準に準拠して、連結財務諸表および結合経営報告書の監査を実施した。また国際監

査基準(International Standards on Auditing-ISA)にも準拠して、連結財務諸表の監査を実施した。これらの要

求事項、原則および基準に基づく私たちの責任は、監査報告書の「連結財務諸表および結合経営報告書の監査に関

する監査人の責任」でさらに言及している。私たちは、欧州およびドイツの商法ならびに職業規範の規則に従って

グループ会社から独立しており、当該要求事項に基づいてドイツで適用される他の倫理上の責任を果たしている。

さらに、EU監査規制第10条第２項第ｆ号に従って、私たちは、EU監査規制第５条第１項に基づいて禁止される非監

査業務を提供していないことを宣言する。私たちは、私たちが入手した監査証拠が、連結財務諸表および結合経営

報告書に対する私たちの監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると信じている。

 

連結財務諸表の監査における監査上の主要な事項

監査上の主要な事項は、私たちの職業的専門家としての判断において、2017年１月１日から2017年12月31日までの

事業年度における連結財務諸表の私たちの監査で最も重要な事項である。これらの事項は全体としての連結財務諸

表に対する私たちの監査の観点から、当該監査に基づく意見の形成において取り扱われているが、私たちはこれら

の事項について個別の意見を表明しない。

 

私たちの見解では、監査上の主要な事項は以下の通りである。

 

1.　コベストロ社(Covestro AG)の株式売却およびコベストログループの連結除外

2.　のれんおよびブランド権の減損

3.　金融商品－ヘッジ会計

4.　製品関連の法的紛争から生じるリスクに関する説明

5.　特別項目に関するEBITDAの調整

 

これらの監査上の主要な事項の表示は以下のように構成されている。

a)　説明(連結財務諸表内の対応する情報への参照を含む。)

b)　監査人の対応
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1.　コベストロ社の株式売却およびコベストログループの連結除外

a)　2015年秋にマテリアルサイエンス・セグメントを財務上および法律上独立させ、その後にコベストロの名称

でのIPOを実施した後、バイエルグループは、2016年度末においてバイエル年金基金(Bayer Pension Trust

e. V.)を通じて、直接的および間接的にコベストロ社株式の合計69.1％を保有(うち、64.2％を直接的に保

有)していた。37億ユーロでの、コベストロ社株式の合計58.25百万株すなわち28.7％の３回の株式売却取引

および５億ユーロに相当するコベストロ社株式８百万株すなわち4.0％のバイエル年金基金への拠出によ

り、2017年９月の月初までに、コベストロ社に対するバイエルの直接持分は31.5％に減少し、直接的および

間接的に保有する持分は40.4％に減少した。その時点において、バイエルはコベストロ社の定時株主総会に

おける過半数を依然として有し、コベストログループに対する実質的な支配力を行使することができたた

め、当該株式譲渡は、IFRS第10号に基づく株主間取引として会計処理され、コベストログループは引き続き

バイエルに(完全)連結された。全体として、バイエルグループの持分は当該取引の結果42億ユーロ増加し、

うち15億ユーロは非支配持分に帰属された。

 

最終的に、2017年９月末、バイエルはさらに、13.94百万株すなわち6.9％のコベストロ社株式を10億ユーロ

で売却し、2017年９月30日付でコベストロ社と支配を放棄する契約を締結した。その結果、コベストログ

ループに対する実質的な支配を放棄することとなった。IFRS第10号に基づき、当該２件の取引は、経済的に

単一の取引として認識された。コベストログループは、2017年９月30日に連結から除外され、それ以降、

IFRS第５号に基づき連結財務諸表で非継続事業として表示されている。バイエルは現在、コベストロ社株式

を直接的に24.6％および間接的に33.5％保有しており、コベストログループに対する重要な影響力を行使し

続けることができるため、2017年９月30日現在のバイエルの連結財務諸表において、コベストロ社は、持分

法により関連会社として帳簿価額(公正価値)36億ユーロで計上されている。バイエルは、2017年度の連結除

外によりグループレベルで31億ユーロの利益を受け取ったが、これは特に帳簿価額を公正価値で認識したこ

とによる。2017年12月31日現在、資本価値は実質的に変動していない。

 

私たちの意見では、基礎となる契約上の取決めが複雑で、連結財務諸表に多くの重要な影響を与えることか

ら、本件は特に重要である。

 

当該非継続事業、連結除外およびコベストログループの関連会社としての初めての計上に関する会社の開示

は、連結財務諸表に対する注記の6.3および19に記載されている。
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b)　私たちは、９月の月初までの株式売却にかかわらず、バイエルが事実上コベストログループに対する支配を

維持しているため、コベストログループを引き続き連結すべきかどうかを評価した。さらに、関連する取締

役会の決議ならびに取締役会および監査役会の議事録を閲覧することで、私たちは、取締役会がそれぞれの

株式売却の時点ですでにコベストログループに対する支配の喪失につながるような計画を策定していなかっ

たか、IFRS第５号に基づき2017年９月30日より前にコベストログループを非継続事業として報告する必要が

あったかどうかを調査した。私たちは、2017年９月末現在の当該株式売却および支配を放棄する契約の締結

を分析し、これらを、９月中旬までに行った株式売却から分離してIFRS第10号に基づく単一の取引として扱

うことができるかどうかを判断した。

 

私たちはまた、支配を放棄する契約が会社法および株式会社法における支配の喪失の要件を満たし、ひいて

はコベストログループの連結除外の要件を満たしているか、また、コベストロが2017年９月30日現在で連結

除外されるべきであったかについて、当該契約を評価した。私たちはまた、2017年９月30日現在で初めて非

継続事業に分類したことが適切であるか、ならびに損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書上で非継続

事業として表示したことがIFRS第５号に準拠していたかを検証した。

 

さらに、私たちは、連結除外が専門的観点から正しいものであるか、また連結除外の結果が正しく判定され

勘定科目に認識されたかを検証した。私たちはまた、コベストロ社に対する投資の関連会社としての帳簿価

額および、当初公正価値測定に関連してなされた暫定的な購入価格の配分が適切に算定されたかを確認する

ため、監査手続を実施した。

 

2.　のれんおよびブランド権の減損

a)　2017年12月31日現在の連結財務諸表において、貸借対照表科目の「のれん」には14,751百万ユーロ(グルー

プ資産合計の20％)が報告されている。また、ブランド権6,412百万ユーロ(グループ資産合計の９％)は「そ

の他の無形資産」に報告されている。会社はのれんをバイエルグループの戦略事業単位または戦略事業単位

グループに配分している。定期的なのれんの減損テストおよびブランド権の案件ごとの減損テストでは、帳

簿価額をそれぞれの回収可能価額と比較している。基本的に、回収可能価額は売却コスト控除後の公正価値

に基づいて計算される。個々の戦略事業単位の市場価額は概して入手不可であるため、これは将来キャッ

シュ・フローの現在価値に基づく。当該現在価値は、法定代表者が作成し、監査役会に承認されたバイエル

グループの３年事業計画に基づき、長期の成長率に関する仮定で引き延ばした、割引キャッシュ・フロー・

モデルを用いて計算されている。割引率は、関連する報告セグメントの加重平均資本コストである。この評

価の結果は、各戦略事業単位の将来キャッシュ・フローに係る法定代表者の見積りおよび使用される割引率

に大きく依存するため、相当の不確実性を伴う。こうした背景および基礎となる評価モデルの複雑性によ

り、私たちの監査の枠組みにおいてこの事項は特に重要であった。
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のれんおよびブランド権に関する会社の開示は、連結財務諸表に対する注記の４および17に記載されてい

る。

 

b)　私たちの監査の過程で、私たちは特に、減損テストに使用された方法の再実施と加重平均資本コスト計算の

評価を行った。私たちは、特に基礎となる計画プロセスを記録し批判的に評価することによって、評価に使

用された将来キャッシュ・インフローの適切性について心証を得た。私たちは、この情報を、法定代表者が

策定し、監査役会に承認された３年事業計画における現在の予算と比較し、さらに一般および業種別市場予

想と照合した。この点について、セグメント報告における「コーポレート機能および連結」セグメントに計

上されているグループ機能のコストが各戦略事業単位の減損テストの際に適切に考慮されていることについ

て心証を得た。私たちは、適用される割引率の算定に使用されるパラメーターを重点的に検証し、計算方法

の網羅性および正確性を評価した。さらに、のれんの重要性のために、戦略的事業単位について独自の感応

度分析(帳簿価額と回収可能価額の比較)を追加的に実施した。

 

3.　金融商品－ヘッジ会計

a)　バイエルグループの企業は、通常の事業運営に伴う為替、商品価格および金利リスクをヘッジするために多

数の異なるデリバティブ金融商品の契約を締結している。この基礎となるのは、法定代表者が定めるヘッジ

方針であり、適切な内部ガイドラインに文書化されている。為替リスクは原則的に、外貨建の収益、売上高

および調達取引(特に原材料関連)ならびに資金調達によって発生する。金利ヘッジの目的は、一方では変動

金利と固定金利との合理的な関係を達成することであり、他方では、計画された資金調達取引で低い金利を

確保することである。デリバティブ金融商品は、貸借対照表日時点の公正価値で認識される。決算日現在、

ヘッジとして使用される全デリバティブ金融商品の正の公正価値は450百万ユーロ(グループ資産合計の

１％)、負の公正価値は533百万ユーロ(グループ資産合計の１％)である。バイエルグループが使用する金融

商品が、IAS第39号の要求事項に従ったヘッジ会計の下、将来キャッシュ・フローの有効なヘッジである範

囲において、公正価値の変動(有効部分)はヘッジ関係の期間にわたり、ヘッジされるキャッシュ・フローの

期日まで資本に認識される。貸借対照表日現在、112百万ユーロの累計額が純損益外で税引前の費用および

利益として認識された。私たちの見解では、複雑性が高いことや取引数が非常に多いこと、また、IAS第39

号およびIFRS第７号に基づく会計上および報告上の要求事項が広範囲にわたることから、私たちの監査にお

いてこの事項は特に重要であると考えた。

 

ヘッジ会計に関する開示は、連結財務諸表に対する注記の４および30に記載されている。金融商品の使用に

関するリスク報告は、結合経営報告書の3.2.2章に表示されている。
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b)　監査の枠組みにおいて、私たちは、金融リスク・ソリューションズ部門の内部の専門家の支援を受けて、特

に、金融商品の契約上および財務上の基礎を評価し、さまざまなヘッジ取引の資本および損益への影響を含

む会計処理を再実施した。私たちはこれらの専門家と協働し、ヘッジ方針の遵守状況を監視する内部活動を

含む、デリバティブ金融商品に関する会社の内部統制システムの評価も実施し、デザイン、実装および有効

性に関して内部統制をレビューした。 さらに、金融商品の公正価値測定を監査する一方で、私たちは、市

場データに基づき、また私たちのリスク評価の枠組み内で、代表的な特定のサンプルの計算方法を確認し、

システムへの計算方法の正しい実装を追跡した。ヘッジ取引の有効性に対する監査を実施するため、私たち

は、さまざまな方法(将来に向かってクリティカル・ターム・マッチ法、遡及的に回帰法)を分析し、私たち

のリスク評価の枠組み内で、システムへの正しい導入を追跡した。予想キャッシュ・フローに関して、私た

ちは過去のヘッジ水準を本質的かつ遡及的に評価した。

 

4.　製品関連の法的紛争から生じるリスクに関する説明

a)　バイエルグループの企業は、公的当局、同業者およびその他の当事者との法的手続および裁判外手続に関与

している。これにより、特に製造物責任、競争および独占禁止法、特許法、税法および環境保護の分野にお

ける法的リスクが生じる。

 

ミレーナ
TM
に関連した係属中および予想される製造物責任訴訟を背景に、2018年１月30日までにミレーナ

TM

の使用者約2,900名(前年：2,600名)(女性)からの訴訟が米国においてバイエルグループに送達されている。

さらに、バイエルグループは、2018年１月30日までに、イグザレルト
TM
の使用者約22,000名(前年：16,400

名)からの損害賠償および懲罰的損害賠償の請求が米国においてバイエルグループに送達されている。ま

た、2018年１月30日までに、イグザレルト
TM
に関連する10件の訴訟がカナダにおいてバイエルグループに送

達されており、これらの訴訟ではそれぞれ、集団訴訟認定が申請されている。2018年１月30日までに、

Essure
TM
の使用者約16,100名(前年：3,700名)(女性)による訴訟および２件の訴訟がカナダにおいてバイエ

ルグループに送達されており、それぞれの訴訟において、集団訴訟認定が申請されている。

 

係属中の法的紛争によりリスクをカバーする引当金の認識が必要となるか、また、必要な場合にどの程度認

識すべきかについては、かなりの程度が法定代表者の見積りおよび仮定により決定される。こうした背景お

よび主張されている請求の金額により、私たちの監査の観点から、上記のバイエルグループの製品関連の紛

争は特に重要であった。

 

上述の法的紛争に関する開示および説明は、連結財務諸表に対する注記の32に記載されている。
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b)　監査の枠組みにおいて、私たちは特に、確実に法的紛争を認識し、手続の結果を見積り、会計的に表示する

ために会社が確立したプロセスの評価を実施した。さらに、私たちはまた、会社の内部の法務部門と定期的

な議論を行い、最新の動向や対応する見積りの根拠に関する最新情報を入手した。手続の可能性のある結果

に関する法定代表者の見積りを含む重要な法的紛争の動向は、バイエルAGの内部の法務部門から書面で私た

ちに提供される。決算日現在、私たちは、さらに外部の弁護士の確認書を入手し、これを「説明」のセク

ションで挙げた製品関連の紛争に関して法定代表者が実施したリスク評価と比較した。

 

5.　特別項目に関するEBITDAの調整

a)　経営および分析の目的上、バイエルグループはEBITDA(利息、税金、減価償却費および償却費、ならびに減

損損失および戻入れ前の損益)を使用し、特別項目(その性質および金額に特別な影響があるもの)について

調整している。EBITDAに対する調整額725百万ユーロがバイエルAGの連結財務諸表の継続事業に表示されて

いる。継続事業からの調整後のEBITDAは、資本市場との対話において主要な財務業績指標としてバイエルに

使用されている。また、調整後のEBITDAは、バイエルグループ従業員の年間業績報酬の目標達成指標として

参照されている。EBITDAの調整は、バイエルグループの内部会計ガイドラインに基づいており、法定代表者

が偏った裁量を行使するリスクがあるため、私たちの監査の枠組みにおいて特に重要である。

 

EBITDAの調整および算定に関する会社の開示は、連結財務諸表に対する注記の５および結合経営報告書の

2.2章および2.4章に記載されている。

 

b)　私たちは、調整後のEBITDAを再計算し、法定代表者が考慮したグループ企業の特別項目の識別を批判的に検

証した。この点に関して、私たちは、各構成要素が特別項目に関して関連するガイドラインに対応し、調整

後のEBITDAから正しく除外されたかについて、調整の内訳を分析した。同時に、私たちは、監査の発見事項

および法定代表者から提供された情報に基づき、結合経営報告書およびセグメント報告の説明で示された定

義および手続きに準拠して調整が実施されたかについて検証した。
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その他の情報

法定代表者はその他の情報に責任を負っている。その他の情報は以下から構成される。

 

＞結合経営報告書の4.1章に記載された、ドイツ商法第289f条および第315d条に基づくグループの事業運営に関す

る記述

＞ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範第3.10条に基づく、結合経営報告書の4.2章に記載されたコーポレー

ト・ガバナンス報告書の「コンプライアンス」のセクション

＞結合経営報告書において参照され、会社の年次報告書の拡大オンライン版に含まれるオンライン上のすべての追

加的な情報

＞ドイツ商法第297条第２項第４号に基づく連結財務諸表に関する保証およびドイツ商法第315条第１項第５号に基

づく結合経営報告書に関する保証

＞監査済み連結財務諸表および結合経営報告書ならびに監査報告書を除く、年次報告書のその他の部　　分

 

連結財務諸表および結合経営報告書に係る私たちの監査意見はその他の情報を対象とするために拡大されない。し

たがって、私たちは、これらに対し監査意見も他の形式による保証の結論も表明しない。

 

私たちの監査に関連して、私たちの責任は、その他の情報を読み、その過程でその他の情報が以下のようであるか

を検討することである。

 

＞連結財務諸表、結合経営報告書または監査の過程で得た私たちの知識との間に重要な矛盾があるか。

＞その他の点で、重要な虚偽表示があるように見えるか。

 

私たちが実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると私たちが結論付けた場合、私たちはその

事実を報告することが求められている。この点について、私たちに報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表および結合経営報告書に関する法定代表者および監査役会の責任

法定代表者は、EUにより採用されたIFRSおよびドイツ商法第315e条第１項に基づくドイツの追加的な法的要件に準

拠してこれらの連結財務諸表を作成し、それがすべての重要な点においてかかる要件に準拠してグループの純資

産、財政状態および経営成績の真実かつ公正な概観を与える責任を負っている。また、法定代表者は、不正または

誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表の作成を可能とするために必要であると法定代表者が判断した内部

統制に係る責任を負っている。

 

連結財務諸表の作成において、法定代表者は、グループの継続企業の前提の評価に責任を負う。さらに、法定代表

者は、該当する場合に継続企業の前提に関連する事項を開示する責任を負う。また、法定代表者は、グループを清

算するか営業活動を休止する意思がある、またはそうする他に現実的な選択肢がない場合を除き、継続企業の前提

に基づいて会計処理を行う責任を負う。
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また、法定代表者は、全体としてグループの状態の適切な概観を提供し、すべての重要な点において連結財務諸表

に整合し、ドイツの法的規制に準拠して、適切に将来の進展における機会およびリスクを表示する結合経営報告書

の作成に責任を負う。さらに法定代表者は、適用されるドイツの法的規制に準拠した結合経営報告書の作成を可能

にし、結合経営報告書における記述に関する十分かつ適切な証拠を提供するために必要であると考えられる取決め

および方策(システム)に責任を負う。

 

監査役会は、連結財務諸表および結合経営報告書の作成に係るグループの財務報告プロセスを監督する責任を負

う。

 

連結財務諸表および結合経営報告書に監査に関する監査人の責任

私たちの目的は、全体としての連結財務諸表に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか、および全体

としての結合経営報告書がグループの状態に関する適切な概観を提供し、すべての重要な点において監査の発見事

項と整合しており、ドイツの法的規制に準拠して、将来の進展における機会およびリスクを適切に表示しているか

どうかに関する合理的な保証を得て、連結財務諸表および結合経営報告書に係る私たちの監査意見を含む監査報告

書を発行することである。

 

合理的な保証は高水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規制およびドイツ公認会計士協会発布の

ドイツで一般に公正妥当と認められる財務諸表の監査基準に準拠して、またISAへの補足的な遵守のために実施し

た監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見するという保証ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じる

ことがあり、個別にまたは集計すると、これらの連結財務諸表および結合経営報告書に基づく利用者の経済的意思

決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に重要であるとみなされる。

 

監査の一環として、私たちは職業専門家としての判断を行使し、職業専門家としての懐疑心を維持する。私たちは

また、

 

＞不正または誤謬による連結財務諸表および結合経営報告書の重要な虚偽表示のリスクを識別および評価して、こ

れらのリスクに対応した監査手続を立案して実施し、私たちの監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリス

クより高い。これは、不正が、共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の記載、または内部統制の無効化を含みうるた

めである。

＞状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の監査に関連する内部統制および結合経営報告書

の監査に関連する取決めおよび方策を理解する。ただしこれは、グループのシステムの有効性について意見表明

するためのものではない。

＞法定代表者が採用した会計方針の適切性および法定代表者が行った会計上の見積りおよび開示の合理性について

評価する。
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＞法定代表者が継続企業の前提に基づく会計処理を適用することの適切性、および入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要な不確実性が認められるかどうかに

ついて結論付ける。重要な不確実性が認められると結論付ける場合、私たちは、監査報告書において、連結財務

諸表および結合経営報告書の関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が不適切であれば私たちの意

見を変更することを要求される。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づく。ただし、将

来の事象または状況が、グループが継続企業として存続できない原因となる可能性がある。

＞開示を含む連結財務諸表の全体的な表示、構造および内容、ならびに連結財務諸表がEUにより採用されたIFRSお

よびドイツ商法第315e条第１項に基づくドイツの追加的な法的要件に準拠してグループの純資産、財政状態およ

び経営成績の真実かつ公正な概観を与えるような方法で、連結財務諸表が基礎となる取引および事象を表してい

るかどうかを評価する。

＞連結財務諸表および結合経営報告書に係る意見を表明するために、グループ内の企業または事業活動の財務情報

に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。私たちは、グループ監査の指示、監督および実施に関する責任を

負う。私たちは、私たちの監査意見に関してのみ責任を負う。

＞結合経営報告書の連結財務諸表との整合性、法的整合性およびグループの状態について提供された見解を評価す

る。

＞結合経営報告書において法定代表者が示した将来予想に関する情報に対し監査手続を実施する。十分かつ適切な

監査証拠に基づいて、私たちは特に、法定代表者による将来予想に関する情報の基礎となる重要な仮定を評価

し、これらの仮定から将来予想に関する情報が正確に導かれているかを評価する。私たちは、将来予想に関する

情報にも基礎となる仮定にも独立した意見を表明しない。将来の事象が将来予想に関する情報と著しく相違する

という重要かつ不可避なリスクがある。

 

私たちは、特に、計画した監査の範囲および実施時期ならびに監査の過程で識別した内部統制の不備を含む、重要

な監査上の発見事項について、統治責任者に伝達する。

 

私たちはまた、独立性に関する倫理規定を遵守している旨の陳述書を統治責任者に提供し、すべての関係および私

たちの独立性に影響を及ぼすと合理的に考えられるその他の事項ならびに該当する場合には関連するセーフガード

について、統治責任者に伝達する。

 

統治責任者に伝達した事項から、私たちは、当報告期間の連結財務諸表の監査における最も重要な事項であり、し

たがって監査上の主要な事項である事項を決定する。法令または規則が当該事項の公的開示を禁止しない限り、私

たちは連結財務諸表に対する監査報告書に当該事項を記載する。
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その他の法的および規制上の要求事項

EU監査規制第10条に準拠したその他の情報

私たちは、連結財務諸表を監査するために2017年４月28日に年次株主総会で選任された。私たちは、2017年６月1

日/６月28日に監査役会により業務委託された。私たちは、2017事業年度からバイエル・アクツィーエンゲゼル

シャフト(レバクーゼン)の連結財務諸表の監査人として継続的に契約している。

 

私たちは、この監査報告書に含まれる監査意見がEU監査規制第11条に準拠した監査委員会への追加的な報告書(監

査委員会への追加的な報告書)と整合することを確認する。

 

監査責任者

監査責任者はフランク・バイナである。

 

 

ミュンヘン、2018年２月21日

 

デロイト・ゲーエムベーハー

ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

 

ハイナー・コンペンハンス Prof. Dr.フランク・バイナ

(ドイツの公認会計士) (ドイツの公認会計士)
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

 

An die Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

 

Prüfungsurteile

 

Wir haben den Konzernabschluss der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) –

bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und

Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzernkapitalflussrechnung und der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer

Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Lagebericht

des Mutterunternehmens zusammengefassten Lagebericht der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks

genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen

Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 

・　entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den International Financial Reporting

Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2017 sowie seiner Ertragslage für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und

・　vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss,

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im

Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts.

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit

des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung

des Konzernabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit

den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10

Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am

bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der

Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

1.　Verkäufe von Anteilen an der Covestro AG und Entkonsolidierung der Covestro-Gruppe

2.　Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und der Markenrechte

3.　Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften

4.　Abbildung der Risiken aus produktbezogenen rechtlichen Auseinandersetzungen

5.　Bereinigungen des EBITDA um Sondereinflüsse

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

455/490



Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt strukturiert:

 

a)　Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Konzernabschluss)

b)　Prüferisches Vorgehen

 

1.　Verkäufe von Anteilen an der Covestro AG und Entkonsolidierung der Covestro-Gruppe

 

a)　Nach Herstellung der wirtschaftlichen und rechtlichen Eigenständigkeit des Segments MaterialScience im Herbst 2015 und

dem anschließenden Börsengang unter dem Namen Covestro hielt der Bayer-Konzern Ende 2016 direkt und indirekt über

den Bayer Pension Trust e. V. insgesamt 69,1 % der Anteile an der Covestro AG (hiervon wurden 64,2 % direkt gehalten).

Durch drei Anteilsverkaufstransaktionen über insgesamt 58,25 Millionen Aktien bzw. 28,7 % der Anteile an der Covestro AG

für 3,7 Mrd. EUR sowie die Einbringung von 8 Millionen Aktien bzw. 4,0 % der Anteile an der Covestro AG im Wert von 0,5

Mrd. EUR in den Bayer Pension Trust e. V. verminderte sich bis Anfang September 2017 der direkt von Bayer gehaltene

Anteil an der Covestro AG auf 31,5 % und der direkt und indirekt gehaltene Anteil auf 40,4 %. Da Bayer zu diesem

Zeitpunkt weiterhin eine Präsenzmehrheit auf der Hauptversammlung der Covestro AG gehabt hätte und damit die faktische

Kontrolle über die Covestro-Gruppe ausüben konnte, wurden diese Anteilsübertragungen gemäß IFRS 10 als

Transaktionen zwischen Anteilseignern bilanziert und die Covestro-Gruppe weiterhin von Bayer vollkonsolidiert. Insgesamt

hat sich das Eigenkapital des Bayer-Konzerns durch diese Transaktionen um 4,2 Mrd. EUR erhöht, hiervon entfielen

1,5 Mrd. EUR auf die nicht beherrschenden Anteile.

 

Ende September 2017 veräußerte Bayer schließlich weitere 13,94 Millionen Aktien bzw. 6,9 % der Anteile an der Covestro

AG für 1,0 Mrd. EUR und schloss mit Wirkung zum 30. September 2017 einen Entherrschungsvertrag mit der Covestro AG

ab. Dies hatte die Aufgabe der faktischen Kontrolle über die Covestro-Gruppe zur Folge. Diese beiden Transaktionen sind

gemäß IFRS 10 wirtschaftlich als einheitlicher Geschäftsvorfall gewürdigt worden. Die Covestro-Gruppe wurde zum 30.

September 2017 entkonsolidiert und wird im Konzernabschluss seitdem als aufgegebener Geschäftsbereich gemäß IFRS 5

gezeigt. Da Bayer derzeit direkt 24,6 % bzw. direkt und indirekt 33,5 % der Anteile an der Covestro AG hält und weiterhin

maßgeblichen Einfluss auf die Covestro-Gruppe ausüben kann, ist die Covestro AG zum 30. September 2017 als

assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode mit einem Buchwert (Fair Value) von 3,6 Mrd. EUR in den Bayer-

Konzernabschluss einbezogen worden. Aus der Entkonsolidierung hat Bayer in 2017 auf Konzernebene einen Ertrag von

3,1 Mrd. EUR vereinnahmt, insbesondere durch die Erfassung des Equity-Buchwerts zum Fair Value. Zum

31. Dezember 2017 ist der Equity-Wert nahezu unverändert.

 

Aus unserer Sicht war dieser Sachverhalt aufgrund der Komplexität der vertraglichen Vereinbarungen und der zahlreichen

wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss von besonderer Bedeutung.
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Die Angaben der Gesellschaft zum Ausweis als aufgegebener Geschäftsbereich, der Entkonsolidierung sowie der

erstmaligen Einbeziehung der Covestro-Gruppe als assoziiertes Unternehmen sind in den Abschnitten 6.3 und 19 des

Konzernanhangs enthalten.

 

b)　Wir haben beurteilt, ob Bayer die Covestro-Gruppe trotz der Anteilsverkäufe bis Anfang September weiterhin faktisch

beherrscht hat und damit weiterhin vollkonsolidieren musste. Zudem haben wir durch Einsichtnahme in relevante

Vorstandsbeschlussunterlagen sowie Vorstands- und Aufsichtsratsprotokolle geprüft, ob der Vorstand zu den jeweiligen

Anteilsverkaufszeitpunkten noch keinen Plan gefasst hatte, der durch Anteilsverkäufe zum Kontrollverlust über die

Covestro-Gruppe und damit zur Beendigung der Beherrschung geführt hätte, sodass ein Ausweis der Covestro-Gruppe als

aufgegebener Geschäftsbereich gemäß IFRS 5 bereits vor dem 30. September 2017 notwendig gewesen wäre. Den

Anteilsverkauf Ende September 2017 sowie den Abschluss des Entherrschungsvertrags haben wir daraufhin analysiert,

inwieweit diese als einheitlicher Geschäftsvorfall nach IFRS 10 und isoliert von den zuvor getätigten Anteilsverkäufen bis

Mitte September behandelt werden können.

 

Den Entherrschungsvertrag haben wir zudem dahingehend gewürdigt, ob durch den Vertrag die gesellschafts- und

aktienrechtlichen Voraussetzungen zum Verlust der Kontrolle und somit zur Entkonsolidierung der Covestro-Gruppe erfüllt

worden sind und Covestro zum 30. September 2017 zu entkonsolidieren war. Ebenfalls haben wir geprüft, ob die erstmalige

Einstufung als aufgegebener Geschäftsbereich zum 30. September 2017 sachgerecht war und der Ausweis in Gewinn- und

Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung als aufgegebener Geschäftsbereich in Einklang mit IFRS 5 steht.

 

Darüber hinaus haben wir nachvollzogen, ob die Entkonsolidierung technisch sachgerecht erfolgt sowie das

Entkonsolidierungsergebnis korrekt ermittelt und buchhalterisch erfasst wurde. Ferner haben wir Prüfungshandlungen

durchgeführt, um sicherzustellen, ob der Ansatz der Beteiligung an der Covestro AG als assoziiertes Unternehmen und die

in diesem Zusammenhang vorgenommene vorläufige Kaufpreisallokation für die Erstbewertung zum Fair Value zutreffend

ermittelt wurden.
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2.　Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und der Markenrechte

a)　In dem Konzernabschluss wird zum 31. Dezember 2017 unter dem Bilanzposten „Geschäfts- oder Firmenwerte“ ein Betrag

von 14.751 Mio. EUR (20 % der Konzernbilanzsumme) ausgewiesen. Unter den „Sonstigen immateriellen

Vermögenswerten“ werden zudem Markenrechte von 6.412 Mio. EUR (9 % der Konzernbilanzsumme) ausgewiesen. Die

Gesellschaft ordnet die Geschäfts- oder Firmenwerte den strategischen Geschäftseinheiten bzw. Gruppen von

strategischen Geschäftseinheiten innerhalb des Bayer-Konzerns zu. Bei den regelmäßig durchgeführten

Werthaltigkeitstests (Impairment-Tests) für Geschäfts- oder Firmenwerte und anlassbezogenen Werthaltigkeitstests für

Markenrechte werden die jeweiligen Buchwerte mit ihrem jeweiligen erzielbaren Betrag verglichen. Grundsätzlich erfolgt die

Ermittlung des erzielbaren Betrags auf Basis des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der Veräußerungskosten. Der Barwert

der künftigen Zahlungsströme wird dabei zugrunde gelegt, da in der Regel keine Marktwerte für die einzelnen strategischen

Geschäftseinheiten vorliegen. Dabei wird der Barwert mittels Discounted Cashflow-Modellen ermittelt, wobei die von den

gesetzlichen Vertretern erstellte und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommene operative Drei-Jahresplanung des Bayer-

Konzerns zugrunde gelegt und mit Annahmen über langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Die Abzinsung erfolgt

mittels der gewichteten Kapitalkosten der jeweiligen Berichtssegmente. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße

von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der jeweiligen strategischen Geschäftseinheit durch die

gesetzlichen Vertreter sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit einer erheblichen

Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der zugrundeliegenden Komplexität der Bewertungsmodelle

war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

 

Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäfts- oder Firmenwerten und den Markenrechten sind in den Abschnitten 4 und

17 des Konzernanhangs enthalten.
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b)　Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durchführung der Werthaltigkeitstests

nachvollzogen und die Ermittlung der gewichteten Kapitalkosten beurteilt. Von der Angemessenheit der bei der Bewertung

verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir uns unter anderem durch die Aufnahme und kritische Beurteilung

des zugrundeliegenden Planungsprozesses überzeugt. Zudem haben wir diese Angaben mit den aktuellen Budgets aus der

von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommenen Drei-Jahresplanung

abgeglichen sowie mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen abgestimmt. Dabei haben wir uns auch

von der sachgerechten Berücksichtigung der in der Segmentberichterstattung im Segment „Corporate Functions und

Konsolidierung“ erfassten Kosten der Konzernfunktionen bei dem Impairment-Test der jeweiligen strategischen

Geschäftseinheit überzeugt. Wir haben uns intensiv mit den bei der Bestimmung des verwendeten

Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern auseinandergesetzt und die Vollständigkeit und Richtigkeit des

Berechnungsschemas beurteilt. Ferner haben wir aufgrund der materiellen Bedeutung der Geschäfts- oder Firmenwerte

ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die strategischen Geschäftseinheiten (Buchwert im Vergleich zum erzielbaren

Betrag) durchgeführt.

 

3.　Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften

a)　Die Gesellschaften des Bayer-Konzerns schließen eine Vielzahl unterschiedlicher derivativer Finanzinstrumente zur

Absicherung gegen Währungs-, Rohstoffpreis- und Zinsänderungsrisiken aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ab.

Basis dafür ist die von den gesetzlichen Vertretern vorgegebene Sicherungspolitik, die in entsprechenden internen

Richtlinien dokumentiert ist. Das Währungsrisiko resultiert im Wesentlichen aus Umsatzerlösen, Beschaffungsgeschäften

(insbesondere Rohstoffe betreffend) sowie Finanzierungen in Fremdwährung. Mit der Zinssicherung wird zum einen das

Ziel eines sinnvollen Verhältnisses zwischen variabler und fixer Verzinsung und zum anderen die Absicherung eines

niedrigen Zinsniveaus für geplante Finanzierungstransaktionen verfolgt. Derivative Finanzinstrumente werden zum

beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag bilanziert. Die positiven Zeitwerte der insgesamt zur Sicherung eingesetzten

derivativen Finanzinstrumente betragen zum Bilanzstichtag 450 Mio. EUR (1 % der Konzernbilanzsumme), die negativen

Marktwerte betragen -533 Mio. EUR (1 % der Konzernbilanzsumme). Soweit die vom Bayer-Konzern eingesetzten

Finanzinstrumente wirksame Sicherungsgeschäfte künftiger Zahlungsströme im Rahmen von Sicherungsbeziehungen nach

den Vorschriften des IAS 39 sind, werden Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bis zur Fälligkeit des gesicherten

Zahlungsstroms (effektiver Teil) über die Dauer der Sicherungsbeziehung erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Zum

Bilanzstichtag waren kumuliert -112 Mio. EUR als erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge vor Ertragsteuern erfasst. Aus

unserer Sicht waren diese Sachverhalte aufgrund der hohen Komplexität und Anzahl der Geschäfte sowie der

umfangreichen Anforderungen an die Bilanzierung und die Berichterstattung durch IAS 39 und IFRS 7 von besonderer

Bedeutung.
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Die Angaben zu der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften sind in den Abschnitten 4 und 30 des Konzernanhangs

enthalten. Die Risikoberichterstattung Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten erfolgt im zusammengefassten

Lagebericht in Abschnitt 3.2.2.

 

b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung unserer internen Spezialisten aus dem Bereich Financial Risk

Solutions unter anderem die vertraglichen und finanztechnischen Grundlagen der Finanzinstrumente gewürdigt und die

Bilanzierung einschließlich der Eigenkapital- und Ergebniseffekte aus den diversen Sicherungsgeschäften nachvollzogen.

Mit unseren Spezialisten gemeinsam haben wir auch das eingerichtete interne Kontrollsystem der Gesellschaft im Bereich

der derivativen Finanzinstrumente einschließlich der internen Überwachung der Einhaltung der Sicherungspolitik gewürdigt

und die Kontrollen hinsichtlich Design, Implementierung und Wirksamkeit geprüft. Ferner haben wir bei der Prüfung der

Bewertung der Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert auch die Berechnungsmethoden auf Basis von Marktdaten

für repräsentativ ausgewählte Stichproben im Rahmen unserer Risikobeurteilung nachgerechnet und die ordnungsgemäße

systemseitige Implementierung der Methoden nachvollzogen. Zur Prüfung der Effektivität der Sicherungsgeschäfte haben

wir die verschiedenen Methoden (prospektiv Critical-Term-Match-Methode; retrospektiv Regressionsmethode) analysiert

und im Rahmen unserer Risikobeurteilung und deren ordnungsmäßige systemseitige Implementierung nachvollzogen.

Hinsichtlich der erwarteten Zahlungsströme haben wir im Wesentlichen rückblickend die Sicherungsgrade in der

Vergangenheit beurteilt.

 

4.　Abbildung der Risiken aus den produktbezogenen rechtlichen Auseinandersetzungen

 

a)　Unternehmen des Bayer-Konzerns sind in gerichtliche und außergerichtliche Verfahren mit Behörden, Wettbewerbern

sowie anderen Beteiligten involviert. Hieraus ergeben sich rechtliche Risiken insbesondere in den Bereichen

Produkthaftung, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Patentrecht, Steuerrecht sowie Umweltschutz.

Vor dem Hintergrund der anhängigen und erwarteten Produkthaftungsklagen in Zusammenhang mit dem Produkt Mirena™

wurden dem Bayer-Konzern bis zum 30. Januar 2018 in den USA Klagen von ca. 2.900 (Vorjahr 2.600) Anwenderinnen

von Mirena™ zugestellt. Darüber hinaus wurden dem Bayer-Konzern bis zum 30. Januar 2018 in den USA von etwa

22.000 (Vorjahr 16.400) Anwendern des Produkts Xarelto™ Klagen auf Schaden- und Strafschadenersatz zugestellt.

Zudem wurden dem Bayer-Konzern bis zum 30. Januar 2018 in Kanada zehn Klagen im Zusammenhang mit Xarelto™

zugestellt, in denen jeweils die Zulassung einer Sammelklage beantragt wird. Bis zum 30. Januar 2018 wurden dem Bayer-

Konzern in den USA Klagen von etwa 16.100 (Vorjahr 3.700) Anwenderinnen von Essure™ zugestellt sowie zwei Klagen in

Kanada, in denen jeweils die Zulassung einer Sammelklage beantragt wird.
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Ob aufgrund eines vorliegenden Rechtsstreits die Passivierung einer Rückstellung zur Abdeckung des Risikos erforderlich

ist, und gegebenenfalls in welcher Höhe, ist dabei in hohem Maße durch Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen

Vertreter geprägt. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der betragsmäßigen Höhe der geltend gemachten Forderungen

waren die vorgenannten produktbezogenen Auseinandersetzungen des Bayer-Konzerns aus unserer Sicht von besonderer

Bedeutung.

 

Die Angaben und Erläuterungen der zu den benannten Rechtsstreitigkeiten sind in Abschnitt 32 des Konzernanhangs

enthalten.

 

b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem den von der Gesellschaft eingerichteten Prozess, der die Erfassung,

die Einschätzung hinsichtlich des Verfahrensausgangs sowie die bilanzielle Darstellung eines Rechtsstreits sicherstellt,

beurteilt. Darüber hinaus haben wir regelmäßig Gespräche mit der internen Rechtsabteilung der Gesellschaft geführt, um

uns die aktuellen Entwicklungen und Gründe, die zu den entsprechenden Einschätzungen geführt haben, erläutern zu

lassen. Die Entwicklung der wesentlichen Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter

hinsichtlich eines möglichen Verfahrensausgangs wird uns in schriftlicher Form durch die interne Rechtsabteilung der Bayer

Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt. Zum Bilanzstichtag haben wir darüber hinaus externe

Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt, die wir mit der von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Risikoeinschätzung zu

den unter der „Sachverhaltsbeschreibung“ benannten produktbezogenen Auseinandersetzungen abgeglichen haben.

 

5.　Bereinigungen des EBITDA um Sondereinflüsse

 

a)　Für Steuerungs- und Analysezwecke des Bayer-Konzerns wird das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern,

Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen) herangezogen und um Sondereinflüsse (in ihrer Art oder Höhe

besondere Effekte) bereinigt. Im Konzernabschluss der Bayer Aktiengesellschaft werden im fortzuführenden Geschäft

Bereinigungen des EBITDA in Höhe von 725 Mio. EUR dargestellt. Das bereinigte EBITDA aus fortzuführendem Geschäft

wird von Bayer im Rahmen seiner Kapitalmarktkommunikation als zentraler finanzieller Leistungsindikator verwendet.

Weiterhin wird es als ein Grad der Zielerreichung für die jährliche Erfolgsvergütung der Mitarbeiter des Bayer-Konzerns

herangezogen. Die Bereinigungen des EBITDA waren im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da diese

auf Basis der internen Bilanzierungsrichtlinie des Bayer-Konzerns vorgenommen werden und ein Risiko zur einseitigen

Ausübung von Ermessensspielräumen durch die gesetzlichen Vertreter besteht.

 

Die Angaben der Gesellschaft zu den Bereinigungen des EBITDA sowie deren Ermittlungen sind in Abschnitt 5 des

Konzernanhangs sowie in den Kapiteln 2.2 und 2.4 des zusammengefassten Lageberichts dargestellt.
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b)　Wir haben die Ermittlung des bereinigten EBITDA nachvollzogen und uns mit der Identifikation der von den gesetzlichen

Vertretern berücksichtigten Sondereinflüsse durch die Konzerngesellschaften kritisch auseinandergesetzt. Dabei haben wir

die Zusammensetzung der Bereinigungen dahingehend analysiert, inwieweit die einzelnen Komponenten den

entsprechenden Richtlinien für Sondereinflüsse entsprechen und zutreffend aus dem bereinigten EBITDA herausgerechnet

worden sind. Damit einhergehend haben wir anhand der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und der uns erteilten

Auskünfte der gesetzlichen Vertreter untersucht, ob die vorgenommenen Bereinigungen gemäß der in den Erläuterungen

im zusammengefassten Lagebericht und in der Segmentberichterstattung dargestellten Definition und Vorgehensweise

erfolgten.

 

Sonstige Informationen

 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen

 

・　die in Abschnitt 4.1 des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f

und § 315d HGB,

・　den in Abschnitt 4.2 des zusammengefassten Lageberichts enthaltenen Abschnitt „Compliance“ des Corporate Governance

Berichts nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex,

・　alle online-Ergänzungen, auf die im zusammengefassten Lagebericht verwiesen wird und die in der erweiterten online-

Fassung des Geschäftsberichts enthalten sind

・　die Versicherung der gesetzlichen Vertreter zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht nach § 297

Abs. 2 Satz 4 HGB bzw. § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB und

・　die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses und zusammengefassten

Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf die

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von

Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu

würdigen, ob die sonstigen Informationen

 

・　wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum zusammengefassten Lagebericht oder zu unseren bei der

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

・　anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung

dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem

Zusammenhang nichts zu berichten.

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den zusammengefassten

Lagebericht

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung

eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstellungen ist.

 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,

es sei denn, es besteht die Absicht, den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht

keine realistische Alternative dazu.

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des

Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.

 

EDINET提出書類

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(E05779)

有価証券報告書

463/490



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht

beinhaltet.

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317

HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

・　identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im

Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

・　gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und

den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

・　beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden

Angaben.
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・　ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen

auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.

・　beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben

sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1

HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

・　holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder

Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten

Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der

Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

・　beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

・　führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im

zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der

Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während

unserer Prüfung feststellen.
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Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von

denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu

getroffenen Schutzmaßnahmen.

 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen

Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und

daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei

denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 28. April 2017 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 1./28. Juni 2017 vom

Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2017 als Konzernabschlussprüfer der Bayer

Aktiengesellschaft, Leverkusen, tätig.

 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den

Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Prof. Dr. Frank Beine.

 

München, den 21. Februar 2018

 

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

 

(Heiner Kompenhans) (Prof. Dr. Frank Beine)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

 

 

 

（※）上記は、監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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(訳　文)

独立監査人の監査報告書

 

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(レバクーゼン)御中

 

年次財務諸表および結合経営報告書の監査に係る報告書

監査意見

私たちは、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(レバクーゼン)の年次財務諸表、すなわち2017年12月31日現

在の貸借対照表、および2017年１月１日から2017年12月31日までの事業年度における損益計算書、ならびそれらに

表示された会計処理および測定の方法を含む年次財務諸表に対する注記の監査を実施した。さらに私たちは、2017

年１月１日から2017年12月31日までの事業年度におけるバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(レバクーゼン)

の結合経営報告書（訳者注：原文の年次報告書に記載の事項。以下同様。）の監査も実施した。ドイツの法的規制

に従って、私たちは、独立監査人の監査報告書の「その他の情報」の章で特定した結合経営報告書の部分を監査し

ていない。

 

監査の過程で得た知識に基づき、私たちの意見では、

 

＞添付の年次財務諸表は、企業に適用されるドイツ商法(Handelsgesetzbuch-HGB)の要求事項にすべての重要な点

において準拠し、2017年12月31日現在のドイツの適切な会計原則に基づく会社の純資産および財政状態ならびに

当該要求事項に基づく2017年１月１日から12月31日までの事業年度における会社の経営成績の真実かつ公正な概

観を与えている。また、

＞添付の結合経営報告書は全体として会社の状態の適切な概観を提供している。すべての重要な点において、当該

結合経営報告書は年次財務諸表と整合し、ドイツの法定要件に準拠し、将来の進展における機会およびリスクを

適切に表示している。結合経営報告書に対する私たちの監査意見は、独立監査人の監査報告書の「その他の情

報」の章に詳述した結合経営報告書の部分の内容には拡大されない。

 

ドイツ商法第322条第３項第１号に基づき、私たちは、私たちの監査からは年次財務諸表および結合経営報告書の

適切性に関して報告すべき事項はなかったことを表明する。
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監査意見の基礎

私たちは、ドイツ商法第317条およびEU監査規制(EU Audit Regulation) (No.537/2014、以下「EU監査規制」とい

う。)ならびにドイツ公認会計士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-IDW)発布のドイツで一般に公正妥当と認

められる年次財務諸表の監査基準に準拠して、年次財務諸表および結合経営報告書の監査を実施した。また国際監

査基準(International Standards on Auditing-ISA)に補足的に準拠して、年次財務諸表の監査を実施した。これ

らの要求事項、原則および基準については、監査人の監査報告書の「年次財務諸表および結合経営報告書の監査に

関する監査人の責任」でさらに言及している。私たちは、欧州およびドイツの商法ならびに職業規範の規則に従っ

て会社から独立しており、これらの要求事項に基づいてドイツで適用される他の倫理上の責任を果たしている。さ

らに、EU監査規制第10条第２項第ｆ号に従って、私たちは、EU監査規制第５条第１項に基づいて禁止される非監査

業務を提供していないことを宣言する。

 

年次財務諸表の監査における監査上の主要な事項

監査上の主要な事項は、私たちの職業的専門家としての判断において、2017年１月１日から2017年12月31日までの

事業年度における年次財務諸表の私たちの監査において最も重要な事項である。これらの事項は全体としての年次

財務諸表に対する私たちの監査の観点から、これらに対する監査意見の形成において取り扱われているが、私たち

はこれらの事項について個別の意見を表明しない。

 

私たちの見解では、監査上の主要な事項は以下の通りである。

 

1.　新バイエル－事業リース契約

2.　新バイエル－従業員の移転

3.　デリバティブ金融商品－評価単位およびヘッジ取引の会計処理

4.　関係会社株式の減損

 

これらの監査上の主要な事項の表示は以下のように構成されている。

a)　説明(財務諸表内の対応する情報への参照を含む。)

b)　監査人の対応
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1.　新バイエル－事業リース契約

a)　2015年のコベストロ社(Covestro AG)の株式公開の後、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは2016年

１月１日付でグループを再編成し、戦略経営持株会社と事業サブグループからなるバイエル・アクツィーエ

ンゲゼルシャフトの従前の組織を、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの取締役会の管理下での一体

構造に置き換えた。事業活動は、３つの部門、すなわち医療用医薬品、コンシューマーヘルス、クロップサ

イエンスと動物用薬品事業単位、ならびにバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトが2016年12月31日現在

で株式持分の64％を保有するコベストロを通じて運営されている。このため、グループの内部報告構造も変

更された。新たな組織および新一体構造の最終的な導入は、バイエル・ファーマ社(BPH AG)とバイエル・ク

ロップサイエンス社(BCS AG)(以下総称して「貸手」という。)の事業をバイエル・アクツィーエンゲゼル

シャフト(以下「借手」という。)にリースすることにより2017年１月１日付で完了した。同日付でBPH AGと

BCS AGは、その事業をバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトにリースし、それぞれの在庫を借手に移転

して、借手は事業の運営を引き受けた。このリースには、貸手の事業の運営に必要なすべての資産、契約お

よびその他の法的契約が含まれている。このリースから除外されたものは、保有するすべての投資および関

連する権利、匿名出資および関連する債権を含むその他の金融資産、その他の権利および負債である。

 

2017年度のリース料は専門家の意見を用いて算定された。事業リース契約は１暦年の期間でそれぞれ締結さ

れている。前暦年末の６ヵ月前の書面による通知によりいずれか一方の当事者が契約を解約しない限り、各

満了日はさらに１暦年更新される。この会計処理は税法に従ったリースの規制に基づいている。

 

本事項が監査上の主要な事項として区分されたのは、事業リース契約の契約上の取決めおよびそれぞれの会

計処理が複雑な性質を有するためである。また、事業モデルの変更は、バイエル・アクツィーエンゲゼル

シャフトの純資産、財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす。

 

事業リース契約に関する会社の開示は、財務諸表に対する注記の冒頭のセクション「企業構造における変

更」に表示されている。
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b)　監査の範囲において、私たちは、内部の税務専門家の支援を受けて、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャ

フトとBPH AGおよびBCS AGとの間の各事業リース契約を、商法に基づくオペレーティング・リースとして分

類すべきかについて検証を行った。この点において、私たちは特に、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャ

フトが委託した「事業リースに基づいて移転された固定資産の会計上の認識に関する専門家の鑑定」による

発見事項を批判的に分析し評価した。私たちは、またバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの組織的お

よび手続上の方策がどの程度事業リース契約の実際の遂行を確実にしたかを決定するために、当該方策を分

析および評価した。私たちは、事業リース契約に基づき移転された資産および負債から無作為に抽出したサ

ンプルをバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトのERPシステム上の資産および負債と比較することによ

り、事業リース契約に基づいて移転された必要な資産および負債の網羅性および正確性を検証した。さら

に、私たちは、インターナル・コントロール・アシュアランスの専門家の支援を受けてカスタマイズしてい

る設定を検証することにより、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの会計記録および財務諸表におけ

る事業リースモデルの会計上の適切な認識を確実にするバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの記帳シ

ステムにおけるシステム上の統制および方策を評価した。

 

2.　新バイエル－従業員の移転

a)　バイエル・ファーマ社(BPH AG)とバイエル・クロップサイエンス社(BCS AG)との事業リース契約が2017年１

月１日付で発効したことに伴い、リースされた事業に区分される従業員の雇用契約は、民法典(BGB)第613a

条に従い、異議を受けていない限り、事業リース契約の発効日において存在するすべての権利および義務と

ともに借手であるバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトに移転された。リースの開始日までに存在して

いた雇用契約でBPH AGおよびBCS AGから引き受けたものから生じた、移転された従業員に関する義務につい

て、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは、2016年12月31日現在の貸手の貸借対照表にドイツ商法に

基づいて認識された引当金の金額で金銭的補償を受け取った。合計で、BPH AGの従業員約10,400名および

BCS AGの従業員約4,100名がバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトに移転した。バイエル・アクツィー

エンゲゼルシャフトが引き受けた年金引当金は、同じく引き受けた年金資産を控除後で６億ユーロとなり、

引き受けたその他の従業員関連引当金は合計４億ユーロとなった。バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフ

トは両社から10億ユーロの決済補償金を受け取った。

 

本事項が監査上の主要な事項として区分されたのは、それぞれの義務および年金資産の認識および測定がさ

まざまな見積りに基づくものであり、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトが受けた金銭的補償が会社

の財務諸表にとって重要であるためである。

 

引き受けた義務の会計処理および測定に関する詳細は財務諸表に対する注記の会計処理方法の表示に含まれ

ている。
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b)　監査の範囲において、私たちは、2017年１月１日現在でどの従業員ならびに年金引当金およびその他の従業

員関連引当金がBPH AGおよびBCS AGからバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトに移転されたかを決定す

るため、事業リース契約を評価した。数理計算による年金引当金およびその他の従業員関連引当金に関し

て、私たちは、それぞれの従業員がすべて計算に含まれているかを決定するため、バイエル・アクツィーエ

ンゲゼルシャフトが委託した数理計算の報告書を検証した。これに関連して、私たちは、移転された従業員

に関する引き受けた義務の計算のための契約上合意されたパラメーターが、数理計算の報告書において網羅

的かつ正確に扱われていたかどうかを検証した。監査の範囲において、数理計算の報告書の発見事項を批判

的に評価し、使用した。さらに、私たちは、各保険数理士の専門性、能力および客観性に関する心証を得

た。移転された年金資産の公正価値を検証するため、私たちは、対応する銀行および基金の確認状ならびに

専門家の意見を入手し、これらを批判的に分析した。その他すべての従業員関連引当金に関して、私たち

は、ドイツ商法第253条第２項に従った決済金額で移転され、測定されたかを追跡した。私たちは、数理計

算の報告書が示す数理計算に基づき、貸借対照表上の計上額、引当金に関する仕訳および財務諸表に対する

注記における開示を追跡した。また、私たちは、移転された従業員関連引当金と制度資産の取引貸借対照表

と税務貸借対照表に報告された価値の差異による税効果が、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの財

務諸表に適切に描写されているかを検証した。

 

3.　デリバティブ金融商品－評価単位およびヘッジ取引の会計処理

a)　バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは、通常の事業活動に伴う為替、金利および商品価格リスクを

ヘッジするために、外部の契約上のパートナーおよびグループ会社と、複数の異なるデリバティブ金融商品

の取引を締結している。経営者のヘッジ方針は、対応する内部ガイドラインに文書化されており、これらの

取引の基礎となっている。デリバティブ金融商品の使用は、為替レート、金利、株価および市場価格の変動

による純利益およびキャッシュ・フローの変動の低減を目的としている。

 

外部の契約上のパートナーと締結したデリバティブの想定元本は2017年12月31日で276億ユーロであった。

これと相殺するデリバティブがグループ会社との間で想定元本84億ユーロで締結された。デリバティブ金融

商品の公正価値は、評価日現在で入手可能な市場データ(市場価値)を考慮して、一般的な市場の評価方法に

基づいて決定される。これらは純額でマイナス247百万ユーロとなり、2017年12月31日現在でマイナス277百

万ユーロの純額で会計処理された。経営者は、クリティカル・ターム・マッチ法および回帰法に基づきヘッ

ジ関係の有効性を評価している。

 

私たちの見解では、複雑性が高いことや取引数が多いこと、また、会計上および報告上の要求事項が広範囲

にわたることから、本事項を監査上の主要な事項に区分した。
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デリバティブ金融商品に関する会社の会計処理の開示は、財務諸表に対する注記の36に記載されている。金

融商品の使用に関するリスク報告は、結合経営報告書の3.2.2章に表示されている。

 

b)　監査の一環として、私たちは、金融リスク・ソリューションズの内部専門家の支援を受けて、特に、契約上

および財務上のパラメーターを評価し、さまざまなヘッジ手段の評価単位の創設を含む、会計処理のレ

ビューを実施した。私たちはこれらの専門家と協働し、ヘッジ方針の遵守状況を監視する内部活動を含む、

デリバティブ金融商品に関する会社の内部統制システムを評価し、デザイン、整備状況および有効性に関し

て内部統制を検証した。さらに、金融商品の公正価値での測定を検証するため、私たちは、これらの方法の

システムへの適用の適切性を追跡し、代表サンプルに基づき市場データによる計算方法を再計算した。ヘッ

ジ関係の有効性を検証するため、私たちは使用した方法を分析し、システムによる適用の適切性を追跡し

た。予想キャッシュ・フローおよびヘッジ手段の有効性の評価について、私たちは過去のヘッジ水準を遡及

的に評価した。

 

4.　関係会社株式の減損

a)　バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトの財務諸表は、2017年12月31日現在の関係会社株式を449億ユー

ロの金額(貸借対照表合計の76％)で報告した。バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトは、内部事業評価

を実施して当該投資の帳簿価額の回収可能性をテストした。事業価値の合計は保有するすべての重要な投資

に関してバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトが計算し、正味の財務ポジションに修正された。この資

本価値は投資のそれぞれの帳簿価額と比較された。事業価値合計は、割引キャッシュ・フロー・モデルを用

いて、経営者による予想将来キャッシュ・フローの現在価値として計算された。これらの計算の結果は、特

に経営者による将来キャッシュ・インフローの見積り、使用したそれぞれの割引率および成長率、ならびに

正味の財務ポジションの算定に左右される。したがって、当該測定は不確実性の影響を受ける。適用される

割引率のわずかな変動でさえも重要な影響を及ぼす可能性がある。これに関連して、バイエル・アクツィー

エンゲゼルシャフトの純資産および経営成績に対する重要性を考慮すると、本事項は私たちの監査の範囲に

おける監査上の主要な事項であると考えられる。

 

金融資産および減損に関する会社の開示は、財務諸表に対する注記の15に表示されている。
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b)　私たちの監査の範囲において、私たちは、事業価値の合計を計算するために使用した各評価モデルが関連す

る評価基準の要求事項を適切に描写しているか、およびモデルにおける計算が正確に行われているかについ

て評価した。バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトが行った評価に関して、私たちは、公正価値が割引

キャッシュ・フロー法を用いて、関連する評価基準に従って、適切に計算されているかに関する心証を得

た。この点に関して、私たちは、基礎となる将来のキャッシュ・インフローおよび資本コストが全体として

適切な基礎を表しているかを検証した。私たちの見積りは特に、一般的な市場予測およびセクター固有の市

場予測ならびに予算の重要な価値の牽引要因およびパラメーターに関する経営者からの広範な説明に基づい

ている。私たちはまた、適用される割引率を決定するため、市場データとの比較により適用されたパラメー

ターを検証して、論理的・数学的の両方の観点から計算をレビューした。

 

その他の情報

法定代表者はその他の情報に責任を負っている。その他の情報は以下から構成される。

＞ドイツ商法の第289f条および第315d条に基づく結合経営報告書の4.1章に記載されたコーポレート・ガバナンス

に関する記述

＞結合経営報告書の4.2章に記載されたドイツ・コーポレート・ガバナンス規範第3.10条に基づくコーポレート・

ガバナンス報告書の「コンプライアンス」のセクション

＞結合経営報告書において参照され、会社の年次報告書の拡大オンライン版に含まれるオンライン上のすべての追

加的な情報

＞ドイツ商法第264条第２項第３号およびドイツ商法第289条第１項第５号に基づく年次財務諸表および結合経営報

告書に関する法定代表者の宣言

 

年次財務諸表および結合経営報告書に対する私たちの監査意見は、その他の情報を対象とするために拡大されな

い。したがって、私たちは、これらに対し監査意見も他の形式による保証の結論も表明しない。

 

私たちの監査に関連して、私たちの責任は、その他の情報を読み、その過程でその他の情報が以下のようであるか

を検討することである。

 

＞年次財務諸表、結合経営報告書または監査の過程で得た私たちの知識との間に重要な矛盾があるか。

＞その他の点で、重要な虚偽表示があるように見えるか。

 

その他の情報に関して私たちが実施した作業に基づき、その他の情報の重要な虚偽表示があると結論付ける場合、

私たちはその事実を報告することを要求される。この点において、私たちが報告すべき事項はない。
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年次財務諸表および結合経営報告書に関する法定代表者および監査役会の責任

 

法定代表者は年次財務諸表の作成に責任を負う。 (ドイツの) 適切な会計原則に準拠した年次財務諸表が、会社の

純資産、財政状態および経営成績の真実かつ公正な概観を与えるよう、年次財務諸表の作成はすべての重要な点に

おいて企業に適用されるドイツ商法の要求事項に準拠して行われる。さらに、法定代表者は、意図的であるか否か

にかかわらず、重要な虚偽表示のない年次財務諸表の作成を可能にするために必要であるとして特定された内部統

制に責任を負う。

 

年次財務諸表の作成にあたり、法定代表者は、会社の継続企業の前提の評価に責任を負う。さらに、法定代表者

は、該当する場合に継続企業の前提に関連する事項を開示する責任を負う。また、法定代表者は、継続企業の前提

に基づく会計処理が法務上および実際の環境と矛盾しない限り、当該会計処理を適用することに責任を負う。

 

また、法定代表者は、全体として会社の状態の適切な概観を提供し、すべての重要な点において年次財務諸表に整

合し、ドイツの法的規制に準拠して、適切に将来の進展における機会およびリスクを表示する結合経営報告書の作

成に責任を負う。さらに法定代表者は、適用されるドイツ商法に準拠した結合経営報告書の作成を可能にし、結合

経営報告書における記述に関する十分かつ適切な証拠を提供するために必要であると考えられる取決めおよび方策

(システム)に責任を負う。

 

監査役会は、年次財務諸表および結合経営報告書の作成に係る会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。

 

年次財務諸表および結合経営報告書の監査に関する監査人の責任

私たちの目的は、全体としての年次財務諸表に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか、および全体

としての結合経営報告書が会社の状態に関する適切な概観を提供し、すべての重要な点において監査の発見事項と

整合しており、ドイツの法的規制に準拠して、将来の進展における機会およびリスクを適切に表示しているかどう

かに関する合理的な保証を得て、年次財務諸表および結合経営報告書に係る私たちの意見を含む監査報告書を発行

することである。

 

合理的な保証は高水準の保証であるが、ドイツ商法第317条およびEU監査規制およびドイツ公認会計士協会発布の

ドイツで一般に公正妥当と認められる財務諸表の監査基準に準拠して、またISAに補足的に準拠して実施した監査

が、存在する重要な虚偽表示を常に発見するという保証ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることが

あり、個別にまたは集計すると、年次財務諸表および結合経営報告書に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及

ぼすことが合理的に予想される場合に重要であるとみなされる。

 

監査の一環として、私たちは職業専門家としての判断を行使し、職業専門家としての懐疑心を維持する。私たちは

また、
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＞不正または誤謬による年次財務諸表および結合経営報告書における重要な虚偽表示のリスクを識別および評価し

て、それらのリスクに対応する監査手続を立案して実施し、私たちの監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できな

いリスクより高い。これは、不正が、共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の記載、または内部統制の無効化を含み

うるためである。

＞状況に応じた適切な監査手続を立案するために、年次財務諸表の監査に関連する内部統制ならびに結合経営報告

書の監査に関連する取決めおよび方策を理解する。ただしこれは、会社のシステムの有効性について意見表明す

るためのものではない。

＞法定代表者が使用した会計方針の適切性、および法定代表者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理

性を評価する。

＞法定代表者が継続企業の前提に基づく会計処理を適用することの適切性、および入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要な不確実性が認められるかどうかに

ついて結論付ける。重要な不確実性が認められると結論付ける場合、私たちは、監査報告書において、年次財務

諸表および結合経営報告書の関連する開示に注意を喚起すること、または当該開示が不適切であれば私たちの意

見を変更することを要求される。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づく。ただし、将

来の事象または状況が、会社が継続企業として存続できない原因となる可能性がある。

＞開示を含む年次財務諸表の全体としての表示、構成および内容、ならびに年次財務諸表が(ドイツの)適切な会計

原則に準拠した会社の純資産および財政状態および経営成績の真実かつ公正な概観を与えるような方法で、年次

財務諸表が基礎となる取引および事象を表しているかを評価する。

＞結合経営報告書の年次財務諸表との整合性、法的整合性および会社の状態について提供された見解を評価する。

＞結合経営報告書において法定代表者が示した将来予想に関する情報に対し監査手続を実施する。十分かつ適切な

監査証拠に基づいて、私たちは特に、法定代表者による将来予想に関する情報の基礎となる重要な仮定を評価

し、これらの仮定から将来予想に関する情報が正確に導かれているかを評価する。私たちは、将来予想に関する

情報にも基礎となる仮定にも独立した意見を表明しない。将来の事象が将来予想に関する情報と著しく相違する

という重要かつ不可避なリスクがある。

 

私たちは、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに監査の過程で識別した内部統制の不備を含む、重

要な監査上の発見事項について、統治責任者に伝達する。

 

私たちはまた、独立性に関する倫理規定を遵守している旨の陳述書を統治責任者に提供し、すべての関係および私

たちの独立性に影響を及ぼすと合理的に考えられるその他の事項ならびに該当する場合には関連するセーフガード

について、統治責任者に伝達する。
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統治責任者に伝達した事項から、私たちは、当期の年次財務諸表の監査における最も重要な事項であり、したがっ

て監査上の主要な事項である事項を決定する。法令または規則が当該事項の公的開示を禁止しない限り、私たちは

年次財務諸表に対する監査報告書に当該事項を記載する。

 

その他の法的および規制上の要求事項

電力およびガスの供給に係る法律(EnWG)第6b条に準拠した会計処理の個別化に関するコメント

電力およびガスの供給に係る法律第6b条第５項に準拠し、財務諸表の監査の一環として、私たちは、電力およびガ

スの供給に係る法律の第6b条第３項に記載された活動について、個別に会計処理すべきことを定める電力およびガ

スの供給に係る法律第6b条第３項に基づく会計上の義務への経営者の遵守についても評価した。

 

電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３項に基づく会計上の義務への遵守は、会社の法定代表者の責務であ

る。

 

私たちの責任は、電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３項に基づく会計上の義務への遵守について監査に基

づく評価を提供することである。私たちは、電力およびガスの供給に係る法律第6b条に関して、ドイツ会計士協会

発布のドイツで一般に公正妥当と認められる年次財務諸表の監査基準に準拠して監査を実施した。当該基準は、私

たちに、電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３項に基づく勘定の評価および配分が適切に行われ、第三者に

とって追跡可能であるかどうかについて合理的な保証を得るために、電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３

項に基づく会計上の義務への遵守についての監査の監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて

いる。継続性の原則が遵守された。

 

電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３項に記載された活動について、個別の勘定を維持すべきことを定める

電力およびガスの供給に係る法律第6b条第３項に基づく会計上の義務への遵守の監査から、報告すべき事項はな

かった。

 

EU監査規制第10条に準拠したその他の情報

私たちは、年次財務諸表を監査するために2017年４月28日に年次株主総会で選任された。私たちは、2017年６月1

日/６月28日に監査役会により業務委託された。年次財務諸表の監査人としての契約の連続する合計期間は2017事

業年度からの期間であり、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(レバクーゼン)の監査人として継続的に契約

している。

 

私たちは、この監査報告書に含まれる監査意見がEU監査規制第11条に準拠した監査委員会への追加的な報告書(監

査委員会への追加的な報告書)と整合することを確認する。
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私たちは、監査対象の会社または当該会社が支配する会社の法定監査に加えて、監査対象の会社の財務諸表または

結合経営報告書において特定していない以下の業務を提供した。

 

＞レビュー対象年度に売却が検討されていた事業の財務情報の分析に主に関連する非監査業務(その他の業務)

＞法定監査対象外の財務および非財務情報の監査(その他の保証業務)

 

監査責任者

監査責任者はフランク・バイナである。

 

 

ミュンヘン、2018年２月21日

 

デロイト・ゲーエムベーハー

ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト

 

ハイナー・コンペンハンス Prof. Dr.フランク・バイナ

(ドイツの公認会計士) (ドイツの公認会計士)
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

 

An die Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN

LAGEBERICHTS

 

Prüfungsurteile

 

Wir haben den Jahresabschluss der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember

2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den

zusammengefassten Lagebericht der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2017 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile

des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich

geprüft.

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 

・　entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft

zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und

・　vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige

Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts.

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit

des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung

des Jahresabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10

Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am

bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der

Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

 

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

1.　New Bayer – Betriebsverpachtung

2.　New Bayer – Mitarbeiterübergang

3.　Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Bewertungseinheiten und Sicherungsgeschäften

4.　Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen

 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt strukturiert:

a) Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Jahresabschluss),

b) Prüferisches Vorgehen
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1.　New Bayer – Betriebsverpachtung

a)　Nach dem Börsengang der Covestro AG in 2015 organisierte die Bayer Aktiengesellschaft den Konzern zum 1. Januar 2016

neu und löste die vorherige Organisation mit der Bayer Aktiengesellschaft als einer strategischen Management-Holding und

operativen Teilkonzernen durch eine integrierte Struktur unter Führung des Vorstands der Bayer Aktiengesellschaft ab. Das

operative Geschäft wird seitdem über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science, die

Geschäftseinheit Animal Health sowie den rechtlich selbständigen Teilkonzern Covestro, an der die Bayer

Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2016 mit ca. 64 % beteiligt war, geführt. Damit einhergehend wurden auch die

internen Berichtstrukturen im Konzern angepasst. Die Neuorganisation und damit finale Umsetzung der neuen integrierten

Struktur wurde zum 1. Januar 2017 durch die Verpachtung der Betriebe der Bayer Pharma AG (BPH AG) und der Bayer

CropScience AG (BCS AG) (die Verpächter) an die Bayer Aktiengesellschaft (Pächter) abgeschlossen. Mit Wirkung ab

diesem Tag haben die BPH AG und die BCS AG ihre Betriebe an die Bayer Aktiengesellschaft verpachtet und ihr jeweiliges

Vorratsvermögen auf den Pächter übertragen, welcher wiederum die Führung der Betriebe übernommen hat. Gegenstand

der Verpachtungen sind grundsätzlich sämtliche zur Führung der Betriebe der Verpächter erforderlichen

Vermögensgegenstände, Verträge und sonstigen Rechtsverhältnisse. Ausgenommen von der Verpachtung sind alle

Beteiligungen und die damit zusammenhängenden Rechte, die sonstigen Finanzanlagen einschließlich stiller Beteiligungen

sowie die damit zusammenhängenden Forderungen, sonstigen Rechte und Verbindlichkeiten.

 

Der Pachtzins für das Geschäftsjahr 2017 wurde gutachterlich ermittelt. Die Betriebsverpachtungsverträge sind zunächst

jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres abgeschlossen worden. Ihre Laufzeiten verlängern sich jeweils um ein weiteres

Kalenderjahr, wenn sie nicht durch eine der Parteien mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf des vorangehenden

Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Die Bilanzierung wird unter Heranziehung der steuerlichen Leasingerlasse

vorgenommen.

 

Der Sachverhalt wurde von uns als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt bestimmt, weil die vertragliche Gestaltung und

die hierauf basierende bilanzielle Abbildung der Betriebsverpachtung komplexer Natur sind. Weiterhin hat die Änderung des

Geschäftsmodells wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bayer Aktiengesellschaft.

 

Die Angaben der Gesellschaft zur Betriebsverpachtung sind im einleitenden Abschnitt des Anhangs „Änderung der

Unternehmensstruktur“ enthalten.
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b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung unserer internen Spezialisten aus dem Bereich Tax geprüft,

inwieweit die Betriebsverpachtungsverträge zwischen der Bayer AG und der BPH AG bzw. der BCS AG handelsrechtlich

als operative Leasingverhältnisse zu klassifizieren sind. Dazu haben wir u. a. das von der Bayer Aktiengesellschaft in

Auftrag gegebene „Gutachten hinsichtlich des Bilanzansatzes des im Wege einer Betriebsverpachtung überlassenen

Anlagevermögens“ kritisch analysiert und ausgewertet. Wir haben zudem die organisatorischen und prozessualen

Maßnahmen der Bayer Aktiengesellschaft dahingehend analysiert und beurteilt, inwieweit diese sicherstellen, dass die

tatsächliche Durchführung des Betriebsverpachtungsvertrags hierdurch gewährleistet wird. Wir haben die Vollständigkeit

und Richtigkeit der Übertragung der im Rahmen der Betriebsverpachtungen übergegangenen betrieblich notwendigen

Vermögensgegenstände und Schulden geprüft, indem wir stichprobenartig die gemäß Betriebsverpachtungsverträgen zu

übertragenden Vermögensgegenstände und Schulden mit den in das ERP-System der Bayer Aktiengesellschaft

übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden abgeglichen haben. Weiterhin haben wir die systemtechnischen

Vorkehrungen und Maßnahmen im Buchführungssystem der Bayer Aktiengesellschaft zur Gewährleistung der zutreffenden

bilanziellen Abbildung der Betriebsverpachtungsmodelle in der Buchführung und im Jahresabschluss der Bayer

Aktiengesellschaft unter Hinzuziehung von Spezialisten aus dem Bereich Internal Control Assurance durch Prüfung der

Customizing-Einstellungen beurteilt.

 

2.　New Bayer – Mitarbeiterübergang

 

a)　Mit Wirksamwerden der Betriebsverpachtungsverträge mit der Bayer Pharma AG (BPH AG) und der Bayer CropScience AG

(BCS AG) zum 1. Januar 2017 sind die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den beiden

verpachteten Betrieben zugeordnet worden sind, auf den Pächter Bayer Aktiengesellschaft gemäß § 613a BGB mit allen

Rechten und Pflichten, wie sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Betriebsverpachtungsverträge bestehen,

übergegangen, soweit diese dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse nicht widersprochen hatten. Die Bayer

Aktiengesellschaft erhält für die von der BPH AG und der BCS AG übernommenen Verpflichtungen aus den

Arbeitsverhältnissen der übergehenden Arbeitnehmer, die bis zum Pachtbeginn entstanden sind, einen finanziellen

Ausgleich in Höhe des Werts der für diese Verpflichtungen zum 31. Dezember 2016 in der Bilanz der Verpächterin nach

dem deutschen Handelsrecht zu bildenden Rückstellungen. Insgesamt sind rund 10.400 Arbeitnehmer der BPH AG und

rund 4.100 Arbeitnehmer der BCS AG zur Bayer Aktiengesellschaft gewechselt. Die übernommenen

Pensionsrückstellungen betragen – nach Verrechnung des von der Bayer Aktiengesellschaft ebenfalls übernommenen

Deckungsvermögens – 0,6 Mrd. EUR und die übernommenen sonstigen Personalrückstellungen 0,4 Mrd. EUR. Die Bayer

Aktiengesellschaft hat dafür von den beiden Gesellschaften insgesamt 1,0 Mrd. EUR als Ausgleich erhalten.
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Der Sachverhalt wurde von uns als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt bestimmt, weil der Ansatz und die Bewertung

der diesbezüglichen Verpflichtungen sowie des Deckungsvermögens auf diversen Schätzungen beruhen und der daraus

abgeleitete finanzielle Ausgleichsanspruch der Bayer Aktiengesellschaft wesentlich für den Jahresabschluss der

Gesellschaft ist.

 

Die Angaben zur Bilanzierung und Bewertung der übernommenen Verpflichtungen sind in der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang enthalten.

 

b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Betriebsverpachtungsverträge dahingehend ausgewertet, welche Mitarbeiter und

zugehörigen Pensions- und sonstigen Personalrückstellungen zum 1. Januar 2017 von der BPH AG und der BCS AG auf

die Bayer Aktiengesellschaft übergegangen sind. Für die Pensions- und sonstigen versicherungsmathematisch zu

bestimmenden Personalrückstellungen haben wir die von der Bayer Aktiengesellschaft eingeholten versicherungs-

mathematischen Gutachten daraufhin geprüft, ob in ihnen für alle betroffenen Mitarbeiter Berechnungen enthalten sind. In

diesem Zusammenhang haben wir abgestimmt, ob die vertraglich vereinbarten Parameter für die Berechnung der

übernommenen Verpflichtungen gegenüber den übergehenden Arbeitnehmern vollständig und richtig in den Gutachten

verarbeitet worden sind. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Gutachten kritisch gewürdigt und verwertet. Dazu

haben wir uns von der Kompetenz, den Fähigkeiten und der Objektivität der jeweiligen Gutachter überzeugt. Für die

Prüfung der Zeitwerte des übergegangenen Deckungsvermögens lagen uns entsprechende Bank- und Fondsbestätigungen

sowie Wertgutachten vor, die wir kritisch gewürdigt haben. Für alle anderen Personalverpflichtungen haben wir

nachvollzogen, ob diese übertragen und mit ihrem Erfüllungsbetrag entsprechend § 253 Abs. 2 HGB bewertet worden sind.

Wir haben die Bilanzableitungen, Rückstellungsbuchungen und Angaben im Anhang auf Basis der

versicherungsmathematischen Berechnungen in den Gutachten nachvollzogen. Zudem haben wir geprüft, ob die

steuerlichen Auswirkungen aus unterschiedlichen Wertansätzen der übertragenen Personalrückstellungen und des

übertragenen Deckungsvermögens in Handels- und Steuerbilanz zutreffend im Jahresabschluss der Bayer

Aktiengesellschaft adressiert sind.

 

3.　Derivative Finanzinstrumente – Bilanzierung von Bewertungseinheiten und Sicherungsgeschäften

 

a)　Die Bayer Aktiengesellschaft schließt eine Vielzahl unterschiedlicher derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung gegen

Währungs-, Zins-, Kurs- und Preisrisiken aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb mit externen Vertragspartnern und

Konzerngesellschaften ab. Basis dafür ist die von den gesetzlichen Vertretern vorgegebene Sicherungspolitik, die in

entsprechenden internen Richtlinien dokumentiert ist. Ziel des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten ist es, in

Bezug auf Ergebnis und Zahlungsmittelflüsse die Fluktuationen zu reduzieren, welche auf Veränderungen von

Wechselkursen, Zinssätzen, Aktienkursen und Marktpreisen zurückzuführen sind.
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Das Nominalvolumen der mit externen Vertragspartnern abgeschlossenen Derivate beläuft sich zum 31. Dezember 2017

auf 27,6 Mrd. EUR. Mit Konzerngesellschaften sind gegenläufige Derivate von nominal 8,4 Mrd. EUR abgeschlossen. Die

beizulegenden Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente werden mit marktüblichen Bewertungsmethoden unter

Berücksichtigung der am Bewertungsstichtag vorliegenden Marktdaten (Marktwerte) ermittelt. Diese betragen zum

31. Dezember 2017 netto -247 Mio. EUR und sind in Höhe von netto -277 Mio. EUR bilanziell erfasst. Die gesetzlichen

Vertreter beurteilen die Effektivität der Sicherungsbeziehung nach der Critical-Term-Match-Methode und nach der

Regressionsmethode.

 

Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte aufgrund der hohen Komplexität und Anzahl der Geschäfte sowie der

umfangreichen Anforderungen an Bilanzierung und Berichterstattung von besonderer Bedeutung.

 

Die Angaben der Gesellschaft zu der Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten sind in Abschnitt 36 des Anhangs

enthalten. Die Risikoberichterstattung mit Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten erfolgt im

zusammengefassten Lagebericht in Abschnitt 3.2.2.

 

b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung unserer internen Spezialisten aus dem Bereich Financial Risk

Solutions unter anderem die vertraglichen und finanztechnischen Grundlagen gewürdigt und die Bilanzierung einschließlich

der Bildung von Bewertungseinheiten der diversen Sicherungsgeschäfte nachvollzogen. Zusammen mit den Spezialisten

haben wir das eingerichtete interne Kontrollsystem der Gesellschaft im Bereich der derivativen Finanzinstrumente

einschließlich der internen Überwachung der Einhaltung der Sicherungspolitik gewürdigt und die Kontrollen hinsichtlich

Design, Implementierung und Wirksamkeit geprüft. Ferner haben wir bei der Prüfung der Bewertung der Finanzinstrumente

zum beizulegenden Zeitwert die ordnungsmäßige systemseitige Implementierung der Methoden nachvollzogen und die

Berechnungsmethoden auf Basis von Marktdaten für repräsentativ ausgewählte Stichproben nachgerechnet. Zur Prüfung

der Effektivität der Sicherungsbeziehung haben wir die angewendeten Methoden analysiert und deren ordnungsmäßige

systemseitige Implementierung nachvollzogen. Hinsichtlich der erwarteten Zahlungsströme und der Effektivitätsbeurteilung

von Sicherungsgeschäften haben wir im Wesentlichen rückblickend die Sicherungsgrade der Vergangenheit beurteilt.
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4.　Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen

 

a)　Zum 31. Dezember 2017 werden im Jahresabschluss der Bayer Aktiengesellschaft Anteile an verbundenen Unternehmen in

Höhe von 44,9 Mrd. EUR (76 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Bayer Aktiengesellschaft hat zum Abschlussstichtag

die Werthaltigkeit der Beteiligungsbuchwerte durch intern durchgeführte Unternehmensbewertungen überprüft. Für alle

wesentlichen Beteiligungen wird durch die Bayer Aktiengesellschaft ein Gesamtunternehmenswert ermittelt, welcher um die

Nettofinanzposition korrigiert wird. Der so ermittelte Eigenkapitalwert wird dem jeweiligen Beteiligungsbuchwert

gegenübergestellt. Die Gesamtunternehmenswerte werden als Barwert der von den gesetzlichen Vertretern erwarteten

künftigen Zahlungsströme mittels Discounted Cashflow-Modellen ermittelt. Das Ergebnis dieser Bewertungen ist

insbesondere von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter, den jeweils

verwendeten Diskontierungszinssätzen und Wachstumsraten sowie der Bestimmung der Nettofinanzposition abhängig. Die

Bewertungen sind daher mit Unsicherheiten behaftet. Bereits geringfügige Veränderungen des verwendeten

Diskontierungssatzes können wesentliche Auswirkungen haben. Vor diesem Hintergrund und angesichts der wesentlichen

Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage der Bayer Aktiengesellschaft war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer

Prüfung von besonderer Bedeutung.

 

Die Angaben der Gesellschaft zu den Finanzanlagen und deren Werthaltigkeit sind im Anhang in Kapitel 15 enthalten.

 

b)　Im Rahmen unserer Prüfung haben wir beurteilt, ob das für die Ermittlung des Gesamtunternehmenswerts jeweils

herangezogene Bewertungsmodell die konzeptionellen Anforderungen der relevanten Bewertungsstandards zutreffend

abbildet und die Berechnungen in dem Modell korrekt erfolgen. Bei den von der Bayer Aktiengesellschaft durchgeführten

Bewertungen haben wir uns davon überzeugt, ob die beizulegenden Werte sachgerecht mittels Discounted Cashflow-

Verfahren unter Beachtung der relevanten Bewertungsstandards ermittelt wurden. Hierzu haben wir überprüft, ob die

zugrundeliegenden künftigen Zahlungsmittelzuflüsse und die angesetzten Kapitalkosten insgesamt eine sachgerechte

Grundlage darstellen. Bei unserer Einschätzung haben wir uns unter anderem auf einen Abgleich mit allgemeinen und

branchenspezifischen Markterwartungen sowie umfangreiche Erläuterungen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen

Werttreibern und Prämissen der Planung gestützt. Wir haben auch die bei der Bestimmung des verwendeten

Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter durch Abgleich mit Marktdaten geprüft und das Berechnungsschema

sachlogisch und rechnerisch nachvollzogen.
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Sonstige Informationen

 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

・　die in Abschnitt 4.1 des zusammengefassten Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f

und § 315d HGB,

・　den in Abschnitt 4.2 des zusammengefassten Lageberichts enthaltenen Abschnitt „Compliance“ des Corporate Governance

Berichts nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex,

・　alle online-Ergänzungen, auf die im zusammengefassten Lagebericht verwiesen wird und die in der erweiterten online-

Fassung des Geschäftsberichts enthalten sind und

・　die Versicherung der gesetzlichen Vertreter zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht nach § 264

Abs. 2 Satz 3 HGB bzw. § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB.

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen

Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von

Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

 

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei

zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 

・　wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum zusammengefassten Lagebericht oder zu unseren bei der

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

・　anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung

dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem

Zusammenhang nichts zu berichten.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den zusammengefassten

Lagebericht

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,

sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des

Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317

HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 

・　identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im

Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

・　gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den

für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen

zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

・　beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden

Angaben.
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・　ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf

die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder,

falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit

nicht mehr fortführen kann.

・　beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie

ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

・　beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

・　führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im

zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der

Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während

unserer Prüfung feststellen.

 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von

denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu

getroffenen Schutzmaßnahmen.
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen

Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und

daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei

denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

 

Vermerk zur buchhalterischen Entflechtung nach § 6b EnWG

 

Nach § 6b Abs. 5 EnWG haben wir im Rahmen unserer Abschlussprüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur

Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG geprüft, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu

führen sind.

 

Die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Einhaltung der

Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der für die

Prüfung nach § 6b EnWG vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b EnWG so zu planen und

durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob die Wertansätze und Zuordnung der Konten nach § 6b

Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b

Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 28. April 2017 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 1./28. Juni vom

Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2017 als Abschlussprüfer der Bayer Aktiengesellschaft,

Leverkusen, tätig.

 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den

Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
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Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht des geprüften Unternehmens angegeben

wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das geprüfte Unternehmen bzw. für die von diesem beherrschten Unternehmen

erbracht:

 

・　Nicht-Prüfungsleistungen, die im Berichtsjahr im Wesentlichen auf die Analyse von Finanzinformationen von

Geschäftseinheiten entfielen, deren Desinvestition erwogen wurde (Sonstige Leistungen)

・　Prüfung von finanziellen und nichtfinanziellen Informationen außerhalb der Abschlussprüfung (andere

Bestätigungsleistungen).

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Prof. Dr. Frank Beine.

 

 

München, den 21. Februar 2018

 

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

 

(Heiner Kompenhans) (Prof. Dr. Frank Beine)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

 

 

 

（※）上記は、監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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